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令和３年第１回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第１号 

 

令和３年２月２２日（月曜日）午前１０時開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議案第 ３ 号 菊池市の未来を考える懇談会条例を廃止する条例の制定について 

   議案第 ４ 号 菊池市庁舎等整備市民検討委員会条例を廃止する条例の制定につ 

          いて 

   議案第 ５ 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

          一部を改正する条例の制定について 

   議案第 ６ 号 菊池市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第 ７ 号 菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の一部を 

          改正する条例の制定について 

   議案第 ８ 号 菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例を廃止する条例の制定 

          について 

   議案第 ９ 号 菊池市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定 

          める条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１０号 菊池市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１１号 菊池市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 

          する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１２号 菊池市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び 

          運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた 

          めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正 

          する条例の制定について 

   議案第１３号 菊池市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等 

          を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１４号 菊池市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護 

          予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する 

          基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第１５号 菊池市新型コロナウイルス対策農業支援資金基金条例の制定につ 

          いて 
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   議案第１６号 菊池市交流促進センター条例の一部を改正する条例の制定につい 

          て 

   議案第１７号 菊池市新型コロナウイルス感染症関係融資利子補給基金条例の制 

          定について 

   議案第１８号 菊池市地域経済牽引事業奨励条例の一部を改正する条例の制定に 

          ついて 

   議案第１９号 菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の制定に 

          ついて 

   議案第２０号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第１５号） 

   議案第２１号 令和２年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

   議案第２２号 令和２年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第３号) 

   議案第２３号 令和２年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

   議案第２４号 令和２年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算(第２号) 

   議案第２５号 令和２年度菊池市水道事業会計補正予算（第４号） 

   議案第２６号 令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算（第６号） 

   議案第２７号 令和３年度菊池市一般会計予算 

   議案第２８号 令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 

   議案第２９号 令和３年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算 

   議案第３０号 令和３年度菊池市介護保険事業特別会計予算 

   議案第３１号 令和３年度菊池市水道事業会計予算 

   議案第３２号 令和３年度菊池市下水道事業会計予算 

   議案第３３号 財産の譲渡について 

   議案第３４号 財産の譲渡について 

 一括上程・説明 

第４ 報告第 １ 号 専決処分の報告について（奨学資金に関する訴えの提起） 

   報告第 ２ 号 専決処分の報告について（奨学資金に関する訴えの提起） 

   報告第 ３ 号 専決処分の報告について（市道管理瑕疵） 

   報告第 ４ 号 専決処分の報告について（庁用車車両事故） 

 一括上程・報告・質疑 

第５ 請願第 １ 号 国の責任で「２０人学級」を展望した少人数学級の前進を求める 

          請願 

 上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第 ３ 号 菊池市の未来を考える懇談会条例を廃止する条例の制定につ 

            いて 

     議案第 ４ 号 菊池市庁舎等整備市民検討委員会条例を廃止する条例の制定 

            について 

     議案第 ５ 号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

            例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第 ６ 号 菊池市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第 ７ 号 菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の一 

            部を改正する条例の制定について 

     議案第 ８ 号 菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例を廃止する条例の 

            制定について 

     議案第 ９ 号 菊池市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

            を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１０号 菊池市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１１号 菊池市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

            に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

     議案第１２号 菊池市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

            及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護 

            予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 

            の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１３号 菊池市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基 

            準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第１４号 菊池市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

            介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

            に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定に 

            ついて 

     議案第１５号 菊池市新型コロナウイルス対策農業支援資金基金条例の制定 

            について 

     議案第１６号 菊池市交流促進センター条例の一部を改正する条例の制定に 

            ついて 
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     議案第１７号 菊池市新型コロナウイルス感染症関係融資利子補給基金条例 

            の制定について 

     議案第１８号 菊池市地域経済牽引事業奨励条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

     議案第１９号 菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の制 

            定について 

     議案第２０号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第１５号） 

     議案第２１号 令和２年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５ 

            号） 

     議案第２２号 令和２年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

            ３号） 

     議案第２３号 令和２年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第５号） 

     議案第２４号 令和２年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第 

            ２号） 

     議案第２５号 令和２年度菊池市水道事業会計補正予算（第４号） 

     議案第２６号 令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算（第６号） 

     議案第２７号 令和３年度菊池市一般会計予算 

     議案第２８号 令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 

     議案第２９号 令和３年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算 

     議案第３０号 令和３年度菊池市介護保険事業特別会計予算 

     議案第３１号 令和３年度菊池市水道事業会計予算 

     議案第３２号 令和３年度菊池市下水道事業会計予算 

     議案第３３号 財産の譲渡について 

     議案第３４号 財産の譲渡について 

 一括上程・説明 

日程第４ 報告第 １ 号 専決処分の報告について（奨学資金に関する訴えの提起） 

     報告第 ２ 号 専決処分の報告について（奨学資金に関する訴えの提起） 

     報告第 ３ 号 専決処分の報告について（市道管理瑕疵） 

     報告第 ４ 号 専決処分の報告について（庁用車車両事故） 

 一括上程・報告・質疑 

日程第５ 請願第 １ 号 国の責任で「２０人学級」を展望した少人数学級の前進を求 

            める請願 

 上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 君 

                     ２番  福 島 英 德 君 

                     ３番  緒 方 哲 郎 君 

                     ４番  後 藤 英 夫 君 

                     ５番  平   直 樹 君 

                     ６番  東   奈津子 さん 

                     ７番  坂 本 道 博 君 

                     ８番  水 上 隆 光 君 

                     ９番  猿 渡 美智子 さん 

                    １０番  松 岡   讓 君 

                    １１番  荒 木 崇 之 君 

                    １２番  柁 原 賢 一 君 

                    １３番  工 藤 圭一郎 君 

                    １４番  城   典 臣 君 

                    １５番  大 賀 慶 一 君 

                    １６番  水 上 彰 澄 君 

                    １７番  二ノ文 伸 元 君 

                    １８番  泉 田 栄一朗 君 

                    １９番  木 下 雄 二 君 

                    ２０番  山 瀬 義 也 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 君 

             副 市 長     芳 野 勇一郎 君 

             政策企画部長     後 藤 啓太郎 君 

             総 務 部 長     上 田 敏 雄 君 

             市民環境部長     笹 本 義 臣 君 

             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 さん 

             経 済 部 長     清 水   登 君 

             建 設 部 長     中 村 喜 範 君 

             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 君 
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             教 育 長     渡 邉 和 博 君 

             教 育 部 長     木 下 徳 幸 君 

新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 

             七 城 支 所 長     倉 原 安 浩 君 

             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 君 

             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 君 

             財 政 課 長     山 田 哲 二 君 

             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 君 
           管理委員会事務局長  

             市 長 公 室 長     松 原 憲 一 君 

           農業委員会事務局長     泉   大 助 君 

             水 道 局 長     安 武 邦 男 君 

            監査委員事務局長     山 口 浩一郎 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

事務局職員出席者 

             事 務 局 長     歌 岡 憲 一 君 

             事 務 局 課 長     中 尾 孝 浩 君 

             課 長 補 佐     古 田 浩 敏 君 

             議 会 係 長     笹 本 聖 一 君 

             議 会 係     吉 岡 結加里 さん 
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午前１０時００分 開会 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

   ただいまの出席議員は２０名です。定足数に達していますので、ただいまから令

和３年第１回菊池市議会定例会を開会します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（大賀慶一君） ここで、日程に先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

   去る１月２８日に、鹿児島県霧島市で計画されていた九州市議会議長会第４回理

事会並びに２月８日に東京都で計画されていました全国広域連携市議会協議会第５

２回総会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、共に中止と

なり、書面による開催となりました。 

   次に、監査委員から令和２年１月分までの一般会計・特別会計並びに企業会計に

関する例月出納検査報告があっておりますので、ご報告いたします。 

   なお、詳細につきましては、それぞれ事務局に備付けの書類によって、ご承諾い

ただきたいと思います。 

   以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時０１分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を行います。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、水上彰澄君及び二ノ文伸元

君を指名します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   お諮りします。 

   本定例会の会期につきましては、議会運営委員会におきまして、本日から３月１

９日までの２６日間とすることに結論を見ておりますが、これにご異議ございませ
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んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月１９日まで

の２６日間と決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第３号から議案第３４号まで一括上程・説明 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第３、議案第３号から議案第３４号までの３２案件

を一括議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

   本日、令和３年第１回菊池市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

おかれましては、本会議にご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

   本定例会の会期につきましては、先ほどご決定をいただきましたように、本日か

ら３月１９日までの２６日間の日程でご審議をお願いするものでございます。よろ

しくお願いをいたします。 

   それでは、ただいま上程されました議案の提案理由の説明に先立ちしまして、令

和３年度の予算編成の方針につきまして述べさせていただきます。 

   来る４月に、市長選挙が行われることに伴いまして、令和３年度当初予算につき

ましては、政策的経費を極力抑え、義務的な経費を中心とした、いわゆる骨格予算

として編成したところでございます。 

   まず、国の令和３年度予算編成の基本方針によりますと、我が国経済は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが持ち直しの動き

が見られ、今後の先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動

のレベルを引き上げる中で、各種政策の効果や、海外経済の改善など、持ち直しの

動きが続くことが期待されるが、感染症が内外経済に与える影響に十分注意する必

要があるとされております。 

   また、新型コロナウイルス感染症が経済に及ぼす影響を注視しながらも、ちゅう

ちょなく必要な対策を講ずるなど、厳しい経済事情に対して万全の対応を行うこと。 

   また、国・地方の債務残高がＧＤＰの２倍を超えて膨らむ見込みではあるが、経

済あっての財政との考えの下、経済財政運営と改革の基本方針２０２０、いわゆる

骨太方針２０２０に基づき、経済・財政一体改革を推進し、二度とデフレに戻るこ

とがないよう、デフレ脱却と、経済再生の道筋を確かなものとしつつ、歳出・歳入
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の両面から改革を推進するとされております。 

   次に、本市の財政状況を見ますと、本市の令和元年度一般会計の決算では、財政

構造のいわゆる弾力性を判断する指標であります経常収支比率は、前年度から２．

９％上昇し、９７．３％と高い水準にあることから、これ以上、財政の硬直化が進

まないよう、経常経費の増加には十分留意する必要がございます。 

   また、少子高齢化に伴う社会保障経費の増加や、庁舎整備等のために発行した合

併特例事業債及び熊本地震関連事業の財源として発行した地方債の償還が順次始ま

っていることなどにより、本市の財政状況はより一層厳しさを増していくものと考

えられます。 

   このような状況の中、令和３年度一般会計の歳入予算のうち、主なものを申しま

すと、市税につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を見込み、

前年度比９．１％の減、国庫支出金につきましては、ワクチン接種に係る負担金及

び補助金の増などにより、３．８％の増、繰入金につきましては、財政調整基金か

らの繰入金の減により、３０．２％の減などを見込んでおります。 

   次に、歳出予算につきましては、新規事業や投資的事業等の政策的経費につきま

しては、計上しないことを原則としておりますが、国の経済対策事業や、緊急性が

高いもの、継続事業、災害関連事業、特に市民生活に影響を及ぼすと思われるもの

につきましては、当初予算として計上いたしております。 

   このような基本的な考えに沿って編成した令和３年度の予算規模は、一般会計２

６２億４，７００万円、対前年度比４．８％の減、特別会計１３２億９，２８１万

８，０００円、対前年度比３．２％の減、企業会計４１億７，７１９万２，０００

円、対前年度比０．３％の増となっております。 

   次に、新型コロナウイルスワクチン接種についてでございますが、現在、菊池市、

合志市、大津町、菊陽町で構成しております菊池郡市保健協議会と菊池郡市医師会

において、スケジュールや接種体制などの協議を重ねているところでございます。 

   本市の取組としましては、２月１日付で健康推進課内に新型コロナウイルスワク

チン接種推進室を設置いたしました。１７名の職員に兼務辞令を交付し、ワクチン

接種の準備を進めているところでございます。 

   本市におけるワクチン接種の対象者の人口は、６５歳以上の人口が約１万７，０

００人、その他１６歳未満を除く一般の方が約２万５，０００人でございます。 

   現段階では、まず高齢者の方々へ３月下旬に接種券の送付を行い、４月からワク

チン接種を開始する予定です。 

   次に、その他一般の方々については、４月下旬に接種券の送付後、順次接種とな

る予定でございます。 
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   また、３月上旬には、コールセンターを開設し、市民の皆様からのお問合せや、

ご相談に対応するとともに、接種券発送後、コールセンターにおいて予約受付を電

話及びインターネットで開始できるよう、体制の整備を進めているところでござい

ます。 

   接種会場につきましては、市内の医療機関で接種を行う個別接種会場と、総合体

育館、各中央公民館等で接種を行う集団接種会場を予定しておりますが、個別接種

会場となる医療機関の数や、集団接種会場の場所等につきましては、引き続き、医

師会と協議を重ね、皆様にご報告できる段階になりましたら、広報紙やホームペー

ジ、防災・行政ナビ等の手段によりまして、随時周知を行ってまいります。 

   市民の皆様が安心して、かつスムーズに接種ができるよう、国・県・医師会等と

連携して、体制の整備を進めてまいりますので、市民の皆様方のご理解とご協力を

よろしくお願い申し上げます。 

   それでは、上程されました議案につきまして、ご説明申し上げます。 

   議案書その１の１ページをお願いいたします。 

   議案第３号は、菊池市の未来を考える懇談会の所掌事務を総合計画策定審議会等

へ引き継ぐことに伴う、菊池市の未来を考える懇談会条例の廃止、議案第４号は、

本庁舎、支所庁舎等の整備事業計画の策定完了に伴う、菊池市庁舎等整備市民検討

委員会条例の廃止、議案第５号は、菊池市の未来を考える懇談会及び庁舎等整備市

民検討委員会の廃止に伴う、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正、議案第６号は、市の債権管理事務の適正化を図るための菊池

市債権管理条例の一部改正、議案第７号及び議案第８号は、令和３年度から本市全

域が菊池環境保全組合に加入することに伴う、菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに

浄化槽に関する条例の一部改正、及び、菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例

の廃止でございます。 

   議案第９号は、厚生労働省令の一部改正に伴う、菊池市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。 

   議案第１０号は、介護保険法施行令の一部改正に伴う、菊池市介護保険条例の一

部改正、議案第１１号から議案第１４号までは、厚生労働省令の一部改正に伴う、

介護事業に関連する各基準条例の一部改正、議案第１５号は、地方自治法の規定に

よる、菊池市新型コロナウイルス対策農業支援資金基金条例の新規制定、議案第１

６号は、龍龍館の改修工事に伴う、菊池市交流促進センター条例の一部改正、議案

第１７号は、地方自治法の規定による、菊池市新型コロナウイルス感染症関係融資

利子補給基金条例の新規制定、議案第１８号は、いわゆる地域未来投資促進法の一

部改正に伴う、菊池市地域経済牽引事業奨励条例の一部改正、議案第１９号は、浄
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化槽法の一部改正に伴う、菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部改正でございま

す。 

   次に、議案書その２をお願いいたします。 

   議案書その２、１ページの議案第２０号、令和２年度一般会計補正予算（第１５

号）につきましては、予算の総額から１億１，０２１万８，０００円を減額するも

のでございまして、補正の主なものとしましては、小中学校体育館トイレ改修事業、

泗水給食センター及び総合体育館空調設備更新事業及び事業費の確定見込みによる

減額補正などとなっております。 

   議案第２１号から議案第２６号までの６議案につきましては、令和２年度の各特

別会計、水道事業会計及び下水道事業会計の補正予算でございます。 

   また、別冊となっております、議案第２７号から議案第３２号までの６議案につ

きましては、令和３年度の当初予算でございます。 

   議案書その１に戻っていただきまして、その６３ページをお願いいたします。 

   議案第３３号及び議案第３４号の財産の譲渡については、菊池市泗水町吉富の苗

畑跡地をそれぞれ有償譲渡するに当たり、議会の議決をお願いするものでございま

す。 

   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、皆様、おはようございます。 

   それでは、提案いたします議案第３号から議案第３４号までにつきまして、一括

して説明いたします。 

   議案書その１の１ページをお願いいたします。 

   議案第３号、菊池市の未来を考える懇談会条例を廃止する条例の制定については、

条例に規定する所掌事務を総合計画策定審議会等へ引き継ぐことに伴い、条例を廃

止するもので、令和３年４月１日から施行することとしております。 

   次に、３ページをお願いいたします。 

   議案第４号、菊池市庁舎等整備市民検討委員会条例を廃止する条例の制定につい

ては、本庁舎、支所庁舎等の整備事業計画の策定完了に伴い、条例を廃止するもの

で、令和３年４月１日から施行することとしております。 

   次に、５ページをお願いいたします。 

   議案第５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
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部を改正する条例の制定については、菊池市の未来を考える懇談会及び庁舎等整備

市民検討委員会を廃止することに伴い、条例を改正するもので、令和３年４月１日

から施行することとしております。 

   次に、７ページをお願いいたします。 

   議案第６号、菊池市債権管理条例の一部を改正する条例の制定については、市の

債権の管理に関する事務処理の適正化を図るに当たり、条例を改正するもので、公

布の日から施行することとしております。 

   次に、９ページをお願いいたします。 

   議案第７号、菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、及び、１３ページの議案第８号、菊池市一般廃棄物固

形燃料化処理施設条例を廃止する条例の制定については、令和３年度から本市全域

が菊池環境保全組合に加入し、家庭ごみの処理が開始されることに伴い、それぞれ

条例を改正及び廃止するもので、令和３年４月１日から施行することとしておりま

す。 

   次に、１５ページをお願いいたします。 

   議案第９号、菊池市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定については、厚生労働省令であります放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正するも

ので、公布の日から施行することとしております。 

   次に、１７ページをお願いいたします。 

   議案第１０号、菊池市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、介

護保険法施行令の一部改正に伴い、条例を改正するもので、令和３年４月１日から

施行することとしております。 

   次に、１９ページをお願いいたします。 

   議案第１１号から議案第１４号までの介護事業に関連する各基準条例の一部を改

正する条例の制定については、厚生労働省令であります指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、それぞれの条例を改正す

るもので、令和３年４月１日から施行することとしております。 

   次に、５３ページをお願いいたします。 

   議案第１５号、菊池市新型コロナウイルス対策農業支援資金基金条例の制定につ

いては、基金を設置するに当たり、地方自治法の規定により、条例を制定するもの

で、公布の日から施行することとしております。 

   次に、５５ページをお願いいたします。 

   議案第１６号、菊池市交流促進センター条例の一部を改正する条例の制定につい
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ては、平成２７年度に実施した龍龍館の改修工事に伴い、条例を改正するもので、

令和３年４月１日から施行することとしております。 

   次に、５７ページをお願いいたします。 

   議案第１７号、菊池市新型コロナウイルス感染症関係融資利子補給基金条例の制

定については、基金を設置するに当たり、地方自治法の規定により、条例を制定す

るもので、公布の日から施行することとしております。 

   次に、５９ページをお願いいたします。 

   議案第１８号、菊池市地域経済牽引事業奨励条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

の一部改正に伴い、条例を改正するもので、公布の日から施行することとしており

ます。 

   次に、６１ページをお願いいたします。 

   議案第１９号、菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、浄化槽法の一部改正に伴い、条例を改正するもので、公布の日から施行

することとしております。 

   次に、議案書その２をお願いいたします。 

   議案書その２の１ページをお願いいたします。 

   議案第２０号、令和２年度一般会計補正予算（第１５号）でございます。 

   開けていただき、３ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額から１億１，０２１万８，０００円を減額し、補正後

の予算の総額を歳入歳出それぞれ３５０億４，３０６万８，０００円とするもので

ございます。 

   まず、歳入について、事項別明細により説明いたします。 

   １２ページをお願いいたします。 

   １枠目の項１市民税、目２法人４，０００万円の増額及び２枠目の目１固定資産

税６，０００万円の増額は、収入見込みによる増額でございます。 

   １７ページをお願いいたします。 

   目７土木費国庫補助金、社会資本整備総合交付金１億４７万円の増額は、国の補

正予算により前倒しで実施します、鴨川公園板井線ほか２路線の改良等事業に係る

国庫補助金の増額でございます。 

   １８ページをお願いいたします。 

   １枠目の目９教育費国庫補助金、節２小学校費補助金、２段目の学校施設環境改

善交付金１，０７２万３，０００円及び節３中学校費補助金、２段目の学校施設環

境改善交付金２，９７３万４，０００円の増額は、国の補正予算により実施します、
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小中学校体育館トイレ改修事業に係る国庫補助金の増額でございます。 

   同じく、目１０災害復旧費国庫補助金１億１，７２２万３，０００円の増額は、

７月豪雨により被災した林業施設の災害復旧費について、災害査定による交付見込

額が確定したことによる増額でございます。 

   ２１ページをお願いいたします。 

   項２県補助金、目５農林水産業費県補助金、節２畜産業費補助金のうち、最下段

の畜産競争力強化対策整備事業補助金４億７，１１２万２，０００円の増額は、市

内の二つの事業主体が実施します、牛舎整備や搾乳設備の導入等に対する補助金の

増額でございます。１００％国費となっておりますが、県を通して受け入れ、同額

を支出するものでございます。 

   ２３ページをお願いいたします。 

   ２枠目の目１不動産売払収入、節１土地売払収入９，５１２万４，０００円の増

額は、苗畑事業所跡地売却等に伴う増額でございます。 

   ２７ページをお願いいたします。 

   目２総務債２億７，６２０万円の増額は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、減収が見込まれる市税、交付金及び使用料等の補塡のために発行します、減収

補塡債２億５，６２０万円及び特別減収対策債２，０００万円の増額でございます。 

   そのほか、国の補正見込みによる事業実施のための補正予算債の増額及び事業費

確定見込みによる市債の減額が主なものとなっております。 

   ２４ページに戻っていただきますようお願いいたします。 

   １枠目の目１財政調整基金繰入金につきましては、補正予算の財源調整でござい

ます。 

   続きまして、歳出についてご説明いたします。 

   ５９ページをお願いいたします。 

   目３障がい者福祉費、上から４段目の節１９扶助費４，１１９万１，０００円の

増額は、介護給付事業の利用者増によるものでございます。 

   ６９ページをお願いいたします。 

   目５児童福祉施設費、私立保育園経費のうち、２行目の子どものための教育保育

給付費負担金（保育所分）３，３２１万２，０００円及び次の行の（認定こども園

等分）２，３００万３，０００円の増額は、国が示す施設運営費単価の上昇に伴い、

増額となったものでございます。 

   ８７ページをお願いいたします。 

   目６畜産業費、３段目の畜産クラスター補助金４億７，１１２万２，０００円の

増額は、歳入でご説明しましたとおり、牛舎整備等に係る補助金の増額でございま
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して、１００％国費となっております。 

   続きまして、９６ページをお願いいたします。 

   目２商工業振興費、最下段の節１８負担金補助及び交付金１億２，４８５万２，

０００円の減額は、新型コロナウイルス感染症対策として実施しております、各種

支援金、補助金の執行見込額の確定に伴う減額でございます。 

   ９７ページをお願いいたします。 

   ２段目の節２４積立金８，９４４万３，０００円の増額は、新型コロナに係る利

子補給について、次年度以降に支出する額を基金に積み立てるものでございます。 

   １００ページをお願いいたします。 

   目２道路橋りょう新設改良費、一番上の段の工事請負費１億１，８４７万６，０

００円の増額は、国の補正予算により前倒しして実施します、鴨川公園板井線及び

新村田島線の改良事業費の増額でございます。 

   同じく、目３道路橋りょう維持費、下から３段目の工事請負費５，３００万円の

増額は、国の補正予算により前倒しして実施します、大琳寺木庭橋線舗装工事費の

増額でございます。 

   １１５ページをお願いいたします。 

   目１学校管理費、３段目の小学校営繕工事４，４９１万９，０００円の増額は、

国の補正予算により実施します、学校体育館のトイレ改修事業費の増額でございま

す。 

   同じく、下から２段目、学校ＩＣＴ教育推進事業（小学校）７，５４４万７，０

００円の減額は、１人１台タブレット整備事業費等の執行残に伴う減額でございま

す。 

   １１８ページをお願いいたします。 

   上段の目１学校管理費、中学校営繕工事６，７２５万９，０００円の増額は、小

学校同様、国の補正予算により実施します、学校体育館のトイレ改修事業費の増額

でございます。 

   同じく、２段目、学校ＩＣＴ教育推進事業（中学校）３，３５６万７，０００円

の減額につきましても、小学校同様、１人１台タブレット整備事業費等の執行残に

伴う減額でございます。 

   １３０ページをお願いいたします。 

   目２体育施設費、２段目、体育館管理費のうち、工事請負費２，８２８万９，０

００円の増額は、国の補正予算により前倒しして実施します、総合体育館空調設備

更新事業費の増額でございます。 

   １３３ページをお願いします。 
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   目１学校給食費、給食センター等経費のうち、２段目、工事請負費３，０６０万

２，０００円の増額につきましても、同じく、国の補正予算により前倒しして実施

します、泗水給食センター空調設備更新事業費の増額でございます。 

   それでは、８ページに戻っていただきますようお願いいたします。 

   ８ページ、第２表、繰越明許費補正でございます。 

   追加１５件、変更２件となっておりますが、繰越しの理由としましては、関係機

関との協議に不測の日数を要したものや、新型コロナの影響により、資機材や作業

員の確保が困難となったもの、及び国の補正予算によるものでございます。 

   ９ページをお願いいたします。 

   第３表、地方債補正でございます。 

   内容としましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、減収が見込まれる

市税、交付金及び使用料等の補塡のため発行いたします、減収補塡債２億５，６２

０万円及び特別減収対策債２，０００万円の増額、及び、国の補正予算による事業

実施のための補正予算債の増額並びに事業費確定見込みによる市債の増減となって

おります。 

   次に、１３９ページをお願いいたします。 

   議案第２１号、令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）でござ

います。 

   開けていただき、１４１ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額から４，７２４万５，０００円を減額し、補正後の予

算の総額を歳入歳出それぞれ６９億２，５９２万４，０００円とするものでござい

ます。 

   補正の主な内容としましては、療養給付費負担金の清算に伴う減額及び事業費確

定見込みによる減額となっております。 

   次に、１５５ページをお願いいたします。 

   議案第２２号、令和２年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）でご

ざいます。 

   開けて、１５７ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に１，０６５万４，０００円を追加し、補正後の予算

の総額を歳入歳出それぞれ６億４，８５３万円とするものでございます。 

   補正の主な内容としましては、保険料改定による保険料負担金の増額となってお

ります。 

   次に、１６３ページをお願いいたします。 

   議案第２３号、令和２年度介護保険事業特別会計補正予算（第５号）でございま
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す。 

   開けて、１６５ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額から８，２２２万９，０００円を減額し、補正後の予

算の総額を歳入歳出それぞれ５８億６，４０５万３，０００円とするものでござい

ます。 

   補正の主な内容につきましては、居宅介護、地域密着型サービス給付費の執行見

込額の減額及び事業費確定見込みによる減額となっております。 

   次に、１８１ページをお願いいたします。 

   議案第２４号、令和２年度特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第２号）でご

ざいます。 

   開けて、１８３ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額から８万２，０００円を減額し、補正後の予算の総額

を歳入歳出それぞれ３億７，７２０万３，０００円とするものでございます。 

   補正の主な内容としましては、民間移譲に伴う国・県支出金返還金の確定による

減額となっております。 

   次に、１８９ページをお願いいたします。 

   議案第２５号、令和２年度水道事業会計補正予算（第４号）でございます。 

   開けて、１９１ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、第２条におきまして、水道事業収益を１，８２１万円増額し、総

額を６億９，１０７万９，０００円とし、水道事業費用を１，６５５万９，０００

円増額し、総額を６億４，７１０万７，０００円とするものでございまして、補正

の内容につきましては、長期前受金戻入及び資産減耗費の増が主なものでございま

す。 

   また、第３条におきまして、資本的収入を４，４１０万円減額し、総額を２億４，

６７４万７，０００円とし、資本的支出を１，０４９万４，０００円減額し、総額

を５億３６３万７，０００円とするものでございまして、補正の内容につきまして

は、建設改良費の確定に伴う、企業債の減が主なものでございます。 

   そのほか、第４条の企業債におきまして、借入額の限度額を４，４１０万円減額

し、総額を１億３，９４０万円へ、第５条の議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費におきまして、２３７万６，０００円減額し、総額を６，３８０万

４，０００円とするものでございます。 

   次に、２０１ページをお願いいたします。 

   議案第２６号、令和２年度下水道事業会計補正予算（第６号）でございます。 

   開けて、２０２ページをお願いいたします。 
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   今回の補正は、第２条におきまして、下水道事業収益を６８５万４，０００円減

額し、総額を１８億３，４２１万３，０００円とし、下水道事業費用を４０万４，

０００円減額し、総額を１８億４，９０８万６，０００円とするものでございます。 

   また、第３条におきまして、資本的収入を１，１１２万３，０００円減額し、総

額を６億９，０６２万１，０００円とし、資本的支出を４２４万５，０００円減額

し、総額を１２億１，１２３万５，０００円とするものでございまして、補正の内

容として、収入につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によります、下

水道使用料の減額、支出につきましては、維持管理費業務委託料及び企業債支払利

息の減額によるものでございます。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のために１０分間休憩をしたいと思いますので。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４０分 

開議 午前１０時４８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、引き続き、提案理由の説明をさせていただきま

す。 

   次に、別冊となっております、議案第２７号から議案第３２号までの一般会計・

各特別会計・上下水道事業会計の令和３年度当初予算の概要につきましては、一般

会計予算書の前に添付してあると思いますけども、予算に関する説明資料、Ａ４の

縦になっておりますけども、それにより説明いたしますので、そちらのほうをご覧

いただきたいと思います。 

   Ａ４の縦で令和３年度予算に関する説明資料とありますので、そちらのほうの１

ページをお願いいたします。 

   令和３年度菊池市の財政規模でございます。 

   一般会計につきましては、予算総額２６２億４，７００万円で、前年度と比較し

まして、１３億３，５００万円、４．８％の減となっており、４月に市長選挙が行

われるため、骨格予算となっております。 

   主な事業内容としましては、泗水中学校長寿命化改良事業８億３，７４１万１，

０００円、七城支所庁舎整備事業３億２，５５８万８，０００円、市道維持整備事

業１億７，２００万円、公営住宅ストック総合改善事業１億１，０４０万１，００

０円、及び新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業２億１，２２１万２，００
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０円などでございます。 

   続きまして、特別会計について説明させていただきます。 

   まず、国民健康保険事業会計でございますが、予算総額６６億８，４２３万６，

０００円、対前年度比１億７，６２４万円、２．６％の減で、主に医療給付負担金

の減によるものでございます。 

   次に、後期高齢者医療事業会計につきましては、予算総額６億５，６６９万４，

０００円、対前年度比２，２０３万５，０００円、３．５％の増で、主に後期高齢

者医療広域連合納付金の増によるものでございます。 

   次に、介護保険事業会計につきましては、総額５９億５，１８８万８，０００円、

対前年度比９，５９３万２，０００円、１．６％の増で、主に居宅及び施設介護サ

ービス給付負担金の増によるものでございます。 

   最後に、特別養護老人ホーム会計につきましては、民間移譲に伴う精算も完了し、

令和２年度末をもって廃止となります。 

   以上、特別会計全体では１３２億９，２８１万８，０００円で、対前年度比４億

３，５３９万７，０００円、３．２％の減となっております。 

   次に、水道事業会計につきましては、予算総額１１億１，０６０万５，０００円

で、対前年度比３，４３６万４，０００円、３％の減となっております。 

   次に、下水道事業会計につきましては、予算総額３０億６，６５８万７，０００

円で、対前年度比４，４７９万３，０００円、１．５％の増となっております。 

   次に、２ページをお願いいたします。 

   令和３年度目的別歳入予算の状況でございます。 

   表中、主なものを説明させていただきます。 

   最上段の市税につきましては、４９億１，９８１万７，０００円で、対前年度比

４億９，５０９万４，０００円、９．１％の減となっており、新型コロナウイルス

感染症の影響による減収を見込んでおります。 

   次に、地方譲与税から地方交付税につきましては、国の地方財政計画と本市の実

績等を精査した上で、見込額を計上いたしております。 

   そのうち、地方交付税につきましては、普通交付税、特別交付税、共に前年度同

額を見込んでおります。 

   次に、国庫支出金は３８億７，３０８万４，０００円で、対前年度比１億４，３

４３万７，０００円、３．８％の増となっております。 

   主な要因は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種に係る負担金及び補助金の

増によるものでございます。 

   次に、県支出金は２４億２，３２５万４，０００円で、対前年度比５，１９６万



－ 38 － 

円、２．１％の減となっております。 

   主な要因は、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金などの減によるものでござい

ます。 

   次に、繰入金は２３億２，６４６万５，０００円で、対前年度比１０億７３１万

７，０００円、３０．２％の減となっております。 

   主な要因は、財政調整基金繰入金の減によるものでございます。 

   最後に、市債は２３億７８０万円で、対前年度比６３０万円、０．３％の増とな

っております。 

   その中で、新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる市税、交付

金及び使用料等の補塡のため発行します、減収補塡債及び特別減収対策債を計上し

ております。 

   次に、３ページをお願いいたします。 

   令和３年度目的別歳出予算の状況でございます。 

   表中、主なものを説明させていただきます。 

   まず、議会費は２億２８０万４，０００円で、前年度比３９６万円、１．９％の

減で、職員人件費の減によるものでございます。 

   次に、総務費は３２億１，８７１万１，０００円、前年度比２，５２３万９，０

００円、０．８％の増で、七城支所庁舎整備事業費が増となった影響によるもので

ございます。 

   次に、民生費は９６億９，５８８万９，０００円、前年度比５，７４３万６，０

００円、０．６％の減で、主に介護基盤緊急整備特別対策事業補助金及び国民健康

保険事業特別会計繰出金の減によるものでございます。 

   次に、衛生費は１７億１，９３４万７，０００円、前年度比５億５，５８１万３，

０００円、２４．４％の減で、主にエコヴィレッジ旭の管理経費の減によるもので

ございます。 

   次に、農林水産業費は１７億６５４万８，０００円、前年度比３億５，９８５万

１，０００円、１７．４％の減で、下水道事業が企業会計に移行したことにより、

繰出経費を土木費に一本化したことによるものでございます。 

   次に、商工費は３億２，１２９万１，０００円、前年度比５，４５２万１，００

０円、１４．５％の減で、主に企業誘致推進補助金の減によるものでございます。 

   次に、土木費は１８億４，３７０万７，０００円で、前年度比５億３，０２２万

７，０００円、２２．３％の減で、道路改良事業等について、６月の肉づけ予算で

計上するため、減となっているものでございます。 

   次に、消防費は８億７，２００万２，０００円、前年度比２，０２６万９，００
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０円、２．３％の減で、主に菊池広域連合負担金の減によるものでございます。 

   次に、教育費は３０億６７９万円、前年度比１億４，７３０万２，０００円、５．

２％の増で、主に泗水中学校長寿命化改良事業の増によるものでございます。 

   次に、災害復旧費は２，９９４万７，０００円、前年度比１，２５１万２，００

０円、２９．５％の減で、熊本地震復興基金事業費の減によるものでございます。 

   次に、公債費は３６億９９６万４，０００円、前年度比８，７０４万８，０００

円、２．５％の増で、主に熊本地震関連地方債の元金償還開始に伴う増でございま

す。 

   なお、４ページから８ページにかけまして、性質別歳入予算分析表、目的別性質

別歳出予算分析表、性質別歳出予算分析グラフを記載しております。 

   また、別冊の一般会計・各特別会計・上下水道事業会計の主要事業につきまして

も、後ほどご覧いただきたいと思います。 

   以上が、一般会計・各特別会計・上下水道事業会計の令和３年度当初予算の概要

でございます。 

   次に、議案書その１にお戻りいただきますようお願いいたします。 

   議案書その１の６３ページをお願いいたします。 

   議案第３３号、財産の譲渡については、苗畑事業所跡地の譲渡につきまして、議

会の議決をお願いするものでございます。 

   譲渡する財産は、所在が菊池市泗水町吉富の土地でございまして、土地の地番・

地目は、記載のとおりでございます。 

   土地の面積が１万１，７０７平米、譲渡価格は６，２００万円、譲渡の相手方は

株式会社アイシン商事でございます。 

   なお、財産の譲渡に関する仮契約を１月２２日に締結いたしております。 

   次に、６５ページの議案第３４号、財産の譲渡についても、同じく苗畑事業所跡

地の譲渡につきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

   譲渡する財産は、所在が菊池市泗水町吉富の土地でございまして、土地の地番・

地目は、記載のとおりでございます。 

   土地の面積が２，７７３平米、譲渡価格は３，１３０万円、譲渡の相手方は株式

会社かずやハウジングでございます。 

   なお、財産の譲渡に関する仮契約を１月２２日に締結いたしております。 

   以上、議案第３号から議案第３４号までの説明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で、議案の説明を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第４ 報告第１号から報告第４号まで一括上程・説明・質疑 
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○議長（大賀慶一君） 次に、日程第４、報告第１号から報告第４号を議題とします。 

   提出者の報告を求めます。 

   総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、議案書その１の６７ページをお願いいたします。 

   報告第１号及び報告第２号の専決処分の報告については、議会において指定され

ている事項について専決処分いたしましたので、これを報告するものでございます。 

   開けて６８ページが専決第１号、７０ページが専決第２号専決処分書で、奨学資

金の返還請求に係る訴えの提起について、令和３年１月２２日に専決処分したもの

でございます。 

   それぞれ、原告は菊池市、被告は記載のとおりでございます。 

   いずれも、事件の概要は、奨学生であった就学期間に貸付けを行いましたが、被

告が卒業していると思われる時期から、現在に至るまで、被告は返還手続を履行し

ないため、滞納貸付金の支払い及び遅延損害金を求めるものでございます。 

   被告の住所、氏名、返還金など、及び請求の趣旨については、それぞれ専決処分

書に記載のとおりでございます。 

   次に、７１ページをお願いいたします。 

   報告第３号につきましては、開けて７２ページが、専決第３号専決処分書で、市

道の管理瑕疵による損害賠償に係る額の決定について、令和３年１月２８日に専決

処分したものでございます。 

   事故発生日は令和２年１１月１７日、相手方は記載のとおりでございます。 

   事故の概要は、市道深川下西寺１号線の道路側溝において、蓋と蓋の隙間を塞ぐ

現場打コンクリートが破損して、穴が開いている状態であったところ、被害児童が

通学中、この穴に左足を踏み込み、児童のすねを負傷させる損害を与えたものでご

ざいます。 

   損害賠償の額は４万７，３６０円、その他決定事項は、記載のとおりでございま

す。 

   次に、７３ページをお願いいたします。 

   報告第４号につきましては、開けて７４ページが、専決第４号専決処分書で、車

両事故による損害賠償に係る額の決定について、令和３年２月１日に専決処分した

ものでございます。 

   事故発生日は令和２年１２月８日、相手方は記載のとおりでございます。 

   事故の概要は、市道天神山１号線の補修のため、本市土木作業員がダンプにより

合材に転圧を行っていたところ、誤って相手方宅のブロック塀とダンプ左後方部が
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接触し、ブロック塀の一部を破損させ、損害を与えたものでございます。 

   損害賠償の額は１７万２，７００円、その他決定事項は、記載のとおりでござい

ます。 

   以上、報告第１号から報告第４号までにつきまして、報告させていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で報告を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 報告第１号と第２号について質問をいたします。 

   それぞれ、平成２６年、平成２５年から、長期間にわたって返還が滞って、一切

履行されていないという報告で、今回の専決処分に至ったというのは分かりました。

しかしながら、この期間に、市として、教育委員会として、被告本人に対して返還

を促す、または相談等の接触等があったのか、報告が可能な範囲で教えていただき

たいと思います。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 改めまして、おはようございます。それでは、東議員の質

疑にお答えさせていただきます。 

   菊池市奨学金は、貸付申請から貸付満了後に、借用証書による償還手続後、貸付

金の償還を行う事業であります。今回の専決処分の２名につきましては、相手方か

ら貸付満了における借用証書の提出がないため、訴訟を提起するものでございます。 

   これまでの経緯としましては、相手方へ貸付満了時から今年度まで、借用証書の

提出通知を毎年送付してきたところです。また、近年におきましても、自宅訪問や

電話催告等を行ったところでございます。 

   以上の連絡等を行いましたけども、相手方からの連絡がないため、令和２年度に

一括請求予告通知、一括納付書の送付、法的手続を行う旨を記載した督促状の送付

を行いました。しかしながら、奨学金の納付がないため、内容証明付債務確認書を

送付しましたが、受け取りがなく、市へ返却されたところでございます。 

   以上のような経過によりまして、弁護士へ相談を行いながら、訴訟の提起を行う

ことになったものでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） ほかに質疑はございませんか。 

   荒木崇之君。 
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［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 私も、専決１号、２号についてお尋ねします。 

   今までの滞納整理といいますか、そういった感じの事務手続は分かりました。こ

れから市の訴訟が認められ、どのような手続が予想されるのか。市側に被告に対し

て支払命令が出るものだと思いますけども、どういった感じで、その取れなかった

部分を取るのか。例えば親御さんたちが立替えするのか、それとも、本人に全額、

今の財産を差し押さえるのか、そういう手続をお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、荒木議員の質疑にお答えさせていただきます。 

   判決後の債権回収はどのようになるのかということでございますが、相手方との

交渉になりますが、支払いがない場合は、確定した判決に基づきまして、強制執行、

差押え等の申立てを裁判所に対して行いながら、債権回収に当たっていきたいとい

うふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第５ 請願第１号 上程 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第５、請願第１号を議題とします。 

   請願第１号が、今定例会までに提出されました請願でございます。 

   その内容については、お手元に配付しているとおりです。 

   以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

   お知らせします。次の会議を来る２月２６日午前１０時から開き、質疑及び委員

会付託を行います。 

   議案に対する質疑を行う方は、事務局備付けの様式により、その要旨を具体的に

記載し、２月２４日の正午までに事務局に提出をお願いします。 

   本日は、これにて散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１１時１１分 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第１ 質疑 
○議長（大賀慶一君） 日程第１、質疑を行います。 

   ここで、申合せ事項について申し上げます。 

   質疑は一括質疑として、３回までとなっています。 

   質疑は、提出議案に対して疑義をただすものであり、一般質問と違って自己の意

見を述べることはできません。 

   発言の通告があっておりますので、質疑を許します。 

   最初に、平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） おはようございます。通告に従いまして、質疑をさせていただ

きます。 

   議案第１１号、菊池市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてに対して、ちょっとお

尋ねするんですが、新旧対照表に載っております第１８５条の３、新旧対照表の５

５ページですが、口腔衛生の管理という部分がございまして、指定地域密着型介護

老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の

管理を計画的に行わなければならないというふうに書いてあります。 

   これはルールですので、事業所さんのほうにこういうルールをつくられるという

ことだと思うんですが、この口腔衛生に関する専門家の確認について、執行部とし

てはどういうふうになっているのか、お知らせください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 改めまして、おはようございます。ただいまの質問

にお答えいたします。 
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   地域密着型介護老人福祉施設においては、あらかじめ協力歯科医療機関を定めて

おくよう努めなければならないとされており、口腔衛生の管理体制や入所者の状態

に応じた口腔衛生の管理につきましては、協力歯科医療機関との連携の下、実施さ

れることが適切であるため、協力歯科医療機関の設置状況や関与の状況につきまし

て、確認、指導していきたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 次に、荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） おはようございます。議案第７号、菊池市廃棄物処理及び清

掃並びに浄化槽に関する条例の一部を改正する条例の制定について、質疑いたしま

す。 

   この条例につきましては、菊池市全域が菊池環境保全組合に本年４月１日から加

入することにより、粗大ごみ等の品目を定める条例改正でありますが、なぜ４月か

ら運用するのに、ぎりぎりの３月に提案されるのかということであります。 

   粗大ごみ等の取決めについては、２市２町で協議し、早くに決まっていたはずで

す。前回の１２月議会でも、１月臨時議会でも上程できたはずです。早めに条例改

正し、市民への周知期間を設ける必要があると考えます。仮に、閉会日、３月１９

日に議決され、それから印刷し、全戸へ配布が３月３１日までにできるでしょうか。

また、通常であれば、毎年、もう今、袋詰めされていると思うんですけど、３月１

日にごみカレンダーを配布しています。それもできないことになります、今回は。 

   そこで、お尋ねします。 

   なぜ今の時期に条例改正を提出されたのか、お尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 改めまして、おはようございます。荒木議員のご質問

にお答えしたいと思います。 

   荒木議員も、今、お尋ねされましたとおり、今回の条例改正につきましては、令

和３年４月１日から菊池環境保全組合への本市の全域加入に伴い、菊池地区、七城

地区、旭志地区及び泗水地区におきまして、地区ごとに異なっていたごみの分別等

が一本化され、主に指定ごみ袋に入らない粗大ごみの排出方法の変更に伴うもので

ございます。 

   条例改正の時期につきましては、菊池環境保全組合の新しいごみ処理施設でござ

います菊池環境工場クリーンの森合志の建設工事に係る進捗状況や、社会情勢の動

向等を注視しながら、本市の直営でございます、ごみ固形燃料化処理施設でありま
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すエコヴィレッジ旭の施設閉鎖と合わせまして、一体的に手続を行う必要がござい

ました。 

   令和２年１２月１４日の新しいごみ処理施設の試運転開始以来、順調に施設の運

転が行われておりまして、令和３年３月３１日をもちまして、エコヴィレッジ旭を

閉鎖できる見込みが立ちましたことから、本会議への条例改正に係る議案を上程さ

せていただいたものでございます。 

   ちなみに、ご心配されております、市民への通知でございますが、これにつきま

しては、今回については、例年と配布時期が異なりますので、まず３月１日に、令

和３年４月分のごみ排出日を記載しました簡易版の家庭ごみ収集カレンダーを全戸

に配布して、周知を行いたいと考えております。その後に、正式なごみカレンダー

の全戸配布を行いたいと考えているところでございます。 

   併せまして、市ホームページやごみ分別アプリの活用により、市民の皆様へ、家

庭ごみの排出日等に関する周知を図ってまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 再質問ではありませんが、ごみカレンダーの代わりに、Ａ４

サイズの仮カレンダーを配布するということでしたが、では、４月１日に、市民に

は旧カレンダー、それと仮カレンダー、今度、新カレンダーと、三つのごみカレン

ダーを市民は持っていることになりますので、非常に混乱すると今後考えます。 

   ＲＤＦ等を同時進行であると考えるなら、今回の開会日の２月２２日に委員会付

託を省略して、その日に即決すれば、もう終わったことですが、３月１日の区長文

書に新しいごみカレンダーを配布できたのではないでしょうか。 

   今後は、二度手間や余計な印刷物がないように、より熟慮され、条例提案をされ

るよう指摘して、質疑を終わります。 

○議長（大賀慶一君） 次に、猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） おはようございます。議案第１０号、菊池市介護保険条例

の一部を改正する条例の制定について、質疑いたします。 

   第８期の介護保険料に注目していたところですが、基準額で言うと、２００円の

引下げということになっています。介護保険始まってから、菊池市では引下げは初

めてではないかと認識しているところですが、引下げの要因はどういうことだった

のかということをお尋ねいたします。 
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○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまのご質問にお答えいたします。 

   第８期の介護保険料につきましては、第１号被保険者の介護保険料を基準額で７

万８，０００円から７万５，６００円へと引下げになる議案を上程しております。 

   昨年１２月の議会審議会報告の時点では、保険料を据え置くことが可能であると

試算をしておりましたが、第７期での要介護者認定者の減少、コロナ禍に伴うサー

ビス利用控え等により、予想を上回る介護給付費準備基金の積立てが可能となった

ため、第１号被保険者の負担の軽減を図るために、基金の一部取崩しを行い、介護

保険料の引下げを行うものでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 再質問いたします。 

   要因の一つが、基金の積立てができたこと、さらに、それから取り崩すという方

向性が出されましたが、現時点で基金がどのくらいあって、どのくらい取り崩す予

定なのかということを重ねてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまのご質問ですが、ただいま手元に資料がご

ざいませんので、確認してお答えさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時１２分 
開議 午前１０時１４分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） すみません、ただいまのご質問にお答えいたします。 

   現在の積立額が約１億９，０００万円となっております。今年度３月末におきま

して、積立額が約３億４，０００万円になる予定となっております。第８期の取崩

し額につきましては、７，２００万円を行う予定としております。 

   以上、お答えいたします。 
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○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 私の通告の仕方にちょっとミスがあったことをおわびして、

質疑を終わります。 

○議長（大賀慶一君） 次に、東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） おはようございます。議案第２７号、令和３年度菊池市一

般会計予算について、質疑をいたします。 

   １点目は、歳出の款３民生費、項１社会福祉費、目４人権教育啓発費、節１８負

担金補助及び交付金の部落解放同盟各支部活動事業補助金について、お聞きします。 

   来年度計上されている金額は、今年度の金額と比較してどうなっているのでしょ

うか。 

   ２点目に、歳入の款１１地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税について、

お聞きします。 

   ２１年度は、コロナの影響で収入減が予想されると思われますが、交付税の金額

は今年度と同じ額で計上されております。減収分の対応は行っているのでしょうか。 

   以上、２点お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、おはようございます。それでは、東議員から

ありました質疑のほうにお答えしたいと思います。 

   まず、１点目の部落解放同盟各支部活動事業補助金についてでございますけども、

令和３年度の金額も、令和２年度と同額を計上いたしているところでございます。 

   次に、２点目の地方税は同額だが、原資分の対応はどうかということのご質疑で

ございますけども、コロナの影響による税収等の減収分の対応としましては、まず

固定資産税の減収分につきましては、国から新型コロナウイルス感染症対策地方税

減収補塡特別交付金が交付されます。また、市民税法人税割、法人事業税交付金等

の減収分につきましては、減収を補塡するための地方債、減収補塡債を発行するこ

とにより対応する予定としております。 

   また、減収補塡債の対象とならない税目や、使用料等の減収分におきましては、

特別減収対策債を発行する予定としております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 
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○６番（東 奈津子さん） １点目について再質問をいたします。 

   令和２年度と同じ金額とのことですが、決算認定でも指摘をしておりますが、今

年度について、庁内で検討はされたのでしょうか。 

   以上、お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、再質疑にお答えいたします。 

   部落解放同盟各支部活動事業補助金につきましては、これまでも活動実績等を踏

まえながら検討してきており、その都度、必要に応じ減額等も行ってきております

が、令和３年度におきましては、庁内で検討した結果、令和２年度と同額となった

ところでございます。 

   ただ、活動実績等を踏まえて、活動が行われなかった場合などは、精算後、返納

という形は取っております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 次に、２点目について再質問をいたします。 

   減収の措置として、一つに、減収補塡債ということがお答えがありました。予算

書では１億７，０００万円計上されておりますが、この減収補塡債は交付税措置さ

れるものとして認識してよいでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 今、東議員からありましたように、減収補塡のための地方

債のうち、減収補塡債につきましては、後年度の元利償還金に対し交付税措置があ

るところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） これで、質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第２ 委員会付託 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第２、委員会付託を行います。 

   議案第３号から議案第３４号まで並びに請願第１号については、お手元に配付し

ております議案付託表のとおり、それぞれの所管の各常任委員会に付託します。 

   各常任委員会は、付託されました案件を十分に審査いただきますようお願いいた

します。 
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令和３年第１回菊池市議会定例会議案等付託表 

付託委員会 議案番号 件        名 

総務文教 

常任委員会 

議案第３号 
菊池市の未来を考える懇談会条例を廃止する条例の制定に

ついて 

議案第４号 
菊池市庁舎等整備市民検討委員会条例を廃止する条例の制

定について 

議案第５号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第33号 財産の譲渡について 

議案第34号 財産の譲渡について 

請願第１号 
国の責任で「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求

める請願 

福祉厚生 

常任委員会 

議案第６号 菊池市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第７号 
菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第８号 
菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例を廃止する条例

の制定について 

議案第９号 
菊池市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第10号 菊池市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第11号 

菊池市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第12号 

菊池市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第13号 
菊池市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第14号 

菊池市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 
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付託委員会 議案番号 件        名 

経済建設 

常任委員会 

議案第15号 
菊池市新型コロナウイルス対策農業支援資金基金条例の制

定について 

議案第16号 
菊池市交流促進センター条例の一部を改正する条例の制定

について 

議案第17号 
菊池市新型コロナウイルス感染症関係融資利子補給基金条

例の制定について 

議案第18号 
菊池市地域経済牽引事業奨励条例の一部を改正する条例の

制定について 

議案第19号 
菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の

制定について 

予算決算 

常任委員会 

議案第20号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第１５号） 

議案第21号 
令和２年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第５号) 

議案第22号 
令和２年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 

（第３号) 

議案第23号 令和２年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第５号) 

議案第24号 
令和２年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算 

（第２号） 

議案第25号 令和２年度菊池市水道事業会計補正予算（第４号） 

議案第26号 令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算（第６号） 

議案第27号 令和３年度菊池市一般会計予算 

議案第28号 令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第29号 令和３年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第30号 令和３年度菊池市介護保険事業特別会計予算 

議案第31号 令和３年度菊池市水道事業会計予算 

議案第32号 令和３年度菊池市下水道事業会計予算 

 

○議長（大賀慶一君） 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

   次の会議は、３月１日の午前１０時から開きます。一般質問でございます。 
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   本日は、これにて散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１０時２１分 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ３ 号 
 
 
 

３ 月 １ 日 
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令和３年第１回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第３号 

 
令和３年３月１日（月曜日）午前１０時開議 

 

第１ 一般質問 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 君 
                     ２番  福 島 英 德 君 
                     ３番  緒 方 哲 郎 君 
                     ４番  後 藤 英 夫 君 
                     ５番  平   直 樹 君 
                     ６番  東   奈津子 さん 
                     ７番  坂 本 道 博 君 
                     ８番  水 上 隆 光 君 
                     ９番  猿 渡 美智子 さん 
                    １０番  松 岡   讓 君 
                    １１番  荒 木 崇 之 君 
                    １２番  柁 原 賢 一 君 
                    １３番  工 藤 圭一郎 君 
                    １４番  城   典 臣 君 
                    １５番  大 賀 慶 一 君 
                    １６番  水 上 彰 澄 君 
                    １７番  二ノ文 伸 元 君 
                    １８番  泉 田 栄一朗 君 
                    １９番  木 下 雄 二 君 
                    ２０番  山 瀬 義 也 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
欠席議員（なし） 



－ 60 － 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 君 
             副 市 長     芳 野 勇一郎 君 
             政策企画部長     後 藤 啓太郎 君 
             総 務 部 長     上 田 敏 雄 君 
             市民環境部長     笹 本 義 臣 君 
             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 さん 
             経 済 部 長     清 水   登 君 
             建 設 部 長     中 村 喜 範 君 
             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 君 
             教 育 長     渡 邉 和 博 君 
             教 育 部 長     木 下 徳 幸 君 
新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 
             七 城 支 所 長     倉 原 安 浩 君 
             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 君 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 君 
             財 政 課 長     山 田 哲 二 君 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 君 
           管理委員会事務局長  
             市 長 公 室 長     松 原 憲 一 君 
           農業委員会事務局長     泉   大 助 君 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 君 
            監査委員事務局長     山 口 浩一郎 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
事務局職員出席者 

             事 務 局 長     歌 岡 憲 一 君 
             事 務 局 課 長     中 尾 孝 浩 君 
             課 長 補 佐     古 田 浩 敏 君 
             議 会 係 長     笹 本 聖 一 君 
             議 会 係     吉 岡 結加里 さん 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、一般質問を行います。 

   まず初めに、城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） おはようございます。公明党の城でございます。一般質問を

させていただきます。 

   今回、コロナ禍の中で、大変な時期に東北、福島、三重県で震度６強の地震が発

生いたしまして、お一人の方が亡くなり、多数の方がけがをされました。また、大

規模な土砂崩れや家屋の被災された皆様にお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思

います。 

   熊本で起きました地震を思い起こさせて、私も怖くなりました。東北の地震は今

月１１日で１０年となりました。この時期に地震で、熊本は大丈夫かと心配になり

ました。人ごとではありません。私たちも心しておかねばと考えさせられました。 

   それから、春は別れと出会いの季節です。今年も退職される方がおられます。今

後、地域で今までの経験を生かして活躍されますようご期待申し上げます。 

   それでは、早速質問させていただきます。 

   コロナウイルスワクチンが日本でも承認されました。ワクチン接種が本市でも始

まると思いますが、ワクチン接種に対する質問をしていきたいと思います。 

   ２６日の審議会におきまして、ワクチン接種について説明がありましたが、確認

の意味と違った角度からの質問をしていきたいと思います。 

   今回、新型コロナウイルスに対するワクチン接種のスケジュールと接種体制の整

備についてということでお聞きします。 

   今回、新型コロナウイルスワクチンが国内で承認されるのを受けて、全国にワク

チン接種が始まりますが、今後の本市のワクチン接種のスケジュールをお聞きした

いと思います。併せて、接種される方への周知の方法をお聞きしたいと思います。
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よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 改めまして、おはようございます。城議員のご質問

にお答えいたします。 

   新型コロナウイルスワクチン接種の優先順位としましては、医療従事者、高齢者

及び高齢者施設従事者、基礎疾患を有する者、そのほかの者となっております。 

   現時点でのスケジュールとしましては、医療従事者の接種が３月より始まる予定

となっており、県が調整をしております。 

   ３月末に高齢者の皆様へ接種券をお送りし、４月より高齢者の接種が始まる予定

でございます。 

   そのほかの方へは、４月下旬以降に接種券をお送りいたします。接種につきまし

ては、高齢者の接種に続いて始まり、現時点では６月以降になるのではと考えてお

ります。 

   なお、現在のスケジュールにつきましては、ワクチンの入荷状況及び国の方針な

どにより変わる可能性がございます。 

   市民の皆様への周知につきましては、チラシやホームページ、防災無線、防災・

行政ナビ等を利用して広く周知してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 今、部長言われましたけども、本当に毎日、テレビを見てい

ますと、ころころころころ変わって、なかなか体制が難しいんじゃないかという思

いがします。 

   今回、ワクチン接種体制整備費として２億１，２２１万円が計上されました。安

全に確実に接種できるようにしなければなりません。 

   質問に当たりまして、ワクチン接種に対し疑問や不安に感じられることを幾人か

の方にお伺いしました。私の思いと併せて質問していきたいと思います。 

   それでは、日本ではファイザー製薬のワクチン接種が先月１７日より始まりまし

たが、今後、他のメーカーのワクチンが承認された場合、菊池市はワクチンを選べ

るのでしょうか。やはり国がどのメーカーを接種するか決めてくるんでしょうか、

お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 
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○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ワクチンについてのご質問にお答えいたします。 

   今、議員がおっしゃいましたとおり、現在は国がワクチン接種に使用予定として

いるものが３種類ございます。 

   現在、国の承認を得ているのは、議員おっしゃいましたとおり、ファイザー社の

ワクチン１種類となっております。現時点ではファイザーのワクチンを接種するこ

とになります。 

   ほかのワクチンにつきましては、今後、随時国によって承認されていくと考えら

れます。 

   ワクチンについては、国が分配するため、どのワクチンがどのくらい分配されて

くるのか、現時点では分かっておりません。 

   接種するワクチンにつきましては、接種を受ける時期に提供されているワクチン

を接種することになります。 

   また、複数のワクチンが供給されている場合も、２回目の接種では、１回目に接

種したワクチンと同じ種類のワクチンを接種することとなっております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 何か聞くほうが、すみません、一貫性がなくて、あっちこっ

ち飛びますけども、申し訳ないけど、よろしくお願いします。 

   ワクチン接種に当たって、安全性の確保のために、今、どのような取組をされて

おりますか。また、ワクチン接種を拒否した、拒否というか、されなかった人に対

しては、接種を勧めることはあるんでしょうか、お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ワクチン接種に当たりましては、安全に接種してい

ただけるように、取組を行ってまいります。 

   まず、接種に伴う副反応や接種に当たっての注意事項などの周知を図るために、

接種時の注意事項などをまとめた文書を接種券に同封いたします。 

   ２つ目は、接種前には、医師による予診票の確認及び診察を行い、接種ができる

かを判断した上で接種を行います。 

   ３つ目は、接種間隔の間違いやワクチンの種類の間違いが起こらないように、１

回目の接種済証を確認した上で受け付け及び接種を行います。 

   ４つ目は、接種後の体調変化にすぐ対応できるように、１５分以上接種会場にて

健康観察を行います。 
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   最後に、ワクチンの取扱いにつきましては、メーカー指示どおりの取扱いを行い

ます。 

   ワクチンを拒否された方への対応につきましては、新型コロナウイルスワクチン

の接種を受けることについては強制ではございません。 

   ワクチン接種による感染予防の効果と副反応のリスクの双方について理解してい

ただき、みずからの意思にて接種の同意がある場合に限り接種が行われます。 

   よりまして、ワクチン接種を拒否された方についての接種勧奨は行わないところ

でございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） それでは、ワクチン接種に当たりまして、この発症予防持続

期間はどうなりますでしょうか。また、３週間の間隔を置いて２回目の接種が必要

なようですが、１回しか接種しなかった場合はどうなりますでしょうか。 

   ここに、新聞に載っておりましたけども、２回接種の場合、発症予防効果として

９５％あるということで、これが１回した場合はどうなるのかなという思いがしま

すので、お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問にお答えいたします。 

   厚労省の情報により、ワクチンの有効性につきましては、新型コロナウイルス感

染症の発症を予防するとされております。ワクチンを受けた人が受けていない人よ

りも新型コロナウイルス感染症を発症した人が少なく、議員もおっしゃいましたよ

うに、発症予防効果は９５％と報告されております。 

   効果の持続期間につきましては、臨床試験や接種が始まってから時間があまり経

過していないことより明らかにはなっておりません。 

   接種回数につきましては、ファイザーワクチンは、接種後十分な免疫ができるの

は、２回目の接種後７日程度たった以降と言われております。そのため、１回のみ

の接種では十分な免疫ができないと考えられます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） １回では効果が少ないんじゃないかということですけども、

ワクチンの入荷次第では１回しかできない場合もあると思うんですが、それで、２
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回接種ができないような事態が起きた場合は、医療従事者や高齢者を優先して２回

接種して、そっちを優先していくのか、１回で広く皆さんに接種していくのかをお

聞きしたいと思います。 

   それとまた、副反応の心配もしっかりされております。副反応が起きた場合、普

通には、国内の治験ではほとんどが軽度で、数日内には収まるということでありま

すけども、仮にアナフィラキシーとか重篤な場合、そうなった場合の補償はどこが

するんでしょうか。 

   以上、２点をお聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問にお答えいたします。 

   ワクチンが入ってこなかった場合、２回接種分が入ってこなかった場合というこ

とですけれども、一応ワクチンの分配につきましては、国のほうで分配が今されて

いるところでございますが、本市としましては、２回接種できるよう調整を行って

いく予定としております。 

   ２回目の接種のワクチンが足りない場合の対応につきましては、現時点では国と

しての方針はまだ示されておりません。 

   副反応につきましては、一般的にワクチン接種では、異物を体内に入れることに

なるため、様々な副反応が生じる可能性がございます。 

   コロナウイルスワクチンの副反応につきましては、接種部位の痛みや頭痛、倦怠

感、筋肉痛、発熱等があると言われております。まれに起こる重大な副反応として

呼吸困難などの急性アレルギー反応であるアナフィラキシーが報告されているとこ

ろでございます。 

   お尋ねのワクチンの接種の副反応により健康被害が生じた場合は、予防接種法に

基づく救済制度が適用され、医療費・障害年金の給付などが受けられるようになっ

ております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） その場合は救済されるということですね。分かりました。 

   それでは、ワクチン接種が始まったとして、接種の方法、どのような体制を考え

ておられるかをお聞きしたいと思います。 

   例えば公民館とかを使った集団接種や、かかりつけ医での個別接種、また、両者

を組み合わせたものなど、多様なケースが考えられております。また、接種場所に



－ 66 － 

行けない方は在宅も考えてあるようでございますが、菊池市の体制はどの方法でや

るんでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問にお答えいたします。 

   本市の接種体制としましては、医療機関での個別接種を中心としまして、集団接

種で補う組み合わせで医師会と調整中でございます。 

   接種場所に行けない在宅の寝たきりの方などへは、医療機関の往診にて対応でき

るように医師会と調整をしているところでございます。 

   また、高齢者施設などに入所されている方につきましても、施設で接種できるよ

うに調整をしております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） それでは、例えばかかりつけ医で個別接種をしたとします。

その場合、初診料とか、行けばかかってくるんじゃないかなと思いますけども、自

己負担はやっぱり発生しないんでしょうか。また、医師会のほうから、これに対す

る初診料等の請求はされてくるんじゃないかと思うんですけど、そこは心配ないん

でしょうか。また、これはもしもそこを、初診料等を国が負担してくれればいいん

ですけども、そこはどのようなふうになっておりますでしょうか、お聞きしたいと

思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 今回のワクチン接種につきましては、個人負担金は

ございません。無料となっております。個別接種にかかる費用は、ワクチン及び注

射器・針は国から支給されますので、医療機関に支払う個別接種の委託料は１件当

たり税抜き２，０７０円となっております。委託料は全て国からの負担金となって

おります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） それでは、市の持ち出しも個人負担もないということであり

まして、安心いたしました。 

   では、次へ行きます。菊池市で今度始まりますけども、人口４万６，０００人の
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中の何％かの方がされると思いますけれども、大変な作業になると思います。今回、

ワクチン接種に当たりまして、うちの公明党が緊急提言を出しております。市区町

村に対して、住民接種の会場スタッフとして、コロナの影響で仕事を失った人など

を採用するように求めております。提言では、集団接種会場で働く事務員や交通誘

導員を念頭に、緊急雇用創出観点で採用を推進するとしております。この提言を受

けて、もしも集団接種する場合は、この採用をする考えがあるかをお聞きしたいと

思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問にお答えいたします。 

   ワクチン接種に伴う事務職員につきましては、会計年度任用職員として雇用する

予定でございます。 

   求人募集につきましては、緊急雇用創出観点での採用も含めまして、菊池職業安

定所（ハローワーク）にて求人を出しているところです。 

   集団接種に必要なスタッフにつきましては、接種が滞りなくできる体制を整備し

ていく必要があり、必要なスタッフにつきましては、今回短い期間で確保する必要

があるため、現時点では、派遣などで対応するよう考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 雇用をしていくということですので、よろしくお願いしたい

と思います。 

   次に、ワクチンを接種した後の注射器の処分はどうなりますでしょうか。県がま

とめて処理するのですか。また、自治体に任せてありますか。その際の処理費は公

費負担ですか。または自治体負担なんですか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ワクチン接種に使用しました注射器につきましては、

廃棄物処理法に基づき、市にて処分いたします。処分につきましては、専門業者に

委託し処分を行います。処分費用につきましても、国の補助対象となっております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 安全に処理していただきたいと思います。 
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   次に行きます。ワクチン接種の際、何らかの事情で接種できなかった場合、いつ

までに接種することができるんでしょうか。また、やりたいといったとき、接種す

る期間は決まっているのでしょうか。 

   それから、妊婦さんのワクチン接種はできますでしょうか。 

   子どもの接種は１６歳以上となっておりますが、１６歳以上と６５歳以上の高齢

者と合わせて、何年生まれからが対象になるんでしょうか。また、その対象人数は

何名ぐらいでしょうか、お聞きしたいと思います。 

   それから、ワクチンの接種の期待が高まっていると思いますが、自分はいつ頃ワ

クチンを打てるのかなど関心が高まっていると思います。ワクチン接種のことや、

その他のことを相談できるコールセンターを設置しませんかと聞こうとしましたら、

設置するということであります。設置するそうですので、この業務内容をお知らせ

いただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問にお答えいたします。 

   ワクチン接種につきましては、令和３年２月１６日付にて国が示しました「新型

コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」によりますと、予防

接種の実施期間は、令和３年２月１７日から令和４年２月２８日となっております。 

   国のスケジュールは、９月末までの実施と言われており、９月末までに接種がで

きるように準備を進めておりますが、ワクチンの入荷状況などにより、変更になる

可能性もございます。 

   妊娠中の方の予防接種につきましては、妊娠中の方につきましては、安全性に関

するデータが限られていることから、接種勧奨の対象とはなりませんが、接種を受

けることはできます。コロナウイルスワクチン接種につきましては、主治医と相談

していただき、メリット・デメリットをよく検討し、接種の有無について判断して

いただければと考えます。 

   ファイザー社のワクチンにつきましては、現時点での対象は１６歳以上となって

いるため、１６歳未満の方は対象とはなりません。 

   今回の新型コロナウイルスワクチン接種での６５歳以上の高齢者の対象者は、令

和４年３月３１日までに６５歳になる方となり、昭和３２年４月１日以前に生まれ

た方となります。対象人数は、令和３年１月１日現在で１万７，０５５人となりま

す。 

   コールセンターについてのお尋ねでございますが、市民の皆様からのワクチン接

種の会場や接種券、予約などのお尋ねに対する相談窓口として、本庁に３月８日よ
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り相談・予約受付コールセンターを設置いたします。 

   ワクチンの効果や副反応など、専門的な相談につきましては、県が設置します新

型コロナウイルスワクチンに関する専門的相談窓口にて対応いたします。 

   相談窓口につきましては、市民の皆様へ、今後、周知をしてまいります。 

   対象人数につきましては、１６歳から６４歳までの対象人数は２万４，８１９人

となります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 分かりました。 

   次に、私が聞き取りしたときに一番多かったのが、副反応などワクチン接種に係

る情報を隠さずに公開してほしいということでありました。とにかく情報開示をお

願いしたいということでありました。適切な市の情報発信をお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問にお答えします。 

   ワクチンにつきましては、いろいろなご不安も多いことだと思います。ワクチン

の情報につきましては、様々な媒体を使用し、随時周知をしてまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のため１０分間休憩いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時２８分 
開議 午前１０時３４分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 最後に、市長にお聞きしたいと思います。 

   今回のワクチン接種が安全かつスムーズに終了できますように願うばかりですけ

ども、また、その中にも、さっきも言いましたけども、情報が錯綜して、行政は大

変だろうと思います。 

   国は、補正予算で市民の皆さんに対して、コロナに関する国・県の制度が様々出

されております。私たちも二、三回、勉強会をしましたけど、相当いろいろな情報



－ 70 － 

があります。こういう資料等がありますけども、これを正確に伝えることが大切と

思います。聞かれた場合は、行政として答え切れるようになっておかないかんので

はなかろうかと思います。 

   そこで、市長が先頭に立って指揮を執られると思いますが、市長のコロナのこの

接種に対する考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

   新型コロナウイルスのワクチン接種に対しての私の考えを述べよというご質問で

ございます。 

   先ほど来、お話をしておりますとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を

防いで、市民の生命及び健康を守るためには、ワクチン接種というのはもう本当に

必要でございます。また、さらに加えまして、従来の経済活動が安心してできると、

そういう社会に近づけるためにも、このワクチン接種は大変重要なものというふう

に考えております。 

   市民の皆様には、いろいろご不安もあると思います。安全に安心して接種してい

ただけるように、十分な啓発に努めていきたいと思いますし、また、スムーズに接

種が実施できますように、医師会のご協力をいただき、接種体制を整備していきた

いというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 私たちが、今、議員含めて、執行部の皆さんが、今、こうい

うことを経験しておりますけども、めったにないことであります。私も６５年生き

ておりますけども、こういうことで経済が止まったりとか、いろんな不安に陥った

ことはございません。ですから、でも、ここでみんなで力を合わせて、コロナに打

ち勝ったという、そのあかしをここでつくっていかなきゃいけないと思います。そ

して、将来、このとき、コロナと闘ったと胸を張って、また、打ち勝ったと言える

ように、頑張っていただきたいと思います。エールを送りたいと思います。 

   では、次に行きます。新型コロナウイルスにより、教育環境はどのようになって

おりますかということで、教育関係をちょっと聞いてみたいと思います。 

   新型コロナウイルス感染を恐れて、学校を欠席した児童生徒の現状と、学校側及

び学校教育課の対応と、教育委員会としての考え方はということで、今回、コロナ

禍の中で、児童生徒の中には、コロナ感染を恐れて、学校を休む生徒が全国的にい
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るということでございました。 

   菊池市の現状はどのようになっておりますでしょうか。次の事柄についてお聞き

します。 

   このようなコロナ感染リスクで学校を休む場合の基準とかが何かありますでしょ

うか。また、欠席した児童生徒は何人ほどで、何日程度休まれましたでしょうか。

そして、その子どもたちの処遇はどうなりますか。 

   それから、コロナ関連の中のその他の問題とか、関連性があるかないかは分かり

ませんが、学校に来れなかった児童生徒もいるんでしょうか、お聞きしたいと思い

ます。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 改めまして、おはようございます。それでは、城議員の質

問にお答えさせていただきます。 

   コロナの恐れから学校に行けない子どもがいるのかというご質問でございますが、

新型コロナウイルス感染症を理由に登校を控える場合は、学校長の判断により、出

席停止としております。 

   県から示されました基準としましては、児童生徒自身や保護者の不安感から登校

できない児童生徒や、本人に感染が判明した場合、濃厚接触者に特定された場合、

それから、ＰＣＲ検査を受けることが決定した場合、発熱の症状が出た場合、海外

から帰国し、政府から自宅待機を命じられた場合、熊本県のリスクレベルが４以上

で、同居の家族に発熱等の風邪の症状がある場合がございます。 

   こういった理由から、１日以上出席停止となった児童生徒数は、６月の学校再開

後、６月末で２６３名、７月末で３１５名、８月末で１１６名、９月末で２７９名、

１０月末で３１５名、１１月末で２５２名、１２月末で４９５名、１月末で４０９

名でございまして、学校再開後から現在まで、周囲の感染状況や、家庭、職場等の

感染状況によりまして増減を繰り返し、現在に至っております。 

   一番多い１２月は、いわゆる第３波の影響で、県のリスクレベルも４から５にな

り、菊池市内や近隣自治体でも感染者が確認された時期でございます。 

   そのうち、ご質問の、新型コロナウイルス感染症に対して児童生徒自身や保護者

の不安感から登校できない児童生徒は、市内小中学校に確認しましたところ、昨年

６月からの学校再開後、５日以上連続して登校しなかった児童生徒は１５名程度で

したが、現在はこのような児童生徒はなく、学校での授業参加ができております。 

   また、新型コロナウイルス感染症の間接的な影響だと思われますが、学校再開後

の不登校の児童生徒が昨年度に比べ増加しております。 
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   令和３年１月末時点での不登校児童生徒数は７７名となっておりますが、昨年度

の不登校児童生徒の総数が６８名でしたので、既に昨年度を上回っている状況です。 

   増加の要因としましては、休校期間中の家庭生活の中で昼夜逆転の生活となった

り、ゲームやスマホを使う時間が増え、ゲーム依存になったりと生活のリズムの乱

れや長期にわたって学校に通わなかったことによる不安感など様々な要因があるの

ではないかと考えております。 

   こういった理由で学校に通えない児童生徒が本年度は多くいるということは、間

接的にも新型コロナウイルス感染症によるものが大きいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） じゃあ、コロナを恐れて休んだ場合は、欠席とはならないと

いうことですかね。分かりました。 

   結構な数おられるということでありますけども、周辺自治体の状況はどうか、お

聞きしたいと思います。欠席した児童の状況とか、いろんな状況はあると思います

けども、周辺自治体はどうなっておりますか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問にお答えさせていただきます。 

   周辺自治体の状況はというご質問でございますが、菊池郡市管内にお尋ねしまし

たところ、具体的な人数を聞くことはできませんでしたが、話を伺う中で、児童生

徒や保護者等の不安感から登校できない児童生徒の傾向としましては、菊池市と同

様に落ち着きつつあるとの回答がほとんどでございました。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） それでは、最後に、このようなコロナ禍の中、子どもたちが

休んでいることに対する学校側の対策と、休んだ子どもがいたということは、今か

らも出るかもしれませんので、そういう事態が起きた場合の対策と、教育委員会の

見解をお聞かせください。 

○議長（大賀慶一君） 教育長、渡邉和博君。 

［登壇］ 

○教育長（渡邉和博君） それでは、改めまして、おはようございます。ただいまの城

議員のご質問にお答えいたします。 
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   学校側の対応としましては、欠席した子どもたちの対応としましては、毎日の授

業内容のプリントを保護者に取りに来ていただいたり、あるいは担任が届けたり、

また、電話で授業内容や学習の指示をするなどのやり取りを行いながら対応してい

るところであります。 

   登校できるようになった児童生徒に対しましては、放課後を活用した補習や、こ

れまでの学習の振り返りを実施するなどしまして、学力保障に努めているところで

ございます。 

   また、既に１人１台のタブレット配置も完了しておりますので、今後、有事の際

あるいは出席停止、不登校の児童生徒に対しても、遠隔授業やドリル学習等にも対

応できるように体制を整えているところでございます。 

   そのほか、登校できていない児童生徒への生活の指導や悩み相談などにつきまし

ても、学校では担任や養護教諭が中心となり、指導や相談体制を取りますとともに、

教育委員会におきましても、学校支援コーディネーターや適応指導教室指導員、ス

クールソーシャルワーカーにより対応しているところでございます。 

   教育委員会としましては、コロナ禍におきましても、これまで同様に「学びをと

めない」という考えの下に、児童生徒の学びの保障に取り組んでいきたいというふ

うに考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 子どもたちに対するケアをお願いしておきます。 

   コロナは終わりまして、次に、ＳＤＧｓ自動販売機を設置しませんかということ

でお聞きしたいと思います。 

   市役所に賞味期限が近い飲料水の自動販売機の設置を考え、検討してはどうかと

いうことで、フードロス対策についてお聞きしたいと思います。 

   国連が提唱するＳＤＧｓ、持続可能な開発目標の略称ですが、１７の項目が示さ

れ、この目標を２０３０年までに達成する世界共通の目標としています。 

   持続可能な開発目標、ＳＤＧｓの中で、フードロスを減らす対策を菊池市もでき

ることから始めていけばと考えますが、フードロスを減らす取組を今まで何かされ

ておりますでしょうか。何かあればお聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 改めまして、こんにちは。ただいま城議員のほうから

フードロスについてお尋ねです。フードロスの取組につきましては、複数の部にま
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たがっておりますが、私のほうでまとめてお答えしたいと思います。 

   まずは、市と商工会、観光協会、温泉観光旅館組合等で組織します菊池市地域経

済活力創出実行委員会と、飲食店、社交組合、商工会で組織します菊池市飲食店振

興事業実行委員会の共催で、食べ残しゼロの啓発ポスター及びコースターの配布に

よる啓発を行っております。 

   また、飲食店や旅館・ホテルへ、宴会開始後３０分と宴会終了１０分前には着席

し、提供された料理を食べてもらうよう呼びかける３０１０運動を展開し、食べ残

しゼロ活動に取り組んでおります。 

   そのほか、賞味期限が迫っている食品などを地域の子ども食堂や福祉団体など、

食品の支援を必要とする方々へつなぐ活動に取り組んでおられますフードバンク団

体へ、本市職員の各家庭で余っている食品を集めて提供するフードドライブに取り

組んでいるところでございます。 

   また、各小中学校におきましては、給食時に担任より食に関する指導を行い、食

物の生産等に関わる人々への感謝の心を育み、ひいては偏食を減らし、食べ残しが

少なくなるよう努めているところでございます。 

   また、市内の公立保育園では、納品された食品を当日に調理する、いわゆる当日

納品当日調理を行い、食材を廃棄することがないよう取り組んでいるところでござ

います。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 今、商工関係のことを言われました。コースターのこととか、

３０１０、泉田議員が提案してできたことでありまして、喜ばしいことですけども、

私はこのフードロス、そのドリンクのほうをちょっと願いたいなということで、今

回、させていただきました。 

   この自動販売機について、期限切れが間近なコーヒーやスポーツドリンクを安く

提供して、商品の廃棄につながらないようにした自治体の行動に賛同いたしました

ので、提案したいと思います。 

   そこで、一例を紹介したいと思います。 

   富山市がこの自動販売機を市役所１階、市民ホールに設置しておられます。設置

した北陸コカ・コーラボトリングによると、フードロス対策を目的とした自動販売

機は、当社として初めてだそうです。正面上部にフードロス対策自動販売機と掲げ、

ほとんどの飲み物が半額以下で販売され、また、コーヒー、スポーツドリンクなど

は、一部商品を除き、８０円で販売されているそうです。これらの商品の多くは、
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賞味期限が２か月を切ったものだそうです。会社の方は、どうしても在庫の偏りが

出て、商品が余ってしまうと。商品のラインアップは在庫によって変えているそう

です。将来は、役所、議会にも設置したいと考えておられるようです。 

   フードロスは、国連が２０１５年に採択したＳＤＧｓで、消滅すべき課題の一つ

に挙げております。菊池市もこの意味からフードロス対策に賛同して、この自動販

売機を設置してはどうでしょうか。 

   市民の皆さんには、フードロス削減対策の行動が見える形でできるんではないか

と思います。市としては、少しずつでも行動に移すことによって、国連が提唱する

ＳＤＧｓの達成に貢献できるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

   また、この提案は、メーカーが自動販売機を設置しますので、市の予算を持ち出

すことはないと考えますが、いかがですか、お聞かせください。 

   また、今、はめとりますので、よろしくお願いしておきます。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） ただいまの城議員のご質問にお答えします。 

   まず、国におきましては、令和元年５月に食品ロス削減推進法が成立しておりま

して、食べ物を無駄にしない意識の醸成を図るとともに、まだ食べることができる

食品については廃棄することなく、できるだけ食品として活用するようにしていく

ことが明記されております。 

   議員ご提案の自動販売機の設置につきましては、ＳＤＧｓにおける１７のゴール

（目標）でございますが、このうち、ゴール１２、これの「つくる責任 つかう責

任」の目標達成に向けた取組との関連性が高く、フードロスの削減に関する大変有

用性の高い取組の一つであると考えております。 

   しかしながら、実際に賞味期限の近い飲料水の自動販売機の設置となりますと、

まずは、本市の区域を事業活動範囲とする企業としての取組の意向、これがあるこ

とが前提となります。このため、関係企業と情報及び意見交換などを行いながら、

設置の可否について検討してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） これで、城典臣君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩いたします。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５７分 
開議 午前１１時０４分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、緒方哲郎君。 

［登壇］ 
○３番（緒方哲郎君） こんにちは。議席番号３番、緒方哲郎です。 

   まずは、本年３月をもって退職されます職員の方々へ、長い間、市民のために職

に尽くされたことに対し敬意を表したいと思います。また、これからそれぞれの地

域に戻られてご活躍されるものと思いますが、お体には十分留意されますよう祈念

いたします。 

   それでは、私は、農業の振興と発展、福祉の充実、教育の充実を柱に、議員が変

われば議会も変わる。議会が変われば行政も変わる。行政が変われば菊池市も変わ

るという言葉を常に思いながら、残り１年余りの議員活動を頑張ってまいりたいと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは、通告に従いまして、一般質問のほうをさせていただきます。 

   まず、市内小学校における不祥事についてお尋ねをいたします。 

   １月２５日の報道により不祥事が発覚したわけですが、皆さんも大変驚かれたと

同時に、耳を疑われたことだと思います。なかなか受け入れることもできないこと

でありました。 

   その報道に関し、渡邉教育長は、被害児童の心のケアを第一に、再発防止に努め

るとのコメントを出されました。この不祥事に関しての内容や詳細、処分に関しま

しては、警察や県の教育委員会にお願いをして、本市教育委員会が行うべきものは、

子どもたちへの心のケアを中心に、再発防止、また、学校内外の信頼回復に力を注

ぐべきだと私も感じました。 

   ここで、私の経験談を少しお話をさせていただきます。 

   １つ目は、私は小学校女子のバレーボールチームの外部指導者として、小学生と

接点がありました。そのバレーボールの練習中に、レシーブの練習でありましたけ

れども、肘を真っすぐに伸ばしてボールを受けたほうがいいよということから、当

時６年生の児童だったと思うんですけれども、腕を持ってボールを受ける形をつく

っていたところであったんです。手を離した瞬間に、その女の子が、私が触ってい

たところをこうやってさっさっとはらったわけですね。私もびっくりすると同時に、

これからどうやって対処していいのか悩んだことを覚えています。接し方の重要性

というものに気づかされたということでありました。 

   また、２つ目は、自動車教習所で私は技能指導員として勤務をしていましたんで、

教習生に対して、学校側から絶対に素手で触れてはいけないと常に言われておりま

した。白い手袋をして教習を行っていたところです。ハンドル操作の補助であった
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り、ギアチェンジの補助であったりしたときに、どうしても触れてしまうんで、そ

のようなことがありました。 

   どちらも今回のことに関して、一概に関係しているとは言いませんけれども、も

う３０年以上前のことになります。民間ではこのように早くから問題意識を持って

改善されていたことも、学校という教育現場においては随分遅れているように感じ

ましたし、早急な対策を講じるべきだと強く思った次第です。 

   そこで、まず、事件後の本市教育委員会の対応はどのようなことをなされたのか、

お答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） まずは、本市におきます県費教職員の逮捕につきまして、

おわびを申し上げます。 

   それでは、緒方議員の質問にお答えさせていただきます。 

   事件発生後の学校・教育委員会の対応についてでございますが、事件が報道され

ました１月２５日の夜に当該校の臨時ＰＴＡ役員会が開催されました。 

   翌２６日には、臨時保護者会が開催され、学校長より保護者の皆様に謝罪と事件

の概要、今後の対応について説明を行ったところです。 

   教育委員会は、２６日に市内臨時校長会議を開催し、今回の事件の経緯や不祥事

根絶の徹底と学校の相談体制づくりの強化について、各学校長に指導をいたしまし

た。 

   ２７日には、菊池市スクールサポートチームの日本学校心理士会に所属されてい

る緒方教授を当該校に招聘しまして、今後の子どもたちへの心のケアや接し方につ

いての校内研修を実施しました。 

   また、被害児童はもとより、不安を感じている児童の心のケアを第一に考えまし

て、熊本県のスクールカウンセラーによるカウンセリングを要請し、児童や保護者

の希望に応じたカウンセリングを実施いたしました。 

   それ以外にも、校内の児童や保護者が誰でも、いつでも相談できるように、市独

自として心の教室相談員の女性カウンセラーを常駐させて、心のケアに努めている

ところでございます。 

   さらには、外部カウンセリングを実施するなど相談体制を整備・強化していると

ころでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 
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○３番（緒方哲郎君） 報道の翌日には臨時保護者会、説明会が開かれたということで

ありましたけれども、そこで開催された臨時保護者会、説明会はどれくらいの出席

率で、保護者の皆さんのご意見はどのようなものがあったのか、連絡を受けておら

れればお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問にお答えさせていただきます。 

   保護者説明会の報告はあったのかとのご質問でございますが、学校から保護者説

明会の内容についての報告は受けております。また、保護者会の出席率は６割でご

ざいました。 

   保護者会では、まず、校長から今回の事件についての謝罪と経緯の説明をし、今

後の取組やお願いを述べた後に、保護者から質疑やご意見をいただくという形で行

われました。 

   今後の学校の取組についての保護者への説明では、被害に遭われた子どもへの専

門家によるカウンセリング等により心のケアを行うこと、直接被害に遭っていない

ほかの子どもで、不安に思っている子どもたちに対する心のケアを進めていくこと、

保護者に対しても学校の相談のほかにも、子育て支援課や学校教育課でも相談でき

ること、不祥事根絶のための職員研修を実施すること、第三者の立場から指導して

いただくために、菊池市スクールサポートチームからスクールカウンセラーを派遣

してもらうことの説明があり、被害に遭われた子どもを第一に考えるとともに、全

ての子どもたちの心のケアや安心安全な学校生活を過ごすことができるように、全

職員で取り組むことの約束がありました。 

   保護者のご意見には、なぜ未然に防ぐことができなかったのか、日常の学校生活

での相談体制を整えてほしい、先生たちもおかしいことはおかしいと言える関係を

築いてほしい、報道で学校名まで出され、気遣いがないなど、厳しい意見もいただ

きましたが、保護者会を進めていく中で、今日の臨時保護者会には学校をよくする

ために参加した、地域全体で学校を立て直していかなければならない、先生と保護

者が互いに歩み寄ることが必要だなど、今後、子どもたちのケアを行うとともに、

学校と保護者と地域が一体となり協力することで、子どもたちを一緒に見守りたい

という前向きに進もうとする保護者会となり、ありがたく思っております。 

   臨時保護者会の報告を受けて、教育委員会としましては、改めて今回の事件で被

害に遭われた児童やご家族に大きな苦しみや憤りを与えてしまったこと、また、子

どもたちや保護者、地域の皆様に多大な動揺やご心配をおかけしましことに深くお

わびするとともに、二度とこのような不祥事が起こることがないよう、子どもたち
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が安心して楽しく過ごせる学校づくりをさらに推進してまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） まず、出席率に関しましては６割と。緊急な説明会であったに

もかかわらず、このように多くの参加を得たこと、よかったかなと思います。また、

その内容に関しましても、学校をよくするために出席したであったり、このように

前向きなご意見は、これからの教育委員会の対応に期待をかけてのものであっただ

ろうと思います。その期待に応えられるように頑張っていただきたいのが第一です。 

   それから、もう一つ、報道に関して、学校名を実名報道されたところがあったと

いうところです。 

   警察の発表も学校名は伏せられておられましたし、確かに容疑者名は発表されま

したので、学校名を特定することはできると思いますけれども、さらに、その行為

が被害者である子ども本人の特定につながることが一番心配されるところです。 

   この件に関しましては、２月１５日に発表された渡邉教育長のコメントの終わり

にしっかりと述べておられましたので、これからも注意深く対応していただくよう

にお願いをいたします。 

   次に、最初の質問からのお答えからすると、既に児童、保護者への対応は始めら

れておるということでございました。要請により、県からのスクールカウンセラー

の派遣、心の教室相談員の女性１名の常駐によるカウンセリングなど対応されてい

るようですが、これまでに相談や面談など、実際、カウンセリングが行われたかに

ついての報告は受けられておられますか。また、報告があっていれば、その内容に

ついてもお答えできる範囲で結構です。お願いいたします。また、そのようなカウ

ンセリングの方法として、どのような形態でのカウンセリングを行われているのか、

併せてお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   相談件数につきましては、現在のところ、保護者の要請に応じて個別のカウンセ

リングを行っている熊本県のスクールカウンセラーと菊池市スクールサポートチー

ムの相談件数は、児童４件、保護者４件実施をいたしております。 

   さらに、いつでも相談できるように、校内に常駐している市の心の教室相談員と

養護教諭の相談件数は、児童４７件、保護者４件、教職員１３件あっております。 

   相談体制としましては、それ以外にも希望に応じ各担任も相談に応じているとこ
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ろでございます。 

   相談内容につきましては、相談者のプライバシー保護のために、発言を控えさせ

ていただきます。 

   それから、相談の方法についてですが、熊本県のスクールカウンセラーからは、

１対１でのカウンセリングだけでなく、トランプや折り紙など、遊びながら複数名

で行うグループセラピーも不安を和らげるのに効果的だというアドバイスもいただ

いておりますので、養護教諭や心の相談員によるグループカウンセリングも進めな

がら、それぞれの子どもや保護者に合った支援を行っております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 児童、保護者、それぞれに多くのカウンセリングが行われてい

るということでした。それだけ多くの問題点があったと推察できることですので、

これからもしっかりした対応をお願いするところです。 

   内容については、難しいとのことでしたので、その問題点に関して、しっかりと

した対応ができていければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

   また、私、カウンセリングというのは、１対１のカウンセリングしか思い浮かば

なかったものですから、お尋ねしたんですけども、なかなか見ず知らずの人を前に

して自分の心のうちを話すということは、私たち大人でも二の足を踏むようなこと

だと考えます。 

   先日の熊日新聞に、相談できる場をつくることも必要ですが、重要なのは相談で

きる場になることだと掲載もあっております。お答えにあったような、打ち解けや

すい状況や環境をつくってあげることも大切なことだと思っております。よろしく

お願いいたします。 

   ここで、アンケートという相談、聞き取りの方法はありますけれども、これは実

際、中学生と高校生の女子の子どもさんを持っておられる保護者の方から伺ったこ

とですが、学校でいじめについてのアンケート調査があったそうです。問題なのは、

その回収方法が出席名簿順に回収を行うということで、誰も本当のことは書かなか

ったと子どもさんが話されたということでした。それは無記名でのアンケートであ

っても、誰がそのアンケート用紙を記入したのか、簡単に分かってしまいます。ま

た、書いた文字、字体を見れば、おおよその見当はつくとも話されたそうです。上

学年になれば、そのような判断されるのも無理はないということですが、今は小中

学校にタブレットも全員に配布されていることから、このタブレットなんかを利用

してすることは、このような問題の解決策となるのではとのご意見もいただきまし
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た。今後のアンケートについては、このような意見も参考にしていただきたいと。

より児童目線に立った対応をお願いいたします。 

   次に、今回、新型コロナウイルスにより全国的な措置として、小学校、中学校、

高等学校等において、長期の休業措置が取られました。その結果、本市の小中学校

におきましても授業日数が短くなり、教育委員会のご努力により、授業内容もしっ

かりと検討されましたことは承知しておりますが、当然子どもたちにとって、１時

間の授業時間の猶予もないわけになります。 

   そこで、事件後、逮捕された先生の授業はどのように行われているのか、お答え

ください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   逮捕された教職員の授業については、ほかの教員が授業を行うことで対応してお

ります。 

   また、当初は学校からの要請により、学校教育指導員を派遣して複数体制で授業

をするなど教育委員会からも支援を行ったところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） ほかの教員の先生方、また学校教育指導員の方々により授業が

複数体制ということで行われたということでしたが、子どもたちにとっては、授業

の空き時間が出るのが一番困ることだとは思いますが、先生が替わることにより、

それぞれの先生との接し方などにおいても苦労する一因になると考えます。今後、

この考えを踏まえての対応もお願いしたいと思います。 

   そこで、今日から３月になりました。年度末になり、学校においては成績の評価

をしなければなりませんが、今回、授業は複数体制ということで行われているとの

ことでしたが、対象となる児童の評価です。これは誰が、どのように行われるのか、

それをお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 評価は誰が行うのかというご質問でございますが、これま

での学習記録に加え、複数人で授業を実施した内容を担任が取りまとめて評価を行

います。 

   以上、お答えいたします。 
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○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 担任がいらっしゃったということで、評価の上ではそのように

なるのかと思いますけれども、より身近に立った評価になるようにお願いをいたし

ます。 

   ここで、私がこの質問をするに当たり、東議員のほうから資料を頂きました。そ

れを少しお話しさせていただきます。 

   新聞記事でありますが、「教員の不祥事、信頼を利用」という題目でございまし

た。学校などでの不祥事は、しばしば教員と児童生徒という地位関係、これを背景

に行われる。自身も教諭から被害を受けた都内の女性が独自のネット調査の結果に

ついて述べられておられるものです。 

   小学校から大学院時代に教員から被害に遭ったと回答した１４９人について分析

されたものでありました。それによると、被害に遭った年齢というのが、６歳から

２３歳以上まではばらつきがありましたが、９歳から１７歳、ここが８３％を占め

ておるということで、１０代での被害が目立ったということです。 

   被害に遭った場所というのは、教室、体育館、プールサイド、グラウンド、計８

割がこの学校内であり、被害直前の状況については、授業中というのが３１％で最

多ということでありました。授業や生活指導などの日常生活の延長で発生している

と語っておられます。 

   また、最初の被害時に、それが被害というか、そういう認識ができたかという問

いに対して、７７％の方ができなかったという回答をされたそうです。その人を対

象に、いつ頃被害を認識したかと聞くと、１０年以内であったり、５年以内、３年

以内というのが、答えが続いたということでありました。 

   また、学校別に見ると、年齢が若い小学生ほど被害認識が難しい傾向があると。

しかし、専門学校生や大学生などでも、３分の２が最初の被害にもそれを認識でき

ていないという結果であったということございます。 

   また、その理由は何かと。被害の認識に時間がかかったのはなぜだと思うかと、

この設問に関しては、１８％の方が先生を疑う発想がなかった。また、１７％の人

が先生が悪いことをするとは思っていなかったの回答があったそうであります。 

   ここで、私は、学校というのは図にするならば、三角形の頂点に学校があり、底

辺の両サイドに児童、保護者会があって、底辺の真ん中辺りに地域というものが位

置しており、それぞれが信頼関係という濃く強い直線で結ばれているものだと思っ

ております。それが、今回、その三角形が逆三角形のようになって、それぞれの直

線も濃く強いものから、薄くか細いものになったと感じています。 
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   そこで、この逆三角形を元の三角形に戻し、信頼関係というそれぞれの直線を濃

く強いものに戻すために、これから学校と児童、学校と保護者、学校と地域におけ

る、この三つの信頼関係において、信頼回復の手段のお考えをあれば、お答えをく

ださい。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

   信頼関係の回復についてですが、日常の教育活動を充実させることはもとより、

併せて、子どもたちとの教育相談等で心のケアを行うとともにカウンセリングを進

めながら、信頼回復に努めたいと思います。 

   保護者との信頼回復については、子どもも含め性教育に関する共通認識を深めた

り、お互いの身体的距離の境界線といわれるパーソナルスペースを意識したスキン

シップの図り方について、保護者の皆様とともに学びを深めたり、研修会などを重

ねながら信頼回復に努めたいと思います。 

   地域との信頼回復については、学校運営協議会を活用したいと考えております。

学校運営協議会は、学校と地域がビジョンや課題、情報を共有し議論をすることで

意思を形成する重要な場であります。 

   この学校運営協議会の中で、学校、保護者、地域の皆様とともに熟議を重ねなが

ら課題解決を目指し、信頼回復に努めていきたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） それぞれにお答えをいただきました。学校と児童、また、保護

者との関係というのは、信頼回復に関しましては、学校生活の中でしっかりと接し

ていただきながら、信頼関係を構築していくものでなければならないものでありま

すので、前向きに真摯な対応の指導をお願いをいたします。 

   また、地域との信頼回復には、よく報道に出るのですが、地域の方々と一緒にお

米を田植えから稲刈り、収穫、販売まで行いましたというものであったり、地域の

方々を学校にお招きして、授業の成果を発表したりと、地域に開かれた学校にすべ

きと考えます。 

   これからお互いの信頼回復は短時間でできていくものではないと思いますが、少

しずつでも前に進めるように、指導していただくようお願いをいたします。 

   私は、今回の不祥事については、学校内の管理職の先生と教職員との問題意識に

おいてずれがあったと考えております。児童からすると、やはり話しやすいのは担
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任の先生であったり、身近におられる教職員になると思いますが、その教職員が問

題意識を持って管理職の先生へ相談しても、取り上げてもらえないのであれば、そ

れは大変大きな問題となると考えます。このことについて、事実確認をしてくださ

いというものではございません。少しでも同じようなお考えがあれば、当然改善し

ていくべきと考えますが、その改善策のお考えがあれば、お答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） ただいまの教職員の意見などが管理職のほうにつながって

いるのかというご質問でございますが、教職員の意見が管理職に届き、気軽に相談

できる組織づくりは大変重要だと考えております。今後、各学校においては、不祥

事防止委員会の設置を求める予定でございます。 

   不祥事の中には、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等もあることか

ら、その中で若い先生が意見を言いやすくするために、若手教員をメンバーに加え

るなどの工夫をして、様々な意見が反映される組織づくりができるようにしたいと

いうふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 不祥事防止委員会というものを設置されて、内容についても、

若い先生に入っていただきながら工夫をしていくということでございました。やは

り風通しがよく、問題意識を共有することが大切になってくると強く感じました。

そのような体制になるように、しっかりと指導していかれるようにお願いをいたし

ます。 

   最後に、具体的な再発防止策についてお尋ねをいたします。 

   今回の不祥事を受けて、これから考えなければならないことは、今後、このよう

なことが絶対に起こらないようにすべきと思いますが、再発防止策としてどのよう

なものを考えておられるのか、お答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育長、渡邉和博君。 
［登壇］ 

○教育長（渡邉和博君） それでは、緒方議員のご質問にお答えいたします。 

   まずは、本市教諭が逮捕されるという不祥事を起こしてしまいましたことに対し

て、児童、保護者、地域住民、市民の皆様に心から深くおわび申し上げます。信頼

のないところに教育は存在しないということを私自身、折々に力を込めて訴えて、

指導してきたところでありますけれども、このような事態となり、今回の不祥事に
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対しまして憤りを禁じ得ません。 

   議員お尋ねの今後の再発防止策としましては、先ほど教育部長が述べたこととも

重なるわけですけれども、まずは不祥事防止のためのコンプライアンス研修を実施

し、教職員のモラルの向上と、各学校現場に合わせた校内の死角といいますか、教

職員の指導現場の状況の把握、また、わいせつ事案等の不祥事防止マニュアルの確

認修正、校内不祥事防止委員会の設置等について、市内の小中学校の教職員に対し

綱紀粛正を徹底いたします。 

   また、小中学校各学年の発達段階に応じた性教育の充実を図りたいというふうに

思います。併せて、児童生徒と教師のいわゆるパーソナルスペースにつきましても、

保護者・学校が共通理解ができるよう、そんな機会を設けたいと考えます。 

   さらには、子どもたちが何でも相談できる環境を整備するとともに、議員もご指

摘もありましたけども、アンケートや教育相談でも分からないことや、子どもが言

えないことを教師が気づけるような、そういう先ほどおっしゃった１人１台タブレ

ットの活用を含めたところで、そんな工夫や体制づくりも各学校にお願いしていま

すし、今後、しなければならないことというふうに思っております。 

   このようなことが二度と起こらないように万全を期してまいります。そして、議

員もおっしゃいました本来の三角形の形を大事にしたいと。戻るように、その形に

戻るようにしていきたいというふうに思っております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 不祥事防止委員会を中心に、いろいろな対策、対応策をお答え

いただきましたが、２月１１日、熊日新聞に児童が教諭を採点するというような記

事が掲載されておりました。そのままです。児童が先生の評価をするというもので

した。このようなことも大切になってくるのかなと思いながら読ませていただいた

ところです。 

   再発防止の対策というのは迅速に行っていただくべきものであり、また、かつ確

実に実行されているものでなければならないと思います。私も全面的に協力してい

くつもりでおりますので、決して絵に描いた餅になることのないようお願いをして、

次の質問に参ります。 

○議長（大賀慶一君） 緒方議員、打合せしていませんでしたけども、３０分以上に達

していますので、ここで、１０分間休憩したいと思います。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時４０分 
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開議 午前１１時４５分 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   緒方哲郎君。 

［登壇］ 
○３番（緒方哲郎君） 次に、新型コロナウイルスワクチン接種についてお尋ねをいた

します。このことについては、既に城議員が質問をされておられますので、なるべ

く質問が重複しないようにしたいと考えているところではございます。 

   ようやく新型コロナウイルスの第３波と言われていた大きな波が収束の方向であ

りますが、人の往来が元のようになることにより、第４波の発生も懸念される中、

収束のための切り札としてワクチンの接種が、先行接種という形で２月１７日から

国立医療機構の従事者に対して始まったとの報道がなされました。 

   熊本県においては、四つの先行接種の医療機関において先行接種が始まっており

ますが、この先行接種が終われば、いよいよ各自治体へワクチンが送られ、本市に

おいてもワクチン接種が行われてくるわけですが、今後のスケジュールに関しまし

ては、既に城議員の質問に答えておられますので、私は、これから本市において、

まず医療従事者、それから６５歳以上の高齢者、基礎疾患保有者、一般住民の順番

でワクチンの接種が行われていくということでしたので、今申し上げましたこの四

つの区分における本市の対象者の人数と、その接種率の見込みをお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 緒方議員のご質問にお答えさせていただきます。 

   新型コロナウイルスワクチン接種対象者は、１６歳以上が対象となっております。

本市の対象者数は、令和３年１月１日現在の人口より、６５歳以上が１万７，０５

５人、１６歳から６４歳までが２万４，８１９人でございます。 

   １６歳から６４歳までの対象者のうち、基礎疾患を有する方の数は、国が示した

割合より約３，０００人程度と見込んでおります。 

   優先順位となっております医療従事者につきましては、県が実施主体となり、対

象者の取りまとめを行っていることから、対象者数については把握はできておりま

せん。 

   接種率の見込みにつきましては、令和２年度の高齢者のインフルエンザワクチン

の接種率が６５％でございましたので、これを参考にし、インフルエンザよりも増

えると見込み、７０％と予想しております。 

   接種率を７０％としまして、対象者数は、６５歳以上が約１万２，０００人、１



－ 87 － 

６歳から６４歳は、基礎疾患を有する方も含めまして約１万７，０００人と見込ん

でいるところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 私は、今のお答えを基にして、これからまた、おおよそ本市に

おける１日当たりの接種できる人数が分かれば、単純ではありますが、それぞれの

見込み人数を１日当たりの接種できる人数で割ると、各区分けごとの接種期間が大

体分かるものと思っておりました。それを基にして、市民の方々がワクチン接種に

対して、いつ頃の接種になるかなというような疑心暗鬼になられることのないよう

にしていかなければならないと考えておりました。 

   しかしながら、本市における１日当たりの接種できる人数の確定というのは、接

種する看護師の確保など様々な要件をクリアする必要が出てまいりましたし、その

ほか、ワクチンの供給が確実になされるかも、国自体が心配している状態であるこ

と、同じワクチンを２回接種しないと効果が出ないことなど、いろいろな状況を鑑

みても、期間の想定はできないものと考えました。 

   以上のようなことから、それぞれの接種期間のおおよその確定にしても難しいと

考えたところです。しかしながら、今回、想定人数は把握できましたので、この数

字を市民の方々へはお伝えできるのかなと思っております。 

   そこで、お考えになられている接種率７０％というようなお答えでしたが、基本

的には、より多くの市民の方々にワクチン接種をしていただき、この接種率という

ものを上げていくことが大切になってくると思います。この接種率を上げるための

お考えがあれば、お答えをお願いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 接種率を上げるための対策につきましてお答えいた

します。 

   市民の皆様にとりまして新型コロナウイルスワクチンは、これまでに接種したこ

とのない新しいワクチンとなるため、接種に対する不安や心配な点が多いと考えま

す。 

   まずは、市民の皆様の気になることや不安な点を解消していただけるように、チ

ラシやホームページ、防災・行政ナビなどを活用し、ワクチン接種に関する正しい

情報提供を行ってまいります。 

   併せまして、県や市などの相談窓口の周知を図ります。ワクチンの有効性や副反
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応などの専門的な相談は県の相談窓口で対応し、接種の会場や接種券などにつきま

しては、市が設置します相談・予約受付コールセンターにて対応いたします。 

   また、高齢者など支援が必要な方につきましては、民生委員さんやケアマネジャ

ー、各事業所の方々にご協力をお願いしたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 接種しない理由として、接種体制の不確実さであったり、副反

応に対する不安とか心配、お答えいただいたとおりだと思います。正しい情報を広

く市民の方々へ周知することが大切と考えますので、少しでも接種率を上げるよう

努力していただくようお願いをいたします。 

   今現在も担当部署においては休日返上で接種体制について検討されていると思い

ますけれども、スムーズなワクチン接種になるよう頑張っていただくよう、重ねて

お願いをいたします。 

   そこで、スムーズなワクチン接種が行われたとして、このワクチンはマイナス７

０度以下での保存が必要であり、解凍後は５日間ほどで効果がなくなると聞いてお

ります。 

   先月、福島県沖を震源とする地震が発生しました。被災された方々にお見舞いを

申し上げます。 

   このような地震という自然災害に関しては、予知することは難しいものでありま

すが、これからのワクチン接種期間というのは、梅雨があったり、台風シーズンで

あったりしますので、当然自然災害はあるものと考えておかなければならないと考

えますが、その対応策はどのように考えておられるのか、お答えください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 非常時における対策につきましてお答えいたします。 

   台風や水害などの災害時の対応につきましては、防災交通課と情報交換しながら

状況を把握しまして、早めの対応をしてまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 自然災害については、最大のリスクを考えておくべきだと言わ

れております。予知できる災害においては、しっかりとした対策を取られるようお

願いいたします。 
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   また、日にち変わるワクチン接種に関わる情報の下でありますけれども、再度、

一日も早いワクチン接種体制の構築をお願いして、次の質問に参ります。 

   最後に、コロナ禍における小中学校の学校行事についてお尋ねをいたします。 

   新型コロナウイルスの影響により、小中学校の本年度の行事も延期または中止と

いった状況でありました。いよいよ年度末が近づき、学校行事も少なくなってまい

りました。大きな、そして大切な学校行事として卒業式を迎えることになりますが、

卒業式に対してどのように指導していかれるのか、お答えをください。 

   また、１２月定例会で質問した中に、修学旅行が実施されていない学校があった

と思いますが、その後、報告があっていれば、併せてお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   まず、修学旅行につきましては、現在、七城小、菊池北中、旭志中、泗水中の４

校を除く１１校が実施済みでございまして、今申し上げました学校のうち、七城小、

菊池北中、旭志中の３校につきましては、３月に延期し、行き先を九州内に変更し

て実施を予定しております。実施に当たっては、移動の際の感染症対策として、必

要に応じてバスを増便する予定でございます。 

   泗水中につきましては、他の３校と同様に３月に延期し、行き先を鹿児島県とし

ておりまして、保護者に対して参加同意書を取りましたが、感染に対する不安など

から参加の同意ができなかったご家庭が多かったため、やむを得ず今年度は見送る

旨の報告があっております。 

   次に、卒業式につきましては、昨年度と同様に、アルコール消毒や小まめな換気

などの感染症拡大防止のための措置を取りつつ、参加人数を抑えたり、式典全体の

時間を短縮するようにしております。 

   このように、規模を縮小した形になりますが、昨年度の例を申し上げますと、先

生方や在校生のメッセージボード、ビデオメッセージ、卒業生の写真の飾りつけな

ど、少しでも思い出となるよう、各学校でも工夫をされていました。 

   本年度も各学校で創意工夫した上で、思い出深い卒業式になるよう取り組まれる

と思っております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 
［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 修学旅行については、泗水中が来年度へということでありまし

たが、３年生になると、なかなか授業日数とか、いろんな問題もあると思いますけ
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れども、なるべく実施できる方向でお願いをいたします。 

   卒業式に関しましては、先日、菊池女子高等学校の卒業式に参加してまいりまし

た。恐らく県下唯一であろうということで、卒業生、先生、在校生、保護者、来賓

出席での卒業式でありました。県からの指導をクリアした形で卒業式だったとのお

話でした。 

   私は、そのような、今までのような卒業式にしてくださいというものではなくて、

最上級生としての１年間が、新型コロナウイルスにより自粛、自粛での学校生活で

あったという児童生徒に対して、心に残る卒業式になるよう、創意工夫をしてくだ

さることをお願いするものです。大切な節目として、思い出深い晴れの日となるよ

う指導していただくことをお願いして、私の質問を終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、緒方哲郎君の質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため、暫時休憩いたします。 
   午後の会議は午後１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時５９分 
開議 午後 １時００分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 
○１８番（泉田栄一朗君） 皆さん、こんにちは。公明党の泉田栄一朗です。 

   今日は、午前中の一般質問で、城議員、また緒方議員が接種体制について、るる

質問をしていただきましたので、私は高齢者対策について絞って質問をさせていた

だきます。 

   昨年２月頃から新型コロナウイルスが世界的に蔓延し、日本でも２回の緊急事態

宣言が発令され、国民は不安と恐怖の１年を過ごしました。今や、新しい生活様式

になり、マスク、手洗い、手指の消毒はもちろん、３密を避け、自粛の生活を今な

お続けています。 

   新型コロナウイルス感染は、昨日の時点で国内感染者は４３万３，３６０人です。

また死亡者は７，９１０人であります。また、熊本県内では感染者が３，４４２人

に、そしてまた、回復者が３，２９９人、死亡者が７２人となっておりました。 

   日本でもようやく新型コロナウイルスワクチンの接種が２月１７日に始まりまし

た。医療従事者が先行接種され、既に国立病院機構、地域医療機能推進機構、また

労災病院等、１００を超える医療機関で約４万人を対象として行われております。
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新型コロナウイルスワクチンの接種は１６歳以上の人が対象で、３週間間隔で２回

接種する必要があり、筋肉内の接種であります。 

   副反応が心配されるところでありますが、接種後、２８日間の体温の変化、疲労

感の有無などを記録した結果、接種実績の２万１，８９６回のうち、副反応の疑い

があったのは３件であったと。それぞれ、蕁麻疹、冷感・悪寒戦慄、脱力と発熱で

あります。死亡と命に関わるようなことはなかったということでありました。 

   今回、私は、医療従事者の次に接種される高齢者への接種について質問をさせて

いただきます。 

   新型コロナウイルスの国内外の分析から、高齢であれば、比較的健康であっても

感染し、重症化する可能性が高いことが分かっております。 

   政府は２４日、６５歳以上の高齢者へのワクチン接種を４月１２日に始めると発

表されました。限定的に始め、徐々に規模を拡大していきます。市町村にワクチン

を配送するのは４月２６日の週になるということであります。また、政府は、６月

中には高齢者向けワクチンの配送を完了させると言っているが、具体的な接種時期

は各市町村の自治体が計画するようになるということです。 

   本市において、高齢者６５歳以上の人は何人いるのか。また、具体的にいつ頃か

ら接種が始まり、いつ頃終わるのか。また、手元に接種券が届いてからの流れがど

のようになっているのか、質問をします。高齢者にも分かるように説明をしていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 泉田議員のご質問にお答えさせていただきます。 

   まず、６５歳以上の対象者につきましては、１万７，０５５人となっております。 

   接種につきましては、３月末日、下旬より接種券のほうの郵送を行いまして、４

月には開始する方向で考えております。ワクチンの分配状況によりまして、日程の

ほうは変更になるかと思いますが、国のほうからワクチンのほうが届けば、４月よ

り順次進めていくという準備を今しているところでございます。 

   新型コロナウイルスワクチンの接種の流れとしましては、まず接種券を郵送いた

します。接種券には、接種についてのお知らせ、接種時の注意事項及び副反応につ

いての文書、初診票などを同封して送付いたします。 

   接種券が届きましたら、同封しております文書にて、接種できる医療機関や会場、

ワクチン接種時の注意事項及び副反応について確認いただき、接種を希望される場

合には、市の相談・予約コールセンターへ電話もしくはインターネットにて予防接

種の予約をしていただきます。 
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   予約した日にちになりましたら、接種券と接種券に同封されていた予診票、身分

を証明する書類を持参の上、接種会場へ来ていただきます。 

   受付後、医師の予診を受け、問題がなければワクチンの接種を受けることになり

ます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） ４月からということでございましたけども、いつ頃終わる

かというのは、まだ予測がつかないということでしょうかね。次の質問の中に一緒

に言っていただければと思います。 

   高齢者の中には、接種会場に行かれない方、希望されても行けない方、例えばお

ひとり暮らしで交通手段がない方もおられると思います。また、場合によっては、

訪問接種の必要性もあるかと思います。そういう中で、また、病院や施設に入所さ

れている方で、その中には本市以外の市町村に住まれている方もおられます。そう

いう方々のひとり暮らしで、近くに身寄りのない高齢者、障がい者の方が漏れない

ようにする体制が必要であると思います。このような方々の接種することが困難な

方への対応というのはどのように考えられているか、お答えください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問にお答えさせていただきます。 

   先ほどの高齢者の接種終了につきましては、今、体制につきまして医師会と協議

中でございます。ワクチンのほうが、報道の情報によりますと、６月中にはという

ふうに聞いておりますけれども、ワクチンの分配状況、あと体制によりまして、終

了の時期というのは、現在のところ、確定した日にちというのはちょっとまだ分か

っていない状況でございます。 

   あと、接種会場に行けない方につきましての対応につきましては、新型コロナウ

イルスワクチンの接種会場まで行くことが困難な寝たきりの方などにつきましては、

医療機関からの往診を利用して接種できるように医師会と調整を行っております。 

   また、施設に入所されている方につきましては、施設で接種できるようになって

おり、現在、高齢者施設と調整を行っているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） なかなかそのワクチンの内容によって、終わりがなかなか
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見えないという部分は分かりました。 

   そしてまた、おひとり暮らしの方々の対応ですけれども、やはり地域では区長さ

ん方もおられますので、やはりその方々にもおひとり暮らしの方には注意をしてい

ただきながら、各区長さんたちにも連携を取りながら行っていただければと考えて

おります。 

   次に、高齢者に限りませんけども、認知症とか、精神疾患とか、いろいろな病気

をされている方で、自分の意思でその意思表示ができない方、こういう方々をどう

いうふうに対応していくのか、お願いしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 高齢者の方などで、意思の表現をできない方につい

てということでご質問でございましたが、令和３年２月１６日付にて国が示しまし

た「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」では、意思

確認が困難な方につきましては、家族や、介護施設などに入所されている場合は嘱

託医などの協力を得ながら本人の意思を確認し、接種についての同意を確認できた

場合は接種を行うことができるというふうになっております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） とにかくこの初めての試みでありますので、特にひとり暮

らしの方、また、情報弱者の方々の対応というものがこれから必要になってくると

思います。皆様の全ての人たちの力を借りて、頑張っていただきたいと思っており

ます。 

   ワクチン接種については、以上で終わります。 

   次に、乳幼児の視力検査について質問をさせていただきます。 

   前回、１２月の一般質問で、網膜色素変性症について質問をさせていただきまし

た。患者用の暗所視支援眼鏡が約４０万という高額なため、日常生活用具給付に追

加してほしいとの要望を出し、実現したことは大変うれしく思っております。 

   しかしながら、日常生活用具給付対象になったものの、半額程度では、まだまだ

患者さんが購入するには高額であるということであります。熊本市では、今、これ

を１割負担程度で購入する方向で動きがあります。ぜひ本市においても１割負担で

きるような、今後の課題として要望をさせていただきます。 

   それでは、質問に入りたいと思います。 

   赤ちゃんの網膜の血管は、妊娠３６週間頃完成すると言われていますが、予定日
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より早く生まれた場合、網膜の血管は途中までしか伸びていません。すると、血管

が枝分かれしたり、目の中心に向かって立ち上がったりと、異常な発達をすること

があります。主な原因は酸素と言われています。赤ちゃんは胎内にいるとき、ほと

んど酸素のない状態で過ごしています。これが体外に出ることで、外気の２１％の

酸素を急激に取り込むことになります。さらに未熟児の場合は自発呼吸ができない

ことが多いため、人工呼吸器をつけることになります。この呼吸器は、おおむね３

０％から４０％程度の高濃度の酸素を赤ちゃんの肺が吸うため、血管が収縮し、網

膜の血管が閉塞してまいります。これが未熟児網膜症であります。 

   １９５０年以降、この問題が明らかになりました。保育器に入らなくても、２

１％の酸素だけで網膜症になる場合もあります。私の知り合いで５０歳ぐらいの男

性ですが、弱視の方がいます。その方は生まれた当時、早産で生まれ、未熟児だっ

たため、しばらくの間、保育器に入られました。そのときの高濃度酸素のため網膜

症になり、現在も不便な生活をされております。その当時は原因も早期発見もでき

なかったとのことで、非常に残念がっておられます。 

   初めに、本市における乳幼児期の視力検査はどのようになっているのか、質問し

ます。 

   ２つ目の質問に入りますけれども、愛知県の大府市は、今年度から３歳児健診の

視力検査で、斜視、遠視などの弱視を発見する屈折検査機器を導入しました。従来

の検査では弱視を見逃す可能性があったのですが、この機械の導入により、見逃し

防止ができると期待が高まっているそうであります。 

   厚生労働省は、２０１７年、３歳児健診での視力検査が適切に実施されるよう都

道府県に連絡しています。それによると、子どもの目の機能は６歳までにほぼ完成

するため、３歳児健診で異常を見逃してしまうと、視力が回復できないことがある

ということです。これに対し３歳児健診で弱視を発見できれば、矯正眼鏡などの方

法で就学までに治癒することが期待できるということであります。 

   本市において、３歳児健診で斜視、遠視などの弱視を発見する屈折検査機器を導

入する考えがあるか、質問します。 

   この二つを質問させていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   乳幼児の視力検査につきましては、３歳児健診において実施をしております。 

   視力検査は、３歳児健診前に自宅で、学校や健診での視力検査で使用されており

ますランドルト環を用いまして、視力検査を実施してきていただきます。自宅で実
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施できなかった幼児につきましては、健診の会場で看護師により検査をしておりま

す。 

   健診の会場でも検査ができなかった幼児及び視力検査で異常が疑われる幼児につ

きましては、精密券を発行し、眼科受診を勧めております。 

   議員がおっしゃいました屈折検査機器につきましては、健診会場での使用も可能

で、近視、遠視、乱視、斜視などの屈折異常を早期に短時間の検査で見つけること

ができると聞いております。 

   まず、既に導入している自治体や販売メーカーに、機器についての詳細や、実際

健診で使用してのメリット・デメリットなどの情報を収集してまいりたいと考えて

おります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） 特にこの乳幼児の検査というのが、いかに重要であるかと

いうことが分かりました。 

   この屈折検査器具というのも、費用が１５０万円ぐらいということは調べて分か

りました。金額的には高いのですけれども、やはりこれで乳幼児の子どもたちが助

かる、見つかるということであれば、非常に効果的ではないだろうかと思っており

ます。 

   今、ここで２回３回と質問しても変わらないと思いますので、以上、今後検討し

ていただきたいということで要望をして、この屈折器の導入をお願いし、早期発見

につなげていただきたいと考えておりますので、どうか検討をしていただきたいと

思います。 

   以上で終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、泉田栄一朗君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩いたします。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午後１時１９分 
開議 午後１時２５分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、坂本道博君。 

［登壇］ 
○７番（坂本道博君） 皆さん、こんにちは。議席番号７番、坂本道博です。 
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   まず初めに、コロナウイルス感染症によってお亡くなりになった方々にご冥福を

お祈りするとともに、感染された皆様にお見舞いを申し上げます。 

   それでは、通告に従い、一般質問させていただきます。 

   初めに、新型コロナウイルスワクチン接種について質問させていただきます。 

   本日は、城議員、緒方議員、泉田議員と、３名の方がされております。質問も市

民が一番今知りたい情報だと思いますので、重複するところが多々あると思います

けども、よろしくお願いいたします。 

   菊池市でも多くの事業者の皆さんが、経営上ぎりぎりの困難に直面しておられる

方がたくさんおられると思います。社会経済活動を厳しく制限するこれまでのやり

方では、私たちの仕事や暮らしそのものが立ち行かなくなります。今、求められる

のは新型コロナワクチン接種を行うことで、日常の社会経済活動を一日も早く取り

戻していくことであると私は思います。 

   新型コロナウイルスワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の発病を予防し、

死者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として、新型コロナウイルス感染症

の蔓延防止を図ることによって、経済を回復させていくための、今、考えられる最

も効果のある方法であると思われます。 

   接種開始は、国内治験を追加して時間を要したことから、欧米に比べ２か月遅れ

となった上、ワクチンの確保やスケジュールは今も見通せない状況です。接種を進

める現場も副反応を考慮して工夫しなければなりません。日本でも国立病院など、

１００医療機関に勤務する医療従事者への新型コロナウイルスワクチンの先行接種

が１７日より始まりました。国内でもいよいよ接種が本格化すると思われますが、

世界的なワクチンの争奪戦に発展しているワクチンの供給確保や、自治体の接種体

制など課題は多いと思われます。ワクチンの供給量や時期に関する国からの情報が

不足し、具体的な計画づくりは遅れぎみで、人手不足をどうやりくりするかも課題

になっていると聞いております。 

   それでは、菊池市でもワクチン接種が始まると思いますが、接種会場の確保、医

師、看護師の確保などの準備はできているのか、お聞きしたいと思います。 

   次に、新型コロナウイルスワクチン接種相談コールセンターの業務内容について

質問したいと思います。 

   現在、国内外で新型コロナウイルスワクチンの開発が進められ、新型コロナウイ

ルスワクチンの効果や安全性等については確認されているところです。また、ファ

イザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社は、開発中のワクチンを投与した人のほ

うが、投与していない人よりも新型コロナウイルス感染症を発病した人が少ないと

の結果、また、中間結果が得られたと発表しています。臨床試験や接種が始まって
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から時間があまり経過していないことから、効果の持続期間については明らかにな

っていません。今後の情報で明らかになるのを待つ必要があります。 

   また、海外で既に実施されているワクチン接種においては、まれな頻度でアナフ

ィラキシー（急性アレルギー反応）が発生したことが報告されています。もしアナ

フィラキシーが起きたときには、接種会場や利用機関ですぐに治療を行うことにな

ります。 

   このような報告がある中で、ワクチンの接種が始まろうとしています。市民はワ

クチンによっての情報が少ない中、いろいろな質問や問合せをされると思います。

自分はいつ、どこで接種が受けられるのかなど、多くの疑問があると思いますので、

現時点で分かっていることを市民に伝えてほしいと思います。３月８日に設置する

ワクチン接種相談コールセンターの業務内容はどのようなものか、教えてください。

よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 坂本議員のご質問にお答えさせていただきます。 

   新型コロナウイルスワクチン接種の実施体制につきましては、菊池郡市医師会と

協議を行い、現在市内の医療機関と調整中でございます。 

   実施に当たりましては、医療機関での個別接種を軸に行いたいと考えており、公

共施設を利用した集団接種については、個別接種を補う形で実施したいと考えてお

ります。 

   集団接種の会場につきましては、総合体育館、旭志公民館、七城公民館、泗水公

民館を予定しております。 

   接種に当たっての医師や看護師の確保につきましては、市内医療機関に協力をお

願いしており、協力いただける医療機関の先生方と調整を行っているところでござ

います。 

   コールセンターにつきましてですが、市に設置いたします新型コロナウイルスワ

クチン接種相談・予約受付コールセンターの業務としましては、接種できる医療機

関や会場のお尋ね、接種券や予約方法に関するお尋ねなどに対応いたします。 

   また、ワクチンの有効性や副反応など専門的な相談につきましては、県が設置し

ております新型コロナウイルスワクチンに関する専門的相談窓口が対応いたします。 

   コールセンターの周知につきましては、本日、３月１日の区長文書配布にて、チ

ラシを全戸配布しております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 



－ 98 － 

［登壇］ 
○７番（坂本道博君） 医師、看護師、接種場所などについては、医療機関の先生たち

と協議中ということで、大変だと思いますけども、ワクチン接種がスムーズに行え

るように、よろしくお願いいたします。 

   また、新型コロナワクチンに関する専門的な相談窓口は、県のコールセンターで

対応されるとのことです。その他の質問や疑問については、菊池市のコールセンタ

ーで対応されるということですので、よろしくお願いしたいと思います。 

   また、個人通知の接種券、予約票、説明書への質問も、コールセンターで受けて

いただけると思いますので、よろしくお願いいたします。 

   次に、接種会場の確保、医師、看護師の確保などの準備はできているかの質問で

の再質問をします。 

   個別接種市内医療機関と集団接種を並行で行うと聞いていましたが、２月２６日

のワクチン接種方法と接種会場についての説明では、今のところ、個別接種を先行

させ、補完的に集団接種を行うとのことでした。初めに言ったように、国からのワ

クチン供給量や供給時間に関する情報が不足し、菊池市においても大変苦労されて

いると思います。 

   それでは、個別接種を先に進めて、ワクチンの量が十分確保できるようになった

ときの医師、看護師、協力スタッフは確保できるのか、再度、質問したいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   集団接種の医師及び看護師につきましては、現在、医師会の先生方へ協力をお願

いしており、現在調整中でございます。 

   看護師の確保につきましては、医療機関の協力のほか、現在勤めておられない方

や、看護協会のナースバンクなどを利用して確保を進めております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 
○７番（坂本道博君） 医師や看護師さんの確保については、今、準備を進めていると

いうことです。ワクチンが来て、市民の方に、１日に多くのワクチン接種ができる

よう準備をよろしくお願いいたしたいと思います。 

   次に、再々質問いたします。 

   ワクチン接種において、国から支払われる委託料は１人幾らぐらいでしょうか。
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２回接種で幾らぐらいになりますか、教えてください。 

   また、個別接種の場合は、かかりつけ医の医療機関でワクチン接種を行われるた

め、いろいろな対応ができると思われますが、集団接種の場合、集団接種会場にお

いて、子ども連れのお母さんたちが来られた場合、一時的に子どもを預かる託児所

の設置や、接種後１５分程度の状態観察のための場所は確保されるのか、お聞きし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 個別接種料金の金額についてのお尋ねですが、１回

の接種の委託料は税抜きで２，０７０円となっております。２回接種すると税抜き

で４，１４０円となっております。 

   次に、子育て中の保護者の方の接種する場合についてでございますが、接種会場

に子育て中の保護者の方がワクチン接種を受けるために、託児所なども必要ではと

いうところでのご質問でしたが、現時点では、託児所の設置は考えておりません。 

   ご家族などの協力が得られず、子どもを預ける場所が必要な方につきましては、

子育てサポートセンター事業や保育所・認定こども園の一時預かりなどの利用をし

ていただくように考えております。 

   ワクチン接種後の待機場所につきましては、医療機関での個別接種及び集団接種

の会場においても、接種後の健康観察が必要であるため、接種後の待機場所を確保

するよう努めております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 
○７番（坂本道博君） 市民の方がワクチン接種を容易に行えるよう、いろんな配慮を

よろしくお願いいたします。 

   次に、コールセンターの業務内容について再質問を行います。 

   一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害が極めてまれではあるものの、

避けることができないことから、救済制度が設けられていると聞いておりますが、

どのような救済制度なのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問にお答えいたします。 

   ワクチン接種後の副反応により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救

済制度で対応いたします。 



－ 100 － 

   救済制度の内容につきましては、接種後の副反応により健康被害が生じた場合で、

医療機関での治療が必要になったときや、障がいが残る場合には、医療費や障害年

金、また、死亡一時金などの給付が受けられます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 
○７番（坂本道博君） 新型コロナウイルスワクチン接種についても、健康被害が生じ

た場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができると、２月１９日、田村

厚生労働大臣がコロナワクチン接種での副反応により死亡した場合、死亡一時金４，

４２０万円、障害年金年５０６万円が支払われることを明らかにされました。予防

接種法に基づく救済が受けられることにより、市民の方々も少しは安心してワクチ

ンの接種が受けられることと思います。 

   ワクチン接種も、あと数か月間は続くと思いますので、次のお知らせのときにで

も構いませんが、救済制度についても市民に知らせていただければと思います。 

   それでは、最後に、市長に質問いたします。 

   今回の新型コロナウイルスワクチン接種を率先して受けられると思いますが、ど

うでしょうか。また、新型コロナウイルスワクチン接種について、市長はどのよう

に考えられているのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ワクチン接種に関する私の考えということで申し上げます。 

   まず、率先してワクチン接種をやる用意はあるかということでございますが、も

ちろん率先してワクチン接種を受けたいというふうに考えております。特にワクチ

ンに対する市民の皆さんの不安を和らげることになるならば、スケジュールが許す

限り、極力最初に受けていきたいと、そういう心積もりでおります。 

   また、ワクチン接種そのものにつきましては、先ほど城議員のご質問にも答弁し

たところでありますけども、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防いで、市民

の生命及び健康を守るためには、ワクチン接種はもう本当に必要であり、加えまし

て、従来の経済活動ができる社会に近づけるためにも、このワクチン接種は大変重

要なものというふうに考えております。市民の皆様が安心して接種していただきま

すように、啓発に努めるとともに、医師会のご協力をいただきながら、接種体制を

万全な形で整備をしていきたいと、こういうふうに考えております。 

   以上、申し上げます。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 
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［登壇］ 
○７番（坂本道博君） ありがとうございました。 

   市長が率先して接種を受けられるならば、私たち議員も、市民の安心を少しでも

和らげるために受けなければならないと考えているところです。 

   国からの情報が来るたびに、接種計画を見直しをしなければならない状況の中、

担当される課及び職員の方々は大変ご苦労されていると思います。福祉厚生委員会

でも国への緊急提言など検討していければと思っているところです。 

   これで、一般質問を終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、坂本道博君の質問を終わります。 

   以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。 

   次の会議は、明日、３月２日に行います。引き続き、一般質問となっております。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後１時４５分 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   ご着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、一般質問を行います。 

   初めに、平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） おはようございます。菊池市の最高決定機関である菊池市議会

定例会は、国旗を掲げ、国歌斉唱をして始めるべきだと考えている、議席番号５番

の平直樹です。私は日々の政治活動において、目標を政治をもっと近くに、判断基

準を子どもたちが大きくなったときにどうかという二本柱として行っております。 

   今回の一般質問も時短を念頭に、３点、一般質問をさせていただきます。 

   まず、１点目です。コロナ禍における市政運営についてお尋ねします。 

   この質問の目的は、コロナ禍で１年過ごして、ＰＤＣＡをもって、どのように市

政運営に反映させたのかを明確にしたいと考えているからです。 

   この１年間、全人類はとても窮屈な生活を強いられることとなり、新しい生活様

式を取り入れて、まさに新しい価値観で過ごしてきました。この新しい価値観とと

もに、これからも我々は過ごしていくことになると思います。苦しいこと、厳しい

ことなど、もうマイナスの面は数え上げたら切りがありませんし、そこは既に共有

できている部分が多数あるかと思います。物事には人間万事塞翁が馬とも言います

し、禍福はあざなえる縄のごとしとも言います。何が起こるか分からないし、必ず

悪い面もあれば、よい面もあるという意味だそうです。 

   私は、平成３０年９月の議会の一般質問において、第２次菊池市総合計画後期総

合計画についてという質問の中で、ＰＤＣＡについてお尋ねをしています。そのと

きの答弁で、４年サイクル、１年サイクルでＰＤＣＡを行っているとの部長答弁で

の確認を行っております。 

   我々、菊池市議会でも県外研修を見合わせたり、先日、リモート研修会を行った

りと、これまでの経験から考えたら、物すごいスピードで変化した部分もあると感
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じています。 

   前回、前の１２月議会までは、私もともと喉とか鼻が弱いほうなので、寒くなれ

ばインフルエンザにかかりたくない、風邪を引きたくないという理由で、よくマス

クをしておりました。その当時はマスクをしているのはほとんど私一人で、この議

場でもマスクをしてくると、風邪を引いたんですかとよくよく言われていた時代で

した。ところが、あれから１年、もうマスクをしていないなんてというぐらい、も

うすごいスピードで世の中が変わったなというふうに感じております。そのコロナ

禍があって、その経験をしたからこそ、このマスクをするという文化というのもよ

かったかなと私は考えております。 

   また、本議会の補正予算にも、コロナ禍であったがゆえの減額補正も多々見受け

られます。１年をかけて様々な経験やデータを重ねてきた上で、本議会に提出され

ている新年度予算にＰＤＣＡサイクルの結果がどのように反映されているのかをお

尋ねしていきたいと思います。 

   まずは、本年度、コロナ禍であったためにできなかった事業数とその総額をお知

らせください。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、皆様、おはようございます。それでは、平議

員のご質問にお答えしたいと思います。 

   コロナの影響により実施できなかった事業数と削減額につきましては、まつりや

イベントの中止といった大規模なものから、会議の中止、出張の取りやめといった

ものまで含めてお答えしますと、一般会計、特別会計合わせまして、延べ２１６の

事務事業、削減額としまして１億５，９５５万１，０００円となっております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） ２１６事業で１億５，９５５万１，０００円というお答えでし

た。この事業がやらなかったから、この分、お金を使わなかったからよかったとい

うことを言いたいわけではありません。ただ、この事業、やめちゃった事業、取り

やめた事業というのを今年度の事業にどのように反映していくのか、その立ち止ま

った事業をどう考えているのかということをちょっとお聞きしていきたいと思いま

すが、今回、このコロナ禍で、一旦立ち止まって事業を見直すいい機会になったの

ではないかなと考えております。 

   私、この一般質問をするに当たって、いろんな企業の社長様だとか、事業の責任
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者の方なんかにいろいろお話を聞いて回りました。コロナ禍を過ぎて、悪かったこ

とは分かりますけど、よかった点はありますかなんていうふうにいろいろ聞いてま

いりましたが、ある事業所の責任者の方がすごく特徴的なことを言われました。そ

れが、今まで行ってきた各種事業の本来の目的を見直すいいきっかけをもらったと

私は考えていますというお答えでした。この最大のチャンスとそれを捉えて、もう

徹底的に見直しをして、リモート会議やリモート研修会を取り入れたということは

とてもよい結果だと思っておりますと。何でですかというと、例えばそこで勤めて

いらっしゃる方が現地まで行って研修を受けるという、その時間を奪わなくて済む

し、例えば自宅でそれを受けていただくことだって可能だというのは、とても有益

なことだというふうに考えているというお答えでございました。 

   私もそうだなというふうに思いますが、そこで、お尋ねいたしますが、コロナ禍、

この１年を過ぎたところで見直してみて、よかったんではなかろうかと思うような

点はありますか。また、本市において、新年度事業で新しい生活様式に合わせたと

きに、取りやめを決めた事業もしくは見直しを決めた事業などはありますか、お知

らせください。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、再質問にお答えします。 

   コロナ禍により見直した点としましては、密を避けるため、先ほどご紹介のあり

ましたように、リモートによる会議の開催や、オンラインによる職員研修の実施等

に取り組んだことにより、時間と費用の削減につながったと考えます。 

   また、職員の出張につきましても、必要性や重要性を考慮し、継続すべきかどう

かも含めた検討を行っております。 

   また、その課題としましては、多くの事業を中止や延期せざるを得なかったこと

により、市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしたところではございますけども、実

施できなかったことにより見えてきたおのおのの課題等を整理し、検証し、今後の

事務事業の見直しに生かすことができる点であると考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 部長の今の答弁をいただきますと、同じような感じなのかなと

いうふうな結果ですが、基本的に私が聞きたいところは、そのＰＤＣＡをもってど

のように反映させたのかというところが、ちょっと具体的に聞きたかったんですけ

ども、１年間やってみて、今後、見直して、コロナがたとえいなくなったとしても、
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このようなふうに変えていくよとかというような事業というのが、多分次年度予算

に反映されているんではなかろうかと思うんですけど、そこら辺がどういったとこ

ろかというのをちょっと教えていただいてもいいですか。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 失礼しました。新年度予算におきましては、引き続きオン

ライン等を活用することにより、職員研修経費や出張費の一部を見直して計上して

いるところでございます。 

   今後も新しい生活様式を継続して実践するためには、新たな費用も発生しますこ

とから、従来どおり実施すべきものと見直しが必要なものと見極めながら、事務事

業の見直しを進めるとともに、可能な限り費用の削減に取り組んでまいりたいと考

えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） オンライン研修と出張費の削減、これは本当によかったことな

のかなというふうに私も思っておりますし、そういう反面、やっぱり現場に行かな

いと分からないこともたくさんありますので、それをうまく使って、今後の運営に

していっていただきたいと思いますが、コロナになって、コロナがあしたあさって

になくなるということでもありませんし、ずっと多分つき合っていくことになるん

であろうというふうに思うんですね。 

   今後、本当は今回の予算、骨格予算でありますから、政策的なところにそれがど

う反映されていくのかというのもすごく見ていきたかったところですけども、とは

いえ、政策的なお金のつけ方、予算と骨格の予算というのは、前市長とか、前々市

長というのが政策的に始めたことでも、継続していく上でも、固定的な費用となっ

ていきますので、なかなか線引きが難しいところというのはありますが、もう本当

にいいチャンスと捉えて、もう変えるべきところは変えていただいてやっていただ

ければなというふうに思います。 

   あと、お金だけではなくて、やはり職員さんの研修の時間をオンラインで、自宅

で、例えば職場でやっていただければ、その方々のプライベートな時間とか、家族

の時間の確保とかにもつながりますので、その両面で見直していっていただきたい

と思いますが、最後に、ちょっと市長にお尋ねしたいんですけども、その骨格予算、

先ほど言いました政策的なところも長くなれば骨格のほうに入っていきます。その

骨格の予算の部分ではありますが、このコロナ禍、１年間コロナ禍を経験した上で、
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このようにやっていくというようなことがあれば、ちょっとお知らせいただければ

と思います。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 
［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

   コロナの１年を経て、予算に対する新しい考え方はという趣旨のご質問でござい

ました。 

   コロナ禍を経験して新年度予算に対する考え、大分変わった部分もございますけ

ども、今回は骨格予算でありますので、私の立場からは、今後、どのようなものが

重要かという現在の認識で申し上げたいというふうに思います。 

   コロナ禍による影響というのが今後どのように推移するかまだ分からない状況で

ありますので、コロナ対策というのは新年度の市政の中でも最優先事項というふう

に認識しているところであります。 

   まずは、現在進めておりますワクチン接種や防疫対策の整備を引き続き行ってま

いります。 

   また、今まで行ってきました各種支援策と経済対策を踏まえながら、厳しい状況

下にある皆様の手助けとなるような適切な施策を適切な時期に全力でやっていくと

いうことが重要であるというふうに考えております。 

   その上で、新しい生活様式に対応できるように、例えばテレワークニーズなどへ

の対応ですとか、デジタル行政に向けた整備、こうしたことも重要な課題と捉えて

いるところでございます。 

   今、お話のありましたテレワーク会議等は、長所・短所それぞれあるわけであり

ますけども、例えば研修にそれを活用していくなど、よい点は取り入れて考えてい

くべきであるというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 今後、何があるか分からないし、物すごいスピードで世の中が

変わっていくことはもう間違いないですので、そこら辺は柔軟に対応はしていって

いただければというふうに思います。 

   次の質問に行きます。 

   ２点目は、病児・病後児保育についてお尋ねをいたします。 

   この質問の目的は、安定的な病児・病後児保育の確立をしていただきたいという

思いからさせていただきます。 
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   病児・病後児保育については、私は事業スタートのときから一般質問を何度かさ

せていただいております。この事業、もう今や、子育て世代にとってはなくてはな

らない大切な事業になったなというふうに感じております。現在、みゆきこども園

さんにその事業を委託して行っていただいておりますが、これがまたコロナの影響

がありまして、昨年１年間、皆さんがマスクをして、手洗い、うがいに慣行してい

ただいたおかげで、利用者の数がとても少なかったというふうに聞いております。 

   そもそもこの事業費確定に当たっては、その前年度の実績での予算になるという

お話も伺っております。しかし、それでは基礎となる部分を少なかったから減らし

ますというふうにされたんでは、運営していこうという基礎的なところの金額なり、

配慮となりの部分にちょっと不安なところがあるのではないかというふうに思いま

す。 

   以前から私は申し上げていますが、この病児・病後児保育というものは、利用者

が多かったからよかった、少なかったからだめだった、そういうものではないとい

うふうに思っております。子どもが病気になったら、その保護者が面倒を見る、こ

れは大前提です。ですが、現代社会においては、なかなかそうも言ってられないの

が現状です。だからこそ、この病児・病後児保育というものが大切な事業になった

というふうに考えておるんですが、子育てしやすいまちの基本計画に載っておりま

すが、を履行するためにも、本事業が欠かせないと思います。 

   そこで、お尋ねいたします。 

   病児・病後児保育の位置づけはどういうふうになっておりますか。また、この病

児・病後児保育、この３年間の利用者数の推移をお知らせください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 改めまして、皆様、おはようございます。ただいま

の平議員のご質問にお答えいたします。 

   病児・病後児保育は、病期中や病気の回復期の子どもを家庭で見ることができな

い場合に、専用の施設で預かることによって、保護者の方の子育てと仕事の両立を

支援するものでございますが、本市では、平成２４年７月から菊池みゆき保育園へ

委託事業として実施しているところでございます。 

   事業の位置づけとしましては、第２次菊池市総合計画後期基本計画や第２期子ど

も・子育て支援事業計画におきまして、子育てと仕事の両立を支援し、働きやすい

環境づくりを推進するための取組として計画をしており、また、近年の多種多様な

働き方やコロナ禍での柔軟な働き方に対しても、重要な子育て支援施策の一つと考

えております。 
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   過去の推移といたしましては、年間の利用者数を月平均にしますと、平成３０年

度が月平均６０件、令和元年度が月平均５０件、令和２年度が１月末日までの月平

均で２１件と、以前から比較すると、今年度はかなり減少している状況でございま

す。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） ちょっと確認なのですが、昨年までの事業費決定はどのように

なされていましたか、お知らせください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 事業費の委託費につきましては、前年度の利用人数

の実績を基に、国が示している補助金の基準額により決定をしております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） ありがとうございました。平成３０年が月６０人、令和元年が

月５０人、昨年が月２１人と。手洗い、うがいなどを対策をしていただいたがゆえ

に、利用者数が減っていったということで、前年まで実績で決めていたということ

です。 

   部長の答弁にもありましたように、私と同じ考えで、やっぱりよかったです。基

本計画の施策の１３、子育て支援の充実のところに該当するから、この事業をやっ

ているんだ、大切な事業なんだという認識だということでした。 

   冒頭申しましたとおり、もう安定的な運営をしていくためには、前年度の実績数

だから、これですよというようなところは、分かるっちゃ分かるんですけど、基礎

的な多分事業費というのは要ると思うので、それだけではちょっと不安な場面があ

りますが、本年度はどのようになっておりますでしょうか、お知らせください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 本年度につきましては、昨年度の実績を基に、利用

決定のほうをしております。令和２年度につきましては、国のコロナ禍における状

況におきまして、昨年と同様の補助額で、基準額で実施するようにというふうに国

のほうから通知が来ておりますので、それに基づいて実施を行います。 

   以上、お答えします。 
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○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 答弁ありがとうございました。 

   では、とりあえずは、その少なかったから減るということではないということだ

と思いますので、安心しました。今後もこの状況を見て、しっかり運営をなされる

ようなところは、お話合いを重ねた上で決定していただければなというふうに思い

ます。そして、子育て世代に対して優しいまちづくり、菊池市だというのをしっか

りアピールしていただければというふうに思います。 

   次の質問に行きたいと思います。３点目は、ごみ袋についてお尋ねをいたします。 

   この質問の目的は、現在の家族構成に合わせたごみ袋のサイズを作って、市民の

福祉向上を図りたいというものでございます。 

   現在、ごみ袋は、赤、緑、黄色の３種類あります。その中でも、大と小と極小と

いうふうにありますが、このサイズの違いの意味は何でしょうか、お知らせくださ

い。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 
［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 改めまして、おはようございます。平議員から、ごみ

袋のサイズの違いということでお尋ねですので、お答えしたいと思います。 

   まず、本市におきましては、家庭から発生するごみを排出する場合については、

ごみの種類に応じて市が指定した３種類のごみ袋により排出することになっており

ます。料理くずや食べ残し、革製品などの燃やすごみが赤色、空き缶や空き瓶、新

聞紙、段ボールなどの資源物が緑色、金属くず、陶磁器、ガラス類などの不燃物が

黄色となっております。 

   議員ご質問のごみ袋のサイズの違いにつきましては、各家庭ごとの生活様式に伴

ったごみ排出量に応じて選択できるようにすることや、適正かつ効率性及び経済性

に配慮した分別に資すること、及びごみ収集を行う作業員の作業効率を高めること

などを考慮しながら総合的に判断しており、大サイズが４５リットル、小サイズが

３０リットル、極小サイズが１５リットルとなっております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） それでは、その市民の要望をどのように把握されているのか。

いろんな最初の質問にも少し重複するところはありますけども、どんどん世の中変

わっていって、価値観等も変わっていっているこの世の中で、市民の要望について
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は、どのように調査をされていますか、お知らせください。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 
［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 各種指定ごみ袋におけますサイズ別の導入に関する要

望につきましては、昨年、令和２年４月からの菊池地区、七城地区及び旭志地区に

おけます新しい分別方法の試行開始に伴う住民説明会、それに生涯学習まちづくり

出前講座などの機会を通じまして、参加された市民の皆様よりご意見を伺っており

ます。 

   その中で、資源物用の緑色の極小サイズのごみ袋につきましては、牛乳パックな

どの数量がたまりにくい品目、こういうものの排出等もあるため、導入に関しまし

ては、特に多くの意見をいただき、本市といたしましても効率性及び経済性に配慮

した分別及び排出の観点から、新たに導入を行った経緯がございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 今、私がちょっとお聞きしたいというか、私が個人的にすごく

市民からの要望で聞くのは、その黄色ですね、燃えないごみのこの極小サイズだけ

がちょっとないのでというようなことをよくよく聞くようになりました。 

   これは、一つは、今、部長の答弁にありましたように、資源ごみが細分化されて、

もともと燃えないごみだったものをリサイクルに回すようになったからこそ、そう

いったところもあると思うんですよ。私はすごくそういうお声を聞くんですが、今

のお話によりますと、住民説明会や出前講座というようなお答えをいただいたんで

すが、それだけじゃちょっと足りない部分、拾えていない部分があるのではなかろ

うかというふうに思います。 

   いろんな方法があるとは思うんですけど、私、もうちょっと聞いていただきたい

んですけど、まずとりあえず、そういったものが要るかどうかというのを市民にい

きなり聞くというよりも、まず市役所の職員さん、働いていらっしゃる方が４００

名以上いらっしゃるので、まずそこの皆さんに、ちょっとどうですかというような

感じで調査をされる考えはありませんか。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 
［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） ただいま平議員のほうからですけれども、本市庁内に

おきましてはネットワークシステムというものがございます。このシステムを活用

した職員からの意見聴取、これはすぐにでも可能でございますので、指定ごみ袋に
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関する意向調査としまして、職員へのアンケート調査の実施に向けては、検討して

まいりたいと思っております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） その黄色の極小を必要ではなかろうかという理由の中に、先ほ

ども言いましたように、ちょっと生活様式の変化というのもありますが、平成２３

年１月、１０年前の段階で菊池市の人口は５万１，６１３人、世帯数は１万７，９

６２、５年前の平成２８年、人口は５万１８人、世帯数は１万８，６７７、今年の

１月、人口は４万７，８８８人、世帯数は１万９，５７０と。１０年前から比較し

ますと、人口は３，７２５人減って、世帯数は１，６０８増えております。これが

核家族になっていっているというような数字だというふうに思いますし、先ほど言

いましたように、分別が進めば進むだけ、やっぱり黄色の袋がたまらない。例えば

アパートに住んでいらっしゃる方とか、いろんな大きな家に住んでいらっしゃる方

もいれば、いろんな生活の様式があると思うんですね。人情として、袋がたまらな

ければ、なかなかごみ袋って出せないので、衛生的なものも考えても、やはり早く

ごみとして出していただくことのほうがいいのかなというふうに思いますので、こ

の黄色の極小が欲しいという意見もさんざん私は聞いておりますので、この黄色の

袋のその極小を作る考えはありませんか、お尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 
［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 平議員のご質問にお答えします。 

   先ほど、ごみ袋のサイズについては市民の声を聞いたというところで、今の状況

になっております。そのときの時点では、黄色の極小サイズについては、要望がほ

とんどなかったような状況でございました。ただ、今、平議員のお話にもあるよう

に、社会情勢が変わっておりますので、黄色のごみ袋における極小サイズの導入に

つきましては、本市が運用しています安心安全メール、それに先ほど申し上げまし

た市職員を対象とした庁内ネットワークシステムの活用によりまして、アンケート

調査を実施しまして、意向を把握した上で、それに近隣市町の状況や、ごみの排出

状況などを踏まえ、導入に関する検討を行ってまいりたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 緑の袋もだんだん慣れてきたという、材料の分別に少しずつ慣
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れてきたという部分があるからこそ、そういった課題が見えてきたとか、新しい要

望として上がってきた部分があるのかなというふうには思いますので、ぜひしっか

り、ただ、高齢者の方々に関しては、メールでというふうに言われても、ちょっと

なかなか声が拾いにくい部分もあるかと思いますので、いろんな手だてをまたさら

に考えていただいて、努力していただければなというふうに思います。 

   以上で、一般質問を終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、平直樹君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時３２分 
開議 午前１０時３８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） 皆さん、おはようございます。田中教之です。 

   本日は、子どもの事故予防と中山間地の活性化について、質問と提案させていた

だきます。 

   早速ですが、１番目の子どもの事故予防について質問させていただきます。 

   子どもの事故というのは昔から課題でして、事故予防というのは昔からの課題で

して、けがのレベルから死亡事故まで、様々な要因に基づいて起こっております。

技術が発展して防ぐことができるもの、例えば車のチャイルドシートとか、ああい

うことは、実は大分減ったという場合もありますし、最近では、このコロナ禍にお

いて保育園等でアルコール消毒による、し過ぎによる手荒れの問題というような新

しい問題も出てきております。子どもの数が日本全体で減っている中で、事故の数

自体の全体的な数は減少傾向にありますが、昔からまだ全体の中の割合を占める要

因として大きいものが食品による窒息や誤飲によるものです。 

   今回は、子どもの事故予防と広うございますので、食品による窒息や誤飲に絞っ

てちょっと考えてみたいと思います。 

   昨年の９月、東京都の保育園において、給食で提供されたブドウを食べた４歳児

が窒息し、亡くなってしまうという事故が起きました。これまで国も自治体も、保

育、教育施設等において、乾燥豆類やブドウ、トマトなどの窒息や誤飲するような

食品についての提供についてガイドラインを示し、保育園や幼稚園では予防措置を

講じてまいりました。ミニトマトやブドウは４等分するとか、乾燥豆類は５歳まで
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は提供しないとか、ガイドラインがあったのですが、なかなか事故を防ぐことがで

きないことがあります。 

   その事故が昨年あったからかは分かりませんが、今年に入って、節分の時期の前

に、内閣府などから都道府県担当部署へ、「節分の豆等の食品による子どもの窒息

事故の予防に向けた注意喚起について」という題目で事務連絡がなされております。

また、消費者庁も節分を前に、今年の１月末にホームページ上に注意喚起の情報が

掲載されました。 

   以下、一部を読み上げます。 

   厚生労働省の人口動態調査によると、平成２６年から令和元年度まで６年間、食

品を誤嚥して窒息したことにより、１４歳以下の子どもが８０名死亡してしまいま

した。そのうち５歳以下が７３名で９割を占めていました。 

   以下のことに注意しましょう。 

   １、豆やナッツ類など、硬くてかみ砕く必要のある食品は５歳以下の子どもには

食べさせないでください。 

   咽頭や気管に詰まると窒息しやすく、大変危険です。小さく砕いた場合でも、気

管に入り込んでしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。 

   ２、ミニトマトやブドウ等の球状の食品を丸ごと食べさせると、窒息するリスク

があります。乳幼児には、４等分する、調理してから軟らかくするなどして、よく

かんで食べさせましょう。 

   ３、食べているときは、姿勢をよくし、食べることに集中させましょう。 

   物を口に入れたままで、走ったり、笑ったり、泣いたり、声を出したりすると、

誤って吸引し、窒息・誤嚥するリスクがあります。 

   ４、節分の豆まきは包装されたものを使用するなど工夫して行い、子どもが拾っ

て口に入れないよう、後片づけを徹底しましょう。 

   以上が、消費者庁のホームページに掲載された注意喚起の内容です。 

   そこで、質問ですが、本市における子どもの食品の窒息・誤嚥の事故予防の現状

と今後の取組についてお聞かせください。 

   特に、内閣府の注意喚起を受けて、今年の２月２日の節分の際に、市内の保育園

等で豆まきがあったのか、５歳以下の園児が豆を食しないような取組があったのか

どうか、お聞かせください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 田中議員のご質問にお答えいたします。 

   市内の保育所等では、平成２８年３月に国が策定しています「教育・保育施設等
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における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」や、保育所などで

独自に策定している事故発生時対応マニュアルなどに基づき、毎月の給食会議や職

員会議などで食材の確認や調理などについて検討しながら、事故防止に取り組んで

いるところでございます。 

   また、保育所等においては、万が一の場合に備え、迅速に対応できるよう救急に

関する職員研修を行っており、消防署より講師を招いて救急法の研修を実施してい

る園も多数ございました。 

   次に、２月２日の節分における市の対応といたしましては、国からの「節分の豆

等の食品による子どもの窒息事故の予防に向けた注意喚起に関する資料」を市内全

ての園に周知し、注意喚起を行ったところでございます。 

   また、市内の保育所等の節分について聞き取りを行った結果、豆まきをする際は、

市内全ての園で誤嚥防止の対策が取られており、新聞紙を丸めた球を大豆に見立て

て実施したり、卵ボーロなどで代用するなど、豆を食べさせていない園が多くござ

いました。 

   なお、中には、年長児に自分たちで煎った豆を年の数だけ食べさせていた園もご

ざいましたが、その際は、保育士が窒息や誤嚥のないように見守りながら、安全に

十分配慮して行われておりました。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） ありがとうございました。ちょっと確認ですが、市内のどの辺、

調査された園の数、全体の数をお聞かせください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 節分時の対応につきまして、調査のほうは３０園行

っております。豆を食べさせなかった園が２８園、食べさせた園が２園となってお

ります。 

   保育園の調査の件なんですけれども、すみません、今の件数は重複、年齢によっ

ての重複がございますので、調査そのものは２５園、市内の全園の回答をいただい

ております。 

   食べさせなかった園２８園につきましては、年長のみを豆を食べさせた園も重複

の件数になっております。申し訳ありません。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 
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○１番（田中教之君） ありがとうございました。まさに、ちょっと周知が徹底された

ような気がします。非常によかったと思います。 

   あまり何でもするなするなというのも、子どもにとってはよくないと思いますし、

豆まき自体は、風習を学ぶという、いいことで、すばらしいことですので、行事自

体を取りやめるという必要はないと思います。 

   先ほど部長が答弁されたとおり、新聞紙で大豆に見立てたり、最近はスーパーで

も節分用ボーロというか、そういうようなものを売ってありますので、そういうふ

うに代用されるというのは非常にいいと思います。 

   ５歳児の園児には豆を食べさせないというところだけを守っていだければ、こう

いった行事はどんどん続けていってもらいたいと思っております。 

   保育園等は本当に対策が大変で、一生懸命やられていると思います。加えて、最

近は食品メーカーや農産物の生産者も、子どもの窒息事故を受けて意識が変わり、

パッケージにそういうふうな、５歳以下は食べさせないでくださいとか、このミニ

トマトは５歳児以下の場合は４等分してくださいとか、そういった説明するシール

等貼ってある場合もまだ少ないですがございます。このように、食品による窒息・

誤嚥の問題は、だんだんと予防が講じられてきております。しかし、冒頭にも申し

ましたとおり、今後、様々な事故要因が出てくると思いますので、時代に合わせて

予防策を講じていかなければならないかなと考えております。 

   今回、保育園の調査をお聞きしたのは、もちろん事故予防の観点からですが、加

えて、保育園行政のリスク管理を市がしっかり行っていただきたいという願いから

でもあります。民間保育園での子どもの事故が起きた場合でも、場合によっては、

市町村の訴訟リスクがあります。児童福祉法や子ども・子育て支援３法及び関連法

等から読み取って、やはり保育の実施主体は市町村にあるというふうに考えられる

からです。リスクはゼロにできませんが、市内の保育園で過去の事例とか、先ほど

事故予防のための給食会議だったり、救急に関する研修とかを行っていると思いま

すが、加えて、過去の事例や先進事例の情報を共有しながら、対策する必要がある

かなと思っています。 

   ここで、質問ですが、現在やっておられるのに加えて、今後、民間保育園等にも

市が主体になって勉強会等を開いて、事故防止を講じる考えはございませんか、お

聞かせください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ご質問のありました今後の市の対応につきましては、

他県で発生した事例を見ますと、市が保育所等に対し文書で注意喚起を行っていた
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のにもかかわらず、事故が発生しております。この点を踏まえまして、本市としま

しては、危険性を確実に周知できるよう、文書通知に加え、園長会などの開催時や、

定期的に勉強会を開催している市保育協議会の給食部会の中において、事故防止に

係る情報提供や注意喚起を再度行い、指導監査の中においても、各園の事故予防の

取組を確認してまいりたいと考えております。また、万が一に備え、消防署より講

師を招いた救急法の研修などについても、原則、実施していただくよう、保育所等

にお願いをしてまいりたいと考えております。 

   また、保育所等を利用する保護者に対しましても、保育所等を通して注意喚起を

呼びかけるとともに、市のホームページも活用し、広く周知をしてまいりたいと考

えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） ありがとうございました。 

   先ほど答弁された中で、園だけじゃなくて、保護者にも注意するということ、周

知するということ、非常にこれ、いいことと思います。やはり先ほどの食品メーカ

ーとか、生産者の例を言いましたけど、保育園だけで対応できるというか、保護者

の方、周りの関係者、全体がやっぱりこの問題、それぞれの分野で対応していかな

いと、やはりなかなか限りなくゼロに近づけていくことは難しいのかなと。事故の

発生がゼロに近づくのが難しいかなと思います。 

   また、特にやっぱり国の所管もばらばらでして、先ほど冒頭に申しました注意喚

起の事務連絡も、調べてみますと五つありまして、内閣府子ども・子育て本部参事

官付、消費者庁消費者安全課、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、厚生労働省

子ども家庭局総務課少子化総合対策室、厚生労働省子ども家庭局保育課と、この五

つを束ねないと、なかなかこういう事務連絡もできないのかなというふうに、ちょ

っと邪推をしてしまいます。やはりこうなると、市町村とか園が一生懸命情報を共

有しようと思っても、なかなか伝わるまでがやはり遅くなってしまうのかなと思い

ます。どうしても、部長、なかなかそこら辺の縦割り行政に関して不備に感じるこ

とはございますか。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 議員のご質問にお答えいたします。 

   行政につきまして、いろいろな所属がございますけれども、子どもの支援につき

ましては、教育委員会、健康推進課、子育て支援課、そのほか、関係各課と連携会
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議等を行いながら、情報共有をしながら実施をしております。連携が途切れないよ

うに連携をしながら、子どもの支援に努めてまいりたいと思います。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） ありがとうございます。国の関係なので、なかなか難しい、所

管ではないと思いますが、先ほど菊池市の行政においては、そういうふうに連携を

図っていくと。これからも図っていくと力強くおっしゃいましたので、ぜひご期待

したいと思っております。 

   すみません、次の質問に参ります。 

   次は、中山間地の活性化について質問します。 

   今回の質問は、ちょうど２年前の平成３１年第１回定例会において、「菊池川上

流流域の再整備」という題目で一般質問していた内容に関連します。本来では１年

前の第１回定例会でする予定だったんですけど、一般質問が中止になりましたので、

ここで改めて中山間地のこの資源を活用するために質問させていただきます。 

   皆さんご存じのとおり、菊池市の中山間地は、菊池渓谷をはじめ千畳河原、水源

交流館のイデベンチャーや、旭志四季の里からの登山とか、竜門ダム、龍龍館、キ

ャンプ場など、多くの観光資源があります。また、原井手や、穴川神楽、岩本神楽、

智者ヶ峰、鞍岳山、善光寺など、中山間地の多くの歴史資源も多く存在します。 

   現在、菊池ファンクラブの取組で党首選挙が行われておりますが、菊池一族の繁

栄は、その中山間地の材木を輸出することによるというものになったということも

聞いております。千年も前から、まさに資源だったと考えております。 

   コロナ禍におきまして、アウトドア人口が増え、より市民や観光客がこれらの菊

池の資源に触れられるよう、それぞれが連携していくべきだと考えます。 

   ２年前の一般質問では、市長は、この地域で菊池渓谷だけではなくて、ほかの地

域へも滞在してということで、より回遊性を高めていくと答弁されました。コロナ

禍で中山間地を訪れる方に、どのように長く滞在していただくためにいろいろ回遊

性を高めていくのか、政策について質問していきたいというのは、この質問の趣旨

です。 

   まさに、龍門地区から旭志の地区までには、本当に数え切れないほどの数多くの

そういった名所だったり、観光スポット、ワーケーションスポットがございます。 

   そこで、質問ですが、菊池市の中山間地には、先ほど申したとおり、多くの資源

があり、コロナ禍でありますが、実際、このコロナ禍で訪問した方の利用した方の

人数はどのくらいでしょうか。今回は菊池渓谷、千畳河原、旭志四季の里、竜門ダ
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ム・龍龍館の４か所に絞って、もう数が多いですので、絞って、本年度の利用者の

数をお示しください。 

   また、１か所のみに滞在せず、近隣のスポットに訪れるような、人々が回遊する

動きがあったのか。もしあれば、具体例をお示しください。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 
［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） 改めまして、おはようございます。ただいまの田中議員の

ご質問にお答えいたします。 

   まず、菊池渓谷、千畳河原、四季の里旭志、竜門ダムの龍龍館、ドラゴンキャン

プ場と申しますが、この４か所の本年の利用者数を申し上げます。 

   令和２年の観光入込客数といたしましては、菊池渓谷が約１０万２，０００人、

四季の里旭志が３万３，０００人、千畳河原については、正確な数字は把握してお

りませんが、地元集落からの情報では、昨シーズンよりも増加したと聞いておりま

す。また、ドラゴンキャンプ場につきましては、竜門ダム・龍龍館のドラゴンキャ

ンプ場につきましては、昨年９月の開業で約４か月で約８００人の利用となってお

ります。 

   また、次に、１か所のみに滞在せず、近隣のスポットにも訪れるような、人々の

回遊があるかというご質問でございますが、市内の各観光スポットを点から線につ

なげ回遊性を高めることは、本市の魅力向上につながるものと認識しているところ

でございます。 

   菊池渓谷では、菊池温泉観光旅館協同組合のご協力をいただいて、菊池渓谷維持

管理協力金の領収書を提示すると、組合加盟の温泉を２００円引きにするというサ

ービスを導入されておりまして、一定の利用があると聞いております。 

   また、ドラゴンキャンプ場におきましては、テレビやラジオでのキャンプ場の取

材の中で、キャンプ場の紹介のみならず、スタッフによって市内の温泉や釣り堀等

の紹介も併せて行われているところでございます。 

   今後も、観光協会や各観光スポットの運営業者の皆様方などと一緒に情報共有・

連携を強化し、本市を訪問した観光客の回遊性が高まる取組を進めてまいりたいと

考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） ありがとうございました。 

   やはり、昨年、一昨年度の数字を見ますと、屋内の施設に比べたら、やはり絶対
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数は室内よりは多いと思うんですが、やはり減ってきている部分もあるのかなと考

えております。特に２年前に質問したときの数字に比べて、やはり特に渓谷もいろ

いろ工事とかあった影響で、取り戻して、人が戻ってくるのが遅くなったというと

ころもあったりして、やはり減っている現状かなと考えております。 

   千畳河原については、アシの除去の工事が終わり、きれいになりましたので、認

知度がさらに広まって増えていったのかなと。今年はバーベキューは禁止というこ

とでしたけど、増えたということであれば、またそれは一つの魅力が高まったのか

なと考えております。 

   旭志のほうは、登山の方が結構増えてきているとお伺いしていますが、なかなか

数字が、確かに極端に上がることというのはなかなか難しいのかなと考えておりま

す。 

   ドラゴンキャンプ場のほうも、まだ始まったばっかりですので、この辺なのかな

と考えておりました。 

   水源交流館については、ちょっと私のほうで調べてみましたところ、２，０００

人ぐらい減ったということでした、利用者数が。ただ、このコロナ禍の中で、ソロ

キャンプという活動を始められまして、ソロなんで一人キャンプですね。一人でキ

ャンプするということなんですが、その方等をやる事業を行った上で、そういった

方が新たな利用者層の掘り起こしがなされております。ソロキャンプの利用者の方

は、一部の方は旭志四季の里や、龍龍館、ドラゴンキャンプ場でも利用されており、

少しではありますが、回遊性は高まっていると考えております。 

   また、水源交流館の方は、今後はやっぱり法人店主など、また、そういったとこ

ろも新たに試みとして取り組んでいきたいという計画中ということでした。やはり

コロナ禍でアウトドアが人気とはいえ、やっぱりなかなか数は増えない、減ってい

るという状況で、利用者数を増やしていくには、この観光客だけに頼るんじゃなく

て、やはり菊池市民にも地元のスポットに行ってもらいたいということが大変重要

だと考えております。 

   私は家族で地元のホテルや旅館に泊まりました。初めて泊まる旅館もありまして、

非常に新鮮で新しい発見ができました。そこで考えたのが、人々が回遊すれば、そ

の資源が持つ魅力も最重要なんですが、やはりそこの施設だったり、整備や、そこ

に行くまでの道路、インフラがある程度整備されていないと難しいのかなと。基盤

整備が必要かなと考えております。特に龍龍館横のドラゴンキャンプ場は、もとも

とキャンプ場として造られているわけではないので、そういった面では、そういっ

たハード面がまだ不十分な面かなと思っております。 

   そこで、質問ですが、先ほど答弁でお答えいただいた千畳河原ですが、県の予算
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でアシの除去を行っていただいておりますが、今の状況と今後はどうされるのか、

お聞きしたいと思います。 

   観光資源を守る基盤整備としては、アシの除去は、今後、どのように対応される

でしょうか。 

   また、ドラゴンキャンプ場のキャンプ場としての課題は何でしょうか。 

   加えて、日田市から利用のために通じる鯛生菊池線が昨年の７月豪雨で通行止め

となっております。現状はどうでしょうか。この道は津江の方が日々、例えば隈府

に病院に来たりとか、生活道路の一つとなっております。もちろん津江に来た方が

穴川や竜門ダムに寄っていただくという回遊性を高める道路でありますので、これ

は所管外かと思いますが、現状はどうなのか、お教えください。よろしくお願いし

ます。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 
［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、最初に私のほうから、千畳河原の状況と今後の

対応について、まずお答えいたします。 

   千畳河原のアシの撤去につきましては、県において令和元年度に土砂撤去を含む

整備を２回に工期を分けて実施されております。さらに今年度も土砂撤去を含む整

備を実施され、約１万２，０００平方メートルが整備されたところでございます。 

   今後は、県で整備されました範囲も含めて、地元集落への除草作業の委託を継続

し、加えてボランティアの方々へのバックアップを行うなど、一帯の観光資源とし

ての長期的な管理活用を行っていきたいと考えております。 

   次に、竜門ダムドラゴンキャンプ場の課題ということでございますが、議員もお

っしゃいましたとおり、竜門ダムエントランス広場は、ダムや周辺の山々を望むす

ばらしいロケーションの中にあるものの、もともとはキャンプ場を想定して建設さ

れた施設ではございません。このため、キャンプをされる方のニーズに即した水道

施設やトイレが不十分であることなどインフラ面のところが課題でございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 建設部長、中村喜範君。 
［登壇］ 

○建設部長（中村喜範君） 改めまして、皆さん、こんにちは。田中議員の県道の災害

の状況ということでお答えしたいと思います。 

   県道鯛生菊池線の穴川地区道路災害につきましては、令和２年７月豪雨で発生し

た路肩決壊により全面通行止めとなっておるところでございます。 

   県のほうに確認をしたところでございますが、現在、もう既に復旧工事のほうが
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施工に入っております。令和３年の６月末につきまして工事を完了させる予定とい

うことでお聞きしております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） 千畳河原については、ちょうど２年前に質問したときに、こう

いう県からの予算がつくというふうに答弁がございました。そのおととし１年限り

かと思いましたが、去年頃、また県の担当の方から私のほうに、本年の予算、アシ

の除去の予算がつくかもしれませんという話がありましたので、無事に予算化され

て執行されているということで安心しました。執行部の働きかけの成果かなと考え

ております。また、やっぱりこの県の前川県議のご尽力も非常にありがたいことで、

ただ、やはり県がそれほどやっていただいたので、今後は市のほうで管理をしっか

りやっていただきたいと思っております。 

   あと、龍龍館ドラゴンキャンプ場の件ですが、経営者の方にもお伺いしましたが、

そういったハード面、本当に重要だと思っています。特にその加えての要望の中で、

ドラゴンキャンプ場も、できれば法人の方の取り込みをやっていきたいというふう

に考えているというところでした。回遊性を高めるためにも、水源交流館さんもそ

うですけど、やっぱり法人向けのプログラムは必要なのかなと思っております。 

   このコロナ禍で、ワーケーションという言葉が広がっているだけあって、実際に

やっていらっしゃる方が非常に多く増えております。ワークとバケーションという

造語ですが、観光地で仕事をする方が全国的に増えております。私のほうにも、や

っぱり友人だったり知人が菊池の旅館で仕事をするというケースも、２名程度です

が、それぐらいになってきております。 

   また、大企業が都心の自社ビル売却して、地方の観光地の保養所みたいなところ、

研修所を複数の企業で借りるというふうな動きがございます。そういったニーズに

つなげるために、いわゆる施設に対してハード面プラスネット環境、プリンターと

か、ミーティングスペースとか、ちょっとした作業ができる設備があると、これま

た利用者の増につながるのかなと考えております。法人研修誘致や、この保養所と

しての年間契約など、大企業がやっている動きを注視していただきたいと思ってお

ります。 

   市長が進めておられる施策でグルメ街道と菊池一族の歴史街道というのがござい

ますが、歴史街道構想自体は、実際に街道をつくるわけではないのは承知している

んですが、先ほどの鯛生菊池線は、歴史的意義を考えると、やっぱり八女から日田

を通って、穴川、菊池というふうにルートが、人の流れができたら非常にいいかな
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と考えております。八女の黒木の五條家から八女、津江、穴川というルートは、菊

池一族の歴史的なゆかりの多い土地でもございますし、現在、もともと生活道路と

してやっぱり人の往来が多いですので、そういった考えと、市長には、県とか、大

分県にもちょっとお願いして、ぜひこの道の拡充を訴えてもらいたいと。これは完

全な要望でございます。 

   最後に、市長に質問です。 

   グルメ街道と観光スポットの連携を先ほどに試みることは承知しております。こ

れにぜひこの歴史資源も連携させてほしいと考えております。特に観光ついでに仕

事もできるというワーケーションの利用客を巻き込んで、人々が回遊する流れがで

きないかと考えております。今後の中山間地の活性化について、市長はどのような

構想をお持ちなのか、お聞かせください。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 
［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいま田中議員からは、主に中山間地の活性化ということで

の文脈で、グルメ街道と歴史街道の活用について、それから、ワーケーションの活

用についてと、こうした趣旨のご質問だったと思います。 

   グルメ街道、それから菊池一族歴史街道も、実は最初から総合的な観光戦略の柱

の一つとして位置づけているものでありまして、根底にありますのは、ご案内のと

おり、ＪＲも高速もない菊池が観光競争の中で勝ち残るには、まずは来ていただけ

るお客さんを持たないといかんわけでありますので、菊池ファンを増やすというこ

とが大変不可欠で、最も重要だというのがまず１点。もう１点は、そういう旅行者

の方々が、今日、特に求める心身の癒しの素材というのが菊池にはもうほかに負け

ないものがあると。この二つが根底にありまして、そうした眠った宝を磨き上げて

商品にして、それを固定客にしてつかんでいこうという考えであります。 

   それを表現したのが「癒しの里きくち」であるわけですけども、その具体的な切

り口としては、食の里、花と緑の里、スポーツの里、歴史文化の里と。言うならば、

四つの入り口設けて具体化してきたわけですね。時間がかかりますので、少しずつ

つくり上げてきたんですが、大分それぞれのフィールドの商品が、部品ができてき

ましたので、これからそれらをつなぎ合わせる段階に入ってきたというのが現在で

あります。ですから、グルメ街道と菊池一族の歴史街道をこれから連携させていく

ことになりますし、その菊池に眠っている様々な歴史資源をそこに乗っけて、また

活用していくということになってまいります。 

   ついでに言いますと、これからはさらにスポーツの里からアウトドアもこれに掛

け合わせていきますし、また全体に対しては、一つの集客ソースとして、菊池ファ
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ンクラブでお客様を集めた人を今言ったような仕掛けの中に流していくと、こうい

う考えでございます。 

   やっとここまで来たという思いですけども、これからが実は大変であります。メ

ニューの一つ一つを磨き上げていくということはこれからも重要ですけども、こう

したメニューをお客様のニーズに応じて組み合わせて、統合的に提供していく仕組

みですとか、運営力、組織力がこれから重要になりますので、民間の各団体同士の

連携であるとか、官民連携であるとか、あるいは自治体連携といったものがますま

す重要になってくるというふうに思います。やりがいのある事業だと思います。こ

れが必ずや菊池の持っている中山間地の魅力を生かした活性化につながるのではな

いかというふうに思っております。 

   また、ワーケーションのほうでありますけども、ワーケーションは、言葉どおり、

観光のついでに仕事ということでありますけども、菊池の場合、残念ながら、もう

このベースとなる観光客がなかなか今はまだ取り込めていないわけですね。また、

ワーケーションはバカンスをしながらということなので、家族がご一緒の場合もあ

るわけですから、まだまだ企業の中ではそう一般的ではない。 

   ただ、ワーケーションに似た概念でテレワークがありますけども、テレワークは

コロナでも急速に増えてきてて、このニーズはもうこれからも確実にあると思いま

す。ですから、私どもはこれを推進していきたいというふうに思っていまして、た

だ、各自治体は同じことを考えていますので、競争は簡単ではありません。差別化

が必要になります。 

   せんだって、定住テレワーク促進の専門家から、菊池は、実は自然と、それから

都市部分の距離の近さとバランスが絶妙であるというコメントをいただいておりま

して、特に温泉と食がすばらしくて、すぐ近くに渓谷や森、川があるということを

生かして、また昨今の健康志向もございますので、既に本市におきましては、健康

テレワークタウン菊池というコンセプトで、具体的な検討にもう既に着手をしてお

りまして、先日も温泉旅館業界との意見交換も始めているところでございます。 

   仕事を日中やっていただいて、図書館等も活用していただいて結構なわけなんで

すが、早朝ですとか、夕方になりますと、温浴プログラムや、あるいは散策、ボー

トなどの健康増進メニューを提供すると。そうしますと、個人だけではなく、企業

にとっても従業員が健康になる。それから従業員を大事にしているというイメージ

にもなりますので、個人を狙うのももちろんですけども、できれば企業会員みたい

なものにつながるといいなというふうに考えているところでございます。 

   また、さらには、お話のあった千畳河原や竜門ダムとの連携でキャンプ型である

とか、あるいはアウトドア型のテレワークも視野に入れて、引き続き具体的に検討
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を進めていきたいと、このように考えているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） ぜひその構想をより内外にアピールしていただくようにお願い

します。 

   終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、田中教之君の質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため、暫時休憩します。 
   なお、午後の会議は午後１時から開始します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時２１分 
開議 午後 １時００分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、猿渡美智子さん。 

［登壇］ 
○９番（猿渡美智子さん） 改めまして、こんにちは。猿渡美智子です。通告に従って、

質問をいたします。 

   コロナ禍で、格差と貧困が広がっています。そこで、まず子どもの貧困対策、と

りわけ子どもたちの学びを支えていくための就学援助について質問します。 

   令和元年度に改正された子どもの貧困対策法では、市町村において子どもの貧困

対策計画の策定が努力義務となっています。菊池市では、これを第２期子ども・子

育て支援計画と一体的に策定するとして、同計画の第６章に、子どもの貧困に関す

る取組が掲げられました。教育の支援は基本方針に位置づけられ、就学援助制度等

の周知の拡充は具体的施策の一つになっています。 

   現在の就学援助制度について、まず４点質問します。 

   １点目、就学援助費を受給している児童生徒数の過去３年間の推移はどうなって

いるか、お示しください。 

   ２点目に、私が教員をしていた頃は、ひとり親世帯の制度利用が多かったと認識

していますが、現在の受給世帯に何か特徴的なことがあれば、お答えください。 

   ３点目、令和３年度当初予算において、就学援助経費はオンライン学習通信費を

費目に加えたことと、認定者の増加を見込んで、令和２年度より、およそ３５％増

の４，５７７万５，０００円となっております。具体的にどの程度の認定者数の増
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加を見込んでおられるのかをお尋ねします。 

   ４点目、就学援助制度について、予算説明には、子どもの貧困対策を推進する中

で、子どもに対する教育の支援として、数少ない対策の一つであり、重要な役割を

持っていると述べてありますが、重要な役割という認識の内容について、もう少し

詳しい説明を求めます。 

   以上、４点についてお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 
○教育部長（木下徳幸君） 改めまして、皆様、こんにちは。それでは、猿渡議員の質

問にお答えさせていただきます。 

   まず初めに、平成３０年度から令和２年度までの３年間の就学援助認定者の推移

についてお答えいたします。 

   平成３０年度の認定者は６５９人、令和元年度の認定者は７０１人で前年比４２

人の増、令和２年度の認定者は７７０人で前年比６９人の増となっております。 

   次に、ひとり親家庭の割合と傾向についてでございますが、過去３年の認定者の

うち、ひとり親家庭として認定されている割合について申し上げますと、平成３０

年度で全体の４４．６％、令和元年度で全体の４３．７％、令和２年度で全体の４

５．１％となっており、認定者のうち、ひとり親の割合は約４割を占めております

が、全体としても増加の傾向にある中ですので、ひとり親家庭の方で就学援助を受

けている方は増えてきているというふうに思っております。 

   次に、３点目の新型コロナウイルス感染症の影響による人数の増につきましては、

少なからずとも影響はあるというふうに考えております。新型コロナウイルス感染

症の影響による収入減で認定する人数は分かりませんが、新型コロナウイルス感染

症の影響を含め、認定者数の増については、令和２年度と比較しまして１００名程

度の増を見込んでおります。 

   ４点目の重要な役割とはどういうものかというご質問でございますが、就学援助

の目的として、「経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒又は入学予定

者の保護者に対し、必要な費用を援助することにより、菊池市立の小学校及び中学

校における義務教育の円滑な実施に資するため」とあります。 

   この目的からも、就学援助を受けることによって、子どもたちが学校で安心して

教育を受けられることや給食を食べることができるなど、子どもの教育を受ける権

利を保障するためにも重要な役割だと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
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［登壇］ 
○９番（猿渡美智子さん） 認定者の増加傾向については、正直驚いているところです。

６５９人、７０１人、７７０人、うなぎ登りという言葉がふさわしいのではないか

と思います。 

   かつて、２０１５年１２月定例会で質問した当時、５５６人でしたので、５年余

りの間に２００人以上増えています。令和２年度は７７０人ということですので、

菊池市の児童生徒のおよそ２割が就学援助制度の対象になっています。それだけ経

済的に厳しい家庭が増えたのか、あるいはこの間の制度の周知が行き届いた結果、

申請や認定が増えたかは今後の検討課題にしたいと思いますが、これだけ多くの子

どもたちが生活保護に規定する基準額の１．３倍以下の収入の世帯にいるという現

実をしっかり受け止めなければならないと思いました。 

   また、ひとり親世帯がおよそ４割ということで、ひとり親家庭の多くが経済的に

厳しいということがここからも読み取れると思います。さらにコロナ禍において、

解雇や廃業、収入減少が広がっています。１００人という増加見込みは、状況の厳

しさを踏まえ、子どもたちの就学を支えなければならないという姿勢の表れである

と評価いたします。しかし、もしこれでも足りないという事態になった場合は、速

やかな補正をお願いいたします。 

   数少ない教育上の施策という認識は私も全く同感で、答弁の中に「援助を受ける

ことで、学校で安心して教育が受けられる」というお言葉がありました。まさに子

どもたちが安心して勉強ができる、そのための就学援助制度だと思います。だから

こそ、子ども・子育て支援計画に明記されているとおり、制度の周知が大切であり、

必要とする子どもの全てに支援が届くように努めなければなりません。 

   改めて、現在はどのような方法で周知を図っておられるのかをお尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 
○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問のほうにお答えさせていただきます。 

   就学援助に関する保護者への周知方法としましては、小中学校在籍の保護者へは、

毎年１月頃、学校を通じて全ての児童生徒のご家庭へお知らせのプリントを配布し

ております。 

   翌年度小学校に入学予定のお子さんの保護者へは、毎年１０月から１１月にかけ

て行います、就学時健康診断の保護者説明会の中で周知を行いまして、入学式の後

にもプリントを配布するなど、周知に努めているところでございます。 

   加えまして、小学校入学前の周知としましては、認定こども園等の園長先生方が

集まられる会議におきまして、就学援助の説明と先生方への周知をお願いしたとこ
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ろでございます。 

   そのほかにも、広報きくちやホームページに制度の紹介を掲載しております。 

   学校に対しましても、家庭の状況に応じて適宜保護者に周知することや、転校生

があった場合には、個別に説明するようお願いをしているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 様々な方法で周知を図られているということは理解いたし

ました。 

   先ほど触れましたように、認定者の増加は周知が行き届いてきていることが一因

かもしれません。しかし、繰り返しになりますが、重要な施策だからこそ、さらな

るきめ細やかさが必要だと考えています。 

   今回、就学援助について質問しましたのは、学校の先生から、外国出身の保護者

に就学援助費の説明をするのにとても苦労をした。配布文書を多言語化してもらい

たいという話を聞いたからです。学校を通して配布される就学援助制度の説明プリ

ントを見せてもらったのですが、文字数が多い。漢字が多い。行政用語が多い。外

国出身の保護者でなくても、日本人にとっても分かりにくいと感じました。日本人

にとって難解な文書をそのままストレートに多言語化しても、外国出身の保護者に

とって分かりやすいものにはならないと思います。 

   そこで、提案したいのは、やさしい日本語による情報発信です。やさしい日本語

についても、以前、提案したことがあります。外国人の方にも情報が伝わりやすい

言葉として、やさしい日本語を取り入れてほしいというような中身でした。 

   その後、私の一般質問とは全く関係なく、図書館の多文化サービスという取組の

中から、中央図書館のやさしい日本語研修が始まっています。私も先日、２回目の

講座に参加してきました。去年からはフェイスブックで、キクロスやさしいにほん

ごニュースの発信も始まったということです。菊池市でもやさしい日本語が広がり

始めています。 

   そこで、今回は、前回よりも具体的に就学援助制度の保護者向け説明プリントに

関して、やさしい日本語を導入することを提案いたします。相談窓口につなぐこと

を第一の目的に、情報量を絞って、やさしい日本語を使って発信することは、全て

の保護者に対しての分かりやすさにつながります。さらに、各学校でどこの国から

の保護者がおられるかは把握してあると思いますので、必要に応じてやさしい日本

語から多言語化につなげていただきたいと思います。相談窓口につながりさえすれ

ば、市役所にある翻訳機などを活用して、詳しい説明も可能になると思います。就
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学援助制度のお知らせにやさしい日本語の導入と多言語化について、教育委員会の

考えをお尋ねします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 
○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   就学援助の周知につきましては、先ほど答弁しましたとおりでございますが、実

際の手続につきましては、学校を通じて行うものでございます。 

   議員がおっしゃられますとおり、チラシには多くの情報が掲載をされております。

内容としましては、制度だけでなく、手続の方法も掲載しており、いずれもお知ら

せとして必要なものであり、中身を簡略化することはなかなか難しいものでありま

すし、簡略化することで、説明が不足し、誤解を招くおそれもございます。 

   しかしながら、情報量が多いことも確かでございますので、制度に絞った別のチ

ラシを作成するなど工夫をしてまいりたいというふうに考えております。 

   また、多言語への対応につきましても、今後の課題として捉え、保護者への説明

につきましては、自動翻訳機など様々なツールを活用したり、やさしい日本語を意

識しながら対応してまいりたいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 簡略化することで誤解を招く、情報はいずれも大事なもの

であるというご意見も、納得できる面もあるのですが、そのことによって、もう見

ただけで、それをしっかり読むことを敬遠される保護者もおられるのではないかと。

まずはこういう制度がありますよということを全ての保護者に知っていただくのが

第一歩ではないかと私は感じております。 

   文化庁から出ている「やさしい日本語 書き換え例」というパンフレットがあっ

て、そのパンフレットには、就学援助のことをこう書き換えてあります。学校で使

う物や給食などにかかるお金をもらうこと。収入が少ない小学生や中学生の親がも

らうことができます。どうでしょうか。とても明快だと思います。 

   現在の説明プリントの内容を誤解を招くということで省くということが難しいの

であれば、さっきの書き換えの文章に「必要な方は学校に相談してください」とい

う一文を添えて、まずプリントの冒頭に書いておく。それだけならすぐにでもでき

ることではないでしょうか。実際のプリントも見せてもらいましたが、そのくらい

の余白はあるのではないかと感じております。ぜひ前向きな検討をお願いいたした

いと思います。 
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   次に、多言語化については、今後の課題としていくというふうにご答弁がありま

した。先日、中央図書館に行きましたら、フロアの一角に多言語化したごみ出しル

ールを、このくらいのチラシが４か国語ぐらいあったんではないかと思いますが、

並べて置いてありました。どういうやり方で多言語化が可能になったのかはまだ詳

しく聞いておりませんが、ルールを守ってもらうことに関しては、そういうふうに

多言語化が既にできている部分もあるということですので、そこのハウツーを今度

は支援する側の情報にもぜひ取り入れていただきたいなというふうに思うところで

あります。 

   次に、現行の就学援助からは離れてしまいますが、広い意味で子どもの就学を援

助するという観点で質問いたします。 

   現在の就学援助制度では、小学校の入学時と中学校の入学時にでは入学準備金は

援助の対象になっています。一方、高校入学に当たっては、義務教育ではないため、

多額の費用がかかるにもかかわらず、支援が抜け落ちている現状があります。この

抜け落ちた部分の支援が必要ではないかという趣旨で、２０１７年９月定例会で一

般質問いたしましたが、なかなか実現には至っておりません。 

   兵庫県明石市は、困窮世帯の中学３年生に入学準備金３０万円と高校３年間にわ

たり毎月１万円の給付型奨学金を新型コロナウイルス感染拡大の影響を考えて、予

定より前倒しして実施するということです。３０万円という入学準備金の額の設定

は、高校入学にかかる経費の大きさを物語っています。私は財政規模の違う明石市

と同等の支援を求めているわけではありません。ただ、高校入学には大変なお金が

かかること、コロナ禍で経済的な厳しさを増している子どもたちがいることは、明

石市も菊池市も同じです。 

   先月、国の第３次補正の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交

付限度額が決定しています。菊池市は３億３，７００万円余りではなかったかと承

知しております。 

   今回はこの臨時交付金を財源として、高校入学準備金１人１０万円を支援の抜け

落ちている準要保護世帯へ給付することを提案いたします。新型コロナウイルス感

染症の影響が多大であった今年度に限っての支援策です。現在、中学３年の準要保

護の生徒は７２名であると聞いています。７２０万の予算です。急げば４月中の給

付が可能になりませんか。中３の子どもたち、今年はとりわけ不安の大きい１年を

過ごしてきていると思います。先ほど、安心して勉強ができるというお言葉をいた

だきましたが、高校進学を少しでも安心して迎えてもらいたいと思います。教育委

員会の考えをお尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
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［登壇］ 
○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまの入学準備金に関するご質問にお答え

をさせていただきます。 

   制度の性格上、就学援助の対象経費の範囲につきましては、中学生までの義務教

育期間に必要な費用を対象として扶助することとなっております。 

   議員ご案内の明石市の例によりますと、入学準備金や在学支援金を高校教育期間

の中で必要な費用として支給することとなりますので、就学援助の対象とすること

は難しいと考えるところでございます。 

   また、明石市の制度は給付型奨学金でございまして、本市におきましても、高校

生以上を対象とした給付型奨学金の「菊池市教育振興小川奨学金」がございますし、

ほかにも奨学資金の貸付制度もございますので、こちらの活用をお願いしたいと考

えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 入学準備金を込みにした小川奨学金があるのは承知してお

りますが、何せ人数が１０人です。実際、準要保護のお子さんだけでも７２名とい

う数がいます。 

   今、子どもたちの現状を考えるときに、高校に行かないという選択肢は極めて少

ないのが現状であると思います。ひとり親家庭でとても苦しい生活をしていても、

何とか高校までは出したいというのが親としての切実な願いだと私は受け止めてお

ります。 

   現行の就学援助の制度の範囲ではないことというのはもう百も承知ですが、とり

わけ状況の厳しかった今年度の子どもたちに対して、何らかの支援を特例としてす

ることはできるのではないかと思います。今回は提案の中身には入れませんでした

が、将来的には菊池市の奨学金の中にも入学準備金というのを考えていってほしい

ということを改めて要求していきたいとも考えているところです。 

   就学援助についての質問はこれで終わります。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のため１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後１時２７分 
開議 午後１時３３分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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   猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 次の質問に移ります。 

   ＧＩＧＡスクール構想について質問します。 

   ２０１９年１２月に、降って湧いたように文部科学省からＧＩＧＡスクール構想

が打ち出されました。当初は５年計画で１人１台の端末と、校内のネット環境の整

備が進められる予定だったものが、新型コロナウイルス感染症の影響で前倒しして

今年度内に整備することとなり、対応された学校教育課にも大変なご苦労があった

ことと思います。 

   国の補助が大きかったとはいえ、議会でも多大な関連予算を次々に議決してきま

した。年度末を迎えた今、現状について２点質問いたします。 

   １点目、ある時期までは、うちの学校ではまだ使えていないというような声も聞

こえていたのですが、現在は全ての学校で全ての子どもたちが１人１台のタブレッ

ト端末を使えるようになっているのか、お尋ねいたします。 

   ２点目、昨年の９月定例会で、アンケート調査の結果を基に、インターネットが

未整備の５００世帯に対して光回線の工事費と中継機器の購入を補助する予算１，

０００万円を議決していますが、現在、全ての子どもたちが家庭でタブレット端末

を使うことができるような通信環境になっているのでしょうか。 

   以上、２点お尋ねします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   １点目のタブレット端末を使える環境になっているのかというご質問でございま

すが、議員紹介のとおり、ＧＩＧＡスクール構想に伴う学校ネット環境整備は、令

和元年度の補正予算で計上し、１人１台端末整備を前提としたネットワーク工事と

して、これまで計画どおり進めてまいりました。 

   工事の内容は、小中学校の校内ＬＡＮとアクセスポイントを整備する工事と、１

人１台端末を保管し充電する電源キャビネットを整備するものでございます。 

   令和３年１月末の工期までに無事に工事を終え、令和３年２月から運用を開始し

ておりますので、現在は全ての学校で全ての子どもたちが１人１台端末を利用でき

るネットワーク環境となっております。 

   ２点目の家庭のインターネット環境については、これまで学校を通じて令和２年

４月と７月、それから令和３年１月の３回アンケート調査を行っております。 

   令和２年４月の調査段階では、５２０世帯が家庭のインターネット環境を利用し
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て１人１台端末を使える環境にはないことが分かりました。そのようなことから、

議員のほうからもご紹介ありました未整備世帯に対して、本市独自の取組として、

菊池市小中学校世帯インターネット接続環境整備費補助金の制度を創設し、令和２

年度に限り運用をしているところでございます。 

   なお、令和３年１月の調査段階としては、既に申請分と合わせて５０６件の申請

を見込んでおり、おおむね全世帯で１人１台端末を使える環境になると考えており

ます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 学校においては、全ての学校で全ての子どもたちが１人１

台のタブレット端末を使えるように整備が終了しているとのことでした。ご苦労の

成果だと思います。 

   家庭でのインターネットの環境の整備はおおむね終了しているということでした。

おおむねということは、まだそうでない家庭があると理解していますが、それでよ

ろしいですね。 

   そこで、取り残される子どもたちが出るのではないか、少数であってもですね、

それを心配しています。打合せの段階では、もう少し大きい数の世帯で未整備だと

いうふうなことも伺っていましたが、そのときよりも数が減っているのかなと思い

ます。 

   そもそもＧＩＧＡスクール構想の目的は、多様な子どもたちを誰一人取り残すこ

とのない、個別最適化された学びの実現とされています。目的に反して、ＧＩＧＡ

スクール構想が教育の格差を広げることになってはならないと思います。 

   何度も通知を出されたということは分かりましたが、今後、未整備の家庭にはど

のように対応されるのかを質問いたします。 

   部長のほうもちょっと触れられましたが、次年度以降の新入時への対応も課題と

して残りますが、今回の質問は、補助の対象であった現在の在校生についてという

ことでお願いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問のほうにお答えをさせていただきます。 

   インターネット接続環境整備費補助金は、コロナ禍における家庭学習を行うため

の通信環境を整備することを目的に、国の地方創生臨時交付金を活用し、今年度に

限り行っているものでございます。 
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   未整備世帯に対しては、本補助金制度を活用し、今年度末までに整備を行ってい

ただくようお願いをしております。 

   そのため、本年度中に整備が整わず、次年度以降の整備となった世帯に関しては、

現在のところ、各個人の負担となるところです。 

   しかし、４月以降の状況については、再度家庭におけるインターネット環境に関

するアンケート調査を実施しながら状況を把握し、対応について検討をしていきた

いというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 教育委員会がこれまで取り組んでこられたにもかかわらず、

いまだ未整備のご家庭には、何らかのご事情や解決すべき課題があるのではないか

と推察いたします。もしかしたら、個別の支援が必要な家庭があるのかもしれませ

ん。 

   今のところ、タブレットの持ち帰りは５年生以上を想定されているということを

打合せでお聞きしております。とりあえずは、その持ち帰る子どもたちに限ってで

も、家庭でのタブレットを使った学習に格差のない環境整備ができるよう、それこ

そ、誰も取り残さない伴走型の支援を強く要望いたします。 

   アンケート調査を再び実施して、実態の調査に努めるという答弁でありましたが、

少数であっても、その少数を大事にしていただくことを切に望むところです。 

   次に進みます。 

   さて、１人１台のタブレット端末が使えるようになり、家庭に持ち帰ってもイン

ターネットにつながるということになると、悪く言えば、やりたい放題ということ

になりかねません。子どもたちが自由に使ってみるということはとても大事なこと

だと思いますが、危険なサイトにつながってしまうような可能性もあるわけで、フ

ィルタリングが必要だと思いますが、フィルタリングについてはどのように考えて

おられるか、質問いたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、フィルタリングについてのご質問にお答えさせ

ていただきます。 

   現在、１人１台端末を学校内で活用し、調べ学習等のためにインターネットを通

じて外部へ接続する際は、子どもたちが誤って有害サイトへ接続しないよう、フィ

ルタリングソフトを全学年分整備し、運用をしているところでございます。 
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   令和３年度から本格的な稼働となり、１人１台端末を家庭に持ち帰り、同様の調

べ学習をする際は、家庭のインターネット環境から外部へ接続することが考えられ

ます。 

   現在、家庭用のフィルタリングソフト整備については、令和３年度の当初予算に

計上をしているところでございます。 

   まずは、小学５・６年生及び中学１年生から３年生を対象に、令和３年度のでき

るだけ早い時期に家庭用のフィルタリングソフトを整備できるよう準備中でござい

ます。 

   また、１人１台端末の利用に関する約束を子どもや家庭にもしていただいて、併

せてモラル教育の充実も行ってまいります。 

   なお、小学１年生から４年生の家庭用のフィルタリングソフトの整備については、

今後の活用状況を見ながら整備の検討をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 家庭でのフィルタリングについても準備中であるというこ

とで、安心をいたしました。 

   次に進みます。 

   １人１台のタブレット端末が使えて、学校でも家庭でも通信環境が整うというこ

とは、もはや標準とされる時代になってきているのだなと思っています。しかし、

一方で、成長期の子どもたちが長時間電磁波にさらされることに対する懸念の声が

上がり始めています。教育委員会にもその趣旨の声が上がってきていると聞きまし

た。 

   電磁波が健康に及ぼす被害については、ＷＨＯ（世界保健機関）が２００１年に

人体への発がんの可能性があるということを認めています。免疫に関わる細胞やホ

ルモンへの悪影響、生殖機能の低下などを指摘する科学者もいます。何らかのリス

クが指摘される場合、そのリスクを避けて被害が生じないように対策をする。いわ

ゆる予防原則に基づいて、海外では電磁波の規制を厳しくする国や自治体が出てき

ています。 

   例えばロシアは子どもや妊婦に対して、できるだけ携帯の使用を控えるように求

めていますし、スイスの幾つかの州では、２０１９年に５Ｇの一時停止案を既に採

択しているということです。フランスでは２０１５年に電磁波の被曝に関する合理

性・透明性、情報・協議に関する法律が可決され、３歳以下の子どもが過ごす空間
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でＷｉ－Ｆｉを使うことを禁止し、小学校でＷｉ－Ｆｉを使う場合は、授業で使う

ときに限定し、使わないときは電源を切ることを法律で定めています。 

   ５Ｇの時代が迫っています。予防的措置を取りながら、ＩＣＴ機器の利用とのバ

ランスを取ることが求められるようになっていくのではないかと思います。 

   既に日本でも学校のＷｉ－Ｆｉルーターに手元スイッチをつけることを求める動

きが出てきています。菊池市でも予防的措置を取ることはベターだと考えますが、

学校のＷｉ－Ｆｉルーターに手元スイッチをつける考えがないか、お尋ねをいたし

ます。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

   今回の学校ネットワーク環境整備では、１人１台端末と通信するために各教室等

に設置したアクセスポイントについて、個別に手元でオン・オフできる機能は有し

ておりません。 

   これからの学校での１人１台端末や電子黒板等の活用状況を見ながら、機能の必

要性は判断していきたいというふうに思っております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 実は、私もこの課題についてもう少し早く気がついていれ

ば、工事の前にお話ができたのになと、自分でも残念に思うところではあります。

けれども、これから様子を見ていくというお言葉がありましたので、ぜひそのよう

にお願いしたいと思いますが、花粉に敏感な花粉症の方がおられるように、電磁波

過敏症の人がいることを最近知りました。日本ではまだ病気とは認められていませ

んが、電磁波を浴びることで頭痛などの症状が出る人が増えてきているようです。 

   しんぶん赤旗に掲載された記事によりますと、静岡県下田市、札幌市などでは、

電磁波過敏症の子どものために、既に学校での対応を始めているとのことです。 

   そういう子どもがいるかもしれないということを念頭に置いていただきたいと思

います。菊池市でも症状を持つ子どもさんが出た場合には、対策を講じることが必

要です。教育委員会としても、電磁波に対する計画を持っておいていただきたいと

いうことを述べて、一般質問を終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、猿渡美智子さんの質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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休憩 午後１時５１分 
開議 午後１時５９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 皆さん、こんにちは。議席番号６番、日本共産党、東奈津

子です。通告に従って質問を行っていきます。 

   まず最初に、新型コロナウイルス感染症対策についてです。 

   新型コロナウイルス感染症対策について、最初に３点お聞きします。 

   １点目は、医療機関や高齢者施設等でのＰＣＲ検査の社会的検査についてです。 

   この間、高齢者施設や医療機関でのクラスターが多発し、医療崩壊の危機と直面

をしてきました。昨年９月の一般質問でも高齢者施設や医療機関への社会的検査の

実施を求めました。国も社会的検査の重要性を一定認めざるを得なくなりました。

厚生労働省の昨年９月１５日付の事務連絡で、一斉・定期的な検査の実施を各自治

体に促しております。また、１１月１９日付の事務連絡では、高齢者施設等で感染

者が出た場合、入所者と職員の全員を検査するよう求めています。そして、政府の

分科会も今年２月２日に、高齢者施設の職員への定期的な検査の支援を提起し、そ

れを受けて、厚労省も２月４日の事務連絡で、緊急事態下の自治体をはじめ、全国

でも高齢者施設等での積極的な検査を各自治体に要請しています。 

   ご承知のように、県内でも熊本市、上天草市、山鹿市が、高齢者施設や医療機関

の職員等へのＰＣＲ検査の実施を開始しています。 

   ここで、お尋ねします。 

   医療機関や高齢者施設への社会的検査の重要性を市としてどのように認識してい

るでしょうか。また、国に財政負担を求めつつ、市としても、医療機関や高齢者施

設への社会的検査の実施を検討すべきと思いますが、どうでしょうか。 

   次に、２点目の質問です。コロナ禍において、雇用維持や事業継続ができるため

の支援についてお聞きします。 

   コロナの収束が見通せない中で、雇用や事業継続の面で菊池市においても大変厳

しい状況が続いています。 

   国の制度である持続化給付金と家賃支援金は、どちらも基本的に昨年の１２月ま

での収入減を想定した対策で、給付は１事業者１回きりでした。コロナ禍で年を越

し、さらに第３波で事態が悪化する中で、再度の支給をとの要求が広がりましたが、

国はこれらの給付金を打ち切りました。市として、国に制度の継続、再支給を求め
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るべきと思いますが、どうでしょうか。 

   また、事業継続支援金や飲食応援金など、市独自の事業者への支援策を再度行う

べきと考えますが、どうでしょうか。 

   次に、３点目の質問です。コロナ禍で仕事を失うなど生活に困窮する人たちへの

支援についてお聞きします。 

   具体的には、生活保護についてお聞きします。 

   昨年度と今年度の生活保護の相談件数、申請件数、開始決定件数はどうなってい

るでしょうか。 

   以上、３点お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまの質問に、まず１点目と３点目についてお

答えさせていただきます。 

   まず、医療機関、高齢者施設等の従事者へのＰＣＲ検査につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症につきましては、医療機関や高齢者施設は、一たび感染が起こ

ると重症化しやすく、またクラスターの発生も起こりやすく、医療提供体制の負荷

の増大を防ぐ観点からも、感染防止や、早期対応が一層重要であるとされておりま

す。 

   このようなことから、医療機関や高齢者施設における無症状者に対する検査は、

感染防止及び感染拡大防止の有効手段の一つであると認識しております。 

   しかしながら、新型コロナウイルス感染症予防接種の先行接種が始まっており、

医療機関従事者の次に高齢者と高齢者施設従事者の予防接種を優先して実施すると

いう県の方針に基づきまして、予防接種の実施準備を進めている状況でございます

ので、ＰＣＲ検査の実施よりも、予防接種による感染防止とともに、これまでの感

染防止対策を徹底することにより、感染防止に努めてまいりたいと考えております。 

   次に、３点目の生活保護の相談件数、申請数、開始決定件数についてお答えいた

します。 

   本市における生活保護の令和元年度の相談件数は１２３件、申請件数が７７件、

却下や取下げを除く生活保護開始決定件数が７４件で、令和２年度１月までの相談

件数が１５３件、申請件数が８３件、生活保護開始件数は７６件となっております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、２点目の質問に対してお答えしたいと思います。 
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   まず、国の新型コロナウイルス感染症対策の支援策につきまして、持続化給付金

と家賃支援給付金が令和３年２月２５日までで受け付けが締め切られております。 

   また、雇用調整助成金につきましては、緊急事態宣言が解除されました月の翌月

末までで特例措置が終了します。 

   また、休業手当が受けられなかった労働者に対する休業支援金・給付金につきま

しては、１０月から１２月分は令和３年３月３１日まで、令和３年１月から２月分

は令和３年５月３１日までで受け付けが終了いたします。 

   国に対して二度目の実施を求める気はないかという質問でございますけれども、

今後も全国の状況などを見据えた上で、有効な支援策や特例措置を適切に実施して

いただけるよう、機会を捉えて国や県へ、地方の実態をできるだけ伝えてまいりた

いと考えております。 

   次に、これまで市で行いました事業継続支援金やプレミアム付商品券、それから

飲食応援チケット等の再度実施することはないかというご質問だったと思いますが、

これにつきましては、これまで市といたしましても様々な経済対策を実施してまい

ったところでございます。議員ご指摘のプレミアム付商品券、飲食応援チケットに

つきましては、消費活動活性化のきっかけとして効果があったと考えております。 

   低迷した市内の経済活性化のため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金の国の第３次補正分を活用して、状況に応じた支援策を検討したいと思いま

す。 

   先ほどの答弁で、国の新型コロナウイルス感染症支援策につきまして、持続化給

付金と家賃給付金が令和３年２月２５日までと申しましたけれども、２月１５日ま

でで受け付けが締め切られるということでございます。おわびして、訂正させてい

ただきます。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） まず、１点目の医療機関や高齢者施設でのＰＣＲ検査の社

会的検査についてですが、答弁では、有効手段の一つであるとの答弁がありました。

この点では、９月の一般質問でも同様の答弁をいただいており、改めて、コロナ感

染防止の対策において、このＰＣＲ検査の高齢者施設などでの定期的な検査が重要

であるという点では、共通の認識であると確認をしました。ただし、実際、市で行

うことに関しては、ワクチン接種が進んでいるので、そちらのほうでという答弁で

したが、私はワクチン接種と感染対策の基本的な取組は同時並行で行う必要がある

と思います。 

   ワクチンは感染終息への有効な手段ではありますが、未知の問題を多く抱えてい
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ます。厚生労働省も発症予防効果は臨床実験で確認はされているが、感染予防効果

については明らかになっていないとしています。効果が長く続くかも分かっていま

せん。ワクチン接種が始まっても、社会全体での効果が確認されるにはかなりの時

間がかかるというのが専門家の一致した指摘です。ですから、ワクチン頼みになっ

て、感染対策の基本的取組がおろそかになったら、再度の感染拡大となる危険があ

ります。 

   新型コロナの最大の特徴の一つであり、厄介なところは、発生する前に、あるい

は無症状で感染するという点であります。それで知らないうちに広がってしまう。

そして、高齢者ほど死亡しやすく、肺炎になると非常に進行が早いという点であり

ます。 

   現在、新規感染者が減少しています。検査のキャパシティー、能力に余裕が出て

きた今こそ、検査によって感染を抑え込むことが重要になっていると思います。国

にきちんと財政負担を求めるのと同時に、新型コロナの関係交付金も活用して、市

独自で医療機関や高齢者施設等での定期的な社会的検査の実施に踏み出していくこ

とを改めて要望しておきます。 

   次に、２点目の質問、コロナ禍での雇用維持や事業継続についての支援について

ですが、機会を捉えて国に実情を伝えていくという答弁がありました。国に実情を

伝えていくという点は非常に重要だと思います。 

   今、国は事業者への支援の方向を中小企業を淘汰する方向で進めようとしていま

す。ご存じかとは思いますが、国の成長戦略会議では、首相のブレーンであるデー

ビッド・ワトキンソン氏が、日本の中小企業は半分でいいと主張し、コロナに便乗

して中小企業の統合・再編に踏み出そうとしています。 

   １回きりの給付金や資金繰りも支援も不十分な中、事業者はコロナ感染拡大対策

に協力しながら、事業存続に向けて歯を食いしばって頑張っています。私のもとに

も、コロナで店を畳むという菊池市内の飲食店の経営者の方からお電話がありまし

た。もうやっていけない。こんな形でやめるのはとても悔しいけど、仕方がない。

こんな訴えがありました。ぜひ地方の現状を様々な機会を捉えて国に伝えていただ

きたい。同時に、崖っ縁にある中小企業に対して市独自の支援をさらに行っていた

だきたいと思います。 

   ここで、２点目の質問について、再質問をいたします。 

   この間、商工会の皆さんや事業主さんとのお話しする中で、支援制度の周知が届

いていないという問題があると感じました。この間、市が行っているコロナ対策を

行った店舗への補助金の制度が、申請が締切りになった後で、商工会等に問合せが

来ている事例もあると聞いています。支援制度の周知徹底を商工会等とも連携して
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強化をしていくべきと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまの東議員のご質問にお答えいたします。 

   これまで実施してまいりました支援策の周知につきましては、広報きくち、各戸

配布チラシ、回覧板、防災無線、きくち防災・行政ナビ、市ホームページへの掲載

など、市で行える限りの周知方法を行っております。 

   また、商工会の定期連絡時には、郵送物にチラシを同封させていただいておりま

す。 

   支援対象者が特定される場合には、郵送で資料の送付も行ってきたところでござ

います。 

   今後も、できる限りの周知手段を活用して、商工会をはじめ関係各所と協力して、

分かりやすく市民に伝わる周知に努めてまいります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 様々な努力を市としても行っていただいているのは十分承

知しております。その上で、できる限りたくさんの方が漏れなく支援に行き届くよ

うに、今後も努力を重ねていただきたいと思います。 

   また、支援については、経済部だけの支援ではなく、事業者さんに関して言えば、

国民健康保険税の減免や傷病手当等の支援もあります。それらの周知も併せて行っ

ていただくことを改めて要望しておきます。 

   次に、３点目の質問についてです。 

   今、生活保護の相談件数、申請件数、開始決定件数、それぞれ報告がありました。

昨年度と今年度の比較でありますが、もちろん今年度はコロナの影響で相談件数が

３０人増えてはいますが、申請に至っては６人の増であり、それほど増えてはいな

いと思います。なぜか、私は生活保護を受けることへのためらいがあるのではと考

えています。コロナ禍の影響で失業者、生活困窮者が増え続ける中で、最後のセー

フティーネットである生活保護の役割が、今、問われています。 

   全国的にも生活保護が必要な世帯の２割しか利用できていないという状況があり

ます。このような中、厚生労働省が作成したリーフレットの生活保護のページに、

「生活保護は国民の権利です」という一文が加わり、積極的に生活保護を利用する

ことが呼びかけられています。 

   ここに、厚労省のホームページに掲載されている生活保護のリーフレットを印刷
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したもの持ってきました。このリーフレットのタイトルは「生活を支えるための支

援のご案内」とあり、その案内の中では、「生活保護の申請は国民の権利です。生

活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体ま

でご相談ください。」と一番最初に書かれてあります。これはとっても画期的なこ

とだと思います。 

   ここで、お尋ねします。 

   菊池市においても、市民の方に向けて「生活保護の申請は国民の権利です」とい

うメッセージの発信を行うべきと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） コロナ禍における生活に困窮されている方への周知

といたしまして、３月の広報に生活困窮と生活保護の相談窓口などについて掲載を

したところでございます。 

   今後におきましても、広報やホームページ、防災ナビなどを活用し、制度の周知

を図ってまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 周知を図っていきたいという答弁でした。そして、市の広

報でも相談窓口の案内が再度掲載されているとのことですが、ちょうど昨日、３月

の広報が私の手元にも届きましたので、見てみました。確かに生活保護制度という

ところで載っておりますが、その中身は、「資産や能力など全てを活用しても、な

お生活に困窮する人に対し必要な保護を行い、その自立を助長する制度です。詳し

くはお問い合わせください。」という文章でした。やはりこれを掲載したことは重

要ですが、このメッセージだけでは、必要な人には届かない。まだまだためらいを

払拭できないのではと思います。 

   生活保護に関しては、バッシングとも言える生活保護への敵意、侮辱を一部の政

治家があおってきた経緯もあり、新型コロナの影響で生活困窮に陥っても、保護申

請をためらわせる重い足かせがあることは否めません。 

   この間、荒尾市のホームページでは内容が変更され、「生活保護の申請は国民の

権利です。生活保護受給が必要な生活状況になる可能性は誰にでもあるものです。

ためらわずにご相談ください。」というメッセージがきちんと最初に掲載されてお

ります。 

   菊池市においても、広報やホームページ等で積極的なメッセージの発信を行って
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いただきたいと思います。 

   生活保護に関して、もう１点質問します。 

   先ほど述べましたが、日本では生活保護利用の資格がありながら、利用していな

い世帯が８割にも上ると言われています。背景の一つに、申請者の親や配偶者だけ

でなく、ひ孫やおじ、おばなど、３親等まで金銭的な援助が可能であるかの扶養義

務の対象としていることがあります。いわゆる扶養照会と言われるものであります。 

   扶養照会とは、自治体の福祉事務所が生活保護申請者の親や配偶者だけでなく、

兄弟、孫など親族に対し生活の援助が可能かどうか問い合わせるもので、これが申

請を阻む大きな壁になっていると言われています。 

   熊日新聞の今年１月２６日付では、「生活保護、家族照会が壁」という見出しで

書かれてあり、生活相談会や食料配布に訪れた困窮者に、支援団体が調査した結果

を報じてありました。生活保護を利用していない人の３人に１人が、家族に知られ

たくないとの理由で申請していないことが分かったと書かれてあり、新型コロナウ

イルス感染拡大で困窮が広がる中、生活保護の利用を阻む障壁にこの扶養照会がな

っていると報じられています。 

   ここで、お尋ねします。 

   昨年度、何件の生活保護開始世帯に対して、何件の扶養照会を行ったのでしょう

か。そのうち、何件の方が金銭的な援助が可能と回答があったのでしょうか。 

   また、このような申請を阻害する扶養照会はやめるべきであると思いますが、ど

うでしょうか。 

   以上、２点お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまのご質問にお答えいたします。 

   １回目にお答えしました令和元年度の開始決定７４件のうち、被照会者が高齢や

未成年、２０歳以上音信不通であるなど扶養照会が適当でないと判断した３０人を

除き、延べ２５７人の扶養義務関係にある方に対し、扶養照会を実施しております。 

   扶養照会を行いました２５７人のうち、金銭の援助が可能と回答があったのは４

人となっております。 

   生活保護は、資産、能力などあらゆるものを活用することを前提として必要な保

護を行うこととされており、扶養義務者からの扶養は保護に優先して行われるもの

とされております。 

   扶養照会につきましては、扶養が期待できる扶養義務者に対して文書で行うこと

となっておりますが、申請者からの聞き取りの中で、過去に暴力や虐待を受けてお
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り、申請者に危険が及ぶ可能性がある場合は扶養照会を行わないなど、扶養義務者

との関係性にも十分配慮しつつ行っているところでございます。 

   今後におきましても、生活保護法に基づき適切な対応に努めてまいります。 

   以上、お答えいたします。 

   申し訳ありません。先ほど被照会者を申し上げましたときに、被照会者が高齢や

未成年、２０年以上音信不通であるなど扶養照会が適当でない方、先ほどは２０歳

ということで申し上げてしまいました。おわびして、訂正いたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） ７４人の保護決定世帯に対し、延べ２５７人もの扶養照会

が行われています。そして、実際に、そのうち援助が可能だったのはたった４人で

す。わずか１．５％です。この扶養照会を行う手続に関して言えば、職員の事務作

業、郵送代などの経費、私はマイナスの要素ばかりではないかと思います。 

   私のもとにも、実際に扶養照会が郵送されてきたという方から相談がありました。

申請者のお孫さんに当たる方です。送られてきた書類に記入すべき内容は、お孫さ

んに当たる本人はもちろん、その妻の方の収入、借入金の状況なども細かく書く内

容となっており、ここまで自分が市に対し情報を提供しなければいけないのかと、

とても困惑されていらっしゃいました。 

   全国でも、この扶養照会が大きな問題となる中で、今年１月２８日の参議院予算

委員会で、田村厚生労働大臣は、生活保護をためらわせる扶養照会は義務ではない、

こう明言しました。これは大変重要な答弁です。 

   厚労省の調査によれば、コロナ禍の影響で、解雇、雇止めに、人数や見込みも含

めて累計８万人を超えるとされています。全日本民医連が昨年１０月に発表したコ

ロナ禍を起因とした困窮事例調査では、患者の受診控えが数多く報告されています。

答弁では、制度にのっとって適切に対応に努めたいとありましたが、私はこのよう

な扶養照会はやめるべきであると思います。 

   この質問を準備する中で、厚労省がこの扶養照会の弾力的な運用を行う旨の通知

を先週、２月２６日付で自治体に通知したとの報道がありました。これまでは、先

ほど述べられたように、目安として２０年間とされていた音信不通の期間を１０年

程度と改めるなど、申請者の心理的な障壁を減らすと考えられています。しかし、

緩和ではなく、申請の壁となっている扶養照会そのものを廃止することが求められ

ています。コロナ禍の今こそ、生活保護制度の抜本的な改善、拡充が必要であるこ

とを改めて述べまして、次の質問に移ります。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のため１０分間休憩します。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後２時２８分 
開議 午後２時３５分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 次に、災害弱者の避難について質問します。 

   大規模な災害が毎年、全国各地で起きており、自力での避難が困難な高齢者で６

５歳以上の一人暮らし、高齢者のみの世帯、障がいのある方など、災害弱者と言わ

れる方々が死亡するケースが後を絶ちません。この問題は２０１９年の９月議会の

一般質問でも取り上げましたが、昨年の豪雨災害を受けて、市民の方から相談、要

望等も寄せられている内容ですので、再度取り上げていきたいと思います。 

   政府は、東日本大震災で６５歳以上の死者が６割を占めたことを踏まえて、２０

１３年に災害対策基本法を改正しました。翌年から支援を必要とする要支援者名簿

の作成を自治体に義務づけました。さらに、名簿を民生委員や町内会などに提供し、

要支援者一人一人に応じた避難経路や避難場所、支援者を決めておく個別計画の作

成も求めていました。政府は、この個別計画について、今の通常国会で災害対策法

を改正し、この個別計画の策定を法定計画に格上げし、自治体の努力義務としてい

ます。 

   そこで、最初に、２点お聞きします。 

   現在、菊池市の個別計画の作成状況はどうなっているでしょうか。 

   また、今後、個別計画の作成について、どのように進めようとしているのでしょ

うか。 

   以上、２点お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまのご質問にお答えいたします。 

   避難行動要支援対象者は、令和３年２月末現在、約９，７００人おられ、そのう

ち、名簿等情報の掲載を同意されている人は約３，８００人で、同意率約３９％の

状況でございます。 

   昨年７月の豪雨災害に伴い、熊本県より復旧・復興プランが打ち出され、その支

援策関連の一つとして、県内全域を対象に避難行動要支援者名簿の同意が得られた

方について個別計画策定を示されております。 
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   本市におきましても、避難行動要支援者名簿等掲載の同意が得られた方へ、避難

行動要支援者名簿情報提供同意確認書兼個別計画を送付し、令和３年３月末までに

市へ返送いただくところでございます。 

   まずは、区長、民生委員・児童委員などの避難支援等関係者と連携を図りながら、

避難行動要支援者の名簿等掲載の同意が得られた方、３，８００人の個別計画策定

率の向上を考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 現在、情報提供に同意が得られている方が３，８００人と

梅雨前には、この３，８００人の個別計画の向上を図っていきたいとの答弁でした。 

   私自身も質問するに当たって、市の今後のスケジュール、そして個別計画の様式、

内容の項目等を確認させていただきました。まず、同意率で言うと、避難行動要支

援者名簿登録者が約９，７００人でありますので、先ほど述べられたように、同意

率は約３９％、まだまだであると思います。この同意率を上げるとともに、もう一

つ大きな問題となってくるのが、個別計画を立てた内容が災害時に要支援者の命を

守る内容となっているのか、つまり、実効性のある内容であるか、ここが問題にな

ってくると思います。 

   熊日新聞の昨年１２月２１日の個別計画に触れた記事の中で、国の中央防災会

議・防災対策実行会議メンバーを務める村野淳子大分県別府市防災対策専門員は次

のように述べています。「ただ作成率を上げればいいのではなく、一人一人が確実

に助かる方法を明記しなければ完成とは言えない」、こう述べられています。 

   ここで、大分県別府市の取組を紹介させていただきます。 

   別府市は、２０１６年熊本地震以降、障がい者の個別計画に力を入れ、内閣府が

参考にするほどで、「別府モデル」と言われ、全国から研修も相次いでいる状況と

聞いています。 

   同志社大学で福祉防災学を専門とする立木茂雄教授は、東日本大震災の死亡者を

県別に分析した結果、次のように述べられています。「年齢の高い人たちが避難で

きなかったのは、近隣との関係の希薄さだけではなく、福祉のまちづくりは進む一

方で、防災対策とは切り離されていたためでした。平時の福祉と緊急時の防災に断

絶があったのです」、こう述べられ、防災と福祉の連結を提唱されています。それ

を実践したのが別府モデルです。ケアマネジャーや相談支援員が有償で平時のケア

プランと同時に災害時のケアプランを作成し、地域の防災訓練で検証・改善してい

く方法です。 
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   ここで、議長の許可をいただいたので、パネルで制度の流れを紹介します。 

［パネルを示す］ 

○６番（東 奈津子さん） １番目に、ケアマネが当事者と話し合う。２番目が、地域

の町内会など協力者を探す。３番目が、ケアマネ、当事者、地域の会議を行う。そ

して、４番目に、災害時のケアプランの作成を行う。その次、５番目に、当事者と

ケアプランの確認と同意書の作成、そして、防災訓練での検証・改善、こういう流

れです。これによって、地域の人たちがどこに要支援者が住んでいて、何をすれば

命を救うことができるのかを知ることができるようになったと言われています。 

   ここで、再質問します。 

   菊池市においても、別府市の取組を参考に、誰もが取り残されないための避難体

制、避難計画をつくっていく取組を進めていくべきと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまご提案いただきました「別府モデル」のよ

うに、先駆的に取り組んでいるほかの自治体の状況を参考にするなど、実効性のあ

る個別計画の作成が必要と考えております。 

   今後、より実効性のある個別計画となるよう、まずは情報の収集に努めてまいり

たいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 実効性のあるものに、そして情報収集に努めていきたいと

の答弁でした。 

   別府市では、障がい者インクルーシブ防災事業をスタートしています。この事業

の担当者であるのが、先ほど紹介した村野淳子さんです。福祉課、防災担当課と地

域をつなぎ、こうすれば個別支援計画がつくられるという先進事例を生み、別府市

の取組は全国から視察が訪れ、兵庫県は２０１８年に３６の自治体で別府モデルを

試験的に拡大するなど、各地にこの取組が広がっています。 

   別府市では、各部局と地域をつなぐ役割をインクルージョン・マネジャーと呼ば

れる担当者を配置し、障がいを持つ人たちを包括できる地域をつくる仕事を行って

います。防災担当課がケアマネに各地域の災害リスクを伝えることで、ケアマネは

当事者に地域のリスクを伝え、何が必要かを一緒に考えることができるようになり

ます。ケアマネは、個々の支援者にどんなサポートが必要かを見立てるノウハウを

持っています。災害避難計画で困難なのは、個人情報を近隣の人たちに開示するこ
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とと言われています。しかし、ケアマネはそのノウハウも持っています。 

   先ほど紹介した村野さんは、「当事者が会議に参加したり、防災訓練に参加する

ことで、自分たちのことを考えてくれる人たちがいたんだと気づき、地域とのつな

がりが深くなっています」、こう述べられています。また、村野さんは、「防災の

在り方を変えるのは地域を元気にすること、一番大事なのは、誰一人取り残さない

こと、つまり、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の課題そのものである」、こうも

述べられています。 

   今後も大規模な災害が起きることは十分予想されます。この災害弱者の避難の問

題は、命に関わる問題です。 

   今回、紹介しました別府モデルについて、具体的に調査なども行って、菊池市に

おいても誰一人取り残さない避難体制づくりを進めていくことを改めて要望しまし

て、一般質問を終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、東奈津子さんの質問を終わります。 

   以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。 

   次の会議は、明日、３月３日に行います。引き続き、一般質問となっております。 

   本日は、これで散会いたします。 

   全員、ご起立ください。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後２時４６分 
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令和３年第１回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第５号 

 
令和３年３月３日（水曜日）午前１０時開議 

 

第１ 一般質問 

第２ 議案第３５号 菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３６号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第１６号） 

   議案第３７号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１号） 

   議案第３８号 公の施設の指定管理者の指定について 

 一括上程・説明・質疑・委員会付託 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

日程第２ 議案第３５号 菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

     議案第３６号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第１６号） 

     議案第３７号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１号） 

     議案第３８号 公の施設の指定管理者の指定について 

 一括上程・説明・質疑・委員会付託 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 君 
                     ２番  福 島 英 德 君 
                     ３番  緒 方 哲 郎 君 
                     ４番  後 藤 英 夫 君 
                     ５番  平   直 樹 君 
                     ６番  東   奈津子 さん 
                     ７番  坂 本 道 博 君 
                     ８番  水 上 隆 光 君 
                     ９番  猿 渡 美智子 さん 
                    １０番  松 岡   讓 君 
                    １１番  荒 木 崇 之 君 
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                    １２番  柁 原 賢 一 君 
                    １３番  工 藤 圭一郎 君 
                    １４番  城   典 臣 君 
                    １５番  大 賀 慶 一 君 
                    １６番  水 上 彰 澄 君 
                    １７番  二ノ文 伸 元 君 
                    １８番  泉 田 栄一朗 君 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 君 
             副 市 長     芳 野 勇一郎 君 
             政策企画部長     後 藤 啓太郎 君 
             総 務 部 長     上 田 敏 雄 君 
             市民環境部長     笹 本 義 臣 君 
             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 さん 
             経 済 部 長     清 水   登 君 
             建 設 部 長     中 村 喜 範 君 
             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 君 
             教 育 長     渡 邉 和 博 君 
             教 育 部 長     木 下 徳 幸 君 
             代表監査委員     宮 川 貞 雄 君 
            監査委員事務局長     山 口 浩一郎 君 
新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 
             七 城 支 所 長     倉 原 安 浩 君 
             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 君 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 君 
             財 政 課 長     山 田 哲 二 君 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 君 
           管理委員会事務局長  
             市 長 公 室 長     松 原 憲 一 君 
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           農業委員会事務局長     泉   大 助 君 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
事務局職員出席者 

             事 務 局 長     歌 岡 憲 一 君 
             事 務 局 課 長     中 尾 孝 浩 君 
             課 長 補 佐     古 田 浩 敏 君 
             議 会 係 長     笹 本 聖 一 君 
             議 会 係     吉 岡 結加里 さん 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、一般質問を行います。 

   初めに、福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） 皆さん、おはようございます。それでは、通告に従いまして、

一般質問を行います。 
   まず、膨らんでいる令和２年度の一般会計予算についてお尋ねいたします。 
   令和２年度の一般会計予算は、当初予算の２７６億円から３５０億円に膨らんで

おります。膨らんだ中には新型コロナ関連予算も多く含まれていると思いますので、

新型コロナに関連する予算と通常予算がそれぞれ幾らなのかをお示しください。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、おはようございます。それでは、福島議員の

ご質問にお答えします。 
   コロナ関連予算と通常予算、それぞれの額につきまして、１月の臨時議会におい

て議決いただきました、一般会計補正予算第１４号における歳入歳出予算総額３５

１億５，３２８万６，０００円を基にお答えいたします。 
   まず、コロナ関連予算が総額で６６億１，１４３万円となっております。 
   次に、通常予算につきましては、１４号の歳入歳出予算総額からコロナ関連予算

総額を差し引いた２８５億４，１８５万６，０００円となります。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） 新型コロナ関連の予算が６６億円で、通常予算が２８５億円と

いうことですね。 
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   令和元年度の一般会計経費３００億円と比べて、令和２年度の通常予算は２８５

億円ですので、１７億円、約５％の減少ですが、これは新型コロナによるイベント

等、そういったものの中止の要因も含まれているのだと思います。 
   それでは、新型コロナ関連経費６６億円のうち、主立った事業内容をお聞かせく

ださい。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、再質問にお答えします。 
   主立った予算ということで、補正予算第１４号までの予算額で金額の大きいもの

から１０事業でよろしいでしょうか。 
   それでは、お答えします。 
   まず、市民１人当たり１０万円を給付しました特別定額給付金事業、こちらのほ

うが４８億８，１０２万５，０００円となっております。 
   次に、市内小中学校の児童生徒１人１台タブレット整備事業、３億８８４万８，

０００円となっております。 
   次に、１世帯当たり５，０００円で１万円分の商品券を購入できるプレミアム付

き商品券事業及び小規模事業者持続化補助金増額分の合わせて２億３，０００万円

となっております。 
   次に、避難所運営に必要な資機材の保管場所である防災倉庫の移設事業、１億１，

７７５万９，０００円となっております。 
   次に、飲食店や小売業者等が感染防止対策を強化するための補助金及びアドバイ

ザー派遣事業、１億１，４６３万２，０００円となっております。 
   次に、小中学校の電子黒板やパソコンなどの機器導入事業、１億６１９万８，０

００円。 
   次に、３，０００円で５，０００円分の飲食が可能となる飲食プレミアムチケッ

ト及び宿泊施設支援のための宿泊費助成事業の増額分を合わせて８，１７９万７，

０００円。 
   次に、コロナの影響を受けた宿泊施設や飲食業などに対する事業継続のための支

援金、７，４９５万５，０００円。 
   国が実施しました子育て世帯への臨時特別交付金事業、６，９４１万円。 
   最後に、市の独自施策として実施しました子育て世帯応援給付金事業、６，６４

４万８，０００円となります。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
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［登壇］ 

○２番（福島英德君） ほとんどが特別定額給付金４８億８，０００万円ということで

すね。 
   今、示された事業内容で気になる事業は、防災倉庫の実施設計や、避難所用ベッ

ドに１，０００万円、また、防災倉庫整備の１億１，８００万円です。それは令和

２年の１２月議会でも申しましたが、地方創生臨時交付金での防災倉庫です。この

事業は令和３年度に繰り越されるとお聞きしていますが、その繰り越される金額を

お示しください。そして、その金額は全て国費でしょうか。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） １２月補正予算で繰越明許費補正のほうを上げております

けども、その予算としては１億２，７００万６，０００円としております。 
   全て国費かということでございますが、こちらのほうは国費も充当してあります

けども、一部、一般財源のほうも使用しております。 
   加えて申しますと、１２月時点では充当率というか、１００％のところへ計上し

ておりましたけども、その辺を修正して上げておりますので、全部が国費というわ

けではございません。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） 今、補足説明ありましたけども、私が持っている資料の中では、

１２月議会並びに１月臨時会におきましても、この事業に一般財源は使われており

ません。充当されておりません。その３月で補正されるようですけども、１２月議

会で一般財源を充当しなかった理由というのは何かあるのでしょうか、お聞かせく

ださい。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 新型コロナウイルス関連予算に申しますと、まず国のほう

から歳入額の総額が示されまして、それに合わせた事業を組み立てるような形で予

算編成をしたところでございます。まず組んだときが、歳入は全部入れといて、充

当の施策はその都度、合わせてという形で行いましたので、充当額等に分かりにく

い点があったと思います。その点につきましては、予算決算常任委員会の松岡委員

長のほうからも指摘を受けておりまして、分かりにくかった部分は反省していると

ころでございます。 
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   今後におきましては、そういったことがないよう、歳出に見合った予算編成を考

えているところでございます。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） これ、採決にもなっておりますので、ぜひとも分かりやすい資

料にしていただきたいと思います。 
   ところで、地方創生臨時交付金事業として、令和２年６月と９月の補正で、１次、

２次を合わせて、約８億９，０００万円が交付限度額として計上されております。 
   そこで、現時点での充当されていない金額、未充当額は幾らでしょうか。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） ご質問にお答えいたします。 
   今現在、充当されていない金額としては、３，４００万円程度ということでござ

います。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） そうですか。一応余っているということですよね。この交付限

度額を余した上、さらに防災倉庫に１億２，０００万円を投入、やはりこういった

大きなものに投入しないと、もっと余るからじゃないかというふうに邪推してしま

います。ただ、こういった防災倉庫、箱物に１億２，０００万円も投入するぐらい

でしたら、市民の方々の生活に直接効果のある使い方をするべきだったと私は思い

ます。これに関して、どのような考えがあるのかをお聞かせください。これは市長

にお聞きしたいと思います。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 臨時交付金の使途は妥当かというご質問だったと思います

けども、これまで、コロナ対策費として１１回の補正予算を編成し、それぞれの局

面に応じた対策を実施してきたところでございます。その中で、交付金の対象とな

る事業の財源として有効に活用してきております。 
   ご指摘の防災倉庫につきましては、現在の防災倉庫が特定最大規模浸水想定区域

（Ｌ２）内に位置しているため、令和２年７月豪雨の教訓からも、移設に対して差

し迫ったニーズがあったと認識しております。 
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   また、これからの防災は防疫を含めて考えていかなければならないということで、

コロナ対策として、県との事前協議を経て、県での審査、内閣府での審査及び交付

決定がなされたものです。 
   それを受け、議会でも関連予算について議決いただいたところでございます。 
   このように、必要性とともに十分なプロセスと検討の結果であると考えておりま

す。 
   また、令和３年２月に国のほうから県のほうへ来ました通知で、災害発生時にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応についての中で、新型コロナ交付金を活用

することが可能であることの例示として備蓄倉庫の設置等も示されておりますので、

適切であると考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 
   新型コロナウイルスに係る臨時交付金の使途として、防災倉庫は適切ではないん

ではないかと。こういうご質問でございましたが、今も部長が申し上げたことに尽

きておるわけでございまして、今の防災倉庫というのは浸水地域に位置していると

いうことが判明したわけであります。いずれここは移りませんと大変な問題になる

わけでありまして、大変多額の費用もかかるわけであります。 
   そういう際に、１００％全部だとは言わないまでも、かなりの国の補助を頂いて、

これを移設することができる、この上もないチャンスであると。これを生かさない

わけにはいかんと思いますし、それから、これからの防災というものは、まさしく

ｗｉｔｈコロナ、防疫も念頭に置いてやらなきゃいけませんので、当然準備すべき

資機材も大変増えてまいります。そういう意味では、本当に渡りに船といいましょ

うか、絶好のタイミングであったというふうに思っております。 
   また、今、最後に部長からも申し上げたとおり、国のほうからも、コロナ対策と

しての交付金の活用事例ということで取り上げてまでいただいているようなことで

ございますので、特段私としては問題もないと思っておりますし、むしろいいタイ

ミングにいい事業ができたなというふうに、市民のためには安堵しているところで

ございます。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） それでは、先ほどコロナ関連の予算６６億円に関して答弁がご
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ざいました中の一つに対してお尋ねいたします。 
   １月の臨時会で上程されました令和２年度一般会計補正予算において、お尋ねし

ます。 
   このときの歳入は９，７６５万４，０００円でした。その中で、国庫支出金は１，

９５５万７，０００円であり、この金額は全て新型コロナウイルスワクチン接種委

託料に充てられています。残りの７，８０９万７，０００円は一般財源である繰入

金で、そのうち１，１６４万９，０００円は、先ほど申したワクチン接種委託料と

しての歳入です。 
   そこで、気になるのが子育て世帯応援給付金に関してです。なぜかといえば、歳

入では一般財源、繰入金で計上されているにもかかわらず、歳出では地方創生臨時

交付金、国費から６，６４４万８，０００円を支出されています。歳入と歳出の財

源が違っているように私は思いますが、子育て世帯応援給付金の歳入と歳出につい

て、分かりやすく説明をお願いします。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） ご質問の１月の臨時議会の件につきましては、先ほども申

しましたとおり、予算決算常任委員長からも指摘を受けておりまして、今まで充当

していなかった部分を充当して計上していたところでございまして、歳入の中には

その交付金というのは出てこず、財源内訳のところに交付金というか、国の予算が

出てくるというのはおかしいんじゃないかとかありまして、そういったところで、

予算書自体が分かりにくいところがあったと思います。もうそういうやり方につい

て、先ほども申しましたように、分かりにくい点は、今後、改善していきたいと思

っております。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） 分かりにくいといいますか、これ、その臨時会のやつなんです

よね。分かりにくいじゃなくて、分かりません。その繰入れの仕方がですね。ただ、

その交付金の財源が余って、それをマイナスにして、その分をこっちに使うという

ようなことがここに書かれていれば、まだ分かると思うんですけども、これぐらい

にはしときますが、これは分かりにくいじゃなくて、これ見ただけじゃ分からない

です。歳入は一般財源、歳出は国費、どこを見たらそうなるのか、こういうふうな

ことしか考えられないだろうなという憶測しかできないと思うんです。ぜひとも今

後はそういった点を留意した上で、誰でも分かるような資料にしていただきたいと
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思います。 
   それでは、続きまして、斑蛇口湖ボート場の管理体制について質問いたします。 
   菊池市斑蛇口湖ボート場は、開設以来、平成１０年の全日本社会人選手権大会、

平成１１年のくまもと未来国体、平成１３年のインターハイ、全日本ジュニア選手

権大会の開催、平成１９年には２回目のインターハイ開催、その他、九州地区の大

会、大学生の大会、さらには全国各地から合宿に訪れるなど、日本を代表するコー

スとして位置づけられてきたとのことであり、地元開催の菊池市民ふれあいレガッ

タの定着、コッコファームレガッタ等が開催されており、今後もさらに菊池市での

開催が継続するものと考えられます。私自身、菊池市民として大変うれしく思うと

ころであり、また、ボート場建設から整備、普及に当たってこられた方々に対して

感謝いたしたいと思っております。 
   ２０２０年はコロナ禍の影響で各大会が延期や中止になる中、新しいトレーニン

グルーム等施設も充実したとも聞いております。新型コロナが終息した後、これま

で同様、各種の大会が行われることを願っております。 
   そのような状況におきまして、現在の管理体制について質問いたします。 
   現在、熊本県ボート協会に委託されているとのことですが、菊池市の施設なのに、

なぜ県のボート協会が管理しているのかとの声を聞きます。そこで、現在の管理体

制になった経緯をお示しください。 
○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 改めまして、おはようございます。それでは、福島議員の

ご質問にお答えさせていただきます。 
   なぜ熊本県ボート協会へ委託したのかというご質問でございますが、まずは管理

者の経緯から申しますと、同施設においては、平成１０年の建設当初から平成２１

年度までは、市内在住者の方や熊本県ボート協会の会員の方、個人を管理人として

雇用しておりましたが、平成２２年度から熊本県ボート協会と管理委託契約を締結

し、現在に至っております。 
   理由といたしましては、ボート競技は水上で行われるとても専門性の高いスポー

ツであること。施設の利便性の確保及び利用者の安全性を考慮すること。中央競技

団体との連携が強固なこと。九州・全国レベルの大会誘致が有利になること。以上

を踏まえまして、平成２２年度から熊本県ボート協会へ委託をお願いしているとこ

ろでございます。 
   その結果、先ほど議員からもご紹介がありましたとおり、九州・全国規模の大会

を数多く開催することができておるところでございます。 
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   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） それでは、平成２２年度から県に委託ということですけども、

年間の委託料は幾らでしょうか。 
○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問にお答えさせていただきます。 
   委託料の金額についてですが、令和２年度実績としましては、年間委託契約額２

０９万１，８３０円でございます。 
   業務内容といたしましては、艇庫施設の管理や合宿等を含めた利用者との調整、

また、水上施設の安全管理やボートコースの軽微な調整等でございます。 
   また、管理契約以外にも同施設で開催されます大規模な大会等も積極的なサポー

トをいただいておるところでございます。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） 先ほど、県に委託している経緯ということで、専門性、安全性、

中央との連携等々述べられましたけども、本市においても、現在、菊池市ボート協

会が設立されているんですが、なぜこの菊池市ボート協会に管理委託をされないの

でしょうか。検討されたのであれば、その理由もお聞かせください。 
○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまの質問でございますが、同施設の管理

におきましては、先ほども申し上げましたように、安全性の確保を最優先に捉え、

利用者の利便性向上、施設及びダム湖周辺の発展を考慮する必要がございます。 
   また、ボート競技は水上で行われる専門性の高いスポーツであることから、練習

及び合宿等で利用する方の安全確保に必要な、船の操縦や、水上での事故対応等、

一般の体育施設とは違いまして、管理者が在住しているだけでは、安全な施設管理

ができないと考えているところでございます。 
   福島議員ご質問の、菊池市ボート協会への委託は考えていないのかということで

ございますが、市のボート協会は平成２６年に発足しておりますが、これまでの活

動実績や現在の組織体制、会員数等を踏まえた結果、現在のところは委託先を変更

する予定はございません。 
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   しかしながら、斑蛇口湖ボート場発展のためには、菊池市ボート協会の協力が必

要不可欠でございます。 
   市といたしましても、熊本県ボート協会及び菊池市ボート協会と協力・連携を図

りながら、斑蛇口湖ボート場及びダム湖周辺のさらなる活性化に努めてまいりたい

というふうに考えております。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） 連携はするけども、委託先を変えることはないという認識でよ

ろしいでしょうか。 
   先ほど協会のメンバー構成ですとか、実績がないというお話や答弁をいただいた

んですけども、この実績というのは、何か判断基準というものがあるのでしょうか。

もしも、ただ発足して、そういった環境がない。実績というのはすごくつくりづら

いと思うんですね。それを実績がないから、ここには委託できないということであ

れば、何らかの判断基準があるのかなと思うんですけども、あればお示しください。 
○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） ただいまのご質問でございますが、実績の判断基準はとい

うことでございますが、基準ということで、これというふうに決めているわけでは

ございませんが、市のボート協会も市の体育協会のほうに加盟をされております。

その中で活動実績等の報告は毎年いただいておるところでございまして、その内容

を見て判断いたしたところでございます。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） いずれにしても、菊池市のボート協会、また地元の方々にお願

いしていくというのも一つの啓発かと思いますし、また地元にもコースに詳しい

方々がいらっしゃるとも聞いています。 
   そこで、菊池市ボート協会に全ての管理を委託するのが不安であれば、県との合

同管理から始めて、次第に移行する方法もあるんではないかと思います。菊池市ボ

ート協会が管理に加入することにより、シナジー効果が見込まれると思われますが、

これについて菊池市ボート協会とは話合いを行われているのでしょうか。やはり地

元にある協会を活用することで、地元の活性化及び意識は向上すると思われます。

今後の方針があればお聞かせください。 



－ 167 － 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えをさせていただきま

す。 
   先ほど申し上げましたように、現時点での委託は考えておりませんが、今後、熊

本県ボート協会及び菊池市ボート協会と協力・連携の下、ダム湖周辺の活性化を図

りながら、菊池市ボート協会の組織体制がより強化され、独自の活動等、実績が整

えば、施設の管理だけでなく、市で開催されているイベントや大会等を任せること

なども考えていきたいというふうに考えます。 
   以上でございます。 
○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） 市にボート協会等がなければいざ知らず、実際に存在もしてお

ります。また、そういった協会というのを育てていくというのも必要ではないかと

思いますので、ぜひとも協会との話合いを進めていかれながら、よりよい運営管理

のほうをやっていただきたいと思います。 
   以上で終わります。 
○議長（大賀慶一君） これで、福島英德君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３２分 
開議 午前１０時３８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、二ノ文伸元君。 

［登壇］ 
○１７番（二ノ文伸元君） 皆さん、こんにちは。是は是、非は非がモットーの二ノ文

伸元です。よろしくお願いいたします。 
   今回、本市における教育環境についてと吃音について、質問させていただきます。 
   それでは、通告に従い、質問させていただきます。 
   まず、教育環境について質問をいたします。 
   本市における補助教員の配置数と役割について、お示しください。 
   また、ここ５年間の補助教員数、予算額、募集人員に対しての応募者数の推移を

お示しください。 
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   また併せて、来年、令和３年度の募集人員に対しての応募者数もお示しください。 
○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、二ノ文議員の質問にお答えさせていただきます。 

   補助教員等の配置の過去５年間の推移はということでございますが、平成２９年

度が補助教員と支援員を合わせまして５６名でございます。平成３０年度が同じく

５６名、令和元年度が５６名、令和２年度が５５名、令和３年度が４２名を予定い

たしております。 

   それから、応募者数の推移はということでございましたけども、ただいま手元に

資料がございませんので、後ほどお答えをさせていただきます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 打合せにはなかったですかね。一応募集要項をこうして頂

いたわけですから、大体の質問内容は分かると思いますので、よろしくお願いしま

す。 

   再質問いたします。 

   それでは、嘱託職員と会計年度任用職員の違いをお示しください。 

   また、報酬額について、平成３１年度は月額、教職員免許有資格者が１６万３，

０００円、無資格者が１３万７，６００円、令和２年度は日額９，１３５円と７，

７７０円、そして、来年度ですけども、令和３年度が時給１，２５９円から１，２

８３円となっています。この給与設定の違いについてお示しください。 

   また、募集要項の中で、米印で書いてあって、現在、予算成立前であり、人員や

報酬の額等、変更になる可能性があります。また、応募期限より早く締め切る場合

がありますとありますが、実際、変更になったことや、早く締め切ったことはあり

ましたか。また、それはどのような理由であったのか。また、なかったとしたなら、

どのようなことを想定してあったのか、お示しください。分かる範囲で結構です。 

○議長（大賀慶一君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時４３分 
開議 午前１０時５４分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   総務部長、上田敏雄君。 
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［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） まず、私のほうから、嘱託職員と会計年度任用職員の違い

ということに対してお答えしたいと思います。 

   会計年度任用職員は、平成２９年５月に一部改正された地方公務員法及び地方自

治法の規定により新たに設けられるもので、一会計年度を超えない範囲で置かれる

非常勤職員でございます。施行は昨年、令和２年４月１日でございます。これは主

な改正内容につきましては、１つ目に、特別職の範囲を専門的な知識経験等に基づ

き、助言・調査、診断等を行う者に限定したこと。２つ目に、臨時的任用の対象を

常勤職員に欠員が生じた場合に限定したこと。３つ目に、一般職の非常勤職員を新

たに会計年度職員と規定し、その採用方法や任用等を明確化したことでございます。

これまで臨時非常勤職員、嘱託職員につきましては、全て会計年度職員となってお

ります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまの質問についてお答えさせていただき

ます。 

   聞き取り等も含めまして、通告にありませんでしたので、分かる範囲内でお答え

をさせていただきます。 

   人員や報酬等に変更になる可能性があるのかということでございますが、これに

つきましては、予算承認が通りますと、そういったところの採用面で変更になると

いうことはございません。 

   それから、応募期間等の締切りが早くなったことがあったのかということでござ

いますが、これにつきましては、今のところはあっておりません。 

   それから、Ｒ３年度の時給につきましては、どうして時給なのかということでご

ざいましたが、会計年度職員になったために、時給計算になったということでござ

います。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） ありがとうございました。今、会計年度職員になったから

時給ということですけども、昨年度は日給というんですか、そのような気がしたん

ですけど。（「Ｒ３年だからです」と呼ぶ者あり）Ｒ３年だから。 

   それと、嘱託職員のときは、たしか５年まで連続でよかったふうに聞いておりま
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したけども、現在はもう１年で終わりということになりますでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 単年度契約ではございますが、その勤務状況によりまして、

都度更新は可能となっております。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） もしかすると、今、先生方、勘違いされていらっしゃる方

もいらっしゃるかもしれないと思います。それで、今回、補助教員についての対応

について、学校現場からの要望、声は吸い上げられたのか。また、今回の変更につ

いては、いつ説明をされたのか、お聞かせください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   学校の声は聞いたのかということでございますが、一応これにつきましては、学

校のほうも、学校長ヒアリング等も行いながら、人数の決定等はしているところで

ございます。 

   それから、説明会はいつしたのかということでございますが、２月に説明会は行

ったところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 説明会は行ったということですけども、どういった形で行

われたんでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 令和３年度につきましては、令和２年度まで雇用しており

ました支援員のほうの体制を変えております。一本化にしておりますので、その内

容説明と、時間数等も変更しておりますので、そういったところも含めましてご説

明をいたしたところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 私がちょっと調べたところによりますと、任用に当たって
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は、競争試験または選考によるとし、任用期間は４月１日から翌年３月３１日まで

となり、なお、再度の任用もあり得るとしていますが、その際にも手続なく更新さ

れたり、長期にわたって継続して勤務できるといった誤解を招かないように留意す

るというふうにあります。恐らく誤解されている方がいると思います。説明のやり

方で随分と違いますので、ここら辺はやっぱり来年度もあることですから、しっか

りと説明をされていただくことをお願いをしておきます。 

   平成２９年度から令和２年度までは毎年５６名の採用があったと。来年度は４２

名の採用にとどまるということですけれども、なぜその１３名も減らされるのか。

予算は限られています。しかし、必要なところを吟味し、予算措置をすることこそ、

行政の役割かと思います。 

   今、世の中は緊急事態宣言が緩和の方向になったとはいえ、まだ未知の部分の多

い感染症への予防対策として、制限、制約を必要としている状況であり、心身の不

安定さを感じているのは大人だけではなく、児童生徒も同じであり、これは見逃す

ことのできない状況であります。また、経済的変動や困窮する家庭の増加と合わせ

て、配慮すべき児童生徒の増加の予想はされます。 

   菊池市も不登校数が昨年より増加している現状があります。学校現場では教育の

充実に向け、全職員で日々頑張っておられ、その一員として補助教員の先生方もお

られると認識をしております。現在の様々な制約のある中での学習や感染対策、対

応、それはそれは大変なものではないでしょうか。 

   また、大変残念なことに、一昨日、緒方議員の質問にもありました不祥事案件に

ついても、当該校は当然ですが、本市全校でも児童生徒の変化の発見など、早期か

つ継続した対応が必要なときではないでしょうか。補助教員の先生方もその一翼を

担っておられると考えます。 

   ハード面とソフト面の予算措置が行政では大切です。学校現場もこのコロナ禍に

おいて、国の方針により、情報機器なども充実されているところであり、児童生徒

の学習環境の整備が進んでいるところです。 

   しかしながら、人的配置や措置がカットされていることはいかがなものでしょう

か。例えば１億２，０００万円の予算をかけた防災備蓄の倉庫、一般財源も使って

いるということでした。びっくりです。そのような新設計画について、防災対策は

必要ですが、既存の建物を利用するなど、この状況下での検討、対応が必要ではな

いでしょうか。 

   文化、学問の拠点であった文教菊池の名の下に、なぜ今、補助教員を減らさなけ

ればならないのか。この本市にとって一大事のときに、教育長おっしゃったではあ

りませんか、信頼回復に向け全力で取り組むと。渡邉教育長のご見解をお願いしま
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す。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） すみません、先ほど答弁をいたしました補助教員への説明

会を、私、２月と申し上げましたが、１月の２２日に説明会をしております。訂正

して、おわびいたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育長、渡邉和博君。 
［登壇］ 

○教育長（渡邉和博君） 改めまして、おはようございます。ただいまの二ノ文議員か

らのご質問についてお答えします。 

   来年度から、補助教員と特別教育支援員を学校支援員として統一した新たな職、

業種とすることとしております。現在の補助教員は７時間勤務、それから、特別支

援教育支援員は５時間勤務ということで、学校に配しておりますが、各学校におけ

勤務状況や児童生徒の支援ニーズ等、業種を統一した勤務体制の確立をすべきとい

うふうなことが、そういうご意見が校長ヒアリングでもあったことから、学校支援

員という業種に統一して、勤務時間を６時間に統一しました。 

   また、３５人学級が導入されていきますが、また、近年、話題になっております

ＧＩＧＡスクール構想に伴う教育改革によりまして、少人数、一クラスの人数が少

なくなって、少人数化によって、よりきめ細やかな指導体制を整備して、新たな学

びを実現するというふうなことが目的でございます。 

   そういう中で、ＧＩＧＡスクール構想に伴うＩＣＴを活用した教育環境への変化

に対応するために、市ではＩＣＴ支援員は増加、増員させるというふうなところも

考えております。 

   また、コロナ禍における対策としましては、県が雇用しているスクール・サポー

ト・スタッフ、それから県の補助金で行われます補習等のための支援員配置事業補

助金などを活用して、校内の感染防止あるいは学習環境整備や、あるいはまた、き

め細やかな学習指導に必要な学習支援員の追加配置を行っているところであります。 

   このような状況の中でありますが、補助教員の数の減に対する教育長の見解をと

いうことだったと思いますので、それについて述べますが、近年、特別支援学級や、

通級による指導対象者が増加傾向にあり、通常の学級に在籍する発達障がいのある

児童生徒への教育的対応が求められている中、児童生徒の障がいの状況も多様化し

ている状況にありまして、毎年実施している学校長ヒアリングからも、支援を要す

る児童生徒は年々増加傾向にあると。そのような傾向にあるので、補助教員のよう

な学力向上のための補助的な役割というよりも、むしろ特別支援教育支援員のよう
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な、その子に合わせた支援ができる支援員のニーズが高まっているというふうな背

景があるために、そういう措置をしたところです。 

   そして、現在、教育全体が様々な観点で大きく変わろうとしております。このよ

うな変化に対しまして、ほかの自治体の配置状況も参考にしながら、実効性のある

現在のニーズに応じた体制になるように見直したところでございます。 

   教育全体が大きくさま変わりするというふうに申しましたけど、一つは、国の動

きとしましては、次年度から中学校において新学習指導要領が完全実施となり、新

しい教科書での授業が始まります。また、中学校でのプログラミング教育や、コミ

ュニケーション能力を高める英語の授業の充実、さらには、ＱＲコードを活用した

教科書による授業展開が進められていきます。 

   また、今回のＧＩＧＡスクール構想における児童生徒１人１台端末整備に対しま

して、文部科学大臣が述べていますが、教育の技術革新は、多様な子どもたちを誰

一人取り残すことのない公正に個別最適化された学びにも寄与するものであると。

特別な支援が必要な子どもたちの可能性を広げるものであるというふうに、個別化、

いわゆる一人一人に応じた指導、その新たな学習支援の方向性が述べられていると

ころであります。 

   また、同じ時期に教育の情報化に関する手引きということで、ＩＣＴの活用が示

されて、特別支援教育における様々な学習上の困難さに応じたタブレット活用法が

示されているところです。 

   このように、学習指導要領の完全実施に伴う学習内容の変化、それから、ＩＣＴ

活用に伴う学習支援の在り方の変化、そして、３５人学級拡大で１学級の人数が減

り、担任の数が増えることによる個別対応の充実等が見込まれるという観点から、

教育支援員制度をいま一度見直した次第です。 

   この新たな学校支援員につきましては、今後も学校長との意見交換を十分に行い

ながら、必要性に応じた配置数の検討を行ってまいりたいというふうに考えており

ます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） ありがとうございました。支援員とか、ＩＣＴのほうの人

数を増やすということに受け止めましたけども、そういった方々の総数的には増え

るということですかね。 

   それと、今年は４２人が採用ということですけども、１３人が採用が見込めない

という形になると思いますけども、そういった採用されなかった方々をＩＣＴの支
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援とか、ほかの業種の支援員に採用をできるのか、そこら辺はいかがでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） ただいまのご質問でございますが、ＩＣＴ支援員につきま

しては、こちらのほうは専門の業種になりますので、一般の方をこちらのほうに充

てるということはしません。ただ、今まで採用されておりました教職員の方でご相

談しながら、ほかに配置ができるようなところがあれば、ご相談に応じていきたい

というふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 今の答弁で安心しました。よろしくお願いします。 

   ただ、まだこのことについては、私、まだちょっと疑問に思っていることがあり

ますので、あとは来年度予算ということで、総務文教のほうにしっかりもんでいた

だきたいというふうにお願いをしまして、次の質問に移ります。 

   それでは、次に、吃音について質問させていただきます。 

   吃音の症状等については個別の差がありますが、皆さんご存じのことと思います。

吃音は、発達性吃音と獲得性吃音に分類され、吃音の９割は発達性吃音と言われま

す。吃音は個人差があり、軽く繰り返す程度のものであれば、自分の症状に気づか

ない場合もあります。しかし、繰り返しや言葉が出ないことが多くなるにつれ、驚

きや言葉が出ないことへの不安や不満を感じることが増えます。幼少期はその思い

が一時的なもので済まされたことが、成長とともにこうした経緯が増えることで吃

音が固定化され、言葉の出づらさを意識し、自信もなくし、吃音が出ることの恥ず

かしさや、話すことへの恐怖を感じることにつながってくると言われております。 

   そこで、質問ですが、前回１２月議会に提出され、全会一致で可決された吃音の

ある児童生徒に対する支援体制の確立への請願を受け、執行部としてはどのような

対応を考えておられるのか、伺いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   請願を受けて、今後、どのように対応していくのかということでございますが、

今回の請願を受けまして、１月の市内校長会議の中で、教育長から吃音に対してさ

らなる理解を深めるために、再度の実態把握と教職員への研修及び児童生徒への丁

寧な指導を呼びかけたところでございます。 
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   昨年１２月には、吃音の自主グループであります熊本言友会より吃音を有する作

者が実体験をつづった図書であります「きつおんガール」を寄贈していただきまし

た。それらの本は、小中学校及び市内各図書館に置いており、児童生徒や市民の皆

様が閲覧できるようにしております。また、寄贈していただきました本を教材とし

て活用した指導も各学校にお願いをしたところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 再質問いたします。 

   幼保、小中学校での吃音当事者への合理的配慮が提供されることを求めます。そ

のためには、まず教育現場に関わる全ての職員が吃音に対して正しく理解すること

で、適切な対応ができるものと考えます。誤った理解、対応は、吃音当事者の社交

不安、不信、からかいやいじめ、それらが原因となる不登校などの発生を来すこと

につながり、正しい理解と対応でこうしたことを未然に防ぐことが重要になります。 

   ２０１６年、障害者差別解消法が施行されたことはご存じのとおりです。この法

律は、障害者手帳を持つ人だけでなく、障害者手帳は持っていないものの、何らか

の機能障がいがある人も対象に含んでおり、吃音も含まれております。 

   障がいのある人が日常生活や社会生活で直面する制限が、心身の機能の障がいだ

けでなく、社会的障壁によっても生じるという考えにあり、この社会的障壁や制限

は、障がいのある人に対する十分な配慮なくつくられた社会の構造にあるとされて

います。 

   社会的障壁とは、日常生活や社会生活を営む上で、障壁となるような社会におけ

る事物、制度、慣行、観念、その他一切のもので、この社会的障壁がなければ、心

身の機能の障がいがある人も日常生活や社会生活を制限なく送ることができるとさ

れます。つまり、この法の施行により、社会的障壁となり得る配慮なくつくられた

社会構造を除去し、障がいのある人の、障がいのない人の平等な機会を確保し、個

別の対応や支援をする合理的配慮が提供されなければならないのです。 

   そこで、お尋ねいたします。 

   １、吃音及びその症状。２、吃音における対応。３、吃音当事者の思い。４、園

児、児童生徒への吃音に対する説明及び授業、人権教育、道徳教育などでございま

す。以上、４点全てにおいて、専門員、言語聴覚士による吃音に対する研修が年度

当初に受けていただくことが可能か、お尋ねします。ないときは、それに代わるも

のは何かありますか。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
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［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 吃音の研修をということでございますが、全体で研修を行

うのか、この時期でございますので、オンラインで行うのかなど、方法は決まって

おりませんが、そういった言語聴覚士を招いた専門家による研修は行っていきたい

というふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） よろしくお願いします。 

   全ての園児、児童生徒が笑顔で登園、登校が望まれます。当然吃音があろうとも

笑顔の登園、登校ができ、楽しく過ごすことが当たり前になる必要があります。そ

のためには、まず吃音当事者の理解を担任だけでは対応に不十分な場合が起こり得

るということから、吃音当事者を取り巻く全ての者が吃音を正しく理解し対応する

ことから、社会的障壁の除去となり得るものと考えます。 

   これまで当事者の保護者は、吃音を理解してもらうためにあらゆる場面を通して

多大な努力をされております。園、小学校入学に際して、さらに入園、入学後と、

諸行事を確認し、配慮すべき点をお願いし、同学年の先生、児童へも、吃音への理

解を深めるために学ぶ時間などを実現しましたが、配慮が至らない場合もありまし

た。教育の現場から当事者や家族の思いが受け止められ、社会的障壁となり得るも

のの除去が実現されることが必要ではないでしょうか。 

   このような状況を鑑みたときに、教育長におかれましては、どのような見解をお

持ちなのか、お伺いをいたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育長、渡邉和博君。 
［登壇］ 

○教育長（渡邉和博君） ただいまの二ノ文議員からのご質問にお答えいたします。 

   これまでも各学校では、吃音を有する児童生徒を含めて、全ての児童生徒への特

性に応じた支援を行ってきたところであります。 

   しかしながら、吃音を有している児童生徒がいない学校においては、吃音に対す

る共通理解や共通実践は十分とは言えなく、研修が不足していた面があります。 

   １２月の議会において請願が可決されましたことや、先ほど紹介ありました本の

寄贈をしていただいた言友会会長が「いまだに理解が得られず、苦しんでいる当事

者がいる」と訴えられました。そういう思いを受けながら、あるいは請願の思いを

受けながら、それをきっかけに、市内全校で取り組む必要があるというふうに感じ

た次第です。そのために、まずは請願書にもありましたように、吃音に関する正し
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い理解を得るための研修、それから寄贈いただいた本の活用、それから小学校から

中学校に進学する際の情報共有などの小中連携の強化を校長会議で指導したところ

であります。 

   先ほどありました障害者差別解消法の目的に沿って、障がいのある人もない人も、

お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して

いきたいというふうに思っております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 教育長、よろしくお願いします。 

   終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、二ノ文伸元君の質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため、暫時休憩します。 

   午後の会議は午後１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時２７分 
開議 午後 １時００分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   ここで、教育部長からの発言の申出があっておりますので、発言を許します。 
   教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 
○教育部長（木下徳幸君） 先ほど、二ノ文議員の１回目の質問でありました、補助教

員及び特別教育支援員の過去３年間の応募者数についてお答えをさせていただきま

す。 
   平成３０年度は、補助教員が募集９名に対して応募者数９名、特別支援教育支援

員が募集５名に対して応募者数６名、令和元年度は、補助教員が募集８名に対して

応募者数１１名、特別支援教育支援員が募集１１名に対して応募者数１３名、令和

２年度は、補助教員が募集３名に対して応募者数１５名、特別支援教育支援員が募

集９名に対して応募者数９名となっております。 
   以上、お答えいたします。 
○議長（大賀慶一君） 一般質問を続けます。 
   次に、荒木崇之君。 

［登壇］ 
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○１１番（荒木崇之君） 議席番号１１番、荒木崇之です。 

   ３月は別れの季節です。私が市役所時代に、地方自治とは何ぞや、公務員とはど

うあるべきか、教えていただいた方が退職します。誰にもこびず、市民のことを常

に思うその姿勢に憧れてました。このような人が今から多く育つことを切に願いま

す。 

   また、早期に退職される方、転職される方がいらっしゃいますが、私も市役所リ

タイア組です。その選択は間違っていない、そう思えるように、これからの人生、

共に頑張りましょう。 

   それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。 

   防災行政無線について質問いたします。 

   以下、防災無線と略させていただきます。 

   私は、防災無線については、平成２６年、２７年、２８年、３０年と、過去に４

回質問をしてまいりました。これまでの戸別受信機の全戸設置を望む過去の一般質

問に対して、執行部は、ＲＫＫテレビのデータ放送デタポンとエリアメールを導入

しているので、防災無線の戸別受信機の設置は行わないと、過去３回の答弁で強く

デタポン押しをされています。 

   ところが、平成３０年３月頃からＲＫＫのデータボタンを押してデタポンを表示

しても、菊池市のデタポンは休止中と表示されます。あれだけ一押しだったデタポ

ンはどこに行ったのでしょうかと質問したところ、有効性というものがきちんと確

認できないこと、テレビ局による利用率等の情報が未開示のため、中止したとのこ

とでした。平成２４年から年間１００万円の委託料を５００万円も払って、あれだ

け一押しだったデタポンはあっけなく終了しました。 

   次に登場したのがＩＣＴが大好きな市長の肝煎りで、防災タブレットときくち防

災アプリですが、防災アプリはお手持ちのスマートフォンにアプリを登録して、市

側から情報が送られてくるものです。 

   一方の防災タブレットは、現在、７５８台を区長さんとか民生委員宅に設置して

あるとのことですが、１台当たり年間５，９４０円の通信料が発生しております。

これはＳＩＭカードの通信料なのですが、今現在、毎年毎年４５０万円の通信料を

市が負担しているわけであります。防災タブレットの台数を増やせば増やすだけ通

信料が増える。市の倉庫にはたくさんの在庫もあると聞いています。ランニングコ

ストを考えて導入されたのかは置いておいて、使用しなくても通信料が発生してい

ることになります。 

   さて、菊池市が災害時に情報伝達をする手段として、屋外防災無線、デジタル戸

別受信機、これは難聴地域ですとか、土砂災害警戒区域に設置してあります。それ
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とアナログ戸別受信機、これは泗水地区に３，０００台設置しています。防災アプ

リ、安心安全メールと、五つの手段がありますが、菊池市が災害時に最も重要だと

考える情報伝達手段は何なのか、お尋ねをいたします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、荒木議員のご質問にお答えいたします。 

   本市が活用しております防災・行政情報の伝達手段としましては、先ほど議員か

らのご紹介にもありましたように、防災行政無線による放送、防災・行政ナビ、安

心メール、本市ホームページなどでの配信が主なものでございます。 

   いずれの手段におきましてもメリット、デメリットはありますが、本市におきま

して複数の情報伝達手段を活用することで、迅速でより確実な情報発信を行ってお

り、いずれの手段におきましても重要な手段であると考えております。中でも、と

りわけきくち防災・行政ナビは、今後の中心的な手段と考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 
［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 私が防災無線を一番に押してますので、なかなか防災アプリ

が一番だと、防災・行政ナビが一番だということで、お認めにならないんですが、

私はずっと防災無線が災害時の最も重要な情報手段、伝達手段だと考えは変わって

いません。なぜなら、停電しても使えますし、インターネット回線や電話回線とは

違った回線を独自に持っていますので、仮に本庁が被災しても、支所から情報発信

できますし、その逆もしかりです。 

   人吉もインターネット回線が断線したことで、情報が出せなくなったということ

でありますから、私は一番いいのは防災無線だという考えは変わりませんが、その

考えを同じくしていただいていたのが、前総務大臣の高市早苗議員は関西テレビの

インタビューで、こだわりの政策の背景と題した対談の中で、防災無線の戸別受信

機の導入をこだわりの政策の第一に掲げ、総務大臣主導で防災無線規格の規制緩和

や、補助事業の創設を行ったと声高らかに言われております。 

   それでは、パネルを示します。 

［パネルを示す］ 

○１１番（荒木崇之君） ここに県内１２市の防災無線の設置状況を示した表がありま

す。説明しますと、１２市全て、屋外のスピーカーはデジタル化されています。全

部丸としてあるやつですね。黒丸としてあります。 

   さらに、難聴区域や土砂災害警戒区域と関係なく、全戸に戸別受信機を設置して
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いるところは、真ん中の枠の丸としてあるところです。黒丸としてあるところ、そ

の自治体は水俣、上天草、阿蘇、そして天草、この４市で、昨年７月に水害があっ

た八代市も導入予定で、人吉は防災ラジオを全戸に設置予定です。残る７市は、菊

池市と同じ赤三角で、一部設置という状況であります。 

   また、防災アプリ、これを導入しているところは１２市中５市という状況です。 

   では、お尋ねします。 

   本市は安心安全なまちづくりを掲げられております。県内の各自治体の状況くら

いは把握されていると思いますが、県内の各自治体の防災無線の設置状況を把握さ

れておりますか、お尋ねします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 私自身では把握しておりませんが、防災交通課等では把握

していると認識しております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 
［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 打合せをしたときに同じ質問をしたんですけど、防災交通課、

把握してないということだったので、安心安全を掲げておられるなら、各市の状況

くらいは把握しておくべきじゃないかなと思います。 

   私は、県内のこの１２市、熊本市を除く１２市に、全部かけても１時間程度でお

電話するだけで、私はこの表を作成しました。今後、防災行政を行う上でも、ほか

のところがどういうことをやっているのか、どこの機種を採用しているのか、これ

は連携が大事ですから、災害は場所を選びませんから、こういう把握は行政として

しておくべきだと私は考えます。 

   戸別受信機を一部導入している各市の担当職員の方に、導入の是非を尋ねたとこ

ろ、戸別受信機の有効性は認識していますと。設置したい、担当としては。また、

市民からの要望は多い。ですが、予算要求を毎年しても、なかなか認めてもらえな

いというのが一部導入の職員の方の返事でした。 

   逆に、全戸に戸別受信機を設置している市の職員の方に、市に設置の経緯を聞き

ますと、全ての担当職員さんが一様に、これはみんな言われるのが、首長の防災行

政への意向ですとはっきり言われました。私は、水俣、天草、上天草、阿蘇の市長

が、市民の生命を守り抜くという自治体の使命を第一に考えた政治姿勢に大変感銘

を受けました。 

   では、本題に入ります。 
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   菊池市は全行政区に屋外の防災無線、これは屋外スピーカーが設置されています

が、雨の日や台風の日には聞こえづらいのが難点です。皆さんご存じですね。実際、

平成２４年の九州北部豪雨、平成２６年の広島市北部大規模土砂災害、平成２７年

和歌山県豪雨、平成２９年福岡・大分豪雨、そして、昨年の八代・人吉豪雨と、そ

の全ての災害において、激しい雨音で防災無線の屋外スピーカーは聞こえないとの

報道が後日談としてされています。 

   令和２年１２月１５日の熊日新聞では、「被災された住民の要望により、人吉市

が防災ラジオ全戸配布へ、八代市も全世帯に戸別受信機か電話で避難情報が配信で

きるシステムを来年度、令和３年に導入」との記事が掲載されています。 

   毎年、各地で災害が起こるたびに、皮肉にも防災無線の戸別受信機の設置の必要

性が証明される形になっています。 

   現在、防災無線のアナログ戸別受信機が泗水地区ほとんどの世帯約３，０００軒

に設置してあります。これは平成７年に設置されたものです。前回の質問では、導

入から２６年たった経年劣化により、故障が多くなっていることをお話ししました。

その数は平成３０年度が１０９件、令和元年度が１７４件、令和２年度はまだ途中

ですが２６９件、今年度に至っては約１割が修理に出されたことになります。しか

も、このアナログ戸別受信機は、前回の質問の平成３０年度当時はまだＮＥＣが製

造していましたが、現在は製造中止となり、メーカーに在庫がある分だけとのこと

であります。 

   そこで、お尋ねしますが、来年度以降、故障したときに修理可能な台数はどれぐ

らいありますか。また、アナログの戸別受信機が使えないようになることは、近い

将来、ご理解されていました。しかし、私が質問してからの約２年間の間に、どの

ような計画や検討をされたのか、お尋ねをいたします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、荒木議員の再質問にお答えしたいと思います。 

   まず、アナログ機の部品交換修理対応の可能台数としては、５０台分と伺ってお

ります。 

   それから、戸別受信機の生産が中止される可能性があることが分かっている後に、

どのような取組を行ってきたかということでございますけども、電波法に基づく規

格の改正に伴い旧規格の無線設備については、その使用期限が令和４年１１月３０

日までとなっておりますが、本市におきましては、既に設備の改修を行っており、

現在、泗水地域で利用されているアナログ戸別受信機については、引き続き利用可

能となっておりますので、修理等行いながら可能な限り継続して利用したいと考え
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ております。 

   ただ、今後は、全戸配布にではありませんけども、高齢者や障がいのある方など

の戸別受信機の配備など、必要な対策を検討してまいりたいと考えております。 

   併せて、きくち防災・行政ナビや安心メールについても、出前講座や広報をはじ

め、様々な機会を通じて利用促進を図っているところでございます。 

   そのほか、各区へ配備しております防災タブレットにつきましては、今年度より

各区２台ずつを配備することとし、タブレットの利用促進と情報共有の強化を図っ

ているものでございます。 

   今後につきましても、戸別受信機の活用も含め、様々な情報手段を用い、適切な

情報提供に努めてまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 
［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 今、総務部長、ちょっと確認ですが、修理できる台数は１５

０台で間違いないですか。（「５０台」と呼ぶ者あり）５０台。私がメーカーあた

りに尋ねて聞いたところ、１５０台とおっしゃったんですよね。だから、ちょっと

その数の相違があるのであれなんですけど、仮に５０台でも、１５０台でも、残り

それだけでもう泗水のアナログ受信機は使えなくなると。戸別受信機使えなくなる

ということなんですね。 

   私は、それに対してどう対応をしていくかという質問をして、スプリアス問題を

言われているなと思いますけど、令和４年に来る、これはもう規格はクリアしてい

るというのは分かりますけど、肝心の戸別受信機が使えないなら、ただの箱なんで

すよね。だから、この戸別受信機に代わる何かを考えましたかということで質問し

て、それが防災アプリだとか、そういったのでいくというんですが、またそれは別

回線じゃないですか。インターネット回線だとか、また別ルートなんで、私はこの

戸別受信機をいかに有効に使うかということを質問したかったわけですね。 

   ということは、１５０台だとしても、５０台だとしても、毎年２００台を修理し

てますので、令和３年度末、もう来年度末には修理ができなくなるということにな

ります。統計上はですね。 

   では、国が７０％を負担する緊急防災・減災事業債があることをご存じですか。

それはもちろんご存じだと思いますけど、その内容を本当に理解されているなら、

この制度は令和２年度で終了予定ですが、河野大臣の強い意向により、５年間延長

になることは承知されているでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
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［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） まず、先ほどの修理対応可能台数とその辺につきましては、

私のほうではアナログ機については５０台、それから、それ以外にデジタル戸別受

信機の在庫数として、委託業者保管の分が１５２台、市保管の分が２５台というこ

とは伺っております。 

   それから、緊防債につきましては、延長されるということは存じ上げております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 
［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 理解されているということでしたが、実は、このほかにも、

コロナ禍において、これは高市大臣が総務大臣時代に導入したんですが、消防庁が

防災無線のメーカーから戸別受信機を直接買い上げて、それを自治体が要望する台

数の３分の１を無償で貸し出す事業は、防災行政無線の戸別受信機導入促進事業と

いう事業があることはご存じないというふうに思います。これは高市大臣もインタ

ビューの中で言われています。 

   私は、何かせっかくだから倉庫を建てたみたいな感じで言われてましたが、私は、

福島議員も二ノ文議員も言われましたが、国からのコロナ対策予算だからと一部の

業者がもうけるような１億２，０００万円の防災倉庫の建設ではなくて、ほかに箱

はたくさんあります。ＲＤＦ、今、職員さんに取ってるでしょ、アンケート。何に

したがいいですかって、防災無線って一番書きますよ、職員さん、恐らく。防災倉

庫って書きますよ。あそこにいいのがあるじゃないですか。そういうのがあります

から、私はそういうのではなくて、防災倉庫ではなくて、コロナ禍においても、災

害時においても、役に立つ戸別受信機の設置が市民の安心安全、ひいては市民の命

を守ることにつながると私は考えます。 

   執行部の方も、防災無線がコロナ禍に関して、地域の感染状況に応じた注意喚起

に活用されていることは認識されていると思います。その一つの例がごみ袋ですよ。

思い出してください。ごみ袋がなくなると大騒動しました。合志市から情報が発令

されて、合志市がどうしてもごみ袋の印刷が間に合わない。そういうのが報道され

ましたから、菊池市でも泗水を中心に、ごみ袋が買えなくなるんじゃないかという

ことで、買い占めが始まりました。そのときに、防災無線で大丈夫です、あります

と。在庫はしっかりありますからということを流したら、ホームページでは見れな

い。お年寄りの方は見れない。しかし、その情報を聞いたときに、皆さんがやっぱ

りきちんと冷静な行動をとって、その騒動が収まったことはご存じだと思います。 

   では、最後に、江頭市長にお尋ねします。 
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   市長は、泗水地区に設置してあります防災無線のアナログの戸別受信機３，００

５台、これをデジタル戸別受信機に交換する考えはありますか。あるか、ないかで

お答えください。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 荒木議員からのご質問です。泗水地区にある３，０１０台です

か、の戸別受信機、アナログでありますけども、それを切り替える予定があるか、

ないかということでございますが、まず、戸別受信機そのものについての考え方を

ご説明したいというふうに思います。 

   今、災害が激甚化しておりまして、いつ何どき、未曽有の災害が発生するか分か

らない状態であります。したがいまして、一番大事なことは、いち早く市民の皆様

に正確で確実な情報の伝達を行うということであります。その点、戸別受信機にお

きましては、家にいらっしゃれば情報が直接伝わりやすいという利点がある反面、

外出不在時には全く伝わらないという決定的な短所もあるわけであります。 

   加えて、今、泗水の３，０１０台の戸別受信機を切り替える予定はないかという

ご質問ではありますけども、これは一地域だけの問題ではございませんので、全地

域という観点でそれを考えざるを得ません。全地域にデジタルの戸別受信機を配置

した場合を考えますと、大変巨額の経費が必要となり、私は現実的ではないのでは

ないかというふうに考えております。しかし、デジタル戸別受信機機の予算はある

わけでありますから、それも含めて、全市的にほかの手段も使いながら、最も効果

的な全体としての情報伝達手段を考えていく必要があると、こういうふうに考えて

おります。 

   こうした中で、特にスマートフォンが普及した現在、スマートフォンだけはどこ

にいても皆さんお持ちなわけであります。したがいまして、どこにいても情報が伝

わるきくち防災・行政ナビというのは効果の高いツールであるというふうに思いま

すので、今後の中心的な手段と考えております。 

   一方では、スマートフォンになじみのない高齢者の方々や、あるいは中山間地や

難聴地域におきましては、むしろ戸別受信機というのは大変効果があるかというふ

うに思います。また、こうしたものに加えて、広域に情報が届く防災行政無線ある

いはスマホをお持ちじゃない方に対しては安心メール、こうしたものを組み合わせ

ることで、居住地域であるとか、あるいは年代・ライフスタイルに応じて、どれか

一つということではなくて、複数の手段による情報が受け取れる方法が最も効果的

であると、そういうふうに考えているところでございますので、その中で全市的な

観点から、今後、検討していきたいというふうに考えております。 
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   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 
［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 市長の答弁については想定していましたので、怒りもありま

せんけど、全市的観点とおっしゃるなら、下水道を全部に整備するとか、水道を全

部整備するとか、そこも公平性じゃないですか。私はそこも一緒だと思いますよ。 

   私は、旧泗水町時代に歴代の首長さん、そして、議員たちが体育館を建てるのを

我慢して、造りたい道路を我慢して、全ての町民の生命、財産を第一に考え、防災

無線の戸別受信機を導入し、今日、住民の生活の中になくてはならないものになっ

ております。それは一度、市長、泗水の方から話を聞いてください。もう古くなっ

たのを役所に持ってきて、これをば直してはいよ、本当に言っておられるんですよ。

その声を直接聞いてください。たまには支所に行って、そういう声を聞いてくださ

い。１か月で２００台も持ってこられるんですから、あそこに一日おったら、必ず

そういう方に巡り会えますので、それは一度体感なさっていただきたいと思います。 

   今、泗水の市民から、今現在ある戸別受信機という命綱を取り上げないでいただ

きたい。私は市長が導入するまで、戸別受信機の設置については何度も質問いたし

ます。 

   では、次の質問に移ります前に、換気のため休憩を求めます。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気のため１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後１時２６分 
開議 午後１時３２分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） では、次の質問に移ります。 

   次に、七城町特産品センター、通称メロンドームと七城振興公社、通称温泉ドー

ムの多額の接待交際費の不適切な支出について質問をいたします。 

   この問題につきましては、熊日新聞においても何度も報じられていますので、皆

さんご存じかと思いますが、おさらいをします。 

   七城メロンドームと七城温泉ドームが平成２７年から令和元年の５年間で、社長

や役員らが計上した高額の飲食費と合わせて２，０００万円が接待交際費から支出

され、社長をはじめ役員らが打合せと称し、居酒屋や外国人スナックでの飲み代、
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酒席でのコンパニオン代、領収書のない謝礼代、ドラッグストアで購入したお菓子

や胃薬等を接待交際費で支出したというものであります。 

   市も事態を重く見たのか、遅ればせながら内部調査を実施、メロンドームで１，

３７８万円の支出に対して４４．５％に当たる６１３万円が、温泉ドームでは５９

０万円の支出に対して、何と９９．１％に当たる５８５万円、合計約１，２００万

円が社会通念上、妥当とは言い難い支出であると。令和２年１０月２１日の議会月

例会において、執行部より報告されました。 

   さらに、前回の私の一般質問において、議会で毎年報告されている接待交際費の

決算額と領収書の総額が１００万円合わず、さらには、その１００万円分の領収書

が存在しないことが明らかとなりました。 

   本年１月の月例会において、江頭市長は、両法人の接待交際費を市監査委員に監

査することを求めることを報告されました。 

   お尋ねしますが、市の監査委員が監査をして、横領や不正な支出と判断した場合

には、刑事告発や返還請求ができるのか、監査委員の権限をお尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 代表監査委員、宮川貞雄君。 

［登壇］ 

○代表監査委員（宮川貞雄君） 失礼します。ご質問の件でお答え申し上げます。 

   監査委員は、地方自治法第１９９条第７項によりまして、財政援助団体等の出納、

その他の事務の執行で当該財政援助に係るものを監査することはできますが、その

監査結果により刑事告発を行ったり、費用を返還させるなどの権限については、地

方自治法上ございません。 

   なお、地方自治法第１９９条第９項によりまして、監査結果につきましては、議

会、市長及び関係行政委員会等に提出させていただいております。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 宮川監査委員、ありがとうございました。お忙しい中にご出

席いただき、ありがとうございました。 

   市の求めに応じて、諮問されたやつに対して答申を出すということが答えかと思

いますが、では、再質問します。 

   江頭市長が両法人の接待交際費を市監査委員に監査を求めることを報じた本年１

月２２日付の熊日新聞によると、平成２７年度から令和元年及び令和２年度の交際

費を含む２会計、２法人の会計全般について調べると記載があります。会計全般、

つまりは販売促進費や広告宣伝費も含まれると解釈します。過去１０年間の決算書
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を全て私は取り寄せ、私なりに調査しましたが、販売促進費におかしな金額の上昇

と考えれる点がありましたので、全ての会計を監査されるとの熊日記事に安堵して

おりました。ところが、江頭市長から監査委員に出された監査申請書には、２法人

の接待交際費のみの調査依頼が記載されていました。これは監査事務局にも確認済

みです。 

   では、お尋ねします。 

   会計全般を監査依頼するということで間違いないのですか。それとも、接待交際

費のみの監査でしょうか。もし接待交際費のみの監査ということであるなら、いつ

変節したのか、お尋ねをいたします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） 改めまして、こんにちは。ただいま荒木議員のご質問です

が、接待交際費のみの監査というところで求めたところでございます、当初から。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） もう監査委員事務局に出されているやつにはそう書いてある

わけですから、そういうほうだと思いますけども、この件については、私も熊日新

聞にもお電話して内容を確認しました。そういったところ、市の幹部に取材し、確

かな情報をもって記事にしています。今でも会計全般を監査対象とする認識でおり

ます。市から記事に対しての修正や訂正の申立ては一切あっておりませんとのこと

でした。なので、報道にきちっと言わないと、会計全般と接待交際費のみで大分違

いますよ。私も会計全般とずっと思っていましたから、この質問をするまでですね。

そこはやっぱりきちっと答えないといけないと思います。 

   では、前回の一般質問に引き続き、不正な支出をお尋ねするところでしたが、市

側の答弁は、今後は監査委員の方で調べられますのでという答弁が予想されますか

ら、私と福島議員で領収書を調べた内容を監査委員さんにも認識していただく一部

を報告します。その中には、明らかに市が関与している不適切な支出もありますの

で、今後の監査の参考にしてください。 

   まず、メロンドームの平成２９年１１月２日の領収書で、国際パエリア大会協賛

金との名目で２万５，０００円が支出され、三セク全体で１０万円支出と記載され

ています。 

   では、お尋ねします。 

   市は独自に全ての領収書を調査されていますので、お答えできると思いますが、
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この三セクから国際パエリア大会協賛金との名目で支出された１０万円、これは何

に使われたのか、お尋ねをします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） ただいま荒木議員のご質問にありました１０万円の使途に

つきましては、新米のＰＲのほうに使っております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 今の荒木議員のパエリアイベントに関しましては、当時、

私のほうが担当しておりましたので、その詳細を申し上げたいと思います。 

   その当時、第５７回国際パエリアコンクール国際部門で優勝された、東京に店舗

を置く日本のチームの方から、近くまで来るので、菊池でもぜひイベントを行いた

い旨の提案を受けたところでございます。その提案された事業としては、市の事業

としてはそぐわないものの、何とか協力できないかとの思いから、新米のＰＲや物

産品の紹介とともに開催できればと、第三セクター連絡協議会に協力を行ったもの

でございます。その中で、協議会の中で話されて、それぞれ協賛という形でご負担

されたものと認識しております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 私も自分なりに調べまして、これからの質問に重複するとこ

ろがあるかと思いますけれども、一見これは何の問題もない、協賛金１０万円の支

出のように見えます。しかし、平成２９年の国際パエリア大会は９月にスエカ市で

開催されて終わっております。これはご存じですね。その後、菊池市で何らパエリ

ア大会の国際大会の動きがないのは、木下議員の一般質問でご存じかと思います。 

   では、この１０万円が何に使われたのでしょうか。先ほどお答えがありましたが、

調べてみました。情報公開請求しました。平成２９年１１月７日に、パエリア日本

一のお店が菊池へやって来る。この事業のことだと思いますけど、これが市の主催

でやっております。なぜ市の主催かと説明しますと、菊池市のホームページに企画

部の市長公室がお問合せ先として掲載されていました。 

   そこで、このパエリア日本一のお店が菊池へやって来る事業に要した経費はどこ

から支出されたのかを情報公開請求したところ、答えは当該事業に要した経費は存

在しませんとの回答でした。摩訶不思議。本来、市の事業であれば、市が予算を組
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んで、議会承認を得て、開催されるのが通常ですが、市の予算はゼロ、驚くことに

三セクに１０万円を負担させている。 

   時折市長は、三セク各法人は経営方針の下で自主自立した運営がなされておりま

すと常々発言をされております。そうなると、市長も政策的事業に対して、一般会

計からの支出が認められないからと、三セクにその支出をさせることがまかり通る

なら、三セクが市長の影響を受けていない、自主自立した会社と言われることと矛

盾されていませんか。皆さん、これ何か思い浮かびませんか。まだ記憶に新しいと

思いますが、これは以前問題になった、印刷費を国際交流協会からの予算から支出

したデジタル掛け軸事業と同じ構図です。 

   市の事業を三セクから支出させる。これは目的外支出ではないでしょうかと私は

考えるわけです。今、総務部長のほうから丁寧なご説明ありましたので、誰がそれ

を指示したのかという答えについては、お答えいただかなくて結構ですが、こうい

うものが、監査委員、たくさんあるんですよ。 

   メロンドームは、温泉ドームに比べて書類はそろっていますが、先ほどお尋ねし

たように、ほかにも不可解な支出が多数あります。例えば平成３０年１０月に、菊

朋会という菊池高校同窓会の東京支部総会にメロンを１１万３，２５０円分も接待

交際費から送っています。普通、逆なら分かるんですよ。同窓生が菊高のために頑

張ってくれといってお金を送ってくれるなら分かるんですけど、こちらからメロン

を１１万円分も送っている。なぜ菊池高校同窓会だけでしょうか。菊池市には菊池

農業高校、そして、菊池女子高校もあります。社長が菊池高校の同窓生だからとい

って、特定の高校に、いわば８５％も市が出資している公営企業的な三セクの接待

交際費から支出するのは公私混同ではないかと私は思います。この点も調べていた

だきたい。 

   その他、目的が明確ではない飲み会や、社員の結婚式に出席した際のタクシー代、

こんなのまで出てるんですよ。行き先が記載されていない運転代行代、どこで乗っ

て、どこで降りたかも記載されていない。ただ載っているのは金額だけなど、多数

ありますので、しっかり調べていただきたいと思います。メロンドームだけでもこ

れだけあります。 

   なお、メロンドームは、会計検査時にメロンを送ることが慣例となっているよう

ですので、今回、もし宮川監査委員と泉田監査委員のところにメロンが届いても、

受け取らないことをお勧めします。 

   では、次に、領収書もずさんで、５年間で約１００万円の使途不明金と報道され

ても仕方がない温泉ドームについてですが、平成３０年７月８日から１０日にかけ

て、役員研修で台湾に研修に行かれていますが、その旅費精算書を紹介します。 
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   まあざっとした精算書で、これですね、ちょっと小さくて見えないんですけど、

要点は１点だけですので、このパネルには旅費精算書なんですけど、台湾研修は６

名と記載されているんです。ところが、私が情報公開請求した株式会社日本旅行の

請求書には９名となっています。３名は社長と社員分なんですけど、さらに調べま

すと、領収書を全部提出していただきましたので調べますと、１人当たり１３万円

の旅費は研修費から、飲食代や空港で買った雑誌代、ビール代、つまみ代、これは

全て接待交際費から支出されています。これ自体は問題はないでしょう、役員研修

ですので。しかし、役員の方々６人は研修の参加費を払っている。２万円払ってい

るんですよ。ここにもちゃんと２万円掛けるの６名とあります。下には、何か知ら

んけど、６万５，０００円掛けるの６名と思いますので、６万５，０００円払って

いるんじゃないかなと思うんですが、払っているのに、社長と社員の２名は参加費

すら払っていないどころか、出張の日当として、社長が１日１万５，０００円の掛

ける３日分、４万５，０００円、社員が１人１日９，０００円掛ける３日の２万７，

０００円分ずつ受け取った領収書が添付されていました。なぜか、社長と社員の３

名だけが日当を受け取っているのです。これは旅費の二重取りであります。なぜ二

重取りなのか。税務上、日当というのは旅費や宿泊費に含まれていない出張中の少

額の雑費の支払いの補塡や、精神的、肉体的疲労の慰労の意味合いで支給されるも

のであります。これを雑費とは、じゃあ、何かということなんですが、雑費とは、

食事代、コーヒー代、そして新聞代などを指します。ですから、食事代も酒代もつ

まみ代も雑誌代も全て会社から支出されているのに、日当を受け取ることは二重取

りとなります。 

   では、お尋ねします。 

   温泉ドームには出張旅費規程、これは役所にありますね。会社も絶対に定めなき

ゃいけないんで、あると思いますが、出張旅費規程というものがありますか、お尋

ねをいたします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） ただいまの荒木議員のご質問にお答えいたします。 

   確認をいたしましたところ、出張旅費の規程はございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） もちろん出張旅費規程というのはありますが、たとえ出張旅

費規程があるからと、社長の日当が１日で１万５，０００円、社員の日当が１日９，
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０００円というのをもらってよいというわけではありません。これ、宮川監査委員

さんは税理士さんですので、釈迦に説法かと思いますが、日当については、受け取

る側、この社長とか社員は非課税所得なんです。なぜか、所得税、住民税、社会保

険料の対象とならないので、税法ではその旅行に通常必要とされる費用の支出に充

てられる範囲内と定めています。 

   ちなみに、税務関係の資料で日本実業出版社発行の資料がありますけども、それ

によりますと、税務上、妥当とされる出張時の日当の平均額は、民間の大企業でも

社長で５，０００円程度、取締役で４，０００円、一般社員が２，５００円となっ

ています。そうなると、温泉ドームの社長の旅費日当１万５，０００円は民間企業

の３倍、市議会議員の旅費日当、皆さん、幾らか知っていますよね、もちろん。３，

０００円ですので、市議会議員の５倍、これ、市長の５倍でもあります。温泉ドー

ム社員の旅費日当も、市役所職員が２，２００円ですので、約４倍ということにな

ります。 

   例えば服部社長が年に１０回、東京などに２泊３日で出張した場合、これは国内

は１万円ということですので、１回３万円なんですよね。ということは、年間で３

０万円、旅費日当を受け取った計算となります。そうなると、適正金額を超えてい

ますので、税法上、非課税所得とは認められず、経費として認められないので、会

社、要は温泉ドームは法人税が増加します。また、役員の場合は、役員賞与という

扱いになって、所得税、住民税が増加することになります。この解釈については、

相談した税理士さんも同じ見解ですし、それよりも何よりも、所得税法基本通達９

－３、非課税とされる旅費の範囲、また、９－４、非課税とされる旅費の範囲を超

えるものの所得処分として明記されていますが、執行部の皆さんご存じだったでし

ょうか。 

   早急に出張旅費規程の見直しを行い、市に準じた額に改正する必要があります。

それはそうですよね。８５％も出資してもらって、税金も固定資産税も免除されて、

公の施設の管理委託料ももらって、それでこんなに市の職員より４倍も高い、市議

会議員より５倍も高い出張旅費を頂いている。こういう出張日当を頂いていると。

こういうのはやっぱり許せませんので、早急に改正をしていただきたいと思います。 

   今回は、温泉ドームの役員研修費を問題としましたが、同じ年の７月の株主研修

の精算書にも理解し難い支出はあります。これらは氷山の一角で、ほぼ毎年研修に

行かれておりますので、ずさんな研修報告書を作っています。旅費精算書がついて

います。ですので、氷山の一角ですので、調べれば不正な支出は多々あります。役

員研修には三セクから研修費や厚生費からも支出されていることを考えれば、もち

ろん接待交際費も入っています。全ての会計がつながっていて、接待交際費だけの
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監査では真相が解明できないと私は思います。その場しのぎで接待交際費の監査を

しても、他の費目から不都合な真実が出てくれば、市の対応は後手後手に回るだけ

だと思います。 

   私は、ここで全会計を調べることが、不信感を増大させている市民に対しての正

しい回答だと思います。２名の監査委員におかれましては、今回のメロンドームと

温泉ドームの監査についてどんな報告がなされるのか、市民が注目しています。マ

スコミも注目しています。もちろん私も注目しています。誰に忖度することなく、

高潔で公正で透明性のある監査をされることを切にお願いして、一般質問を終わり

ます。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 三セクに関わるお話をいただきました。特に答弁を求められた

わけではないですが、大変お話の中に、事実関係が少し混同している部分がありま

すので、この機会に私のほうからも少しご説明をして、ご理解を得たいと思います。 

   先ほどから、市は８０数％も出しているのにというお話ですとか、市から全部を

監査をしないのかといったふうなお話がありまして、これは、実は行政としての市

と、出資者としての市というものが混在した議論になっておりますので、一回、ま

ず整理をさせてください。 

   まず、三セクに対する行政の立場というのは、地方公共団体としての市の立場で

すけども、市としても三セクに対する指導監督権限ございます。それは昨年１０月

の月例会でお答えしたとおりで、地方自治法の２２１条に規定されております。し

かし、これは法的拘束力のある指導権限ではありません。このことは総務省にも確

認したところでございます。総務省からは、この規定以外の部分は会社法の規定を

参照することになるということでございました。 

   また、同じ総務省からは、平成２６年８月に三セク等の経営健全化等に関する指

針の策定についてという通知がなされまして、地方公共団体としての三セクへの関

与の在り方が示されております。これは地方自治法２４５条に基づく技術的援助と

いう位置づけの内容であります。要するに、これはアドバイスにすぎないというこ

とでありまして、このことも総務省に確認のところ、この通知は助言という意味合

いで発出されたもので、法的な指導の根拠とすることは困難という回答でございま

した。 

   私どもとしましては、行政の立場で最大限できることということで、三セクの経

営健全化を図るために、今回の交際費問題において、事務管理の基本的枠組や各種

規程、ルールがどうも不十分であるという認識に至りましたので、行政の立場から、
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まずは当社取締役会に新ルールを整備させて、そして、併せて、自治法１９９条に

基づきまして、市の監査委員に過去５年間プラスワンの交際費に関する執行状況と、

それから、当社が整備してくれました新ルールがちゃんときちんと運用されている

か、その状況を監査してもらうことになったわけであります。 

   そしてまた、交際費以外の各種経費の取扱いについても、同じようにどうもルー

ルが未整備だといったふうな体制面の問題がありましたので、これについては、ま

ず当社が各種ルール、規則等を洗い出して、実体的な体制整備を進めなさいという

指導をしているところでありまして、これらは、今、当社にて整備中であります。 

   しかしながら、今般、今ご指摘のありました旅費に関する一つの事例からは、旅

費等においても、どうも運営ルール並びに実際の運用ともかなり不十分な面が見て

とれるわけであります。ただ、これが一事例でありますので、例外的なことなのか、

あるいは全般、当社全体に共通することなのか、この一事例をもって断定すること

は大変危険でありますので、経営管理面全体について総点検する必要性は感じられ

ているところでございます。 

   かといいまして、市の立場は、今申し上げたとおり、自治法の枠を超えるわけに

いかないわけですね。（「議長」と呼ぶ者あり）もうすぐ終わります。 

○議長（大賀慶一君） 市長、簡潔に答弁をお願いします。 

○市長（江頭 実君） また、強制的な調査指導権を有しておりません。それから、全

体を監査するということになれば、これは地方公共団体の事務を完全に超えており

まして、これは別の言葉で言えば、当社の自身がやる経営監査そのものにほかなり

ません。それを一義的には出資者の総意の下で、出資者が当社の経営陣に対して外

部の監査を求めるべき事項であるというふうに思います。 

   私どもも大口出資者としての市の立場からは、出資金を毀損するようなことがあ

っては困るわけでありますから、この機会に外部監査による総点検を要請したいと

いうふうに考えております。ただし、これは幾ら市が大口出資者とはいっても、ほ

かの株主の方もいらっしゃるわけでありますから、市が単独で、今、決定できるこ

とではありませんので、総会において提案をして、機関決定をして進める必要があ

る事柄でございます。 

   少なくとも、今までお話がるるありましたけども、個社の個別業務をこの議場に

おいて細かく議論するのは適切ではないと思いますし、ましてや、税務上の疑惑が

あるようなお話をこの場でなさるのは、私としては適切ではないというふうに考え

ているところであります。 

   一番大事なのは、市はどうしてもこの三セク、イコールではないかというふうな

誤認がありますので（「議長」と呼ぶ者あり）すみません、終わりますので。 
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○議長（大賀慶一君） 市長、簡潔にお願いします。 

○市長（江頭 実君） あと１分ぐらいで終わります。 

○１１番（荒木崇之君） 替えてもらっていいですか。私の時間なので。 

○市長（江頭 実君） 議長、よろしいですか。 

○議長（大賀慶一君） どうぞ。 

○市長（江頭 実君） それでは、議長のお許しをいただきまして、続けさせていただ

きます。もうすぐ終わります。 

   一つには、市のイメージ自体が大変悪くなる。それから、今までおっしゃってい

る中の事柄で、当社の信用自体も大変これは傷がつく可能性もあります。それから、

市民にとっても、今まで２０年来、地域経済に大変貢献してきた三セクであります

けども、こうしたところはマイナスイメージしか目立たない。こういう、要すれば、

三方一両得どころか、三方一両損になりかねない事態が今ございますので、私ども

としては、この際、全般的に、全面的な監査を当社として実施していただき、それ

を市にも、市議会にも報告をするように、これから提案をしたいというふうに思い

ます。 

   以上、私の見解を申します。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 終わりますと言ったけど、私、質問していいですか。質問と

いうか、いいですか。 

   私がいかにもここの質問でおかしいみたいなことを言われますけど、きちっとル

ールにのってやっとります。それはなぜかといいますと（「議長、もう終わったけ

ん」と呼ぶ者あり）終わっとらんでしょう。（発言する者あり）じゃあ何でそっち

にしゃべらすっとですか。あんたもともと議長しよんなはったでしょう。黙って座

っとってください。 

   監督権の行使の状況については質問できると。監督権の行使の範囲内で私はやっ

ているわけですよ。市長は関わってないとおっしゃいましたけど、覚えてます、社

長を決めたときに、大株主の私がこっちと言ったからこっちと言ってるじゃないで

すか、はっきり。議事録もありますよ。取締役のときに言っているわけでしょう。

でも、どうして取締役になれたかと。それは市の市長だからでしょう。そこはイコ

ールですよ、これは。三セクは自主自立したと言いながらも、市がいないとできな

いじゃないですか。出資をしているだけじゃないんです。公の施設管理を任されて

いる。施設管理料が毎年税金から出てるんです。ですから、三セクを潰すとなった

ときも、不知火を見てくださいよ。宇城市が出てくるでしょう。阿蘇市が出てくる
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でしょう、アゼリアを止めるときには。だから、市は関係あるんですよ。市が関係

ないということはない。 

   しかも、これからのことは分かりました。これからについて努力される、訂正さ

れるというのは分かりました。しかし、これまで不法に使われた、不当に使われた

お金、これをどうするか、これをどう責任をとるかというのが市民が関心があると

ころなんです。 

   私は、誰を責めるとか、誰がどうとかじゃなくて、これまでおかしな使い方をし

ているなら、それを一回解消しましょう。その上で新しいルールをつくってやりま

しょうと言っていますので、そこをご理解していただきたいというふうに思います。 

   本当にこれで一般質問を終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、荒木崇之君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後２時０３分 
開議 午後２時１１分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 皆さん、こんにちは。質問の前に、今月末をもって市役所を

退職されます職員の方々に対しまして、長い間、また、合併前の市町村の時代から、

それぞれの地域の発展にご尽力をいただいたことに敬意と感謝を申し上げます。今

後はこれまでの行政経験を生かして、菊池市発展のためにご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

   それでは、通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

   まず、市営住宅の現状と今後の計画について、今回は特に緊急避難住宅（政策空

き家）の状況についてお尋ねをいたします。 

   菊池市の発展には、そこで暮らす市民の生活基盤を整えることが重要であり、特

に公営住宅は、住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に建設、整

備が行われております。 

   合併後、平成１８年第３回定例会において、市営住宅の現状と今後の計画を質問

しておりますが、そのときに台風等による風水害や火災等により住宅が消滅したり、

居住が困難となった場合の緊急避難住宅（政策空き家）の必要性を提案させていた

だきました。執行部としても、災害時により住宅に居住できなくなった被災者の対
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応の必要性を認識していただき、低額の家賃の公営住宅２戸を政策空き家として確

保したいと考えているとの答弁をいただき、その後、緊急避難住宅（政策空き家）

の確保ができております。 

   そこで、お尋ねをいたしますが、市営住宅の現状と今後の計画、特に緊急避難住

宅（政策空き家）の状況についてお示しをいただきたいと思います。 

   以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 建設部長、中村喜範君。 

［登壇］ 

○建設部長（中村喜範君） 皆さん、こんにちは。それでは、木下議員のご質問にお答

えいたします。 

   まず、市営住宅の現状と計画ということでございますが、戸数等についてお答え

させていただきたいと思います。 

   現在、本市は２９団地１，１７０戸の市営住宅を有しております。今後の計画に

つきましては、平成２９年度に策定いたしました菊池市住宅マスタープランにおき

まして、令和９年度末までに管理戸数を９８６戸まで削減することを目標としてお

り、その目標に向けて業務を進めているところでございます。 

   また、施設の維持管理等につきましては、平成２９年度に菊池市公営住宅等長寿

命化計画を策定しており、長期的な観点から計画的かつ効率的な維持補修を行うこ

とで、コストの削減並びに適正な維持管理に努めているところでございます。 

   ここで、緊急避難住宅についてでございます。本市では、火災や災害により自宅

を損壊された方などに対し、その状況が改善されるまでの一定期間、目的外使用に

よる市営住宅の提供を行っております。 

   この取組は、議員おっしゃられたとおり、平成１８年度から行っておりますが、

利用の実績につきましては、過去５年分ということで報告させていただきたいと思

います。 

   平成２８年度に熊本地震関連で４８件、建物火災で１件。平成２９年度に熊本地

震関連で５件。平成３０年度に熊本地震関連で３件。令和元年度に建物火災で３件。

令和２年度に豪雨災害で２件、台風災害で１件。以上の利用実績となっております。 

   なお、提供する住宅の選定等につきましては、被害に遭われました方の生活基盤

などを考慮しまして、できるだけ被災者のニーズに応えられるよう、柔軟に対応し

ているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 
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○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。いずれにしましても、やっぱり市

民の安心安全を守るためには、こういう政策は必要性が十分あると思います。 

   昨年の７月の豪雨で全壊になったところの方にも、この政策空き家で対応してい

ただきました。そのときに、ちょっとお願いがあったんですが、あのときは暑い時

期でしたから、最低限の空調関係とか、そういうのも、何もなくなってやっぱり入

りますものですから、最低限のそういう設備の拡充もお願いしたいと、そういう要

望もあっておりました。 

   それと、今後については、公営住宅の管理については、私、平成２１年第３回定

例会で、今後は管理を民間に委託するような考えもあっていいんじゃないかという

ことで、指定管理者制度の導入について質問をしております。今後はそういうこと

も含めて、やはり検討していく時代になっていると思いますので、これは提案とい

いますか、要望にしておきたいと思います。よろしくお願いしておきます。 

   それでは、次に、地場産業育成の現状についてお尋ねをいたします。 

   本市においては、現在、中小企業振興基本条例に基づいて、地場産業育成に取り

組んでいただいておりますが、今回は特に福祉関係の利用状況についてお尋ねをさ

せていただきます。 

   この件につきましては、平成２５年第３回定例会において指摘、要望をしており

ます。福祉関係、特に居宅介護サービス費、福祉用具対応においては、８７４件の

うち、菊池市内は１４５件、１６．６％、菊池市外が７２９件、８３．４％であり、

熊本市３９１件、４４．７％、山鹿市が１６３件、１８．６％であります。 

   次に、住宅改修においては、１２５件のうち、菊池市内が３０件、２４％、菊池

市外が９５件であり、７６％であり、熊本市が５３件で４２．４％であり、数字か

ら見ても地場産業育成になっていない状況でありました。 

   その後は、指摘、要望に基づいて、改善は進んでいると思われますが、現状をお

示しいただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 改めまして、皆様、こんにちは。ただいまの木下議

員のご質問にお答えいたします。 

   介護サービスにおきます事業所の利用状況でございますが、令和元年度の年間利

用総数は７，３８６件、そのうち市内事業所の利用は４，９９５件、利用率は６７．

６％となっております。 

   また、福祉用具貸与につきましては、年間利用総数１，３６１件のうち、市内事

業所は５９０件で４３．４％、住宅改修につきましては、年間利用総数１８４件の
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うち、市内事業所は５５件の２９．９％となっております。 

   前回のご質問でお答えいたしました平成２３年度の市内事業所の利用率と比較し

ますと、介護サービスで２．６ポイント、福祉用具貸与は２６．８ポイント、住宅

改修は５．９ポイント、上昇している状況でございます。 

   介護サービスの利用につきましては、利用者が希望する介護サービス事業所を自

由に選択するものではございますが、今後も必要に応じて市内の事業所の紹介など

を行ってまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。少しは地場産業育成になっている

ようでございます。 

   部長が申されましたように、基本的には、ケアマネジャーさんとか、そういう

方々に相談の上、決めていくというところがやっぱり多いと思うんですね。私の母

のときにも、私たちもどういう形で地元にそういうのがあるかというのはなかなか

理解をできていませんでしたので、そういうことも含めて、やはりその担当の方が

地元の意識を持っていただくと。そういうことにまた改善が進んでいくと思われま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

   それでは、次に、千畳河原周辺の整備の現状と今後の計画についてお尋ねをいた

します。 

   この件につきましては、これまで、合併前から千畳河原はもちろん、周辺の道路

整備も含め、何回も質問を続けてまいりました。千畳河原は、皆さんもご存じのよ

うに、菊池川上流の滝区集落に位置し、自然石が石畳状に存在しており、夏は多く

の家族連れや若者が涼を求めて、県内はもとより、県外からもたくさんの方々が訪

れており、菊池市のすばらしい自然を生かした観光地として注目を集めております。 

   特に近年は、古川伊倉線の整備によって駐車スペースが取れるようになり、また、

産さん滝、産さん神社までの農道も整備が進み、見学者も増加しております。これ

までにトイレの改修とアシの除草について、何度も要望を続けておりましたので、

地元県議のご尽力により、単県事業、護岸雑草処理事業で千畳河原の本格的なアシ

の除草が行われました。おかげさまで昔の面影を取り戻して、すばらしい姿によみ

がえっております。 

   しかしながら、昨年の第２回定例会で指摘をいたしましたが、まだ一部の除草で

ありましたので、地元滝区の皆様からも、ぜひ継続して整備をお願いしてほしいと

の要望もありましたので、昨年の５月２６日に滝区の区長の田中様と県議に陳情に
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伺っていることを一般質問で報告しております。 

   そのときの答弁で市長は、千畳河原の整備についてでありますけど、時間の経過

とともに、アシが繁茂しているわけでありますので、定期的な整備が必要となりま

すけど、実は、今回、県に大規模整備していただくに際しては、大変難しい問題が

ございました。県の管理河川の範囲とはいいながら、防災上の問題があるというこ

とではなく、また、観光の公園というわけでもないことでしたので、いろいろとご

苦労いただきまして、何とか実現していただくに当たっては、これは交渉の経緯は

木下議員はご存じないかもしれませんが、その前提としての約束事がありまして、

今回はもうとにかく県がやるけれども、今後は市が管理主体となるということを前

提に、それを約束していただきたいということで、今回の整備をお願いしたわけで

ありますので、今後について、また県に整備をお願いするわけにはなかなかいきま

せんので、市が中心となって、民間の協力をいただきながら、整備を進めていきた

いというふうに思っていますと答えられました。 

   私は、地元区長と県議の要望のときに、市としての熱意、計画的なものがあれば、

協力は惜しまないと県議が言われておりましたので、その後も私なりの要望と、地

元と続けておりましたので、今回、県のほうで継続して整備の決定をしていただき、

現在、整備が完了しており、すばらしい景観が戻っております。改めて地元県議の

ご尽力に感謝を申し上げたいと思います。 

   今後は、市として千畳河原周辺の整備については、菊池市のすばらしい観光地と

しても大切に管理していく必要がありますが、今後の整備計画をお示しいただきた

いと思います。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまの木下議員のご質問にお答えいたしま

す。 

   千畳河原の整備状況につきましては、令和２年第２回定例会での木下議員のご質

問及び先日の田中議員のご質問に対する答弁と一部重複するところがございますけ

れども、あらかじめご了承いただきたいと思います。 

   河川内に堆積いたしました土砂や繁茂したアシにつきましては、関係各位にも大

変ご尽力をいただきまして、大規模な整備を令和元年度と令和２年、今年度に熊本

県において広範囲に実施していただいたところでございます。 

   また、公園内の施設につきましては、設置から年数も経過しておりましたので、

必要な維持補修など計画的に実施しながら、施設の適正な維持管理に努めてまいっ

てきたところでございます。 
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   また、千畳河原の管理につきましては、地元集落に清掃などの管理業務委託契約

をお願いしておりますが、地元集落の方のほかにもボランティアの方々が除草作業

に従事していただくなど、大変ありがたく思っているところでございます。 

   今後も引き続き、地元集落の方々やボランティアの方々へのバックアップや関係

機関との連携をもって、千畳河原一帯の景観の維持と活用を図ってまいりたいと考

えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

   昨年、継続しての整備が決定した折に、１２月２４日でしたか、滝区の田中区長

と一緒に県議の事務所にお礼に行ってまいりました。その節、おっしゃったのが、

木下さん、あとは菊池ほうでいろんな整備はきちんとやってくださいよと、そうい

うお願いがございました。私もそのことを執行部に伝えて、具体的にどういう、整

備のお願いをしておりますけれども、その件はどうなったんでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） ただいま木下議員のご質問ですけれども、その後、整備の

ほうを庁内のほうで検討を進めておりまして、小まめなメンテナンス、土砂が長年

堆積すると大変でございますので、小まめなメンテナンス、清掃等を考えていると

ころでございます。 

   また、現在、県のほうでしていただきました工事の方法等、担当課のほうでも見

て、そのやり方、その辺を勉強して、今後に生かしたいというふうに進めていると

ころでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 私は具体的な、やっぱり改善的な整備の要望をしたつもりだ

ったんですよ。ちょっと申し上げますと、あずまやの改修とか、それと駐車場が白

線が消えかかっておりますので、それをきちんと引いてくださいと。それとトイレ

も傷んでおりますので、もうある程度きちんと改修をしないと、お客さんが物すご

く増えております。もう夏場、何回も行っておりますけれども、交通渋滞で大変で

す。ある面で地元の方々、区民の方々にも大変な迷惑をかけているわけですね。だ

から、そういうことに対する配慮が必要だと思います。そのためには、やっぱりそ
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の地域の整備は菊池市がきちんとやっていかなければいけないと思うんですね。何

かちょっと打合せというか、確認しましたら、白線の予算を今度はつかなかったと。

そういう状況でございますので、県は一生懸命やっていただいて、市のほうは何か

先送りするような整備のやり方では大変申し訳ないと。補正でも組んで、やっぱり

夏に間に合うように、駐車場の白線というのは、やっぱりお客様にとってはトラブ

ルのもとですから、そういうことについて、きちんとやっぱりやっていただきたい

と思います。強く要望しておきます。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のため１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後２時３３分 
開議 午後２時３９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） それでは、次に、国道３８７号沿いの太陽光発電施設につい

ての陳情採択後の対応についてお尋ねをいたします。 

   この件につきましては、これまで何度も質問いたしましたが、市の環境基本条例

があるにもかかわらず、当初は関係住民等に説明会が行われずに開発行為が進んで

おりましたので、地域住民、特に隣接住民の方々より、安全面、景観等の不安、不

満の相談がありましたので、市の立会いの下、菊池市環境基本条例に基づいて、こ

れまで何度も地元説明会が開催されましたが、地域住民の不安の解消には至ってい

ない状況であります。 

   市も条例に違反したケースであると認識され、事業所に対して事前協議終了まで

の間、開発中断の要請を行い、開発の休止を求めていただいております。その後、

土木や景観の学識経験者からの意見を聞き、各地区からの要望も取り入れ、事業者

所への環境、安全性に配慮した対策を指導されたとのことであります。 

   その後、開発業者が学識経験者の熊大教授からの指導・改善に対して、対応がで

きないとの回答に対して、また、市の避難所に指定してある迫間支館に隣接する場

所にも設置予定であることも判明しておりましたので、地域としては太陽光発電事

業に対して反対の陳情書が昨年第４回定例会に提出されました。福祉厚生常任委員

会に付託され、地域住民が安心して暮らせる環境を強く望まれているので、市が間

に立って、地域住民と業者で検討された代替案が履行されるよう、きちんと指導し

ていくべきと賛成多数により採択され、その後、最終日には、私も賛成討論をさせ
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ていただきましたが、迫間地区の太陽光施設の撤去協力を求める陳情は全会一致で

採択されました。市としても、議会の採択を強く受け止め、開発業者に対して対応

されていると思いますが、現在の状況をお示しいただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 改めまして、こんにちは。それでは、私のほうから、

木下議員のこれまでの動きについてということでご説明させていただきます。 

   迫間地区及び大柿区、平野区並びに３名の方からの連名による要望書が出されて

からの市の動きについて説明をいたします。 

   市には、地域住民の皆様から開発事業者へ要望書が提出された、それと同日にそ

の要望書の写しとともに協力を依頼する文書が届いております。 

   このことから、市は、開発事業者に対し、専門的・科学的見地からより詳細な説

明を地域住民の皆様へ行うように指導通知を令和２年１１月９日付で発出しており

ます。 

   その後、市へ、地域住民の方から計画予定地に隣接する農道等の問題に対する相

談や、建設現場の状況、地域住民同士でこの開発計画の経緯を話し合われたことの

報告、開発事業者の行動について確認の連絡等もあっております。 

   市も、このような地域住民の皆様からの相談、連絡に対し、開発事業者の行動に

変化があった都度、地域住民の皆様へ情報を伝えておりました。 

   さらに、今年の１月には要望書を提出されました住民の方から、開発事業者が個

別に話しに来たという情報がございましたので、市はその話について、詳細な内容

を確認するため、再度、住民の方に聞き取りを行いました。 

   それと併せまして、市は、指導通知に対する対応状況について、開発事業者へ聞

き取りをするとともに、地域住民の皆様への説明と市への報告書の提出について繰

り返し求めてきたところでございます。 

   その後、開発事業者より、令和３年２月１２日に市の指導通知に対しまして報告

書が提出されました。しかし、その内容は不十分であると判断いたしましたので、

改めて市は、事業者に対し要望書を提出されました６名の方をはじめとする地域住

民の皆様へ説明を行い、その結果について、説明資料や議事録等を含む報告書を再

提出するよう求めているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 
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   個別に訪問しているとか、そういうのは私も十分把握しておりますけれども、令

和３年２月の１２日に、ある面では報告書が不十分だったと。基本的にもう業者は

改善するような意識はないんですよ。ただ時間稼ぎをして、何か個別に、要望が議

会で全会一致で採択されているのに、また個別に訪問しているわけですよ。そうい

うのは厳しく指導していただいて、やはり菊池市の執行部として、市として取り組

むことは物すごく必要性があると思うんですよ。 

   ちょうど高野瀬と戸豊水の境は、あそこは外柵も何もしてないのに稼働している

んですよ。ああいうのだって、私は法律違反にもなっていると思いますよ。そうい

うところは全然やっぱり指導もしなくて、ただ時間稼ぎをしているようにしか私は

理解できんとですよ。だから、このことについては、先般の一般質問の中で、市長

も、本市におきましては、必要要件に該当する大規模な太陽光発電設備であるとか

いうものについては、住民の安全性の確保ですとか、それから、自然環境の維持保

全を目的とした許認可型の条例ができないだろうかということに向けて、今、研究

を既に進めているところでありますということで答弁をいただいております。それ

から大分期間もたっておりますので、私がこれまでの一般質問で申し上げたように、

環境基本条例を早く見直しをして、やっぱり改善をしていかないと、どんどんどん

どんこういう施設が乱立する可能性があるという心配もありますので、このことに

ついては、今の状況を市長のほうから答弁をいただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 環境条例の見直しの状況についてというご質問でございます。 

   今おっしゃいました許認可型の条例の制定につきましては、他の自治体を参考に

しながら、情報を収集しまして、条例づくりに向けた研究を積み重ねてきていると

ころでございます。 

   現在の状況は、条例の骨格自体はおおむね出来上がってきているものの、これか

ら許認可制の導入という重大な判断をしなければなりませんので、様々な角度から

慎重に内容を検証しているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

   今日は、地元の区長さん方も控室のほうでモニターでご視聴されておりますけれ

ども、本当に地域の方々にとってはもう大変な心配なことなんですね。やはり時間

的なものが関わってくると、やっぱり既成事実をつくっているみたいで、全然その
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動きが見えないと。そういうことにある面では悩まれて、もう反対の看板の準備を

しましたと。それと今後は署名活動も進めていくと。それと裁判も辞さないと。そ

ういう構えでおられます。いずれにしても、市の動きがあまりにも見えないと。そ

ういうことも含めて、そういう地元の方が覚悟をしているということも含めて、今

後はしっかりと大至急取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願い申し上

げます。 

   それでは、次に、旧迫水小跡地への進出企業、熊本県菊池エミュー観光牧場株式

会社の現状についてお尋ねをいたします。 

   この件につきましては、私も地元でございますので、城議員とともに、これまで

市が主催する関係地区への説明会に参加し、進出企業、株式会社山口油屋福太郎を

校区の区長さんたちと訪問させていただいたり、また、平成３０年第３回定例会で

の議案第９３号、財産の譲渡について、総務文教常任委員長報告に対しての質疑で

申し上げましたが、地元に対して災害時の避難所の問題、学校跡地での屠殺、飼育

に伴う排水処理等、また、譲渡の相手方の熊本県エミュー観光牧場株式会社の事業

計画、エミューというまだなじみのない動物を飼育することに地域住民には不安が

ありますので、頭数等の確認、地域とのトラブルがあった場合、買戻しの特約、譲

渡等の禁止について確認をさせていただきました。 

   その後は、平成３０年６月１２日に行われました進出協定式での事業計画概要で

は、着工時期は平成３１年４月と示され、熊日新聞にも写真と記事が掲載され、地

元はもちろん、菊池市としても大きく期待をしておりましたが、企業側の着工の遅

れ、具体的な事業計画の地元への説明がありませんでしたので、一般質問等で迫水

小跡地の現状の説明を求めてまいりました。 

   その後、やっと昨年の８月１７日に進出企業の地元での説明会が初めて開催され

ました。コロナ禍ですので、迫龍ふれあいセンターで５回に分けて行われ、各区長

からの質問、要望等の意見が出ましたが、ほとんどの区長が進出協定時から交代を

されており、企業訪問もされたこともなく、エミューも見たこともない方ばかりで

あり、なかなか説明を受けても理解できなかったのではないかと思われます。私は

５回全部に参加させていただき、事業計画の遅れに対する確認、地元雇用、避難所、

レストラン等の今後の計画についてお尋ねをいたしました。 

   その後、９月９日に企業側に対して迫間・水迫地区より要望書が提出されて、１

０月２８日に要望書に対する報告会が開催されましたが、企業側からの参加はなく、

市長からの報告会でした。コロナ禍ですので、仕方ない点もあると思われますが、

地元としては納得できないとの意見も出ておりました。 

   昨年末に地元地区長より、熊本県菊池エミュー観光牧場株式会社よりエミュー導
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入安全祈願祭の案内がありましたが、木下議員も出席されるでしょうかという問合

せがありました。私には案内は来ていないと伝えたら、区長はびっくりしておられ

ました。私もこれまで、迫水小跡地問題については地元の代弁者として取り組んで

きましたので、今後の事業計画には特に心配をしております。当初の計画の遅れ、

レストラン、地元雇用、避難所としての開放、飼育に伴う排水等の問題も確認する

必要がありますので、改めて、エミュー導入後の計画を詳しくお示しください。ま

た、安全祈願祭の案内の件についてもお答えをいただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 政策企画部長、後藤啓太郎君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（後藤啓太郎君） 改めまして、こんにちは。 

   エミュー観光牧場のまず現状という、前回の第４回定例会以降の現状ということ

でよろしいでしょうか。まず、現状についてお答えさせていただきます。 

   令和２年第４回定例会以降の熊本県菊池エミュー観光牧場株式会社の状況につい

てお答えします。 

   令和２年１２月２１日に、先ほど議員ご案内のとおり、会社主催により、地元区

長や工事関係者等を招き安全祈願祭が執り行われております。 

   続きまして、１２月２３日には、生後約８か月のエミューのひな５５頭が北海道

網走市より陸送されて到着し、飼育が開始されました。 

   今年に入り２月１０日には、市役所にて、市長、私と企画振興課担当職員が株式

会社山口油屋福太郎、日本食品株式会社の役員の方々と飼育状況などについて意見

交換を行いました。 

   なお、２月１２日にはＲＫＫ熊本放送の番組において、エミューの飼育状況と飼

育の様子が紹介されたところです。 

   続きまして、安全祈願祭の内容につきましてでございますけれども、令和２年１

２月２１日に事業所内のエミューの飼育場所前にて、菊池神社の神職による神事が

執り行われました。 

   会社側としては、新型コロナ感染症対策に配慮し、招待される人数や祭典の内容

を制限され、出席者につきましては、地元区長、金融機関、警備会社、工事関係者、

市長、株式会社山口油屋福太郎及び日本食品株式会社の役員の１２人でございまし

た。 

   なお、私と企画振興課担当者も同行いたしております。 

   祭典の中では、市長が来賓として挨拶を行い、玉串拝礼につきましては、金融機

関、工事関係者、日本食品株式会社、市長の４名が行っております。 

   すみません。先ほど２月１２日のＲＫＫ熊本放送の番組において、エミューの試
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食と申し上げるべきところを飼育状況と、飼育と私申し上げてしまいました。おわ

びして、訂正させていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 祈願祭については、私のほうに、出席した後、地元地区長か

ら、私も地元の代表で行っておりましたので、多分玉串拝礼はしなければいけない

んじゃないかということでおっしゃっておりましたが、ご紹介もなかったと。そう

いうことも含めて、ちょっと気分が害されたようでございました。その旨も執行部

のほうにも、私、その後、伝えて、今後、やっぱり地元と基本的には地域貢献も視

野に、また、共存共栄という形の中で、やっぱりお互いがよくなるようにやってい

こうという中で、わざわざ地域の地区長を呼んどいて、玉串拝礼もなかったという

のには、私はちょっとびっくりしました。大企業でありますので、通常の常識から

考えたら、やはり工事関係者とか、やっぱり金融関係の方はされたということでし

たけど、やはり地区長としての思いというのがございましたので、その旨はしっか

りお伝えをしておきたいと思います。 

   それと、今後、どういう形で、そのエミューは５０何頭か入っているみたいです

けど、その祈願祭自体が熊日とか、そういうのに取材依頼もしてありませんので、

記事にもならない。広報には小さく載ってました。ですから、地元の方は全然分か

られないんですよ。そういうことも含めて、今後、例えばレストランの問題とか、

今、飼育員の方が来られている状況だそうですけれども、その飼育員の方はどちら

の方なのか、地元雇用なのか、それとか、幾つかございますが、伊倉区は水源池の

環境保全的な覚書を交わしていらっしゃいますよね。そこの区長さんところに、私、

挨拶に行ったら、もうエミューが来ているんですか、全然情報も入らないし、挨拶

も来られてませんから、知りませんでしたということでございました。だから、も

う飼育が始まった時点で、やっぱり関係の区長とか、そういうところにご挨拶に行

くぐらいの配慮はあってもいいかなと私はそう思います。私は、民間企業というの

はそういうところのきちんとした配慮があってこそ、やっぱり一流企業だと思いま

す。 

   それと、金峰の区長は、もうあそこの学校跡地の目の前ですよ。そこにも何もご

挨拶がないと。飼育が始まったのにですね。祈願祭のときはまだエミューは来てま

せんので、だから、事細かくいろんなことを申し上げると、非常にもう私も心苦し

いんですが、やはりそういった形で、学校跡地に来ていただいた。もう本当に感謝

しております。しかしながら、今後は地域とのやっぱり密接な関係をきちんとつく

っていただくためには、やっぱりそういうのに小さなことでありますけれども、配
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慮が必要だと思います。 

   それともう１点、古川兵戸井手の委員長も、説明会のときに排水の問題にはとて

も心配されておりました。その古川兵戸井手の委員長にも何の連絡もないと。もう

そういうことも含めて、もう申し上げたら切りがないぐらいたくさんあります。で

すから、今後はやっぱり間に入って市がやるべきことというのはたくさんあると思

います。私たちも正直言って、祈願祭にご案内もありませんので、何もお会いでき

ていませんので、どこに何を伝えていいのか分かりません。だから、私たちは地域

の代弁者として、市のほうにお願いするしかございませんので、そのことについて

は、今後、きちんとした配慮をしていただきたいと思います。お答えがあれば、何

かよろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） エミュー観光牧場との関係性についてという趣旨でのご質問だ

ったと思います。 

   お話にありました安全祈願祭につきましては、開催準備の際に大変お悩みであり

まして、特に新型コロナ禍の中で、食品を扱う会社さんでもありますし、万々が一、

地元に迷惑がかかるようなことがあってはいかんということで、熟慮に熟慮を重ね

た結果、コロナ対策に最大限配慮して、できるだけ少人数で短時間で執り行う方針

ということでお決めになったようでございまして、恐らく４人の玉串ということは、

私が市を代表してという趣旨であったろうというふうに理解しているところでござ

います。ある意味、時節柄を反映したもっともな考えでもあろうとも思いますし、

何よりも先方主催の事業でありますので、尊重していきたいというふうに思います。 

   もちろん今後の前向きな点で考えれば、２月の１０日に会社の役員の方々と意見

交換を行っておりまして、会社さんの姿勢としては、これまで同様、地域や本市と

連携して事業を進めていきたいという強い思いをお持ちでございましたので、その

ことをご報告をさせていただきます。 

   また、市としても、今後につきましても、地元と会社側との間に立ちながら、調

和のとれた地域の発展につながる連携を促進していきたいというふうに思います。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。いずれにしましても、企業と地元

がやっぱり共存共栄になると。お互いによかったねという形でいっていただきたい

と思いますので、細かい点でございますけども、もっとやっぱり気遣いが必要だと
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思うんですね。ちょっともう目の前で、飼育員の方でも、今度新しく来た飼育員で

ございます。どうぞよろしくって、簡単なことじゃないですか。 

   それと、わざわざ環境、水質の問題で協定を結んでいると。来られたときに、ち

ょっとその地区長でも、市長さんでも挨拶に行けばいいことだと思いますよ。そう

いうことを皆さんが配慮して、やっぱりご案内するとか、そういうのがやっぱり市

の役割だと思いますので、今後は、やはり地元からこういった形で苦情じゃないと

思いますけど、思いがやっぱりあるようじゃ困ると思います。 

   それと、やはりレストランの問題とか雇用の問題というのも皆さん期待されてい

ることですから、今、コロナ禍だから仕方ない面もございますが、やはり随時計画

的にそういうのを示していただきたいと思います。よろしくお願いしときます。 

   それでは、次に、国の新型コロナウイルス対策として交付された地方創生臨時交

付金の菊池市での使い道についてお尋ねをいたします。 

   この件につきましては、午前中、福島議員より質問がありましたので、重なる点

があると思われますが、よろしくお願いいたします。 

   私はこれまで、新型コロナウイルス感染拡大による影響に対して、市独自の支援

事業をスピード感を持ってやってほしい、緊急性のないものはコロナ対応に回して

ほしいと申し上げてきました。当初は他の自治体に比べて対応が遅い、対策が足り

ないと市民からも不満の声が届いておりました。 

   今回は、国の新型コロナウイルス対策の財源として自治体に交付される地方創生

臨時交付金の菊池市での使い道について、市民からの問合せもありますので、確認

も含めお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 政策企画部長、後藤啓太郎君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（後藤啓太郎君） 地方創生臨時交付金の菊池市での使い道についてと

いうことで、菊池市に交付されている臨時交付金の総額と、交付金をどのような事

業に使っているかということについてお答えさせていただきます。 

   まず、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として交付される交付

限度額においては、国の第１次補正分が令和２年５月１日付で通知され、本市の地

方単独事業分の交付限度額は２億１，６３９万９，０００円とされました。 

   また、第２次補正分については、令和２年６月２４日付で通知があり、本市の交

付限度額は、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分として１億８，４８

１万４，０００円、新しい生活様式を踏まえた地域経済の活性化等への対応分４億

８，９５４万８，０００円、合計６億７，４３６万２，０００円であり、第１次補

正、第２次補正を合わせまして、地方単独事業分の交付限度額は８億９，０７６万
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１，０００円となっています。 

   この交付金の対象事業は、新型コロナ感染症への対応として、感染拡大の影響を

受けた地域経済や住民の生活を支援するための事業などとされており、本市におい

ても新型コロナウイルス感染症の対策として、早急な対応が必要な事業に活用して

いるところです。 

   今回上程している補正予算までの地方単独事業で、事業費が２，０００万円以上

のものについて、金額が多い順に、「遠隔・オンライン学習の環境整備事業～ＧＩ

ＧＡスクール構想への支援～」としまして２億２，３７１万６，０００円、「プレ

ミアム付き商品券事業」が２億９４９万９，０００円、「防災倉庫整備事業」が１

億２，５９８万７，０００円、「新型コロナウイルス対策融資資金利子補給及び基

金事業」が１億１，８３５万４，０００円、「子育て世帯支援活用事業」が６，６

４４万８，０００円、「飲食店支援事業」が６，４８０万１，０００円、「小規模

事業者持続化補助事業」が３，１５５万９，０００円、「飲食事業継続支援事業」

が３，１４０万円、「小規模事業者等共同事業持続化補助事業」が２，５００万円、

「新型コロナウイルス感染症安全対策強化補助事業」が２，４０２万円、「宿泊助

成事業」が２，２５９万４，０００円、「行政事務デジタル化事業」が２，０７５

万８，０００円となっています。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

   私としては、福島議員もおっしゃったように、防災備蓄倉庫が、とにかく市民か

ら言わせてもらうと、不満の声が上がっております。改めて、この防災倉庫につい

てお聞きしたいと思いますけど、学校跡地の活用とか、民間企業のコロナ関係なん

かはほとんど山鹿に行ってしまいましたので、空き店舗もございます。先ほど荒木

議員がＲＤＦの場所もあるじゃないかと。代替案も含めて提案もありましたけれど

も、なぜ１億２，０００万円もかけて防災倉庫に至ったのかということを含めて、

これまでの経緯をちょっと説明していただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 防災倉庫に至った経緯ということで、当初から言いますと、

今現在ある防災倉庫でございますけども、旧人工シメジ茸施設として、昭和６０年

に建設された建物でありまして、そこに使用した経緯としましては、熊本地震の後、

支援物資等の保管に必要ということで、そこに、今現在、保管しているところでご
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ざいます。 

   この防災倉庫が特定最大規模浸水想定区域内に位置しているため、令和２年の７

月豪雨の教訓からも、移設に対して差し迫ったニーズがあったというところでして

おります。 

   防災備蓄倉庫を菊池総合体育館南側駐車場に移設するといったことで、有事の際

には、大型トラックによる物資の受入れが容易に行われる立地条件であることや、

道路を寸断された場合などには、ヘリコプターなどの空輸による輸送も可能となる

ものであり、安全で効率的な物資の受入れと供給が行われるものと考えております。 

   それから、先ほど福島議員のほうにも申しましたように、今後の備蓄倉庫におき

ましては、衛生面を大切にするところもありまして、防疫の面も含めて、今回、建

設に至ったところでございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。 

   やはり限られた予算というのは優先順位があると思うんですよ。菊池市の温泉街

も含めて、いろんな企業も、中小企業も含めて非常にやはりこのコロナの影響が出

ております。私も先般のコロナ対策については、ゴルフ場とか、そういうのがちょ

うど売上げが下がった、ある面ではぎりぎりなものですから、何の補塡もないと。

そういうことも含めて、やっぱり少なくなったその影響でも、長くなればそれは大

変な影響が出ているわけですね。そういうことを加味して、ある面では、特にゴル

フ場というのは、ゴルフ利用税でこれまでたくさん市のほうに貢献をしていただい

ておりますので、そういうことも含めて、やっぱりそういうのをやっていただきた

いということはございます。 

   先日、２月の２６日の新聞には、阿蘇は第２弾で、こういう宿泊費の半額補助な

んかも打っておられます。 

   市長にちょっとお尋ねしますが、今後、こういうことをやる、こういう第２弾と

いうか、そういうのをやる計画はあるのであれば、お答えをいただきたいと思いま

す。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 国のほうから第３次補正予算として、本市の地方単独事業分の

交付限度額３億３，７７３万８，０００円を通知頂いているところであります。 

   今後の使い道はというご質問でありますけども、今回は骨格予算でありますので、
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私の今の認識ということで申し上げますと、今後については、この交付金の趣旨に

のっとりまして、また、各種団体等からの要望等も踏まえて、感染拡大の防止であ

るとか、あるいは地域経済の回復と活性化に役立つこと、あるいは市民生活の支援、

あるいは新しい生活様式への対応などにつきまして、時期を逸することのないよう

適切な対策を取ることが重要であるというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。いずれにしましても、市民の声を

しっかり聞いていただいて、対応していただきたいと思います。 

   これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大賀慶一君） これで、木下雄二君の質問を終わります。 

   以上で、一般質問は終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後３時１５分 
開議 午後３時２１分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第２ 議案第３５号から議案第３８号まで一括上程・説明・質疑・委員会付託 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第２、議案第３５号から議案第３８号までの４案件

を一括議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 先ほどまでの一般質問、大変お疲れさまでございました。 

   それでは、ただいま上程されました追加議案につきましてご説明申し上げます。 

   追加議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第３５号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴う、菊池市国

民健康保険条例の一部改正、議案第３６号、令和２年度一般会計補正予算（第１６

号）及び議案第３７号、令和３年度一般会計補正予算（第１号）につきましては、

四季の里旭志の指定管理者の指定に伴う、債務負担行為の設定、及び令和３年度の

指定管理委託料の増額、議案第３８号、公の施設指定管理者の指定につきましては、
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地方自治法の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、追加提案いたします議案第３５号から議案第３

８号につきまして、説明いたします。 

   追加議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第３５号、菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、条例を改正するもので、

公布の日から施行し、令和３年２月１３日から適用することとしております。 

   本議案につきましては、法の施行が令和３年２月１３日付で施行されたことに伴

い、当初議案に間に合わせることができなかったものでございます。 

   続きまして、議案第３６号、３７号、３８号の３議案につきましては、いずれも

四季の里旭志の指定管理者の指定に伴う関連議案でございますので、説明の都合上、

最初に議案第３８号の説明をさせていただき、その後、議案第３６号及び議案第３

７号の説明をさせていただきたく思いますので、ご了承いただきますようよろしく

お願いします。 

   それでは、追加議案書の１７ページをお願いいたします。 

   議案第３８号、公の施設の指定管理者の指定については、地方自治法の規定によ

り、四季の里旭志の指定管理者の指定につきまして、議会の議決をお願いするもの

でございます。 

   本議案のこれまでの経緯としましては、第１回目の公募を令和２年９月２５日か

ら１０月１４日までの２０日間行いましたが、現指定管理者を含め、事業者からの

申請がありませんでした。 

   次に、指定管理委託料の基準価格を、年間およそ１９０万円引き上げた年間１，

９８９万円で、令和３年１月１５日から２月１５日までの１か月間、第２回目の公

募を行いましたが、要件を満たす申請がございませんでした。 

   そこで、現指定管理者である祐和会、及び第２回目の公募の際に、応募申請の意

思は示されたものの、応募の要件を満たしていなかった株式会社シェルパ、こちら

は登山・アウトドアショップを熊本市を中心に経営されております企業でございま

す。この２社に対して聞き取りを行いましたところ、いずれの事業者からも、大浴

場の運営業務において、利益を上げることが非常に困難であることが見込まれ、大
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浴場の運営を休止する条件であるならば、指定管理者としての申請が検討可能であ

る旨の回答をいただいたところでございます。 

   市としましては、過去２回の公募の結果や、これら事業者の意見聴取を踏まえて、

検討に検討を重ねた結果、４月からの指定管理運営に向けては、大浴場の運営を一

時休止せざるを得ないという結論に至りました。 

   次に、大浴場の運営を一時休止する条件で、公募を行う場合、令和３年４月から

の指定管理業務開始に間に合うかどうかについての検討を行いましたが、各種必要

な手続に係る日程などを総合的に考量しますと、公募を行うことにより、４月１日

からの業務開始が非常に困難となり、４月から数か月間、四季の里を閉館せざるを

得なくなることが懸念されました。 

   そこで、これまで２回の公募に対する申請がなかった状況を踏まえ、本市指定管

理者の指定の手続に関する条例第６条第３項の「選定を行おうとする団体等と協議

し、申請書類の提出を求め、条例の選定基準に照らし、総合的に判断する」という

規定に基づき、現指定管理者であります祐和会、及び申請に前向きな姿勢を示され

ておりました株式会社シェルパの２社に対し、新条件での仕様書を提示し、協議を

行いました。 

   その後、株式会社シェルパから申請があり、庁内において、事業計画書に基づき、

施設利用者の利便性・提供されるサービスの内容・費用対効果などを総合的に評

価・採点しました結果、株式会社シェルパを指定管理候補者として選定したもので

ございます。 

   指定の期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間でござい

ます。 

   次に、３ページをお願いいたします。 

   議案第３６号、令和２年度一般会計補正予算（第１６号）でございます。 

   今回の補正は、公の施設の指定管理者の指定に係る債務負担行為を設定するもの

であり、予算の総額に増減はございません。 

   ６ページをお願いいたします。 

   第１表、債務負担行為補正でございます。 

   指定管理の期間でございます、令和３年度から令和５年度までの３年間の指定管

理委託料について、債務負担行為を設定するものでございまして、限度額は３，４

５０万円となっております。 

   なお、年次別内訳は、記載のとおりでございます。 

   次に、９ページをお願いいたします。 

   議案第３７号、令和３年度一般会計補正予算（第１号）でございます。 
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   開けていただき、１１ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に１，１５０万円を追加し、補正後の予算の総額を歳

入歳出それぞれ２６２億５，８５０万円とするものでございます。 

   まず、歳入について、事項別明細によりご説明いたします。 

   １５ページをお願いいたします。 

   １枠目の目６商工使用料１８３万８，０００円の増額は、四季の里旭志に係る行

政財産使用料の増額でございます。 

   ２枠目の目１財政調整基金繰入金につきましては、補正予算の財源調整でござい

ます。 

   続きまして、歳出についてご説明いたします。 

   同じく、１５ページ、３枠目の目４観光費１，１５０万円の増額は、四季の里旭

志の指定管理委託料の増額でございます。 

   以上、議案第３５号から議案第３８号までの説明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で議案の説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

   水上隆光議員。 

［登壇］ 

○８番（水上隆光君） 皆さん、こんにちは。それでは、議案第３７号、令和３年度菊

池市一般会計補正予算（第１号）、四季の里旭志関連のことに質疑をさせていただ

きます。 

   追加議案１５ページ、上段の行政財産使用料、四季の里旭志使用料１８３万８，

０００円とありますけれども、それでは、令和２年度の指定管理委託料は幾らぐら

いでございますか、お尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまの水上議員のご質問にお答えいたしま

す。 

   これまで、令和２年度の指定管理料は１，８１８万円でございます。 

   以上、お答えいたします。 

   失礼いたしました。ただいま金額のほうを１，８１８万円と申したところでござ

いますが、正しくは１，８０１万８，０００円でございます。おわびして、訂正い

たします。 

○議長（大賀慶一君） ほかにありませんか。 
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   荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 議案第３７号、一般会計の補正予算について、ちょっとお尋

ねしたいんですが、確認ですけど、一般会計補正予算というのは、まだ議決してい

ませんよね。今、上程中です。我々議会のほうにさじは投げられている。それを勝

手に追加することっていうのは、自治法上、大丈夫ということですか。本来、予算

が確定しているのに、それに補正を上げてくるというなら分かります。ただ、まだ

こちらが確定していない。通るか通らんかは分からない。その状態でまた新しいの

を上げてくるというのは問題ないのか、その確認です。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

   行政事務実例によりますと、補正されるべき当初予算が成立していない段階にお

いても、これを補正する補正予算の提出は可能であるということでありますので、

お答えしておきます。 

○議長（大賀慶一君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   次に、委員会付託を行います。 

   議案第３５号は、福祉厚生常任委員会に付託します。 

   議案第３６号及び議案第３７号は、予算決算常任委員会に付託します。 

   議案第３８号は、経済建設常任委員会に付託します。 

   以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 
   次の会議は、３月１９日の午前１０時から開きます。議案等の採決を行います。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時３５分 
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令和３年第１回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第６号 

 
令和３年３月１９日（金曜日）午前１０時開議 

 

第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

第２ 議会改革検討特別委員会の中間報告・質疑 

第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加議事日程（第６号の追加１） 

第１ 議員提出議案第１号 菊池市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

日程第２ 議会改革検討特別委員会の中間報告・質疑 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

追加日程第１ 議員提出議案第１号 菊池市議会会議規則の一部を改正する規則の制定 

                 について 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 君 
                     ２番  福 島 英 德 君 
                     ３番  緒 方 哲 郎 君 
                     ４番  後 藤 英 夫 君 
                     ５番  平   直 樹 君 
                     ６番  東   奈津子 さん 
                     ７番  坂 本 道 博 君 
                     ８番  水 上 隆 光 君 
                     ９番  猿 渡 美智子 さん 
                    １０番  松 岡   讓 君 
                    １１番  荒 木 崇 之 君 
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                    １２番  柁 原 賢 一 君 
                    １３番  工 藤 圭一郎 君 
                    １４番  城   典 臣 君 
                    １５番  大 賀 慶 一 君 
                    １６番  水 上 彰 澄 君 
                    １７番  二ノ文 伸 元 君 
                    １８番  泉 田 栄一朗 君 
                    １９番  木 下 雄 二 君 
                    ２０番  山 瀬 義 也 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 君 
             副 市 長     芳 野 勇一郎 君 
             政策企画部長     後 藤 啓太郎 君 
             総 務 部 長     上 田 敏 雄 君 
             市民環境部長     笹 本 義 臣 君 
             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 さん 
             経 済 部 長     清 水   登 君 
             建 設 部 長     中 村 喜 範 君 
             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 君 
             七 城 支 所 長     倉 原 安 浩 君 
             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 君 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 君 
             財 政 課 長     山 田 哲 二 君 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 君 
           管理委員会事務局長  
             教 育 長     渡 邉 和 博 君 
             教 育 部 長     木 下 徳 幸 君 
           農業委員会事務局長     泉   大 助 君 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 君 
            監査委員事務局長     山 口 浩一郎 君 
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新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 
             市 長 公 室 長     松 原 憲 一 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
事務局職員出席者 

             事 務 局 長     歌 岡 憲 一 君 
             事 務 局 課 長     中 尾 孝 浩 君 
             課 長 補 佐     古 田 浩 敏 君 
             議 会 係 長     笹 本 聖 一 君 
             議 会 係     吉 岡 結加里 さん 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員長報告（報告書は、巻末251～269頁参照）・質疑・討論・採決 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、去る２月２６日及び３月３日の会議において、各常

任委員会に審査を付託しました議案第３号から議案第３８号まで、及び請願第１号

の３７案件について、各常任委員長から審査結果の報告があっておりますので、こ

れを一括して議題といたします。 

   ただいまから各常任委員会における審査の経過及び結果について、各常任委員長

の報告を求めます。 

   まず初めに、総務文教常任委員長、平直樹君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（平 直樹君） 皆様、おはようございます。 

   本定例会で総務文教常任委員会に付託されました案件は、条例案３件、議決案２

件、請願１件の６案件です。 

   ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告いたしま

す。 

   まず、議案第３号については、執行部より、本案は、懇談会の目的である市民参

画と共同のまちづくりについて、総合計画策定審議会に引き継ぐことに伴い、本条

例を廃止するものであるとの説明があり、特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第４号については、執行部より、本案は、本庁舎支所庁舎等の整備に

関する事業計画策定の完了に伴い、本条例を廃止するものであるとの説明があり、

特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第５号については、執行部より、本案は、菊池市の未来を考える懇談

会条例及び菊池市庁舎等整備市民検討委員会条例の廃止に伴い、条例の一部改正を

行うものであるとの説明があり、特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第３３号及び議案第３４号については、執行部より、本案は、財産の

譲渡に当たっては、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を
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経る必要があり、上程を行うものであるとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員からの議案第３３号と議案第３４号の土地については、面積で約４倍の差が

あるが、金額は約２倍の差である。これはどういう設定になっているのかとの質疑

に対し、執行部からは、土地が広いことにより、道路の延長が長くなることなどの

開発費用が高額となり、その金額を差し引いた金額となるため、土地の面積の狭い

ほうが単価は高くなっているとの答弁がありました。 

   また、委員からの戸建て住宅とのことだが、何棟くらいになるのかとの質疑に対

し、執行部からは、議案第３３号が４９区画、議案第３４号が７区画を予定してあ

ると業者から伺っているとの答弁がありました。 

   次に、請願第１号について、紹介議員の説明を求め質疑を行いました。 

   紹介議員より、本請願は、国において３５人学級が小学校において実現するとな

り、このことは評価するとした上で、一刻も早く中学校を含めて３５人学級とする

こと。さらに、２０人程度の少人数学級へと進んでいくことを大きな方向として要

望するものであり、すぐに２０人学級を求めているものではないとの説明があり、

質疑を行いました。 

   委員からの２０人学級というのは、１クラスの人数を２０人程度にするという趣

旨であれば、そのとおりであると思う。そういう趣旨であれば表現を変えるほうが

誤解を招かないのではないか。望んでいるのが１クラス２０人規模なのかとの質疑

に対し、紹介議員からは、請願の趣旨としては、まずは３５人から３０人を目指し

ながら、最終的には２０人程度の規模を目指すものであると答弁がありました。 

   また、委員からは、この請願については、国に対して意見書を含んでいるので、

慎重に扱う必要があるとの意見がありました。 

   以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第３号、議案第

４号、議案第５号、議案第３３号及び議案第３４号については、討論もなく、採決

の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

   次に、討論がありました請願第１号については、委員より、新型コロナ感染から

子どもたちを守るために、また誰もが安心して過ごせる学校にするためにも、学級

規模の縮小は喫緊の課題である。早急に全小中学校の少人数学級を進めるべきとい

う願意に対しては、全く同感で賛成したい気持ちは大いにある。しかしながら、２

０人学級を展望したいというところは、２０人学級という行政用語と、紹介議員か

ら伺った願意と大分ずれがあるように感じた。願意と意見書案が一致するような内

容に修正していただき、次の議会で再提出をお願いしたいという気持ちで反対する

といった反対討論がありました。 

   採決の結果、請願第１号については、反対多数により不採択すべきものと決定し
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ました。 

   議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、総務文教常任委員長報告とします。 

○議長（大賀慶一君） 次に、福祉厚生常任委員長、坂本道博君。 
［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（坂本道博君） おはようございます。 
   本定例会で福祉厚生常任委員会に付託されました案件は、条例案１０件です。 

   ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 

   まず、議案第６号については、執行部より、市の債権の管理に関する事務処理の

適正化を図るに当たり、条例を改正するものであるとの説明があり、特に質疑はあ

りませんでした。 

   次に、議案第７号及び議案第８号については、執行部より、令和３年度から本市

全域が菊池環境保全組合に加入し、家庭ごみの処理が開始されることに伴い、それ

ぞれ条例を改正及び廃止するものであるとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員からの新環境工場への紙おむつ搬入についてはどうなるのかとの質疑に対し、

執行部からは、新しい施設の処理能力等を組合及び構成市町で協議し搬入すること

となったとの答弁がありました。 

   次に、議案第９号については、執行部より、厚生労働省令である放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、条例を改正するものであ

るとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員からの自治体によって研修内容が異なるのかとの質疑に対し、執行部より、

国の実施要綱で研修内容が定めているので違いはないとの答弁がありました。 

   次に、議案第１０号については、執行部より、介護保険法施行令の一部改正に伴

い、条例を改正するものであるとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員より、保険料が下がったのは、余剰金が多かったということかとの質疑に対

し、執行部より、今回の保険料が下がったのは、基金の取崩しと認定者数、認定率

が下がったこと、グループホームの整備ができなかったこと、コロナによる介護サ

ービスの利用控えなどにより給付費の減につながったとの答弁がありました。 

   次に、議案第１１号から議案第１４号までについては、執行部より、厚生労働省

令である指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改

正に伴い、それぞれの条例を改正するものであるとの説明があり、質疑を行いまし

た。 

   委員より、個別の改正は、人員の基準等で介護職員不足への対策となっているが、

配置基準が緩和されれば、今いる職員の負担が増えるのではないかとの質疑に対し、
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執行部より、人員基準については、「支障がなければ」という文言が入っていると

の答弁がありました。 

   さらに委員より、今後事業所からも問合せがあると思うが、共通認識のマニュア

ルはあるのかとの質疑に対し、執行部より、事業所に迷惑がかからないようにした

いとの答弁がありました。 

   次に、議案第３５号については、執行部より、新型インフルエンザ等対策特別措

置法の一部改正に伴い、条例を改正するものであるとの説明があり、質疑を行いま

した。 

   委員より、これは変異株には対応しないのかとの質疑に対し、執行部より、国か

らの通知で、変異株によるものは従来より含まれているとあるので対応するとの答

弁がありました。 

   以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第６号から議案

第１０号と議案第１４号及び議案第３５号については、討論もなく、採決の結果、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

   次に、討論がありました議案第１１号及び議案第１２号については、委員より、

職員配置基準や運営基準の緩和により、介護現場での人手不足を一層深刻にするも

のであるため反対であるといった反対討論がありました。また、委員より、コロナ

禍で介護の利用控えも発生している中で、大事な条例改正であるといった賛成討論

がありました。 

   採決の結果、議案第１１号及び議案第１２号については、賛成多数により可決す

べきものと決定しました。 

   次に、議案第１３号については、委員より、軽度の高齢者に必要なサービスを受

けられなくなり、重症化につながるおそれがあるため反対であるとの反対討論があ

りました。 

   採決の結果、議案第１３号については、賛成多数により可決すべきものと決定し

ました。 

   議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、福祉厚生常任委員長報告とします。 

○議長（大賀慶一君） 次に、経済建設常任委員長、後藤英夫君。 
［登壇］ 

○経済建設常任委員長（後藤英夫君） 改めまして、おはようございます。 
   本定例会で経済建設常任委員会に付託されました案件は、条例案５件、議決案１

件の６案件です。 

   現地視察を踏まえ３日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果につ
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いて報告します。 

   初めに、議案第１５号については、執行部より、本案は、菊池市新型コロナウイ

ルス対策農業支援資金基金を設置するに当たり、地方自治法の規定により、条例を

制定する必要があるとの説明があり、特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第１６号については、まず、執行部より、菊池市交流促進センター・

通称龍龍館の改修工事が完了した平成２７年度末に、速やかに条例改正を行うべき

であったが、長期間対応できていなかったことに関して、適切ではなく、心から反

省している。今後はこのようなことがないよう、職員一同が身を引き締め、日頃か

ら適切な対応を心がけながら取り組んでいく所存であり、大変申し訳なかったとお

わびがありました。続けて、本案は、平成２７年度に実施した菊池市交流促進セン

ター改修工事に伴い、菊池市交流促進センター条例の一部を改正する必要があり、

条例改正を行うものであるとの説明があり、質疑を行いました。 

   委員から、議案では、シャワー室を１５０円としているが、今まで徴収していた

のかとの質疑に対し、執行部から、これまで利用料金は発生していないとの答弁が

ありました。 

   さらに、委員から、無料で貸出しをしていたということかとの質疑に対し、執行

部からは、料金設定をしていなかったため、そのまま貸し出していたとの答弁があ

りました。 

   また、委員から、議案では、和室１室につき１時間５００円の利用料金としてい

るが、宿泊もできるのかとの質疑に対し、執行部からは、今回の条例改正で開館時

間を午後６時までとしているため、宿泊については考えていないとの答弁がありま

した。 

   次に、議案第１７号については、執行部より、本案は、菊池市新型コロナウイル

ス感染症関係融資利子補給基金を設置するに当たり、地方自治法の規定により、条

例を制定する必要があるとの説明があり、特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第１８号については、執行部より、本案は、地域経済牽引事業の促進

による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴い、菊池市地域経済

牽引事業奨励条例の一部を改正する必要があり、条例改正を行うものであるとの説

明があり、特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第１９号については、執行部より、本案は、浄化槽法の一部改正に伴

い、菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する必要があり、条例改正を行

うものであると説明があり、特に質疑はありませんでした。 

   次に、議案第３８号については、執行部より、本案は、公の施設の指定管理者の

指定について、地方自治法の規定により、議会の承認を得る必要があるとの説明が
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あり、質疑を行いました。 

   委員から、四季の里は、設立当初、旭志村の福利厚生の施設との意味合いもあっ

たと思うが、途中、いろいろあって温泉ではなくなった。今回、大浴場の運営はし

ないとのことだが、貸切風呂はどうするのかとの質疑に対し、執行部からは、キャ

ンプの方などへのシャワー室として利用していくとの答弁がありました。 

   さらに、委員から、施設と貸切風呂は、シェルパさんが受けるとのことだが、大

浴場は受ける者がいないことも事実であり、きちんと旭志地区の住民に対して説明

を行っていく必要があるのではないかとの質疑に対し、執行部からは、地域の方々

には丁寧な説明を行っていきたいとの答弁がありました。 

   議員間討議では、議案第１６号について、郷土料理提供コーナーと特産品展示販

売所については、本来、２年もらえるところが、条例改正がなされていなかったが

ために滞っている。こうしたことが委員会で説明もないままに今に至っているとの

意見がありました。 

   以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第１５号、議案

第１７号から議案第１９号及び議案第３８号については、討論もなく、採決の結果、

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

   次に、討論がありました議案第１６号については、委員より、今、頑張っている

モフさんがきちんと頑張っていけるように、またこの条例に沿って安心して頑張っ

ていけるようにしてほしいといった賛成討論がありました。 

   採決の結果、議案第１６号については、賛成多数により可決すべきものと決定し

ました。 

   議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、経済建設常任委員長報告とします。 

○議長（大賀慶一君） 次に、予算決算常任委員長、松岡讓君。 

［登壇］ 
○予算決算常任委員長（松岡 讓君） おはようございます。 
   本定例会で予算決算常任委員会に付託された議案は、議案第２０号から議案第３

２号、議案第３６号及び議案第３７号の１５議案です。 
   ２月２６日、３月３日及び１６日に予算決算常任委員会を、３月５日、８日から

１０日に予算決算常任委員会分科会を開催し、各分科会において所管する分を慎重

に審査し、各分科会長より経過報告がありましたので、その主なものについて報告

します。 
   なお、報告書はお手元に配付しておりますが、本日の報告については、網かけ部

分を抜粋して報告いたします。 
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   委員会の会議録につきましては、全文記載された報告書を掲載いたします。 
   初めに、議案第２０号については、そのほとんどが事業実績または見込額の確定

による減額補正であり、そのうち主なものを申し上げます。 
   まず、執行部より、学校管理費の小学校営繕工事４，４９１万９，０００円の増

額補正及び中学校営繕工事６，７２５万９，０００円の増額補正については、国の

令和２年度第３次補正予算の対象事業であり、コロナ禍における有事の際に使用す

る、避難所指定を受けている各小中学校体育館の和式トイレの洋式化及びドライ化

を行うものであるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員からの現在の小中学校体育館のトイレの状況と、今後の改修内容はどうなる

のかとの質疑に対し、執行部からは、今回改修については、国から学校施設におけ

る防災機能強化への協力について通知があり、避難所指定を受けている体育館のト

イレを洋式化やドライ化するものであるとの答弁がありました。 
   次に、委員からの障がい児通所給付費等支援事業は増額補正だが、その理由はと

の質疑に対し、執行部からは、利用人員は横ばいだが、身近な場所にある事業所が

増え、今まで利用したくてもできなかった状況から、１人当たりの利用日数が増え

ている状況に変わったためであるとの答弁がありました。 
   次に、議案第２７号中、その主なものを申し上げます。 
   合併特例事業債について、委員からの合併特例事業債の額はどれぐらい残ってい

るのか。また、あと何年残っているのかとの質疑に対し、執行部からは、令和２年

８月現在で、合併特例事業債の発行限度額が２１３億円、発行可能な残額は１２億

円である。事業実施は令和６年度までとなっているとの答弁がありました。 
   さらに、委員からの合併特例事業債は、残りの全額を使う計画になっているのか

との質疑に対し、執行部からは、合併特例事業債については、新市建設計画に基づ

いて行っており、庁舎整備事業をもって全事業が終了する計画で行ってきた。令和

２年８月以降についても、発行可能残額１２億円のうち３億円程度を七城支所の庁

舎整備費用に充てることにしており、残りの９億円についても、新市建設計画に基

づく道路整備事業などに有利な財源として振り替えて、限度額まで活用することに

しているとの答弁がありました。 
   次に、生きがいづくり促進事業について、委員からの金婚式の予算は昨年度分も

計上されているのか。式典について、今年度実施できなかった方は令和３年度対象

の方と一緒に行うのかとの質疑に対し、執行部からは、令和２年度対象の方にはお

祝い品を贈ったので、令和３年度予算については令和３年度の対象者の分のみを計

上している。昨年度対象者向けの式典については、コロナの状況を考えながら、検

討していきたいとの答弁がありました。 
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   次に、新型コロナウイルス感染症対策事業について、委員から、コールセンター

委託料が計上してあるが、委託先はどこか。地元から雇用するのかとの質疑に対し、

執行部からは、委託先は、福岡県のヒト・コミュニケーションズという会社であり、

対応スタッフは地元から雇用されているとの答弁がありました。 
   さらに、委員からのいつまでの契約かとの質疑に対し、執行部からは、予算は１

年分を計上しているとの答弁がありました。 
   次に、執行部より、畜産業費の家畜導入事業１，２００万円については、市単独

の事業で、優良な肉用牛及び乳用牛の導入により、畜産経営基盤の安定を図るもの

で、家畜導入事業補助金として１頭当たり５万円を上限として市が補助するもので

あるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、家畜導入事業の予算は、この数年変わっていないが、本市の基幹産業

は農業であり、そのメインは畜産である。伸びている分野であるので、増額等は考

えていないのかとの質疑に対し、執行部からは、畜産は、菊池市の農業における重

要な産業であるが、財政等の問題もあり、ご理解いただきたいとの答弁がありまし

た。 
   次に、執行部より、商工総務費の市まつり事業２，０７５万５，０００円につい

ては、市まつり実行委員会等への委託料と補助金等であり、まつりの開催について

は新型コロナウイルスの状況により不確定な面もあるが、実施を前提とした予算を

計上しているとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、コロナ禍においては、感染拡大防止もしなければならない一方で、市

を元気にしていかなければならないといった中で、どういった点に留意しながら、

まつりができるよう進めているのかとの質疑に対し、執行部からは、県のイベント

開催基準等があるので、それを守った範囲で行うよう、各実行委員会と話を進めて

いるとの答弁がありました。 
   次に、執行部より、公園費の公園管理経費６，０６１万８，０００円については、

主なものとして、公園の樹木管理、除草作業等であるとの説明があり、質疑を行い

ました。 
   委員から、公園管理は経費もかかるので、業者委託ではなく、地域に任せるなど

できないのかとの質疑に対し、執行部からは、将来的には地域で管理していただく

ことが理想と思うが、現状では受け手がなく難しい状況にある。パークＰＦＩとい

う公園を企業や組合が管理するといった取組もあるため、民間活用も含めて検討を

進めていきたいとの答弁がありました。 
   次に、議案第３０号については、執行部より、介護保険事業について、当初予算

は前年度に比べて給付費を多く見積もったため、約９，０００万円以上の増額であ
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るなどの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、任意事業費のケアプランチェック員報酬について、どういう内容か。

また人数を教えてほしいとの質疑に対し、執行部からは、会計年度任用職員１人で

ある。また、内容は介護給付の適正化で、ケアプランをチェックして、適正なプラ

ンかどうか、また、プランの間違いなどもチェックを行うものであるとの答弁があ

りました。 
   次に、議案第３６号については、執行部より、四季の里旭志の指定管理委託にか

かる債務負担の追加であり、期間は令和３年度から令和５年度までの３年間、債務

負担の限度額は３，４５０万円であるとの説明があり、質疑を行いました。 
   委員から、年間の指定管理料が下がっている理由は何かとの質疑があり、執行部

からは、大浴場の運営にかかる経費、及び旭志地区を巡回し利用者を輸送していた

バスの経費を減額したものであるとの答弁がありました。 
   さらに、委員から、指定管理に動物広場の管理は含まれているのかとの質疑があ

り、執行部からは、そのとおりであるとの答弁がありました。 
   また、委員から、プール機械管理委託料が積算されているが、プールは使用され

るのかとの質疑があり、執行部からは、指定管理者に指定しようとする団体が夏場

については活用したいとのことであったとの答弁がありました。 
   議員間討議では、令和２年度までは補助教員で、令和３年度が学校支援員という

ことだが、従来の補助教員の方々に理解を得られているのか。唐突に決められて５

５人が４２人となり、１３人の方が職を失ったと感じている。理解を得られて納得

されているのかどうか気になる。補助教員配置事業は、菊池市はほかの自治体に先

駆けて実施されている。毎年多額の費用を費やしてきた事業である。学校の先生か

らは、とてもありがたいという話を聞いている。特別な支援が必要な子どもたちが

増えている現状では、減らしていいのだろうかというのは疑問である。今回人数が

減らされたことは残念であるが、現場の要望があれば予算等を含めて見直していく

という話があったので、この１年間現場がどう受け取っているのか、しっかりと声

を聞いていただきたい。 
   児童福祉費の予算が同じである。今年はこれに力を入れるというように、子育て

についての予算を戦略的にまとめ、めり張りのある予算を組むべき。 
   ワクチン接種については、安全に実施してほしい。市は国に情報公開をしっかり

やってほしい。分科会として、意見を集約したほうがいいのではないか。 
   健康推進課のアプリや市民課のコンビニ交付の費用対効果をしっかり検証すべき。

どのように人件費を削減する効果があったのか、市民の健康状態がどのように改善

したかを引き続き検証してほしい。 
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   環境課の地下水の調査について、簡易水道を求める区長の申出を重くみてほしい。

他の地域と同じ条件にしてほしい。加入希望者が少ない現状を引き続き委員会で調

査すべき。特に数値が高い地域があるので、抜本的に水道行政を変えるべきとの意

見もありました。 
   また、新型コロナウイルス感染症対策のワクチン接種事業について、福祉厚生分

科会より次の３点の提言がありました。 
   ①執行部は、国からのワクチン接種の進捗状況を随時確認し、正確な情報を適宜

市民へ提供すること。 
   ②執行部は、ワクチン接種を円滑に進めるために、交通手段のない高齢者や障が

い者などで接種会場へ訪れるのが困難な方へのきめ細やかな配慮と支援を行うこと。 
   ③執行部は、関係機関と十分に協議の上、接種体制を整えて、接種時の感染症対

策をきちんと行い、ワクチン接種を安全に実施すること。 
   以上が、各分科会長からの経過報告となります。 
   なお、執行部に対する総括提言はありませんでした。 
   次に、各分科会長に対する質疑を行いました。 
   委員より、令和３年度の一般会計本予算が可決しないままに、補正案が出されて

いるが、イレギュラーなやり方と思う。そのやり方についてどのような審査が分科

会でなされたのか。例えば本予算が否決になるなら、本予算を否決して補正だけを

可決することはあり得ない。そのあたりの説明もあったと思うがとの質疑があり、

経済建設分科会長より、分科会の中ではそのような質疑はあっていないとの答弁が

ありました。 
   また、委員より、公園管理経費について、花房公園の進捗状況や今後の管理につ

いて確認しているのか。将来的には地域で管理していただくことが理想であるとの

ことだが、そのように管理されている公園がどれだけあるか確認はされたのか。堂

山展望所について、住民に対する安心安全の確認について検討はされたのかとの質

疑があり、経済建設分科会長より、今現在ある公園の管理について、民間委託がで

きればそれにこしたことはないが、今はなかなか受け手がないという意見があった。

堂山展望所の件については、分科会での質疑はあっていないとの答弁がありました。 
   以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第２０号から議

案第２６号、議案第３１号及び議案第３２号、議案第３６号及び議案第３７号につ

いては、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

   次に、討論がありました議案第２７号については、委員より、来年度の予算に求

められるのは、コロナの感染防止による市民の命と暮らしを守ること、コロナ禍で
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影響を受けた様々な苦難の軽減に全力を尽くすことである。医療機関や高齢者施設

へのＰＣＲ検査の実施、中小事業者への再度の直接的な支援など、市民の命と暮ら

しを守る予算編成が必要である。 

   また、委員より、学校現場における補助教員の減員は、コロナ禍の状況で心身と

もに不安定な状況の児童生徒の配慮に影響を及ぼすと考えられる。家庭においても

児童生徒を取り巻く保護者の経済状態も厳しい状態にあり、児童生徒の見守りが学

校全体で必要なときである。そのようなことから、配置人員の減員及び予算の減額

には反対するといった反対討論がありました。 

   次に、議案第２８号については、委員より、ここ数年保険料が据え置かれている

ことは評価するが、市民の国保税の負担感は大変重い状況である。基金の活用や法

定外の繰入れも行って、コロナ禍の今こそ引下げを行うべきであるといった反対討

論がありました。 

   次に、議案第２９号については、委員より、本制度は高齢者を年齢で差別し、給

付の抑制や本人負担を増やす問題の制度である。保険料が払えずに滞納となってい

る件数が１７７件にも上っており、その影響はさらに深刻にならざるを得ないとい

った反対討論がありました。 

   次に、議案第３０号については、委員より、第８期において保険料が引下げとな

ることは評価する。しかし、引下げが行われたものの、まだまだ高過ぎる。今回さ

らに増額になった基金も活用し、さらなる引下げを求めるといった反対討論があり

ました。 

   採決の結果、議案第２７号から議案第３０号については、賛成多数により可決す

べきものと決定しました。 

   議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願いを申し上げまして、予算決算常任委員長の報告とします。 

○議長（大賀慶一君） 次に、議案第２７号については、二ノ文伸元君から、会議規則

第１０８条第２項の規定によって、少数意見の報告書が提出されています。 
   お手元に配付いたしましたので、その報告を省略することにいたします。 
   以上で、各常任委員長報告及び少数意見の報告を終わります。 
   ここで、換気等のため１０分間休憩いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時３９分 

開議 午前１０時４６分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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   ただいまの各常任委員長報告及び少数意見の報告に対して質疑を行います。なお、

質疑は３回までとなっています。 
   質疑はありませんか。 
   荒木崇之君。 

［登壇］ 
○１１番（荒木崇之君） 経済建設常任委員長にお尋ねします。 
   議案第１９号、菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、質疑します。 
   この条例については、委員会では特段質疑もなく可決されていますが、新旧対照

表を見比べてみますと、題名が改正されています。もちろん中身も改正されていま

す。そのような場合、通常であれば、条例を改廃し、新たに新条例を上程されると

思いますが、何をもって、特段質疑もなく可決されたのか、お尋ねいたします。 
○議長（大賀慶一君） 経済建設常任委員長、後藤英夫君。 

［登壇］ 
○経済建設常任委員長（後藤英夫君） 執行部から国の浄化槽法の一部改正に伴う、名

称及び用語自体の改正であるという説明を受けて、質疑はなく、終わりました。 
○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 
○１１番（荒木崇之君） 再質疑いたします。 
   慎重審議をして可決されていますので、もちろんのことだと思いますが、では、

経済建設常任委員会としては、条例の題名が変更されていたことに気づいた上での

可決ということでよろしいでしょうか。 
○議長（大賀慶一君） 経済建設常任委員長、後藤英夫君。 

［登壇］ 
○経済建設常任委員長（後藤英夫君） 執行部から説明があり、当委員会によって審査

しましたが、質疑はありませんでした。 
○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 
○１１番（荒木崇之君） すみません。再質疑のちょっと質問の私の内容は、この条例

改正の題名が変更されていることに、委員会としては気づいていたのかというとこ

なので、執行部の説明とかじゃなくて、委員会として気づいていたのか、いなかっ

たのかというのを聞いているので、そこのところをお答えいただければと思います。

これはまだ２回目の質問です。 
○議長（大賀慶一君） 経済建設常任委員長、後藤英夫君。 
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［登壇］ 
○経済建設常任委員長（後藤英夫君） 新旧対照表を見ながらの説明ですので、題名が

変わっていることは、一応皆さんお気づきだったとは思います。 
○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 
○１１番（荒木崇之君） 最後の質問です。 
   この題名と中身が改正されているという条例は、前回の１２月議会にて可決した

議案第１０９号、菊池市公共下水道事業分担金徴収条例も、元は菊池市特定環境保

全公共下水道事業分担金徴収条例という題名でした。もちろん中身も変わっており

ます。前回の１２月議会においても特に質疑もなく可決と報告されています。では

お尋ねします。題名に気づいた上で可決ということであれば、その関係法令は何に

基づいているのか、お尋ねをします。 
○議長（大賀慶一君） 経済建設常任委員長、後藤英夫君。 

［登壇］ 
○経済建設常任委員長（後藤英夫君） 執行部からの説明を受けて、当委員会で質疑は

なかったので、問題なかったということで判断しております。 
○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 
○１１番（荒木崇之君） 私が聞いているのは、題名に気づいて、ちゃんと条例を改正

するのは、廃止、制定じゃなくて、全部改正のほうをとられたということなんです

が、それが何の法令に基づいているのか。前回も、２回目なんですよね。これ、題

名が変わっているのに、中身も変わっているのに、改廃しないで上げてきたという

のは２回目なんですけど、２回同じことをやっているから、何の法令に基づいてや

っているんですかと。可決したんですかということをお聞きしたかったんですけど、

意味は分かりますかね。お願いします。 
○議長（大賀慶一君） 経済建設常任委員長、後藤英夫君。 

［登壇］ 
○経済建設常任委員長（後藤英夫君） 執行部からの説明があり、当委員会において審

査しましたが、質疑はなく、説明を国の浄化槽法の一部改正等の名称及び用語自体

の変更ということで伺っております。一応そのことについて審議したところでござ

います。 
○議長（大賀慶一君） ほかに質疑ございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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   これから委員長報告が不採択であります、請願第１号、国の責任で「２０人学級」

を展開した少人数学級の前進を求める請願を除き討論を行います。 
   議案第３号から議案第３８号までの３６議案について、討論はありませんか。 
   まず、議案に対する反対者の発言を許します。 
   東奈津子さん。 

［登壇］ 
○６番（東 奈津子さん） 皆さん、おはようございます。議席番号６番、日本共産党、

東奈津子です。 
   議案第１１号から議案第１３号、議案第２７号から議案第３０号について、反対

の立場から討論を行います。 
   議案第１１号、菊池市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論を

行います。 
   反対の理由は、今回の条例改正が新型コロナ危機を踏まえ、感染症や災害への対

応強化が増える一方で、職員配置基準や運営基準の緩和が盛り込まれており、介護

現場の人手不足を一層深刻にするものであると言わざるを得ません。 
   この改正をめぐっては、日本看護協会の理事からは、事実上、減らされるという

こと、深夜帯の人員は薄くなると指摘が上がっています。また、認知症の人と家族

の会の代表理事からも、国の議論があまりにも性急過ぎる。取り消していただきた

い。このような訴えもあっています。 
   このように、職員の負担を増やし、介護人材の確保が一層困難となる改正には反

対であります。 
   次に、議案第１２号、菊池市地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立

場から討論を行います。 
   反対の理由は、議案第１１号と同じであります。 
   次に、議案第１３号、菊池市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論を

行います。 
   反対の理由は、本条例の改正が軽度の高齢者に必要なサービスを利用できなくな

るおそれがあり、早期に適切な支援が受けられなくなり、重症化を招く事態を広げ

る危険があるからであります。 
   条例が改正されれば、介護職員らが在宅を訪問する中で、掃除や調理など、直接
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身体に触れない生活援助の利用が制限されます。現在、生活援助の多数回の利用の

例として、ひとり暮らしで認知の症状がある方が、薬の服用の管理が必要な場合が

挙げられますが、このような生活援助に回数制限で給付を取り上げれば、在宅での

生活が立ち行かなくなり、重症化を招きかねません。 
   このように、軽度者を切り捨ての改正には反対であります。 
   次に、議案第２７号、令和３年度菊池市一般会計予算について、反対の立場から

討論を行います。 
   来年度の予算に求められるのは、コロナの感染防止による市民の命と暮らしを守

ること、コロナ禍で影響を受けた様々な苦難の軽減に全力を尽くすことです。その

点に照らせば、ワクチン接種や感染予防対策施策は計上されていますが、また今年

度に引き続き、保育園の副食費の第３子以降の市独自の継続など、評価できる点は

ありますが、全体としては、骨格予算ではあるものの、コロナ禍で市民の暮らしと

なりわいを支えるものにはなっていません。 
   コロナ対策で言えば、感染予防の決め手と言われる、医療機関や高齢者施設への

ＰＣＲ検査の実施、ぎりぎりの状態で営業を続けている中小業者への再度の直接的

な支援、また、高過ぎる国民健康保険税への一般会計からの繰入れを行っての引下

げなど、市民の命と暮らしを守る予算の編成が必要であります。 
   また、具体的な指摘として、１点目に、マイナンバー関連予算の計上についてで

す。 
   分科会での質疑でも明らかとなりましたが、菊池市においても、２月２１日現在

でカードの普及率は１８．３％にとどまっています。多くの国民はほとんど使う機

会はなく、システムのトラブルも相次ぐなど、制度の在り方そのものに対する懸念

の声が絶えません。 
   今後、国はマイナンバーと口座との連結義務づけを狙っています。国民が求めて

いない制度を多くの税金を投入して無理に推進するのではなく、立ち止まって見直

す時期であります。 
   指摘の２つ目は、同和関連予算であります。 
   部落解放同盟への補助金は、来年度は見直しを行われておらず、今年度と同額が

計上されています。決算認定でも毎回指摘していますが、部落解放同盟の財源の９

割が市の補助金であり、適正な在り方とは言えません。適正な補助金に改めるべき

であります。 
   以上のことを指摘しまして、議案第２７号の反対討論とします。 
   次に、議案第２８号、令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算について、

反対の立場から討論を行います。 
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   今年度も保険料の値上げは行われず、ここ数年、保険料が据え置かれていること

は評価をします。しかし、分科会の質疑での担当課の答弁でもあったように、市民

の国保税の負担感は大変重い状況であり、限界といっても言い過ぎではありません。 
   平成３１年度の資料でも明らかなように、国保世帯の所得は、所得３０万円以上

１００万円未満が国保世帯全体の３１％であり、２００万円未満になると８０％を

占める状況です。菊池市全体の約３６％を占めるのは国保世帯です。基金の活用や

法定外の繰入れも行って、コロナ禍の今こそ、引下げを行うべきであります。 
   以上の理由から、本議案には反対であります。 
   次に、議案第２９号、令和３年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算につい

て、反対の立場から討論を行います。 
   反対の理由は、本制度が高齢者を年齢で差別し、給付の抑制や本人負担を増やす

問題のある制度だからであります。昨年度の決算認定でも指摘をしましたが、保険

料が払えずに、滞納となっている件数が１７７件にも上っており、今年度から保険

料の値上げも行われており、その影響はさらに深刻にならざるを得ません。 
   来年度の予算に直接関係しませんが、現在の通常国会には後期高齢者に窓口２割

負担を導入する法案が提出されています。これまで１割だった人にとっては、負担

が倍に増える計算になります。今後、７５歳以上の高齢者は一定以上の収入があれ

ば、９０歳だろうが、１００歳になろうが、一斉に負担が引き上げられることにな

ります。高齢者になるほど病気にかかりやすく、窓口負担も重くなります。新型コ

ロナウイルス感染症で受診控えが起こっているさなかに、追い打ちをかけるような

制度の改悪であります。 
   以上の理由から、本議案には反対であります。 
   次に、議案第３０号、令和３年度菊池市介護保険事業特別会計について、反対の

立場から討論を行います。 
   今定例会に上程されていますように、第８期における保険料が引下げになること

は評価をいたします。しかし、分科会の議論の中でも、介護が必要な方に必要なサ

ービスが提供されていないのではないかとの意見も出されたように、今、制度の矛

盾が深刻となっています。大本には国が社会保障削減路線を長年続けている中での

矛盾であります。 
   コロナ禍でも経営が苦しくなっている事業者への救済策として、利用者の負担が

引き上げられたり、今年の秋からは施設の食費負担などの利用料の引下げも狙われ

ており、今回の予算もその国の流れをくむものであり、認められません。国の制度

改悪に対しては、意見を上げると同時に、市民の負担増とならないように、市独自

の措置を講じるべきであります。 
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   また、保険料についても、引下げは行われたものの、まだまだ高過ぎます。今回、

さらに増額となった基金も活用して、さらなる引下げを求めるものであります。 
   以上の理由から、本議案には反対であります。 
○議長（大賀慶一君） ただいま、議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、議案

第２７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号に対する反対討論がありま

した。 

   次に、議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、議案第２７号、議案第２８

号、議案第２９号、議案第３０号についての賛成者の発言を許します。 

   田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） 私は、先ほどの東議員の反対討論に反論することで、賛成討論

したいと思います。 

   まず、全体通して、国の制度及び国の国会問題、これを直接のその反対討論の根

拠にする、ここは菊池市議会の場です。菊池市議会として議論を行うべきだと考え

ております。 

   そして、まず、議案第２７号、一般会計当初予算ですが、マイナンバーカードに

ついて触れられておりました。今、このコロナの中で、給付行政を的確に素早く行

うには、マイナンバーカードに口座をひもづけて、もしもあったときにすぐに持っ

ていくという、この国の方針を反対する必要はありましょうか。菊池市も思い切っ

て進めるべきだと考えております。 

   そして、議案第３０号、介護保険についても、職員の知恵を絞って、料金が下が

ったこと、そこを評価すべきじゃないでしょうか。 

   以上のことから、私は賛成討論といたします。 

○議長（大賀慶一君） 議案第１１号から議案第１３号及び議案第２７号から議案第３

０号について、ほかに討論はありませんか。 

   猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） おはようございます。 

   議案第１１号、菊池市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。 

   今、田中議員から、国の法改正、国の方針に関わることについてというご意見も

ありましたが、私は介護現場を経験した者として、この件については、ぜひ言いた

いと思います。 

   反対の理由は、特別養護老人ホーム等におけるユニットの定数について、現在の
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おおむね１０人以下としなければならないという基準を、原則としておおむね１０

人以下とし、１５人を超えないものとするというように緩和したことです。 

   職員の配置については、昼間は１ユニットに常時１人以上、夜間は２ユニットご

とに１人以上という基準があるので、ユニットの定数が増えることは、職員にとっ

てはますますの過重負担であり、利用者にとってはサービスの低下につながります。

入居者１人１人に尊厳ある個別ケアを行うというユニットケアの目的にも反します

し、職員への負荷の増大は離職にもつながりかねません。 

   よって、議案第１１号には反対いたします。 

○議長（大賀慶一君） 議案第１１号から議案第１３号及び議案第２７号から議案第３

０号について、ほかに討論はありませんか。 

   福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） おはようございます。 

   議案第２７号、令和３年度一般会計予算における補助教員配置事業の人数削減及

び予算削減について、反対の立場で討論させていただきます。 

   菊池市では、補助教員等による学校全体の支援体制を整え、学校全体で児童生徒

のサポート体制ができており、児童生徒はもちろん、学校にとっても有益であり、

文教菊池の名にふさわしい取組であると言えます。 

   ただ、昨年からのコロナ禍において、生活環境の変化は児童生徒の心身面への影

響も大きく、家庭及び学校の支援や配慮は大変だったことと容易に想像できます。

コロナ感染症による緊急事態宣言、そして、その後の学校対応は、学習面だけでは

なく、衛生管理をはじめ生活面にまで配慮が必要であり、感染者が減少していると

はいえ、変異種も国内で発生し始めており、いまだに決して落ち着いた状況じゃな

いことは皆様ご存じのとおりです。 

   この状況が続いている中で、しかも次年度より学習指導要領が変わり、ＩＣＴ機

器を活用した学習など、学校教育の在り方が変わる時期に、ましてや、あってはな

らない懲戒免職事案で児童生徒への精神的フォロー等も支援が必要な時期に、補助

教員の人員及び予算削減が実施されることは、学校はもとより、何よりも児童生徒

にとって不利益になるものと考えます。 

   一旦削減した後に、現場からの声があれば、次の年度に見直すとの答弁もありま

したが、それでは対応が後手になり、不十分ではないでしょうか。 

   コロナ禍で大変な状況であるからこそ、今、必要なんです。削減どころか、増員

でもいいぐらいです。本当に現場の声が吸い上げられているのか疑問です。 

   次に、採用に関してですが、補助教員等の人数削減に関する方針決定は令和２年
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４月だと聞いております。随分前に決まっていると聞いていますが、なぜ速やかに

周知されなかったのか疑問です。 

   令和３年度からは会計年度任用職員として、補助教員から学校支援員となり、募

集人員が５５名から４２名に１３名も減らされることは、これまで補助教員として

勤められた方々にとっては重大なことだと考えます。それにもかかわらず、令和３

年１月にリモートで募集要項を説明されたとのことですが、減らさなければならな

い理由も曖昧で、一方的な感が拭えず、十分理解や納得は得られていないと思われ

ます。失職される方々の気持ちを考慮すれば、早めの説明が必要であり、かつもう

少し段階的に変えていくのが妥当だと考えます。 

   コロナ禍でもある今だからこそ、補助教員配置事業の人数削減及び予算削減に反

対いたします。 

○議長（大賀慶一君） ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
○議長（大賀慶一君） これで、議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、議案第

２７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号に対する討論は終わります。 

   ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） これで討論を終わります。 

   これより議案第３号から議案第３８号について採決します。 

   ただいま反対討論がありました議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、議

案第２７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号、委員長報告が不採択で

ありました請願第１号を除き、一括採決します。 

   お諮りします。議案第３号から議案第１０号、議案第１４号から議案第２６号、

議案第３１号から議案第３８号、以上の２９案件について、各常任委員長の報告は

原案のとおり可決であります。 

   各常任委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、以上の２９案件については、各

常任委員長の報告のとおり可決することに決定しました。 

   次に、討論がありました議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、議案第２

７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３０号については、起立により採決し

ます。 

   最初にお諮りします。議案第１１号について、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第１１号は、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 
   次に、お諮りします。議案第１２号について、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第１２号は、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 
   次に、お諮りします。議案第１３号について、原案のとおり可決することに賛成

の方はご起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第１３号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 
   次に、お諮りします。議案第２７号について、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第２７号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。 
   次に、お諮りします。議案第２８号について、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第２8号は、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 
   次に、お諮りします。議案第２９号について、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第２９号は、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 
   次に、お諮りします。議案第３０号について、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第３０号は、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 
   次に、委員長報告が不採択であります、請願第１号について、討論を行います。 
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   討論はありませんか。 

   まず、原案について反対の討論をお願いします。 

   猿渡美智子さん。 

［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 請願第１号、国の責任で「２０人学級」を展望した少人数

学級の前進を求める請願について、反対の立場から討論します。 

   ２０人学級とは、行政的には１クラスの人数が２１人になったら、１０人と１１

人の２クラスに分けるということを意味します。これを実現することは、教室の確

保、教職員の確保、財政の確保、どれをとっても現状からははるか遠くにあります。

また、教育的にも、それが適正な規模と言えるかどうかは議論の余地があると考え

ます。 

   しかし、委員会での質疑を通して、願意は、行政的にいうところの２０人学級で

はなく、１クラスの人数を２０人規模にするということが分かりましたので、国へ

の意見書案を願意に沿った表現に直して、再提出していただきたいと思います。請

願の趣旨には心から賛同いたします。定数改善は学校現場の切実な課題です。だか

らこそ、願意を正確に表現した納得のいく意見書にすべきだと考えています。 

   以上が、反対の理由です。 

○議長（大賀慶一君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

   東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 請願第１号について、採択に賛成の立場から討論を行いま

す。 

   ご承知のように、昨年末、国において、小学校を段階的に５年かけて３５人学級

にすることが決まり、４０年ぶりに１学級当たりの上限人数の引下げが実現しまし

た。しかし、子どもたちの安全安心な学校生活、また、学びの保障を考えるならば、

ここで止まってはいけません。規模もスピードも不十分であります。引き続き、３

０人学級、２０人規模の学級を求めて、声を上げていくことが大切であると考えま

す。 

   先日、３月１７日の衆議院文部科学委員会では、萩生田文科相も、中学校も含め

て３０人以下が理想だ、このように答弁し、中学校での全学年の３５人以下の検討

についてもしっかりと進めていきたい、こう述べています。 

   このように、国も少人数学級については、必要性、効果は認めています。全国で

も６００を超える地方議会で、今、意見書が採択をされています。さらなる少人数

学級実現のためにも、菊池市議会としても、さらなるきめ細やかな教育を目指すと
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いう請願の趣旨に鑑み、速やかにこの定例会で採択すべきであることを述べ、賛成

討論とします。 

○議長（大賀慶一君） ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） これで討論を終わります。 

   これより採決します。採決は起立によって行います。 

   請願第１号、国の責任で「２０人学級」を展望した少人数学級の前進を求める請

願に対する委員長の報告は不採択であります。 

   よって、可を諮る原則により、原案について採決します。 

   お諮りします。請願第１号について、原案のとおり採択することに賛成の方は起

立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立少数です。よって、請願第１号は不採択とすることに決定

しました。 

 日程第２ 議会改革検討特別委員会の中間報告・質疑 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第２、議会改革検討特別委員会の中間報告を議題と

します。 
   議会改革検討特別委員会から付託中の案件について、中間報告の申出があってお

ります。 
   お諮りします。本件については、申出のとおり中間報告を受けることにご異議ご

ざいませんか。 
［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、議会改革検討特別委員会の中間

報告を受けることに決定しました。 
   議会改革検討特別委員会委員長、水上彰澄君。 

［登壇］ 
○議会改革検討特別委員長（水上彰澄君） こんにちは。議会改革検討特別委員会の中

間報告を行います。 
   議会の許可をいただきましたので、会議規則第４５条第２項の規定に基づき、議

会改革検討特別委員会の中間報告をいたします。 
   当委員会では、先般の令和２年１２月定例会において、２回目の中間報告を行っ

たところです。 
   その中において、結論を見ていない議員定数についての現在の審査状況を申し上

げます。 
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   令和２年１２月定例会で行った中間報告においては、今後のコロナ禍の状況にも

よりますが、令和３年４月に市民の意見を聞く場をコロナ感染の防止策を十分に行

った上で開催し、令和３年６月をめどに結論を出す方向で検討を進め、引き続き審

査を行うこととしておりますとしておりました。 
   その後、議論を進める中で、現在のコロナ禍の状況では、４月に市民の意見を聞

く場としてシンポジウムを開催するというのは厳しいのではないかといった意見や、

まだ４月にシンポジウムを開催できる可能性はあると思う。新型コロナワクチン接

種の状況次第ではあるが、高齢者への接種が落ち着けばできるのではないか。４月

にシンポジウムを開催すると決めた時点では、新型コロナワクチン接種の見込みが

立っていなかった。４月開催というのは延期して、新たな日程を設定してシンポジ

ウムを開催して、市民の意見を聞くべきだと思うなどの意見が出されました。 
   そのような議論を踏まえて、令和３月４月に市民の意見を聞く場を開催するとし

ておりましたが、これについては、令和３年４月には開催しないとの結論を見まし

た。 
   また、当委員会として最終的な結論を出す時期については、もう十分この委員会

での議論は尽くされており、現時点でも判断はできると考えている。意見交換会は

その後に行えばいいのではないか。最終報告を令和３年６月に行い、新型コロナワ

クチン接種が終わって落ち着いてからシンポジウムを実施して、市民の意見を聞く

ほうがいいと思うといった意見や、市民とのシンポジウムを開くわけだが、委員会

として議員定数の判断が決まった後に開くということになれば、シンポジウムが形

骸化するのではないか。シンポジウムをしないならば、しないだけの理由が必要。

一度するという判断は中間報告でも行っている。それを覆すだけの理由がないとい

けない。新型コロナワクチン接種が全部終わらなければならないとかではなく、も

ともと困難な状況でやろうと言っていたわけだから、それをどう変えるかというの

は一度整理する必要がある。最後は議員それぞれの判断だが、委員会で一度決定し

た以上は、それに向けて努力をするというのが当初の委員会の判断と思うなどの意

見が出されました。 
   そのような議論を踏まえて、委員会の意見としては、シンポジウム開催の有無に

かかわらず、令和３年６月に最終報告を行うという意見と、できるだけシンポジウ

ムの開催を追求しながら、最終報告を遅くとも令和３年１２月には行う意見とで採

決を採り、令和３年６月に最終報告を行うが５人、遅くとも令和３年１２月に最終

報告を行うが４人となり、令和３年６月に最終報告を行うという意見で結論を見て

おります。 
   今後の本委員会では、議員定数について引き続き審査を行うこととしております。 
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   以上、議員各位のご理解とご協力を引き続きお願い申し上げまして、議会改革検

討特別委員会としての中間報告といたします。 
○議長（大賀慶一君） 以上で、議会改革検討特別委員会の中間報告を終わります。 
   これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 
   質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第３、委員会の閉会中の継続審査並びに調査につい

てを議題とします。 

閉会中の継続審査・調査 

議会運営委員会 
１ 議会運営等に関する諸問題の調査について 

総務文教常任委員会 
１ 一般行財政、企画開発、地域振興、情報処理、防災、教育等に関する諸問題

の調査について 
福祉厚生常任委員会 

１ 福祉、環境、市税、健康管理、地籍調査等に関する諸問題の調査について 
経済建設常任委員会 

１ 農政、林業、商工振興、観光振興等に関する諸問題の調査について 
２ 土木、都市計画、公共下水道、水道等に関する諸問題の調査について 

予算決算常任委員会 
１ 予算及び決算に関すること 

議会広報特別委員会 
１ 議会広報に関すること 

熊本地震からの復旧・復興特別委員会 
１ 熊本地震からの復旧・復興に関すること 

議会改革検討特別委員会 
１ 議会改革に関すること 

   議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から所管事務調査事項につい

て、議席に配付の閉会中の継続審査並びに調査申出一覧表のとおり申出があってお

ります。 

   お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長からの調査申
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出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とすることに異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員長及び各常任委員

長並びに特別委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とすること

に決定いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 追加日程第１ 議員提出議案第１号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（大賀慶一君） 次に、追加議事日程第１、議員提出議案第１号を議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   水上隆光君。 

［登壇］ 

○８番（水上隆光君） おはようございます。それでは、議員提出議案第１号、菊池市

議会会議規則の一部を改正する規則の制定について申し述べます。 

   議員提出議案第１号を別紙のとおり、菊池市議会会議規則第１４条第２項の規定

により提出します。 

   提案理由としましては、女性をはじめとする多様な人材の本市議会への参画を促

進する環境整備を図る観点から、市民が議員として活動するに当たっての制約要因

の解消に資するため、本会議や委員会への欠席理由として、出産について産前、産

後期間にも配慮した規定の整備を図るほか、行政手続等において原則として押印を

廃止する政府の政策動向を踏まえ、本市議会における請願に係る署名押印の見直し

を行うため、規則の一部を改正するものである。 

   これが、本案を提出する理由です。 

   条例案については、お手元に配付のとおりです。 

   議員各位におかれましては、本条例案の趣旨にご賛同いただきますようお願い申

し上げ、提案理由といたします。 

○議長（大賀慶一君） 以上で説明が終わりました。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   議員提出議案第１号については、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会

付託を省略し、引き続き審査をします。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（大賀慶一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   お諮りします。議員提出議案第１号については、原案のとおり可決することにご

異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、議員提出議案第１号は、原案の

とおり可決することに決定しました。 

   以上をもって本日の議事日程は全部終了し、今定例会に付議されました事件は全

て議了しました。 

   これをもちまして、令和３第１回菊池市議会定例会を閉会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

閉会 午前１１時３４分 
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総務文教常任委員会 委員長報告 
 

 本定例会で総務文教常任委員会に付託されました案件は、条例案３件、議決案２件、請願

１件の６案件です。 

 

 ２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 

 

 まず、議案第３号については、執行部より「本案は、懇談会の目的である市民参画と共同

のまちづくりについて、総合計画策定審議会に引き継ぐことに伴い、本条例を廃止するもの

である。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第４号については、執行部より「本案は、本庁舎支所庁舎等の整備に関する事

業計画策定の完了に伴い、本条例を廃止するものである。」との説明があり、特に質疑はあ

りませんでした。 

 

 次に、議案第５号については、執行部より「本案は、菊池市の未来を考える懇談会条例及

び菊池市庁舎等整備市民検討委員会条例の廃止に伴い、条例の一部改正を行うものである。」

との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 33 号及び議案第 34 号については、執行部より「本案は、財産の譲渡に当た

っては、地方自治法第 96 条第１項第６号の規定により、議会の議決を経る必要があり、上

程を行うものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員からの「議案第 33 号と議案第 34 号の土地については、面積で約４倍の差があるが金

額は約２倍の差である。これはどういう設定になっているのか。」との質疑に対し、執行部

からは「土地が広いことにより、道路の延長が長くなることなどの開発費用が高額となり、

その金額を差し引いた金額となるため、土地の面積の狭い方が単価は高くなっている。」と

の答弁がありました。 

 また、委員からの「戸建て住宅とのことだが、何棟くらいになるのか。」との質疑に対し、

執行部からは「議案第 33 号が 49 区画、議案第 34 号が７区画を予定してあると業者から伺

っている。」との答弁がありました。 

 

 次に、請願第１号について、紹介議員の説明を求め質疑を行いました。 

 紹介議員より「本請願は、国において 35 人学級が小学校において実現するとなり、この

ことは評価するとした上で、一刻も早く中学校を含めて 35 人学級とすること。さらに、20

人程度の少人数学級へと進んでいくことを大きな方向として要望するものであり、すぐに20

人学級を求めているものではない。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員からの「20 人学級というのが、１クラスの人数を 20 人程度にするという趣旨であれ

ば、そのとおりであると思う。そういう趣旨であれば表現を変える方が誤解を招かないので

はないか。望んでいるのが１クラス 20 人規模なのか。」との質疑に対し、紹介議員からは

「請願の趣旨としては、まずは 35 人から 30 人を目指しながら、最終的には 20 人程度の規

模を目指すものである。」との答弁がありました。 

 また、委員からは「この請願については、国に対しての意見書を含んでいるので、慎重に

扱う必要がある。」との意見がありました。 
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 以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第３号、議案第４号、議

案第５号、議案第 33 号及び議案第 34 号については、討論もなく、採決の結果、全員異議な

く原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

 次に、討論がありました請願第１号については、委員より「新型コロナ感染から子どもた

ちを守るために、また誰もが安心して過ごせる学校にするためにも、学級規模の縮小は喫緊

の課題である。早急に全小中学校の少人数学級を進めるべきという願意に対しては、全く同

感で賛成したい気持ちは大いにある。しかしながら、20 人学級を展望したというところは、

20 人学級という行政用語と、紹介議員から伺った願意と大分ずれがあるように感じた。願

意と意見書案が一致するような内容に修正していただき、次の議会で再提出をお願いしたい

という気持ちで反対する。」といった反対討論がありました。 

 採決の結果、請願第１号については、反対多数により不採択すべきものと決定しました。 

  

 議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますようお願い申

し上げまして、総務文教常任委員長報告とします。 

 

 菊池市議会 議長  大賀 慶一 様 

 

                   令和３年３月 19 日 

                   総務文教常任委員会 委員長 平 直樹    
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福祉厚生常任委員会 委員長報告 
 

 本定例会で福祉厚生常任委員会に付託されました案件は、条例案 10 件です。 

２日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告します。 

  

まず、議案第６号については、執行部より「市の債権の管理に関する事務処理の適正化を

図るにあたり、条例を改正するものである。」との説明があり、特に質疑はありませんでし

た。 

 

次に、議案第７号及び議案第８号については、執行部より「令和３年度から、本市全域

が、菊池環境保全組合に加入し、家庭ごみの処理が開始されることに伴い、それぞれ条例を

改正及び廃止するものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員からの「新環境工場への紙おむつ搬入についてはどうなるのか。」との質疑に対し、

執行部からは「新しい施設の処理能力等を組合及び構成市町で協議し搬入することとなっ

た。」との答弁がありました。 

 

次に、議案第９号については、執行部より「厚生労働省令である『放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準』の一部改正に伴い、条例を改正するものである。」との説

明があり、質疑を行いました。 

委員からの「自治体によって研修内容が異なるのか。」との質疑に対し、執行部より「国

の実施要綱で研修内容が定められているので違いはない。」との答弁がありました。 

 

次に、議案第 10 号については、執行部より「介護保険法施行令の一部改正に伴い、条例

を改正するものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

委員より「保険料が下がったのは、余剰金が多かったということか。」との質疑に対し、

執行部より「今回保険料が下がったのは、基金の取り崩しと、認定者数、認定率が下がった

こと、グループホームの整備が出来なかったこと、コロナによる介護サービスの利用控え

などにより給付費の減につながった。」との答弁がありました。 

 

次に、議案第 11 号から議案第 14 号までについては、執行部より「厚生労働省令である

『指定居宅サービス等の事業の人員、設備 及び 運営に関する基準等』の一部改正に伴い、

それぞれの条例を改正するものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

委員より「個別の改正は、人員の基準等で介護職員不足への対策となっているが、配置基

準が緩和されれば、今いる職員の負担が増えるのではないか。」との質疑に対し、執行部よ

り「人員基準については、『支障がなければ』という文言が入っている。」との答弁がありま

した。 

さらに委員より「今後事業所からも問い合わせがあると思うが、共通認識のマニュアル

はあるのか。」との質疑に対し、執行部より「事業所に迷惑が掛からないようにしたい。」と
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の答弁がありました。 

 次に、議案第 35 号については、執行部より「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一

部改正に伴い、条例を改正するものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員より「これは変異株には対応しないのか。」との質疑に対し、執行部より「国からの

通知で、『変異株によるものは従来より含まれる。』とあるので対応する。」との答弁があり

ました。 

  

 以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第 6 号から議案第 10 号

と議案第 14 号及び議案第 35 号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

 次に、討論がありました議案第 11 号及び議案第 12 号については、委員より「職員配置

基準や運営基準の緩和により、介護現場での人手不足を一層深刻にするものであるため反

対である。」といった反対討論がありました。また、委員より「コロナ禍で介護の利用控え

も発生している中で大事な条例改正である。」といった賛成討論がありました。 

 採決の結果、議案 11 号及び議案第 12 号については、賛成多数により可決すべきものと

決定しました。 

 

 次に、議案第 13 号については、委員より「軽度の高齢者に必要なサービスを受けられな

くなり、重症化につながる恐れがあるため反対である。」との反対討論がありました。 

 採決の結果、議案第 13 号については、賛成多数により可決すべきものと決定しました。 

 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますようお願い

申し上げまして、福祉厚生常任委員長報告とします。 

 

 菊池市議会 議長 大賀 慶一 様 

 

令和 3 年 3 月 19 日 

福祉厚生常任委員会 委員長 坂本 道博 
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経済建設常任委員会 委員長報告 
 

 本定例会で経済建設常任委員会に付託されました案件は、条例案５件、議決案件１件の６

案件です。 

 

 現地視察を踏まえ３日間にわたり慎重に審査しましたので、その経過と結果について報告

します。 

 

 はじめに、議案第 15 号については、執行部より「本案は、菊池市新型コロナウイルス対

策農業支援資金基金を設置するにあたり、地方自治法の規定により、条例を制定する必要が

ある。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 16 号については、まず、執行部より「菊池市交流促進センター・通称 龍龍

館の改修工事が完了した平成 27 年度末に、速やかに条例改正を行うべきであったが、長期間対

応できていなかったことに関して、適切ではなく心から反省している。今後はこのようなことがないよ

う、職員一同が身を引き締め、日頃から適切な対応を心がけながら取り組んでいく所存であり、大

変申し訳なかった。」とお詫びがありました。続けて「本案は、平成 27 年度に実施した菊池市

交流促進センターの改修工事に伴い、菊池市交流促進センター条例の一部を改正する必要が

あり、条例改正を行うものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「議案では、シャワー室を 150 円としているが、今まで徴収していたのか。」と

の質疑に対し、執行部からは「これまで、利用料金は発生していない。」との答弁がありま

した。 

 さらに、委員から「無料で貸し出しをしていたということか。」との質疑に対し、執行部

からは「料金設定をしていなかったため、そのまま貸し出していた。」との答弁がありまし

た。 

 また、委員から「議案では、和室１室につき１時間 500 円の利用料金としているが、宿泊

もできるのか。」との質疑に対し、執行部からは「今回の条例改正で開館時間を午後６時ま

でとしているため、宿泊については考えていない。」との答弁がありました。 

 

 次に、議案第 17 号については、執行部より「本案は、菊池市新型コロナウイルス感染症

関係融資利子補給基金を設置するにあたり、地方自治法の規定により、条例を制定する必要

がある。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 18 号については、執行部より「本案は、地域経済牽引事業の促進による地

域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴い、菊池市地域経済牽引事業奨励条例

の一部を改正する必要があり、条例改正を行うものである。」との説明があり、特に質疑は

ありませんでした。 

 

 次に、議案第 19 号については、執行部より「本案は、浄化槽法の一部改正に伴い、菊池

市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する必要があり、条例改正を行うものである。」

との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 38 号については、執行部より「本案は、公の施設の指定管理者の指定につ

いて、地方自治法の規定により、議会の承認を得る必要がある。」との説明があり、質疑を
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行いました。 

 委員から「四季の里は、設立当初、旭志村の福利厚生の施設との意味合いもあったと思う

が、途中、いろいろあって温泉ではなくなった。今回、大浴場の運営はしないとのことだが、

貸切風呂はどうするのか。」との質疑に対し、執行部からは「キャンプの方などへのシャワ

ー室として利用していく。」との答弁がありました。 

 さらに、委員から「施設と貸切風呂は、シェルパさんが受けるとのことだが、大浴場は受

ける者がいないことも事実であり、きちんと旭志地区の住民に対して説明を行っていく必要

があるのではないか。」との質疑に対し、執行部からは「地域の方々には丁寧な説明を行っ

ていきたい。」との答弁がありました。 

 

 議員間討議では、議案第 16 号について「郷土料理提供コーナーと特産品展示販売所につ

いては、本来、２年貰えるところが、条例改正が成されなかったがために滞っている。こう

したことが委員会で説明も無いままに今に至っている。」との意見がありました。 

 

 以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第 15 号、議案第 17 号か

ら議案第 19 号、及び議案第 38 号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

 次に、討論がありました議案第 16 号については、委員より「今、頑張っているモフさん

がきちんと頑張っていけるよう、またこの条例に沿って安心して頑張っていけるようにした

い。」といった賛成討論がありました。 

 採決の結果、議案第 16 号については、賛成多数により可決すべきものと決定しました。 

 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますようお願い申

し上げまして、経済建設常任委員長報告とします。 

 

 菊池市議会 議長  大賀 慶一 様 

  

                  令和３年３月 19 日 

                  経済建設常任委員会 委員長 後藤 英夫    
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予算決算常任委員会 委員長報告 

 

 本定例会で予算決算常任委員会に付託された議案は、議案第 20 号から議案第 32 号、議案

第 36 号及び議案第 37 号の 15 議案です。 

 ２月 26 日、３月３日及び 16 日に予算決算常任委員会を、３月５日、８日から 10 日に予

算決算常任委員会分科会を開催し、各分科会において所管する分を慎重に審査し、各分科会

長より経過報告がありましたので、その主なものについて報告します。 

 

 はじめに、議案第 20 号については、そのほとんどが事業実績又は見込み額の確定による

減額補正であり、そのうち主なものを申し上げます。 

 

 まず、執行部より「学校管理費の小学校営繕工事 4,491 万 9,000 円の増額補正及び中学校

営繕工事 6,725 万 9,000 円の増額補正については、国の令和２年度第３次補正予算の対象事

業であり、コロナ禍における有事の際に使用する、避難所指定を受けている各小中学校体育

館の和式トイレの洋式化及びドライ化を行うものである。」との説明があり、質疑を行いま

した。 

 委員からの「現在の小中学校体育館のトイレの状況と、今後の改修内容はどうなるのか。

また個数は何個か。」との質疑に対し、執行部からは「今回の改修については、国から学校

施設における防災機能強化への協力について通知があり、避難所指定を受けている体育館の

トイレを洋式化やドライ化するものである。改修個数については、小中学校併せて小便器 26

基、大便器が 46 基である。」との答弁がありました。 

 また、委員からの「コロナ禍においては、蓋を閉めて流すことが重要であるが、蓋付きの

便器の個数は何個か。また、除菌シートは設置してあるのか。」との質疑に対し、執行部か

らは「市内の小中学校の体育館の洋式トイレはすべて蓋付きである。ただし、多目的トイレ

については、車いすの方が使用されるため蓋は付いていない。除菌シートについては、今後

コロナウイルス感染症対策を含めて、設置の方向で検討したい。」との答弁がありました。 

 

 次に、「体育施設費の体育館管理費 2,809 万 1,000 円の増額補正については、総合体育館

メインアリーナの空調設備が故障したため改修するもので、国の令和２年度第３次補正予算

の対象に追加されたため、今回予算計上するものである。」との説明があり、質疑を行いま

した。 

 委員からの「総合体育館の空調は整備して何年目か。どういう改修になるのか。」との質

疑に対し、執行部からは「空調設備は平成 20 年に設置してある。機械器具の耐用年数は税

法上 15 年となっているが、一般的な耐用年数は定められていない。空調設備が給水冷温水

機という大型の特殊なものであり、大本の機械を改修するものである。」との答弁がありま

した。 
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 次に、委員からの「固定資産税の支払い猶予があったが、その影響額は。」との質疑に対

し、執行部からは「現在支払い猶予申請があっているのは全体で 2,700 万円程度であり、そ

のうち固定資産税は 2,000 万円程度である。」との答弁がありました。 

 

 次に、委員からの「現在の地籍調査の進捗状況は。」との質疑に対し、執行部からは「現

在 66.9％であり、令和２年度末までに 67.5％を予定している。」との答弁がありました。 

 

 次に、委員からの「障がい児通所給付費等支援事業は増額補正だが、その理由は。」との

質疑に対し、執行部からは「利用人数は横ばいだが、身近な場所に事業所が増え、今まで利

用したくても出来なかった状況から、一人当たりの利用日数が増えている状況に変わったた

めである。」との答弁がありました。 

 

 次に、委員からの「妊婦健診委託料が 410 万円減額となっているが、妊婦の数が減ってい

るのか。妊婦健診を受けていない人が多いのか。」との質疑に対し、執行部からは「妊婦の

数が減っているための減額となっている。」との答弁がありました。 

 

 次に、執行部より「農業振興費の担い手確保・経営強化支援事業 787 万 5,000 円、及び畜

産業費の畜産競争力強化対策緊急整備事業４億 7,111 万 2,000 円については、国の令和２年

度補正予算の成立に伴い、繰越明許費として補正予算を計上するものである。」との説明が

あり、質疑を行いました。 

 委員から「繰越明許の理由は何か。」との質疑に対し、執行部からは「事業の採択を受け

るためには、予算措置を行っておくことが必要である。」との答弁がありました。 

 

 次に、執行部より「農業振興費の担い手づくり支援交付金事業 272 万 6,000 円の減額につ

いては、旭志地区及び泗水地区の２法人分を申請していたが、旭志地区の１法人分が不採択

になったためである。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「１件が不採択となっているが基準は何か。」との質疑に対し、執行部からは「県

への申請が多く、ポイント制による審査で、他の申請者よりポイントが不足していたためで

ある。」との答弁がありました。 

 

 次に、執行部より「土木債の緊急浚渫推進事業債 1,310 万円の増額については、市管理河

川の浚渫を行うため、２次申請により承認されたものである。」との説明があり、質疑を行

いました。委員から「河川の浚渫とは、具体的にどういった事業を行うのか。」との質疑に

対し、執行部からは「河川に溜まった土砂の撤去や倒木の除去等を行うものである。」との

答弁がありました。 

 

 次に、議案第 21 号から議案第 23 号については、執行部より「ほとんどが事業実績又は見

込み額の確定による減額補正である。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 
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 次に、議案第 24 号については、執行部より「主に、つまごめ荘民営化前の介護サービス

料の収入の見込みが確定したものや県支出金返納金の確定によるものである。」との説明が

あり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 25 号については、執行部より「長期前受金戻入 2,032 万 4,000 円の増額に

ついては、桜山地区の県道住吉熊本線改良既設配水管・吉富地区の石綿管撤去等に伴い、資

産減耗に対して収益化を行うものである。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 26 号については、執行部より「使用料の過年度欠損漏れが 490 万 4,852 円、

受益者分担金の過年度欠損漏れが 13 万 7,500 円あり、こうした不納欠損漏れを今後、整理

していく。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 27 号中、その主なものを申し上げます。 

 

 はじめに、交通コミュニティ対策事業について、委員からの「コミュニティバスとあいの

りタクシーの内訳は。」との質疑に対し、執行部からは「べんりカーが 1,119 万 3,000 円、

あいのりタクシーが 1,336 万 6,000 円である。」との答弁がありました。 

 さらに、委員からの「あいのりタクシーの地域別の内訳は。」との質疑に対し、執行部か

らは「あいのりタクシーは６地域あり、水源地域 450 万 7,000 円、龍門地域 128 万 6,000 円、

泗水西部地域 109 万 9,000 円、泗水東部地域 108 万 9,000 円、七城地域 187 万 2,000 円、旭

志東部地域 102 万 3,000 円である。」との答弁がありました。 

 

 次に、菊池一族プロジェクト事業について、委員からの「継続でやってきていることは理

解しているが、どれだけの効果があったのか検証はできているのか。」との質疑に対し、執

行部からは「これまで交流事業を進めてきたが、継続的に繋がっていく仕組みがなかったこ

とが課題であった。今回予算計上している菊池ファンクラブ事業で、継続的に繋がっていく

仕組みづくりを進めていきたい。検証については、商工観光課と協議しながら進めていきた

い。」との答弁がありました。 

 

 次に、人件費について、委員からの「当初予算では 13 人減で約１億 7,800 万円の減で、

ある程度妥当な金額だと思うが、補正予算では４人減で約１億 5,000 万円の減だった。その

内容はどうなっているのか。」との質疑に対し、執行部からは「人件費の当初予算の計上に

当たっては、前年度の年末段階での職員数などを勘案しながら積算している。その際に育児

休業や病気休暇の職員分も総額ベースで織り込んでいる。補正予算では、最終的な年度末の

調整で休業により無給となる分についても調整を行っている。」との答弁がありました。 

 

 次に、合併特例事業債について、委員からの「合併特例事業債の額はどれくらい残ってい

るのか。また、あと何年残っているのか。」との質疑に対し、執行部からは「令和２年８月
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現在で、合併特例事業債の発行限度額が 213 億円、発行可能な残額が 12 億円である。事業

実施は令和６年度までとなっている。」との答弁がありました。 

 さらに、委員からの「合併特例事業債は、残りの全額を使う計画になっているのか。」と

の質疑に対し、執行部からは「合併特例事業債については、新市建設計画に基づき行ってお

り、庁舎整備事業をもって全事業が終了する計画で行ってきた。令和２年８月以降について

も、発行可能残額 12 億円のうち３億円程度を七城支所の庁舎整備費用に充てることにして

おり、残りの９億円についても、新市建設計画に基づく道路整備事業などに有利な財源とし

て振り替えて、限度額まで活用することにしている。」との答弁がありました。 

 

 次に、補助教員配置事業について、委員からの「今まで 55 人体制だったのが令和３年度

から 42 人体制と聞いている。段階的ではなくて突然この人数になったのか。」との質疑に対

し、執行部からは「今回の配置の大きな理由は、令和３年度から教育環境が大きく変わるこ

とと、学校長ヒアリングのなかで、免許職を中心とした補助教員と介助支援という支援員の

仕事の内容の違いがなくなってきたということで、これまでの職種の体制で人数の見直しを

するのか、それともそのまま行くのか、若しくは一つの職種に換えるのかということを協議

した結果、最終的には学校支援員という形で一つの職種にすることとした。また、国からの

ＩＣＴ機器を活用した特別支援教育や学校教育の在り方が変わるということや、学習指導要

領も変わるということも踏まえて、今までの教育環境と大きく変わることから、見直しする

必要があるということで、こういう形になった。今後も学校現場を注視しながら必要に応じ

た適正配置に努めていきたい。」との答弁がありました。 

 

 次に、ＩＣＴ支援業務委託料について、委員からの「業務委託の内容はどのようなものか。」

との質疑に対し、執行部からは「外部の事業者に３人の支援員を委託するものである。委託

内容としては、先生方が授業で使うＩＣＴ機器の活用についての支援や今年度導入した電子

黒板やタブレットなどの保守、ソフトの活用方法の指導などが主な内容である。」との答弁

がありました。 

 

 次に、図書館費について、委員からの「本が年々増えていって処分する本もあると思うが、

処分に掛かる費用はどうなっているのか。」との質疑に対し、執行部からは「廃棄する本に

ついては、１冊 10 円で販売をしている。その他の本については学校図書館に引き受けてい

ただいている。それ以外の本についてはリサイクル業者に引き取っていただいており、経費

は掛かっていない。」との答弁がありました。 

 

 次に、委員からの「菊池市も法人の倒産がでているのか。今後、税収に影響は出るか。」

との質疑に対し、執行部からは「法人の倒産は聞いていない。法人税割については、法改正

により 12.1％から 8.4％になり減少する。併せてコロナ禍により減額で計上している。」と

の答弁がありました。 
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 次に、委員からの「エコヴィレッジ旭の跡地利用について、地元との協議はどうなってい

るか。」との質疑に対し、執行部からは「昨年 12 月に地元区長他住民の方をメンバーとした

環境保全対策委員会を開催し、工場棟については解体することを了承された。管理棟につい

ては地元で利用することは難しいので、市に一任するとの結論となった。ただし、仮に民間

に譲渡する場合は環境に影響のないような事業所にするようにとの要望があった。」との答

弁がありました。 

 また、別の委員からの「菊池市内へ進出している企業に事業敷地としての跡地利用意向調

査を検討してはどうか。」との質疑に対し、執行部からは「現在、庁内の各課へ跡地利用に

ついての意向確認を行っており、意向を取りまとめのうえ地元との協議を進めていきたい。」

との答弁がありました。 

 

 次に、生きがいづくり促進事業について、委員からの「金婚式の予算は昨年度分も計上さ

れているのか。式典について、今年度実施できなかった方は令和３年度対象の方と一緒に行

うのか。」との質疑に対し、執行部からは「令和２年度対象の方にはお祝い品を贈ったので、

令和３年度予算については令和３年度の対象者の分のみ計上している。昨年度対象者向けの

式典については、コロナの状況を考えながら、検討していきたい。」との答弁がありました。 

 

 次に、「聖母幼稚園跡のつどいの広場は、当面は現在の場所で継続して行うとのことだが、

その後はどのように運営していく予定か。」との質疑に対し、執行部からは「令和３年度に

全体的に見直すこととしており、別の場所を探している。」との答弁がありました。 

さらに、委員からの「つどいの広場の数を減らすのか。」との質疑に対し、執行部からは

「子ども・子育て支援事業計画では減らすこととしているが、令和３年度に検討する。」と

の答弁がありました。 

 

 次に、菊之池保育園・花房保育園について、委員からの「職員人件費の件で、前回の補正

予算の審査時に、嘱託保育士を公募しても応募がないということであったが、当初予算では

どうなったのか。」との質疑に対し、執行部からは「令和２年度に、任期付１人と再任用職

員２人が退職し、当初予算では、４人の正規職員の採用がある予定で、1人増えることにな

る。」との答弁がありました。 

 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業について、委員からの「コールセンター委託料

が計上してあるが、委託先はどこか。地元から雇用するのか。」との質疑に対し、執行部か

らは「委託先は、福岡県のヒト・コミュニケーションズという会社であり、対応スタッフは

地元から雇用されている。」との答弁がありました。 

 さらに、委員からの「いつまでの契約か。」との質疑に対し、執行部からは「予算は、１

年分を計上している。」との答弁がありました。 

 

 次に、熊本連携中枢都市圏事業について、委員からの「健康ポイント事業が上がっている
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がどのようなものか。」との質疑に対し、執行部からは「平成 31 年３月に熊本市と連携中枢

都市圏連携を締結している。熊本市が開発したアプリを利用し、健康づくりに取り組んでも

らうものである。負担金は、人口割となっており、特別交付税の対象となる。」との答弁が

ありました。 

 

 次に、執行部より「畜産業費の家畜導入事業 1,200 万円については、市単独の事業で、優

良な肉用牛及び乳用牛の導入により、畜産経営基盤の安定を図るもので、家畜導入事業補助

金として１頭当たり５万円を上限として市が補助するものである。」との説明があり、質疑

を行いました。 

 委員から「家畜導入事業の予算は、この数年間変わっていないが、本市の基幹産業は農業

であり、そのメインは畜産である。伸びている分野であるので、増額等は考えていないのか。」

との質疑に対し、執行部からは「畜産は、菊池市の農業における重要な産業であるが、財政

等の問題もあり御理解いただきたい。」との答弁がありました。 

 

 次に、執行部より「林業総務費の鳥獣捕獲事業559万7,000円については、捕獲報奨金 400

万円等のほか、従事者 52 人への事業委託料である。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「年度途中で使い切った場合はどうするのか。」との質疑に対し、執行部からは

「市の単独事業とは別に、協議会から申請する国の補助事業を利用し、報奨金を支出してい

る。また、協議会にも努力していただくとともに、協議会と市が歩み寄りながら調整し進め

ていきたい。」との答弁がありました。 

 

 次に、執行部より「商工総務費の市まつり事業 2,075 万 5,000 円については、市まつり実

行委員会等への委託料と補助金等であり、まつりの開催については新型コロナウイルスの状

況により不確定な面もあるが、実施を前提とした予算を計上している。」との説明があり、

質疑を行いました。 

 委員から「コロナ禍においては、感染拡大防止もしなければならない、一方で市を元気に

していかなければならないといった中で、どういった点に留意しながら、まつりができるよ

う進めているのか。」との質疑に対し、執行部からは「県のイベント開催基準等があるので、

それを守った範囲で行うよう、各実行委員会と話を進めている。」との答弁がありました。 

 

 次に、執行部より「道路橋りょう維持費の道路橋りょう維持事業４億 4,227 万 3,000 円に

ついては、市道等の老朽化により、破損している道路等の維持補修を行い、機能の保全を図

るものである。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「橋りょうのどういうところを点検し、維持していくのか。」との質疑に対し、

執行部からは「道路法の施行規則では、５年に１度は橋りょうの点検を行うよう定められて

おり、市内の 564 橋のうち、令和３年度では 105 橋を点検し、必要に応じて補修を行ってい

く。」との答弁がありました。 
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 次に、執行部より「公園費の公園管理経費 6,061 万 8,000 円については、主なものとし

て、公園の樹木管理、除草作業等である。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「公園管理は経費も掛かるので、業者委託ではなく地域に任せる等できないか。」

との質疑に対し、執行部からは「将来的には地域で管理していただくことが理想と思うが、

現状では受け手がなく難しい状況にある。パークＰＦＩという公園を企業や組合が管理する

といった取り組みもあるため、民間活用も含めて検討を進めたい。」との答弁がありました。 

 

 次に、議案第 28 号については、執行部より「被保険者数の減少やコロナ禍で国民健康保

険税収が減っている状況である。」などの説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 29 号については、執行部より「後期高齢者医療事業について、当初予算は

前年度に比べて、対象者増加により、約 2,200 万円の増額である。」などの説明があり、特

に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 30 号については、執行部より「介護保険事業について、当初予算は前年度

に比べて、給付費を多く見積もったため、約 9,000 万円以上の増額である。」などの説明が

あり、質疑を行いました。 

 委員からの「任意事業費のケアプランチェック員報酬について、どういう内容か。また人

数を教えてほしい。」との質疑に対し、執行部からは「会計年度任用職員１人である。また、

内容は介護給付の適正化で、ケアプランをチェックして、適正なプランかどうか、また、プ

ランの間違いなどもチェックを行うものである。」との答弁がありました。 

 

 次に、議案第 31 号については、執行部より「水道事業収益は６億 6,179 万 4,000 円、水

道事業費用は６億 800 万 4,000 円である。また、資本的収入は２億 7,379 万 4,000 円、資本

的支出は５億 260 万 1,000 円である。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 32 号については、執行部より「建設費の工事請負費２億 7,208 万円は、富

の原地区管渠整備事業をはじめ、各地区の管渠延伸工事や公共桝設置工事のほか合併処理浄

化槽市町村整備工事などである。」との説明があり、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 36 号については、執行部より「四季の里旭志の指定管理委託にかかる債務

負担の追加であり、期間は令和３年度から令和５年度までの３年間、債務負担の限度額は

3,450 万円である。」との説明があり、質疑を行いました。 

 委員から「年間の指定管理料が下がっている理由は何か。」との質疑があり、執行部から

は「大浴場の運営にかかる経費、及び旭志地区を巡回し利用者を輸送していたバスの費用を

減額したものである。」との答弁がありました。 

 さらに、委員から「指定管理に動物広場の管理は含まれているのか。」との質疑があり、

執行部からは「そのとおりである。」との答弁がありました。 
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 また、委員から「プール機械管理委託料が積算されているがプールは使用されるのか。」

との質疑があり、執行部からは「指定管理者に指定しようとする団体が夏場については活用

したいとのことであった。」との答弁がありました。 

 

 次に、議案第 37 号については、「観光費の四季の里旭志指定管理委託料 1,150 万円の増額

については、指定管理者の指定に伴い、委託料を増額するものである。」との説明があり、

特に質疑はありませんでした。 

 

 議員間討議では、「令和２年度までは補助教員で、令和３年度が学校支援員ということだ

が、従来の補助教員の方々に理解を得られているのか。唐突に決められて 55 人が 42 人とな

り、13 人の方が職を失ったと感じている。理解を得られて納得されているのかどうかが気

になる。」「補助教員配置事業は、菊池市は他の自治体に先駆けて実施されている。毎年多額

の費用を費やしてきた事業である。学校の先生からは、とってもありがたいという話を聞い

ている。特別な支援が必要な子どもたちが増えてきている現状では、減らしていいのだろう

かというのは疑問である。今回人数が減らされたことは残念であるが、現場の要望があれば

予算等を含めて見直していくという話があったので、この１年間現場がどう受け取っている

のかしっかりと声を聴いていただきたい。」との意見がありました。 

 

 委員より「児童福祉費の予算が同じである。『今年はこれに力を入れる。』というように子

育てについての予算を戦略的にまとめ、メリハリのある予算を組むべき。」という意見があ

りました。 

 また、委員より「ワクチン接種については、安全に実施してほしい。市は国に情報公開等

をしっかりやってほしい。分科会として、意見を集約したほうがいいのではないか。」との

提案がありました。 

 また、委員より「健康推進課のアプリや市民課のコンビニ交付の費用対効果をしっかり検

証すべき。どのように人件費を削減する効果があったのか、市民の健康状態がどのように改

善したかを引き続き検証してほしい。」との意見がありました。 

 また、委員より「環境課の地下水の調査について、簡易水道を求める区長の申し出を重く

みてほしい。他の地域と同じ条件にしてほしい。」との意見に対し、別の委員から「加入希

望者が少ない現状を引き続き委員会で調査すべき。」「特に数値が高い地域があるので、抜本

的に水道行政を変えるべき。」との意見もありました。 

 

 また、新型コロナウイルス感染症対策のワクチン接種事業について、福祉厚生分科会より

次の３点の提言がありました。 

①執行部は、国からのワクチン接種の進捗状況を随時確認し、正確な情報を適宜市民へ提供

すること。 

②執行部は、ワクチン接種を円滑に進めるために、交通手段のない高齢者や障がいなどで接

種会場へ訪れるのが困難な方へのきめ細やかな配慮と支援を行うこと。 
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③執行部は、関係機関と十分に協議のうえ接種体制を整えて、接種時の感染症対策をきちん

と行い、ワクチン接種を安全に実施すること。 

 

 以上が、各分科会長からの経過報告となります。 

 なお、執行部に対する総括提言はありませんでした。 

 

 次に、各分科会長に対する質疑を行いました。 

 委員より「令和３年度の一般会計本予算が可決しないままに、補正案が出されているが、

イレギュラーなやり方と思う。そのやり方についてどのような審査が分科会でなされたのか。 

 例えば本予算が否決になるならば、本予算を否決して補正だけを可決することはあり得な

い。そのあたりの説明もあったと思うが。」との質疑があり、経済建設分科会長より「分科

会の中では、そのような質疑はあっていない。」との答弁がありました。 

 また、委員より「公園管理経費について、花房公園の進捗状況や今後の管理について確認

しているのか。将来的には地域で管理していただくことが理想であるとのことだが、そのよ

うに管理されている公園がどれだけあるか確認はされたのか。堂山展望所について、住民に

対する安心安全の確認についての検討はされたのか。」との質疑があり、経済建設分科会長

より「今現在ある公園の管理について、民間委託ができればそれに越したことはないが、今

は、なかなか受け手がないという意見があった。堂山展望所の件については、分科会での質

疑はあっていない。」との答弁がありました。 

 

 以上、慎重に審査しました結果、当委員会に付託されました議案第20号から議案第26号、

議案第 31 号及び議案第 32 号、議案第 36 号及び議案第 37 号については、討論もなく、採決

の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

 次に、討論がありました議案第 27 号については、委員より「来年度の予算に求められる

のは、コロナの感染防止による市民の命と暮らしを守ること、コロナ禍で影響を受けた様々

な苦難の軽減に全力を尽くすことである。医療機関や高齢者施設へのＰＣＲ検査の実施、中

小事業者への再度の直接的な支援など、市民の命と暮らしを守る予算編成が必要である。」 

 また、委員より「学校現場における補助教員の減員は、コロナ禍の状況で心身ともに不安

定な状況の児童生徒の配慮に影響を及ぼすと考えられる。家庭においても児童生徒を取り巻

く保護者の経済状態も厳しい状態にあり、児童生徒の見守りが学校全体で必要な時である。

そのようなことから配置人員の減員及び予算の減額には反対する。」といった反対討論があ

りました。 

 

 次に、議案第 28 号については、委員より「ここ数年保険料が据え置かれていることは評

価するが、市民の国保税の負担感は大変重い状況である。基金の活用や法定外の繰り入れも

行って、コロナ禍の今こそ引き下げを行うべきである。」といった反対討論がありました。 
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 次に、議案第 29 号については、委員より「本制度は高齢者を年齢で差別し、給付の抑制

や本人負担を増やす問題の制度である。保険料が払えずに滞納となっている件数が 177 件に

も上っており、その影響はさらに深刻にならざるを得ない。」といった反対討論がありまし

た。 

 

 次に、議案第 30 号については、委員より「第８期において保険料が引き下げとなること

は評価する。しかし、引き下げが行われたものの、まだまだ高すぎる。今回さらに増額にな

った基金も活用し、さらなる引き下げを求める。」といった反対討論がありました。 

 

 採決の結果、議案第 27 号から議案第 30 号については、賛成多数により可決すべきものと

決定しました。 

 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますようお願い申

し上げまして、予算決算常任委員長の報告とします。 

 

 菊池市議会 議長  大賀 慶一 様 

 

                    令和３年３月 19 日 

                    予算決算常任委員会 委員長 松岡 讓    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付 録 
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令和３年第１回定例会付議事件一覧及び審議結果表 

（３月１９日議決） 

議 案 番 号 件       名 審議結果 

議案第 ３ 号 
菊池市の未来を考える懇談会条例を廃止する条例の制定に

ついて 
原案可決 

議案第 ４ 号 
菊池市庁舎等整備市民検討委員会条例を廃止する条例の制

定について 
原案可決 

議案第 ５ 号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決 

議案第 ６ 号 菊池市債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 

議案第 ７ 号 
菊池市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
原案可決 

議案第 ８ 号 
菊池市一般廃棄物固形燃料化処理施設条例を廃止する条例

の制定について 
原案可決 

議案第 ９ 号 
菊池市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決 

議案第１０号 菊池市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 

議案第１１号 

菊池市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

原案可決 

議案第１２号 

菊池市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

原案可決 

議案第１３号 
菊池市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決 

議案第１４号 

菊池市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

原案可決 

議案第１５号 
菊池市新型コロナウイルス対策農業支援資金基金条例の制

定について 
原案可決 

議案第１６号 
菊池市交流促進センター条例の一部を改正する条例の制定

について 
原案可決 

議案第１７号 
菊池市新型コロナウイルス感染症関係融資利子補給基金条

例の制定について 
原案可決 
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議 案 番 号 件       名 審議結果 

議案第１８号 
菊池市地域経済牽引事業奨励条例の一部を改正する条例の

制定について 
原案可決 

議案第１９号 
菊池市浄化槽市町村整備推進条例の一部を改正する条例の

制定について 
原案可決 

議案第２０号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第１５号） 原案可決 

議案第２１号 
令和２年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５号） 
原案可決 

議案第２２号 
令和２年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第３号） 
原案可決 

議案第２３号 
令和２年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第５

号） 
原案可決 

議案第２４号 
令和２年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算

（第２号） 
原案可決 

議案第２５号 令和２年度菊池市水道事業会計補正予算（第４号） 原案可決 

議案第２６号 令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算（第６号） 原案可決 

議案第２７号 令和３年度菊池市一般会計予算 原案可決 

議案第２８号 令和３年度菊池市国民健康保険事業特別会計予算 原案可決 

議案第２９号 令和３年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計予算 原案可決 

議案第３０号 令和３年度菊池市介護保険事業特別会計予算 原案可決 

議案第３１号 令和３年度菊池市水道事業会計予算 原案可決 

議案第３２号 令和３年度菊池市下水道事業会計予算 原案可決 

議案第３３号 財産の譲渡について 原案可決 

議案第３４号 財産の譲渡について 原案可決 

議案第３５号 
菊池市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
原案可決 
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議 案 番 号 件       名 審議結果 

議案第３６号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第１６号） 原案可決 

議案第３７号 令和３年度菊池市一般会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第３８号 公の施設の指定管理者の指定について 原案可決 

議員提出議案   

議員提出 

議案第 １ 号 
菊池市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 原案可決 

請  願   

請願第 １ 号 
国の責任で「２０人学級」を展望した少人数学級の前進を

求める請願 
不採択 

報  告   

報告第 １ 号 専決処分の報告について（奨学資金に関する訴えの提起) 原案報告 

報告第 ２ 号 専決処分の報告について（奨学資金に関する訴えの提起) 原案報告 

報告第 ３ 号 専決処分の報告について（市道管理瑕疵) 原案報告 

報告第 ４ 号 専決処分の報告について（庁用車車両事故) 原案報告 
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